
    
      
        
      
    

  

この本は縦書きでレイアウトされています。

また、ご覧になる機種により、表示の差が認められることがあります。
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第一章　殷周代短里の可能性について






「魏志」倭人伝に書かれた里程記事との関連で、中国の殷或いは周の時代に通常里の五、六分の一という短里が使用されていたのではないかとする「殷・周代短里説」（注１）、また、その遺制が特殊な職業にたずさわる人や、特定の地域において承け継がれ用いられていたのではないか、とする「地域的短里説」（注２）が一部の人達の間で唱えられている。

『古代日本海文化』７号において筆者もこの周代短里の問題に少しふれたのであるが、その可能性についてはなかなか全面的には否定し難いものがある。

一　弓の射程距離

『史記』周本紀に、

「楚に養由基なる者あり、射に善き者なり。柳葉を去ること百歩にして之を射し、百たび発して百たび之に中る」と書かれた記事がある。

また、漢の淮南王劉安の作と伝えられる『淮南鴻烈解』にも、

「矢は十歩に於ては兕じ申こうを貫けども、三百歩に於ては魯縞に入ること能わず」「矢の疾きも二里に過ぎず」などと書かれた記事がある。

中国における尺度の変化について綿密な検討をされた岩田重雄氏は、殷代から西周期にかけては一八センチから二〇センチ未満の古尺が存在しており、その時代の平均値は一九・六一センチ程度とされている（注３）。

もし先の記事が仮に一尺一九・六一センチ程度の周古尺を基準としたものだとしても、六尺一歩で計算すればその百歩は一一七・六六メートル。二里なら六百歩であるから七〇五・九六メートルということになる。さらに周の春秋時代から戦国─前漢時期にかけての基準とされている一尺二二・五センチで計算すると、百歩では一三五メートル、二里といえば実に八一〇メートルにも達することになる。

源平時代の弓の名手、那須与一宗高は、屋島の合戦で平家の女官が船上でかざす扇の的を見事に射落とし、一躍名をあげた。歴史書はこの時の距離を十一段（七十間）と記す。一間は一・八一八メートルであるから、那須与一は一二七・二六メートル程度の距離から射たことになる。

この歴史書の記事が事実を伝えたものであるとすれば、「百歩にして百発百中」という『史記』周本紀の記事なども決して誇張した話ではなく、まして短里（短歩）などによって書かれた疑いなど微塵も入り込む余地はない。

ところが現在はすでに退職されているが、何年か前、ＮＨＫの面白ゼミナールにおいて鈴木健二氏が、弓の射程距離はだいたい六、七〇メートルであるとし、那須与一が射た扇の的の距離はせいぜい二四メートル程度ではなかったかと思う、と話されているのを聞き大変驚かされた。鈴木氏の語ったところでは、弓の専門家に聞いた話だということであったから、かなり自信を持って述べられたものではないかと思う。

二四メートルといえば、周─漢代の歩数値（一歩、一・三五メートル）に直すと十七・七七歩であるから、僅か十八歩にも満たない間隔でしかなかったことになる。

私はこの話を聞いてのち、常にこのことが気懸かりとなっていた。古田武彦氏が主張されている「短歩短里」、或いは「一挙足」すなわち片足を一歩とする度制が、一部の地域において用いられていたのではないかという疑念が頭を離れなかったからである。

現代の弓と古代弓の性能を比較するのは難しいが、『史記』にある百発百中の百歩（一三五メートル）と二四メートルではあまりにもその差が隔り過ぎている。

『淮南鴻烈解』の「矢の疾きも二里に過ぎず」という記事にいたっては、誇張も甚だしいということになってしまう。一挙足ひと足一歩としても、一尺一九・六一センチの場合で三五二・九八メートル、一尺二二・五センチの場合だと四〇五メートルである。もしこれが一里七五メートル程度の短里で書かれたものとすれば、二里で一五〇メートルということになり、矢の飛ぶ距離を表現した記事として、いかにもふさわしいということになる。

『史記』蘇秦列伝にも、

「天下の彊弓經弩は、皆韓より出ず、谿子、小府の時力・距来は、皆、六百歩の外を射る」

と書かれた記事がある。別に都合の悪い記事を隠していたというわけではないが、解決への糸口が見つからず、保留したまま日を過ごしてしまっていた。

ところが昭和六十三年十二月十四日、鈴木氏の説とは全く違った話を聞いたのである。

二　弓の性能と矢の関係

この日の午後五時半、何気なくテレビのスイッチを入れると「なんでもワンダーランド」という番組が放送されており、モンゴル生まれで現在日本に在住しているというチュルテミン・ナムチンという方が、モンゴルの弓は殺傷能力三〇〇メートルの威力があると話していた。

殺傷能力というのであるから、その飛距離は三五〇〜四〇〇メートルに及ぶことも十分に考えられる。この話を聞いて長い間迷い続けてきた周代短里の問題も、やっと霧が晴れたような思いがしたものである。鈴木氏の話はもちろん真実を伝えたものと思うが、弓の性能も、矢の長さや重さなどによって相当違ってくるのかもしれない。

通し矢で有名な京都三十三間堂の距離は、東西三十五間、一二〇メートルであるという。平凡社の『百科辞典』によると、百年戦争の時イギリス軍が用いた長弓の有効射程は、平射で一五〇メートル程度。未開民族の使用する弓でもその射程距離は二〇〇メートル。またオスマン帝国（十九世紀─トルコ）の合成弓は、Ｒ・Ｐ・ギャラウェー卿のテストによると、戦闘用の矢で四〇〇メートル、特殊な遠矢を使った場合、六〇〇メートルの飛距離を記録したという。

このトルコ弓の飛距離などから考えると、「皆六百歩の外を射る」とある『史記』蘇秦列伝の記述や『淮南鴻烈解』の「矢の疾きも二里に過ぎず」なども、さして誇張したものとは思えない。坐したまま、或いは大地に背をつけて仰臥し、両足を弓に掛けて両手で弦を握り、渾身の力で引き絞って射るという「勁弩」の威力は、トルコ弓を遥かに上まわっていたのではないかと思う。

白崎昭一郎氏は『古代尺度雑考』において、『史記』蘇秦列伝に書かれた「六百歩」について、その「実長は明らかでないが、八一〇メートルほどと考えても、特に支障はないであろう」（注４）とされている。「魏志」挹婁伝を見ると、

「其の弓の長さ四尺、力、弩の如し、矢は楛を用う、長さ尺八寸、青石を鏃と為す。古の粛慎氏の国なり」と書かれた記事がある。

『周礼正義』矢人の部によると「弓の下制六尺、然して則ち矢の制三尺を以て最短と為す」とあるから、粛慎国の弓矢は相当短いものだったようである。いわゆる短弓とはこの粛慎国の弓の系統を引いたものかもしれない。なお『隋書』靺鞨伝には、「角弓長さ三尺、箭の長さ尺有二寸」と書かれた記事がある。

『周礼正義』弓人の部には、

「凡そ弓を為すに、冬に幹を析し春に角を液し、夏は筋を治し、秋に三材を合わす」と書かれている。周代における弓作りの技術はかなりの水準に達していたのではないかと思う。

モンゴルでも相当古い時代から合成弓が用いられていたという。六〇〇メートルの飛距離を記録したという十九世紀のトルコ弓と比較しても、性能的に遜色ないだけの弓は古代中国でも作られていたのかもしれない。

射程距離といえば、長里であることがはっきりしている後漢時代にも、

「大木に弦して弓と為し、矛に羽つけて矢と為し、機を引きて之を発し、遠く千余歩に射る。殺傷する所多し」（『後漢書』陳球伝）と書かれた記事がある。

三　大射の儀における狸歩

「若水王、大射するに、則ち狸歩を以て三侯を張る」

これは先にあげた『周礼正義』射人の部にある大射の儀に関する記事であるが、ここでは「狸歩」を以て一歩としたことが記されている。この注は「鄭司農云う」とし「狸歩は一挙足を一歩と為すを謂う、今に於て半歩と為す」とあるから、ひと足（跬）を一歩としたことが判る。

大射の儀における侯道については、それぞれ九十弓、七十弓、五十弓と定められていた（一弓は六尺、則ち一歩）。この侯道を計るにおいて通常の歩の半分、つまり一挙足ひと足を一歩として数えたというのである。このような記事から察すると、矢の飛距離を計る場合などに一挙足を一歩としていた時代もあったのかもしれない。

ところがこれには異説もあり、狸歩を六尺とする解釈も示されている。すなわち、

「先鄭の此の義、郷射礼の侯道を量るに弓を以てすると合わず、故に後鄭従わず（中略）此れ後鄭、先鄭の狸歩半歩に従わず、而して本字に依りて之を釈するに、此れ侯道を量る器を謂うならん。即ち準度野は六尺の歩なり、（中略）云う『弓の下制六尺』なる者、弓人の文に[image: gaiji]る。大射儀の注に亦た弓人の下制を引き以て狸歩六尺を證す、此の義と同じ……」

などとあるのがそれである。

『大漢和辞典』には狸歩を一挙足ひと足とする説のみを載せ、こういった解釈は示されていない。しかし、いずれにしても狸歩を用いたというのは大射の儀における場合の特殊な例であり、通常は──小司徒注引の司馬法に云う「六尺を歩と為す」弓の下制歩と相應ずるなり──とあるように、普通一般の尺度と変わりはなかったと見てよいのではないかと思う。

なお『大漢和辞典』弓の部には『度地論』の「二尺を一肘と為し、四肘を弓と為し、三百弓を一里と為す」を引き、一弓を八尺とする解釈も示されている。

四　周─漢─唐代における百歩

先にあげた『史記』周本紀の記事と同じ記事は、『漢書』巻五十一の枚乗伝にも載せられている。

「養由基は楚の善く射る者なり、楊葉を去ること百歩にして百発百中」

これは逆謀を為さんと画策する呉王濞を諌めんとした枚乗の奏上文の中に書かれたものであるが、弓の名人といわれた養由基が生きた周代の百歩が、漢の時代における百歩と、同じような認識によって語られているのである。

百歩離れた地点から木の的に命中させる話は『唐書』巻二百一十八の沙陀伝にもある。

「馳せて百歩外の針芒木葉を射る、中らざるは無し」

これは唐の廣明元年（八八〇）頃の記事である。よく知られているとおり、唐の時代（後期）における一歩は五尺であるが、六尺を基準とした周─前漢時代の一歩よりは長い。

『古代日本海文化』２号における白崎氏の論考（注５）によると、初唐代の一尺は最高二九・七センチから最低二八・四センチまでの間に分布しているという。したがって百歩では一四八・五メートルから一四〇メートル程度の距離となり、春秋戦国期から前漢時代における尺度二二・五センチを基準とした一三五メートルより、一三・五メートルないし五メートルほど長くなる。

この『唐書』沙陀伝の記事は、周代における矢の射程に関する尺度基準を判断するための貴重な対照資料になると思う。

五　伝承にみる矢の飛距離

『南九州文化』に連載された「古今弓矢物語」（35号）において神谷正雄氏は、

「島津家久、玉川伊豫に、二箭、遠矢を射さしむ……三町五十八歩を過ぎて止れり。其の矢を発せしめる処に、杉を植え、今一本杉と呼び、箭の止りし処に同じく二本、杉を植えて二本杉と呼べり」と書かれた「遠射の蹟」に関する記事。また、三町余り隔たった所から見事に扇を射落とし、薩摩の那須与一とうたわれた山下出羽（島津歳久の家臣）という弓の名人の話なども紹介しておられる。

一町は一〇九メートル強とされているから、三町余りとする扇の的までの距離は間違いなく三〇〇メートル以上はあったとみてよい。

これらの伝承もＮＨＫの「ワンダーランド」においてナムチン氏が述べた有効射程距離三〇〇メートルともよく対応する。

私が住んでいる紀宝町成川の山の奥に、「七滝」という所がある。現在は車が走る道路も出来て便利になったが、それまでは急な坂道を登って行かなければならなかった。

その坂道が今でも通称「とんびゃとの坂」と呼ばれている。この地名の由来には昔から二つの説がある。一つは「遠見屋峠」がなまったものとする説。もう一つの方は「遠矢峠」をなまって「とんびゃと」と呼ぶようになったとする説である。

「遠見屋峠」に関しては、昔、七滝地区に住んでいた人達が秋の収穫時の略奪を防ぐため、通称城山と呼ばれる山の頂上にある平地に小屋を立て、交代で見張りをしていたことからそのような名が付けられたということであり、「遠矢峠」の方は、熊野川を隔てた対岸にある新宮市の丹鶴城から、武士の放った弓の矢がその坂道の傍の山腹に突き刺さっていたことから、その峠のことを「遠矢峠」と呼ぶようになったというものである。

どちらの言い伝えにも一理があり、真偽のほどは判らないが、対岸にある丹鶴城趾からこのとんびゃとの坂までは、少なくとも五五〇メートルはあるのではないかと思う。ここはかなりの急坂であり、熊野川のすぐ上にある丹鶴城趾より標高はだいぶん高い。最初にこの話を聞いたときは矢がそんなに遠くまで飛ぶだろうかと随分疑問に思ったものだが、風の向きさえ良ければその程度の距離は飛んだのかもしれない。

七滝の山には避難所にしたという小さな防空壕のような砦の跡もあり、地名の由来に関しては「遠見屋峠」の方に分がありそうであるが、ギャラウェー卿によって実測された六〇〇メートルというトルコ弓の飛距離などから考えると、「とんびゃと」の山に弓の矢が刺さっていたという言い伝えは信じてもよさそうである。

毎年二月六日になると、新宮市の神倉山で「お燈祭り」が行われる。この火祭りは神武天皇が熊野の地に上陸した際、祭神の高倉下命が松明を持って案内をしたという故事にちなんで始められたものという（注６）。新宮市出身の芥川賞作家・中上健次氏の『火の文学』などによって紹介され、今や全国的にも有名になったが、少年時代友達とよくこの「とんびゃと」の坂道をかけ降り、お燈祭りの真似事をして遊んだものである。

地名の由来といえば、隣にある日本一小さい村といわれる鵜殿村（現在は紀宝町と合併。三・一一平方キロ）と成川の境にある「矢渊」という所も、丹鶴城の武士達が、人家のない対岸の原野に向って遠矢の練習をしたところから、その付近を「矢の集まる場所」という意味で「矢渊」と呼ぶようになったとされている。この「矢渊」までの距離もゆうに五〇〇メートルはあるようである。

六　殷代短里説の登場

『東アジアの古代文化』53号において道家康之助氏は、『周髀算経』が短里によって書かれているとする立場から、周の時代よりも前の殷の時代に短里が用いられていたとする見解を示された。道家氏は殷代の一歩は一挙足つまり片足三尺であったとし、一里はその片足ずつの三尺一歩を基準とした百歩であったと想定されている。しかし、この殷代短里説には何ら根拠となるものがない。

私はこの殷代短里の根拠となりそうな記事を求めて諸書を検索してみた。無論、地方に住んでいるせいもあって史料の乏しさは否定できないが、管見の及ぶかぎりでは短里を裏づける記事の片鱗さえも見出すことはできなかった。

七　度制の改革と統一

よく知られているとおり、中国夏王朝の始祖となった禹の統治が及んだ領域は「方五千里」といわれている。この「方五千里」が「方」を一辺の長さとする通常里による表示であることは、多少の違いはあるとしても、『尚書正義』に書かれた、

「地理志に漢の土境を言う。東西九千三百二里、南北万三千三百六十八里なり、其の言う所を験するに、山川は禹貢の域を出ず。（中略）方五千里なる者は、直方の数、若し其の廻かい邪しゃを委曲すれば、動ややもすれば倍加の数有りと」などによっても疑う余地はない。

このことについてはすでに前掲論文『古代日本海文化』７号「古代中国における『方』の解釈」においても述べたが、『史記』五帝本紀には、この禹の時代に先立つ舜の時代の記事に「律度量衡を同じくす」と書かれた箇所がある。もし夏王朝にとって代わった殷が、それまでの度制に更かえて短里を用いたというのであれば、当然何らかの記録が遺されていなければならない。ところがそれ以後、殷の時代全体を通して見ても、大幅な度制の改革が行われた形跡は全く窺えないのである。

道家氏は「土地の境については周の尺度の縄を用いた」とある『春秋左氏伝』の記事を根拠とし、これを周王朝が殷の尺度（短里）を廃し周の尺度である長里を用いるようになった証拠とされている。

しかし、周の時代における改革の主な目的は、「方」を一辺の長さとしたこれまでの度制に更えて、「方」によって周囲の長さを表すように定めたことであり、一里の長さが六倍ともなる極端な改変が加えられたというようなことではない。

「……成王、奄より帰り宗周に在りて多方を作る。既に殷命を絀け淮夷を襲い、帰りて豊に在り、周宮を作り禮楽を興正す。度制是に於て改る」（注、孔安国曰く、衆方を天下諸侯に告ぐ）また細かい点については九寸を一尺としていた殷の時代の尺度に更えて、武王は八寸を一尺とし、後十寸を一尺とした記録がある。『大漢和辞典』を見ると「夏は十寸を以て尺と為し、殷は九寸を以て尺と為し、周は八寸を以て尺と為す」（「獨断上」）

「禹は十寸を尺と為し、湯は十二寸を尺と為し、武王は八寸を尺と為す」（「通鑑外紀」）などという記事が載せられている。

これによると禹を始祖とする夏の時代は十寸を一尺とし、商といった湯の頃には十二寸、その後、殷と名を改めてからは九寸を一尺としていたようである。周は武王の時に八寸を一尺としていたが、「礼制を案ずるに周猶なお十寸を以て尺と為す」とあるから、のち十寸を以て一尺としていたことが判る。したがってその尺度は、武王の時代で殷よりも一寸短かく、その後は逆に一寸ほど長かったことになる。

次に歩に関しては六尺および唐代以後の五尺のほかに、八尺を一歩とする度制が考えられる。「六尺を歩と為す」とある『史記』秦始皇本紀の注には「古は八尺を歩と為す、今周尺六尺四寸を以て歩と為す、歩の尺数亦た同じからず」と書かれている。これは先に示した「度地論」の「二尺を一肘と為し、四肘を弓と為す」とある記事と対応するものであろう。しかし、一歩および一里の実長が殷の時代とどう変わったかは明らかではない。

ただ次のようなことだけはいえる。周の成王による度制の改革に次いで、秦の始皇帝の時代にも土地制度の改変があり、舜の時代と同じく度制の全国統一が行われた。

「法度衡石丈尺を一にし、車の軌を同じくし、書は文字を同じくす」この「法度衡石丈尺を一にし」また舜の時代の「律度量衡を同じくす」などとある記事によって推量すると、それぞれの地域において正規の度制とは異なった尺度が用いられていたのではないかという可能性については否定できないと思う。

清の時代（一六六二─一九一一年）の記録によると、地方によっては三尺二、三寸、或は四尺五寸、六尺五寸、或いは七尺五寸を以て一弓（歩）となし、二百六十弓、或いは六百弓、六百九十弓などを以て一畝としていたところがあったという。清朝ではこれを統一して営造尺の五尺四方を歩とし、二百四十歩を一畝として定めたわけであるが、各地方においてそれぞれに異なった尺度が根強く承け継がれ用いられていたのかもしれない。清の時代でさえこのような状態だったのであるから、古代社会の尺度が各地方ごとに異なっていたとしても何ら不思議ではない。

「魏志」倭人伝の里程記事が短里によって書かれているとする地域的短里説は、古代中国で用いられていた短里が朝鮮半島や我が国に伝えられていたためではないかという事を前提としたものである。しかし、度制の統一を行ってきた王朝国家の事柄を中心として書かれる歴史書に、一部の地方や特殊な職業にたずさわる人々の間でしか使用されていない尺度で記録したりするだろうか。これは道家氏が短里によって書かれていると主張する「周髀算経」とて例外ではない。「周髀算経」が六尺一歩、三百歩一里の倍数関係によって記述されていることは、すでに多くの人によって指摘されていることである（注７）。

八　里制の変化

里に関しては古田氏が例示された「古、三百歩を里と為す」（「春秋穀梁伝」、宣公十五年条）「周制三百歩を里と為す」（「孔子家語」、王言解）などによっても明らかなように、唐（末期）以降の三六〇歩、元代の二四〇歩を除外すれば一貫して三〇〇歩一里制であり、記録による限りそれ以外の里制が存在していたことは窺えない。『尚書正義』などにおいて漢の時代の領域とほとんど変わらない禹域（方五千里）の里数が違うのは「虚空鳥路に拠り、方直にして之を計った」ためであるとし、里の実長に差異のあった点については全く触れていないことから考えても、六尺一歩、三〇〇歩一里の度制は禹の時代から一貫して承け継がれてきた制度であった可能性が強い。

篠原俊次氏（注８）は『三国志』の記事を検証するに先立ち、魏の劉微によって書かれた『海島算経』が六尺一歩、三〇〇歩一里の倍数関係を基本としたものであることを示しながらも、これだけでは同時代のいかなる史書の里（歩）程記事にもこの関係が普遍化されていたことを立証するものではない、となお慎重な態度をとっておられたが、公式の単位として認められていない異種の尺度の存在を探るには、やはり個々の里（歩）程記事の検討によって確かめて行く以外、道はないのだろう。

岩田氏は先にあげた『周髀算経』『海島算経』のほかにも、東漢初期の作といわれる『九章算術』三国─晋代の作とされる『孫子算経』また、晋代の作である『夏侯陽算経』もおしなべて六尺一歩、三百歩一里の倍数関係によって記述されていることを述べておられる。

このように道家氏が想定された一〇〇歩を一里とする度制の存在は、古代史書および算術書の中から全く窺うことはできないのである。

九　一挙足ひと足と一歩

一方こういった正規の記録によって伝えられている尺度とは別に、先にあげた狸歩、つまり一挙足片足を一歩とする度制の存在を考慮しておかなければならない。

道家氏は殷代短里の根拠として、実際に歩数を数えながら歩いてみれば二挙足を「歩」とするという考え方は、距離を測定するには不適当であることがすぐ判る、と、その歩測の場合の不自然さを指摘された。

確かにそのとおりである。私は特殊な職業の人とか、どこか一部の地域において、たとえば弓矢の飛距離や、相去ること何歩とかいった歩数によって示される場合などに、一挙足「跬」つまり片足を一歩として数えた時代があったのではないかという考え方には、非常に心ひかれるものを感じる。

白崎氏は先にあげた「古代尺度雑考」（注９）において、「三歩、以て方を見る」とある『楽書』の記事について、

「將に舞はむとして三たび足を挙げ、以てその舞の漸を見るなり」

と解説した後漢の鄭玄の注や、

「三歩は只三歩なり。方を見るは、戦を方と謂うなり」

と説く唐の張守節撰の注釈書である『正義』の記事をあげ、

「この三歩は、『三あし』の意味に取るべく、長さの単位とは無関係であらう」

とされている。

特定の状況のもとにおいて、ひと足を一歩の意味に解する考え方は、中国でもかなり後の時代まで、或いは今日に至るまで承け継がれ伝えられているのではないだろうか。

無論、長さの単位としては、六尺、或いは八尺一歩、三百歩一里の原則は厳然として存在している。したがって片足一歩の尺度を考える場合は、一尺一〇センチとか一一センチといったような、極端に短い古尺の存在が証明されなければならない。

岩田氏が作製された表（注10）によると、河南省安陽で出土した殷代の古玉尺の欄に、一尺の文献値一二・八七センチという数値が示されている。これは八寸を一尺にしたと考えられている一八・四センチ前後の周古尺よりもさらに短い。殷は九寸を一尺としたとされ、商と称した湯王の頃には十二寸を以て一尺としたとされている。

『人民中国』一九八九年七月号の「度量衡」によると、現存している商（殷）代（前十六〜前十一世紀）の尺度は、一五センチから一七センチまでの間とされている。もちろん、これも周古尺より短いことに変わりはない。一寸の長さが周の時代とどう違っていたかという点についても考慮しなければならないと思うが、八寸〜十寸を一尺としたという周尺の長さが、およそ一八センチから二四センチほどの間に分布しているというから、九寸或いは十二寸を一尺としたという殷（商）代の尺度は、記録どおりとすれば少なくとも二〇センチ以上はなければならないことになる。

どのような根拠によって殷代のものと判断されているか明らかでないが、文献とのギャップを埋めるためには、こういった問題をも含めて今後の研究をまたなければならないと思う。しかしいずれにしても、古い時代、周尺の半分とまではいかないが、かなり短い尺度があったことは間違いないようである。

十　黄帝の時代における「方万里」

『史記』黄帝紀の、

「東のかた海に至り、丸山に登り岱宗に及ぶ。西は空桐に至り、難頭に登る。南は江に至り熊湘に登る。北のかた葷粥を逐う」とあるその経略範囲が、『漢書』地理志には、

「昔、黄帝舟車を作り以て不通を済し、旁あまねく天下を行りて万里を方制し、樊はんを画し州を分ち百里の国万区を得たり」と書かれている。

無論、「万里」は黄帝の遺徳をたたえるための修辞的表現だとは思うが、これが禹の時代と同じ一辺の長さを表したものとすれば、「万里」の範囲としてはかなり狭い。

このような点から考慮すると、記録に遺されていないこの時代の尺度が、片足狸歩を六尺一歩とする度制であった可能性も或いは考えられるかもしれない。この狸歩の実長がどの程度のものであったか推測するのは困難だが、狸歩一挙足を一歩とすることがひとり周の時代に考え出された歩制でないことは十分に窺えるから、古代の度制を考えるための一試案としてあげておきたいと思う。

これは私の単なる憶測に過ぎないが、黄帝の時代における「方万里」の領域が、一挙足一歩の度制といかにも符合しているように思えてならない。




◆




以上観てきたように、周代および殷代においても、通常里の五分の一、或いは六分の一といった極端な短里の存在した形跡は、全く見出すことはできなかった。

もし古田氏が主張されたような「短歩短里」の存在が考えられるとすれば、先にあげた狸歩が人間の一挙足ではなく、狸の一挙足（一尺程度）であった場合についてのみいえると思う。

『周礼正義』では──狸なる者、跬の借字。一挙足之を跬と謂う。再挙足を歩と謂う。──[image: gaiji]、半歩なり。讀み若れ跬と同じ。[image: gaiji]と狸は声相近し。──狸の物を伺うに、挙足毎とに止りて遠近を視る。為に発すれば必ず中るなり。是を以て侯道を量るに象を取ると──などと解説が付され、狸歩を一挙足とするための根拠としており、また『大漢和辞典』の「狸歩」の項では「狸を横たえた長さ、三尺」とする解釈を示している。一方、すでに述べたように「大射義」の注などは狸歩を六尺としている。

こういった点からも狸歩に関する解釈が何かあやふやで一定していなかったことを感じさせる。『国語』周語下の、

「夫れ目の度を察するや、歩武尺寸の間に過ぎず」と書かれた記事には、

「六尺を歩と為す、賈君、半歩を以て武と為す」と注が付されている。

古代、「武」もまたひとまたぎ半歩を表すための文字として用いられていた。大射の儀において片足一歩がなぜ狸歩とされたのか、またこれが今の一挙足半歩であるとするならば、この狸歩と跬・武との使い分け、意味の違いなどについてもさらに探ってゆく必要があると思う。

余談になるが、「歩」「尺」などに関する記事を検索中、『大漢和辞典』の歩の部に狸歩の記事に続けて「方尺を歩と為す」と書かれているのを見て非常に驚いた。

実はこれは明の徐光啓の『農政全書』田制の部にある「毎歩積三十六尺」の図に併記された「六尺を歩と為す」の誤記だったわけであるが、時々こういう間違いがあることにも気をつけなければならない。

古代においては一尺を基準として面積を測っていたため、積三十六尺（一辺六尺）を以て一歩と計算していたようである。

「古の一畝、尺を以て計る。面方六十尺を得て、之より積三千六百尺を得る。歩を以て計るは、面方十歩を得て、之より積百歩を得る。今時の畝法、歩を以て計る。面方十五歩四分九〇一毫九絲三忽二微零を得て、之より積二百四十歩を得て畝と為す」

一尺四方、方尺を面積を測る場合の基準とした古代において、道路の長さ（距離）を測る場合にも、一尺程度の長さを基準にしたということも決してないとはいえないと思う。

識者のご意見を賜ることができれば幸甚である。




〈付記〉

先にあげたＮＨＫ放送の「ワンダーランド」では、少年の騎馬による三〇キロレースも行われていたが、これはだいたい四十分ぐらいでゴールするということであった。

ナムチン氏の話によると、モンゴルの馬は小柄だが持久力に勝れており、時速五〇キロは可能ということである。このような話を聞くと、「千里の馬」の記事も一層現実味を帯びて感じられる。

最近、トライアスロンなどという全長二二六キロの距離を走破する苛酷なレースが盛んに行われるようになったが、七百里、八百里、或いは千里といった遠距離を一日で走りぬく超弩級の牛や馬は、現在でもどこかに存在しているかもしれない。

『晋書』苟晞伝に書かれた「千里の牛」の場合、人間が直接牛に乗って走るのではなく、小さな荷台付きの車をつけていたのではないかと考えているが、決して誇張した話ではないと思う。

『古代日本海文化』12号で菊地清光氏から、氏が８号で述べられたことへのお答えとした11号の拙稿「千里の馬（牛）再考」に対して再び御意見を頂いた。菊地氏は、

「戦場での馬は六〇〜一〇〇キロの人間や鞍などを乗せ、戦闘中や走行中に飛んだりはねたり、敵にぶつかったりしなければならない。二〇キロだけ持続すればよい速いスピードで逃げたところ、……そこからさらに五〇キロうしろの根拠地まで馬を走らせなければならなくなったとしたら……人間は計算して走ったり歩いたりできるが、馬はそれが判らないから、その馬は一五キロ走った場所でバッタリ倒れてしまうかもしれない」（要約）

と、戦場における状況の変化に対応した走行能力、戦闘場面での走行距離を問題にしておられるようである。

しかし「千里の馬（牛）」といった表現がされているのは、Ａ地点からＢ地点まで、といった出発点から目的地までを走った里数をもとに、その一日当たりの走行能力を判断したものであり、戦場における走行距離について述べたものではない。

一日千里の走行能力を誇った名馬朱龍も、激しい戦闘の後、新手の兵に追われて逃げる途中、「故なくして死んだ」と書かれている（『晋書』石季龍伝）。この時の逃走距離は一五キロどころか僅か二十里（八・六八三キロ）に過ぎない。生きるか死ぬかといった厳しい条件に曝される戦場においては、ただ目的地に向って馬の体調を見ながら走らせる場合の三分の一もその能力は発揮できないのではないかと思う。

追っ手の兵のうち何人かの馬が初めから猛スピードで急追し、それらの馬が疲れた頃に、やや遅いペースで追ってきた馬が代わって相手を休ませずに追う。このように波状的な追撃を受ければ、乗り手は一瞬たりとも気を抜くことはできないのであるから、いかに強靱な体力を誇る馬であっても倒れるのは当然である。

「千里の馬」の記事に関して菊地氏は、この点誤解しておられたようなので再びお答えさせていただいた次第であるが、私自身も一〇〇〇メートル二分三十秒のペースで千里（約四〇〇キロ）を走りぬくことは、ずば抜けて優秀な馬にとっても至難の業だと思っていることは菊地氏と同様である。先にあげた『淮南鴻烈解』には、

「騏驥は一日千里なるも、其の致すを出れば駕を釋てて而して僵（仆）る」

と書かれた記事がある。

〈注〉

１　殷代短里説は道家康之助氏「短里の由来」『東アジアの古代文化』53号、周代短里説は古田武彦氏「九州王朝の証言」（七）『東アジアの古代文化』25号、『邪馬壹国の論理』などによって主張されている。

２　藤田元春氏『上代日支交通史の研究』、安本美典氏『邪馬壹国はなかった』など。

３　「中国における尺度の変化」『計量史研究』１の２

４　『「尋」と「歩」』（七）『五條古代丈化』28号

５　「古代尺度攷」（１）「唐代の尺度について」

６　『新宮市史』

７　最上徳内『日本経済大典』巻42所収「度量衡説統」、篠原俊次氏「一寸千（短）里説批判」『五條古代文化』30号、岩田重雄氏の前掲注３など。

８　「魏志倭人伝の里程単位」その１『計量史研究』１の２

９　前掲注４

10　前掲注３






第二章「対海国」考






「魏志」倭人伝の行程記事には、

「始めて一海千余里を度わたる、対馬国に至る」と書かれた記事がある。

一九七一年（昭和四十六年）『「邪馬台国」はなかった』を世に出して以来、数々の問題提起によって一躍、有名となった古田武彦氏は、この「対馬国に至る」とした紹興本（紹興年間、一一三一〜一一六三）は、南宋代の知識による「改定」があちこちに加えられた「改定刻本」であることを指摘するとともに、この紹興本よりも後で刊行された紹煕本（紹煕年間、一一九〇〜一一九四）には「対海国」と書かれていることをあげ、この紹煕本は先の紹興本よりさらに早い北宋の咸平六年（一〇〇三）に刊行された咸平本の重刻本であり、紹興本以上に『三国志』原本の原形を伝えたものである可能性が強いとし、通説となっている「対馬」は「対海国」とするのが正しいとされた。

中国正史二十四史の校訂・編集にたずさわったという張元済の『三国志』巻末の自記などをもとに古田氏が詳しく述べておられるように、紹煕本の方がより『三国志』原本の形を伝えたものであった、という点については十分に考慮する必要があると思う。

しかし残念なことに、この「対海国」という国名は『三国志』と同じ時代に書かれた『魏略』逸文（『翰苑』所引）や、『梁書』『北史』など後代に書かれた中国史書にも全くその名は見られない。したがって紹煕本に書かれている「対海国」を「対馬国」の誤りとした学界の判断は、一般にも常識として受け入れられており、定説化しているというのが現状である。

はたして古田氏によって問題提起された「対海国」は、単なる誤記だったのだろうか。

本稿では、この「対海国」をめぐる問題について、これまでに発表された各氏の見解を援用しつつ、これに独自の解釈を加味しながら、もう少し深く掘り下げてみようと思う。

一　従来の見解

古田氏は、対馬の北島を対馬、南島が対海国であるとする見地から、これを南なる瀚かん海かいに対する国の意味で付けられた名であるとし、北島の対馬は、馬韓に対する島の意であるとされた。対馬に関しては尾崎雄二郎氏からの示唆があったようであるが、この国名の意味に着目した古田氏の主張にも一応の説得力がある。

一方、安本美典氏（注１）は、人口の問題からこの点にふれ、奈良・平安時代の推定人口などをもとに、「千余戸」と書かれた倭人伝の記述は、対馬の北島、または南島だけをさしている可能性も考えられるとされている。

倭人伝の記事は「方三百里可ばかり」とした一大（支）国の戸数を「三千許ばかりの家」とし、「方四百里可り」とする対馬国の戸数は、この三分の一に当たる「千余戸」としている。

よく知られているように、現在の実測による壱岐島の面積はおよそ一三九平方キロ、これに対し対馬は、上県郡が四四一・五一平方キロ、下県郡でも二六四・八七平方キロである。全体を合わせれば七〇六・三八平方キロとなり、実に壱岐の五倍以上もの広さをもつ島である。

無論、割合平坦な島である壱岐に較べ、対馬は「土地は山険しくして深林多く、道路は禽きん鹿ろくの径みちの如し」と倭人伝にも書かれているように、土地の大半は山林で覆われていたと思われるから、壱岐よりも人口密度が低かったことは間違いない。

しかし、壱岐の「三千」に対し対馬は「千余戸」であるから、これが対馬全体の戸数を述べたものであるとした場合、その一平方キロ当たりの人口比は、十五対一という途方もない大きな違いとなってしまう。

ちなみに沢田吾一氏（注２）の奈良・平安時代における壱岐と対馬の推定人口比は、およそ十対七である。安本氏が行われた推定によっても、その人口比はほぼ同じ程度となっている。

以上のように、壱岐の「方三百里可り」と比較したときの「方四百里可り」という土地の大きさ、「三千許りの家」に対する「千余戸」という人口の面から考えても、倭人伝の記事は対馬の北島、または南島だけを指して述べたものであった可能性が高い。

この問題については明治四十三年に発表した『倭女王卑弥呼考』においてすでに白鳥庫吉氏もふれており、「方」は周囲の長さを表したものとする立場から、対馬国の条に記された「方四百里可り」は、対馬の南島だけをさした数値であるとされている。白鳥氏と同様、「方」を周長の意とする野津清氏（注３）も、倭人伝の数値は対馬の南島だけをさしたものとされた。

二　歴史書に用いられた「方」は周長を表す

私は『古代日本海文化』７号において、漢から晋の時代を通じ、中国史書に書かれている「方」によって表された数値のほとんどは、周囲の長さを示したものであることを指摘した。にもかかわらず、一般研究者をも含めて学界の動向は、依然として未だにこの点をあいまいにしたまま「韓・倭人伝」の里数は誇張（注４）されている、としたり、或いはこれを短里（注５）で理解しようとされている。

『九章算術』などの算術書には、確かに「方」は一辺の長さを表すものとして使用されている。しかし、これはあくまでもその対象が方形であることを前提としたものであり、歴史書の国の広さを表す場合とは全く異質のものである。「方」を用いた他の多くの用例（注６）が周長を表したものであることを無視して、算術書には一辺の長さを表すために用いられているのだから「韓・倭人伝」の「方」も一辺の長さとしてよいのだ、というようなわけにはいかないのである。

このような重要な問題をなおざりにしたまま短里・誇張説を主張したりするのは、砂上に楼閣を築くようなものであって、あまりにもいいかげんであり、真剣さが足りないといわざるを得ない。

遠方の地であるために、実際よりも過大に判断されたとする説（注７）は別としても、「方」が周長を示したものとした場合は、誇張説・短里説はたちどころにそのバランスを失ってしまう。これは改めていうまでもなく明白なことなのである。「韓・倭人伝」に示された里数を、もう少し謙虚に考え直してみる必要があるのではないだろうか。

参考までに、江戸時代後期の地理学者、伊能忠敬が幕府の命によって測量した『実測録』によると、対馬の上之島（南島）の周囲は五十里十四町二十一間半、下之島（北島）は百三十五里三十一町十九間半、壱岐の周囲は三十五里十五町十九間半となっている（『邪馬台国研究総覧』笠井倭人氏の注解より）。

今、仮に対馬の上之島の周囲の長さとする五十里十四町二十一間半と、壱岐の周囲の長さである三十五里十五町十九間半をメートルに換算して、倭人伝の「方四百里」（対馬）、「方三百里」（一支）と比較すると、対馬の「方四百里」一七三・六六キロは上之島（南島）の一九七・九三キロとかなり接近し、一支の「方三百里」一三〇・二五キロと壱岐の周囲の長さとする一三九・二キロは、きわめて近い数値であることが判る。倭人伝の記事は「方四百里」「方三百里」という大雑把な表現とはいえ、三世紀という古い時代の記録としては驚くほど真実値に近い里数といえるのではないだろうか。

ただ、これらの数値を現在の実測値による面積表示と比較した場合、相当過大に感じられるが、屈曲の多い海岸線に沿ったその周長だけをもって面積を推測するのは、ほとんど不可能に近いだろう。

三「度」と「渡」の意味の違い

ここで先にあげた「対海国」という国名を念頭に、今一度、倭人伝の記事に注目していただきたい。

「始めて一海千余里を度る、対馬（対海）国に至る……方四百里可り……又、南一海千余里を渡る、名づけて瀚海と曰う。一大（支）国に至る……方三百里可り……又、一海千余里を渡る、末盧国に至る……」

以上のように対馬（対海）から一大（支）、一支から末盧へと至る行程を述べたくだりには「渡」という文字が用いられている。ところが最初の対馬（対海）に至る行程には「渡」ではなく「度」という文字が用いられているのである。

この文字には一体どのような意味があるのだろうか。無論、書写の際に間違えられたものが誤り伝えられてきた、という可能性についても十分考慮しなければならないことはいうまでもない。しかし、中国史書には「渡」ではなく「度」を用いた例も数多く見受けられる。そこで私は、この「度」という文字の意味を探るため、各史書に書かれた多くの用例をひろい出してみた。

「衆四万人、期すらく、冰合うとき河を度りて訓を攻めん」（『後漢書』鄧寇列伝第六）

「逢留大河を夾みて城塢を築き、大航を作りて河橋を造り、兵を度して迷唐を撃たんと欲す」（『後漢書』西羌伝）

「東明善く射る。王、其の国を奪わんことを恐れ之を殺さんと欲す。東明南に走りて施掩水に至り弓を以て水を撃つ。魚鼈べつ浮びて橋を為す。東明度ることを得て魚鼈乃ち解散す。追兵渡ることを得ず。東明都して夫餘の地に王たり」（「魏志」三十　注引魏略）

「北に小海有り、氷堅き時は馬行八日にして度る可し、海の北に大山多し」（『唐書』四十三）

「左武衛大将軍牛進達に詔して青丘道行軍大惚管と為し、右武衛将軍李海岸をして之を副し、莱州より海を度らしむ」（『唐書』二百二十）

「萬徹、鴨緑を度り、泊灼城に次す」（同右）

「小山を度り、大河二つを経て、又歩すこと七百里にして乃ち至る」（『新唐書』亀茲伝）

以上にあげたような例を見ることによって、「渡」ではなく「度」と表記されている場合は、船に乗って河や海を渡るのではなく、橋や氷の上、それに山嶺などをわたる（通過する）ことを表す意味のあることが感じとれる。また「鴨緑を度り」や「莱州より海を度り」などからの推量によって、河や海を渡る途中に島などが存在していて、そこに船を着岸したりする可能性があるような場合などにも「渡」ではなく「度」が用いられるのだということが判る。

次の地図（図２‐１）を見ていただきたい。

鴨緑江の河口付近には大小幾つかの島があり、人も住んでいる。

この鴨緑江に関する記事は一カ所だけでなく、他の何カ所かに書かれた記事もすべて「度」となっているから、誤記である可能性はほとんどないといってよい。

また、莱州から対岸にある旅順方面へと向かう海路には、廟島群島が点在しており（図２‐２）、古代その航海の途中において、風待ちや、水・食料などを補給するために、それらの島々に立ち寄ったりしたことも決してないとはいえない。

こうした書例を念頭に、倭人伝の「始めて一海千余里を度る、対馬国（対海国）に至る」と書かれた記事にもう一度目を転じると、この「（対海国）」に到るまでの途中で、どこかの島に寄港したりする可能性もあることを表すため、という意味のあることが大きく浮かび上がってくる。
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この時代、対馬の北島と南島は「対馬国」「対海国」という二つの国として分けられていた。そしてこのうち南島の対海国だけが邪馬台国に属しており、北島の対馬は、倭に属していなかったか、或いは邪馬台国の統属下に入っていなかったのではないか。そのために陳寿は「一海千余里を度る」とした上で南島の対海国の名だけを記したのだという可能性が感じられる。
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無論、この「度」という文字の字義だけを主として考えた場合、狗邪韓国は釜山方面にあったと考定されているから、その南岸に接して存在している巨済島を意識して書いたのだということも当然考慮しなければならない。

しかし、先に述べたように、対馬の五分の一しかない壱岐が「方三百里」と書かれているのに対し、「方四百里」としていること、また「三千許りの家」とした壱岐に比べ、僅か「千余戸」という倭人伝に示された数値は、対馬全体を対象とした表記とするにはあまりにも不自然である。

四　対馬の属籍

『梁書』倭国伝の記事を見ると、対馬の名を省いた上で、

「始めて一海を度る、海の濶さ千余里、名は瀚海、一支国に至る。又、一海千余里を度る、末盧国に至る」と、すべて「度」となっている。これはこの時代、一支から末盧に至るまでの小さな島々（図２‐３）にも人が住むようになっていたための記述なのかもしれない。

ここで『梁書』倭国伝の記事が「始めて一海を度る、濶さ千余里、名は瀚海、一支国に至る」としていることに注意していただきたい。朝鮮・対馬海峡を合計三千余里の海とした「魏志」倭人伝の記事に対する従来の解釈では、この記事（注８）は読めない。

『梁書』『北史』倭伝などの記事は「魏志」を参考にしていると思われるにもかかわらず、対馬国の記事が抜け落ちている。これはこの時代、対馬が倭の統属下に入っていなかったためなのかもしれない。『東アジアの中の邪馬台国』において白崎昭一郎氏は。「隋（五八一〜六一七）の頃、対馬はわが版図ではなかった」と述べておられる。

後、対馬は再び我が国に復帰したが、大陸にも近かった対馬は、過去何度か倭の属籍を離れて、独自の道を歩もうとしていた時期があったのではないだろうか。

現在、韓国の領土となっている済州島なども、自ら進んで我が国の統属下に入ることを望んでいた時期もあった。最近「一つの中国」として問題となっている台湾なども、もともとは一つの国として独立していた島であった。

五　漢文字の特性

「度」が先に述べたような意味をもって用いられているのに対し、一般的に用いられている「渡」は、文字どおり河や海を船・筏いかだなどを用いて渡ることを表すためのものであることは衆知のとおりである。

一方、中国史書の中には、これらの文字とは別に「渉」や「済」という字が用いられている場合も時折見られる。このうち「渉」は、事典などにも示されているように、谷や川などの浅瀬を歩いて渡るような場合に用いられる文字であり、「済」はこの文字のもつ本来の意味、つまり、単に人間だけが渡ることを表すためではなく、食料や武器、或いは馬・車輛などといった生活・戦闘用具などをも含めた全てのものを渡し終えたということを表す場合に用いられている。

このように、漢文字は他の場合もそうであるように、「わたる」ということだけを表すときにも、その場の状況に応じてそれぞれの文字に独自の意味をもたせて用いていることが判る。
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古代、紙は貴重品であった。紙もなかったさらに古い時代には、重要な事柄を記録しておくために竹や木片などが用いられていた。漢文が幾つもの文字を使い分けて様々に異なった意味を表すようになってきたのは、限られた枠の中により多くの事柄を記録するためには、一字でも字数を少なくしなければならないという制約の中で発展してきたからなのであろう。

現在、本家の中国でも字体の簡略化が進められてきているが、私には漢文字がもっていた本来の良さ（優れた面）が次第に失われていってしまっているような気がしてならない。

六　多褹とはどの島のことか

『宋史』日本伝には我が国の地名が詳しく紹介されているが、その最後の部分に、

「又壱岐・対馬・多褹、凡べて三島有り、各おの二郡を統ぶ。是れを五畿七道三島と謂う」と書かれた記事がある。

現在、この記事の中に書かれている多褹島は、種子島のことを記したものとするのが通説となっている。しかし、壱岐・対馬と一緒に、わざわざ九州の南にある種子島を加えて三島と呼ぶのであれば、壱岐などにより近い所にある五島列島などの名をなぜあげなかったのか、という疑問が残る。『冊府元亀』にも、

「東海の嶼しょ中の野人に、邪古・婆邪・多尼の三国有り。皆倭に付庸す。北は大海に限られ、西北は百済に接し、王（正）北は新羅に抵り、西南は越州に相値あたる」

と書かれた記事がある。また『唐会要』にも、

「倭国の東海嶼中の野人に、耶古・波耶・多尼の三国有り。皆倭に付庸す。北は大海に限られ、西北は百済に接し、正北は新羅に抵り、南は越州と相接す」

とあり、『大平寰かん宇う記』にも、

「其の国の東海の嶼中の野人に、古波多尼（耶古・波耶・多尼）の三国有り。皆倭に付庸す」

と不完全な形ながら、前の二書と同様の記述がある。

一方『新唐書』日本伝には、

「其の東海の嶼中に、又邪古・波邪・多尼の三小王有り。北は新羅を距て、西北は百済、西南は越州に直る」と書かれている。どうしたわけか『新唐書』の記事だけが「三国」ではなく「三小王」となっている。一見したところ『新唐書』の記事が誤っているのではないかと考えられないこともない。

だが、先にあげた三書の記事が、その前段に「東海の嶼中の野人に」と記している点などから勘案すると、「三国」とはせず「三小王有り」とした『新唐書』の記事の方が正しいのではないかという気もする。

『「魏志」倭人伝とその周辺』において榎一雄氏（注９）は、先にあげた諸書の記事を紹介した後、「いずれにしてもこれら三島嶼の住民に関する記事は何に基づいたものであるか明らかでない」とされているが、或いはこれらの記事も『宋史』日本伝に名の出ている三島と関係が深いのかもしれない。

先にあげた各書の地理的位置を説明したくだりには、

「北は大海に限られ、西北は百済に接し、正北は新羅に抵り、南は越州と相接す」

と記されており、九州の南にある種子島や屋久島などのある場所とはほど遠い。この地理の部分に関する記述だけを見ると、あたかも対馬や壱岐などの位置だけを説明しているかのような錯覚さえ感じてしまう。

『日本書紀』などに書かれている多褹（多禰）は、確かに種子島のことであることに間違いはない。しかし、この種子島はその後大隅郡に編入され、以来、各時代を通じて大隅郡に属することになった。

もし『宋史』に名の出ている多褹島がこの種子島のことだというのであれば、どのような理由・情報によってここに特記されることになったというのであろうか。管見の及ぶ範囲では特筆されるべき何らの理由も見出せない。

『宋史』日本伝の記事は、

「畿内に山城・大和・河内・和泉・摂津、凡べて五州あり、共に五十三郡を統ぶ。東海道には伊賀・伊勢・志摩・尾張・参（三）河・遠江・駿河・伊豆・甲斐・相模・武蔵・安房・上総・常陸・凡べて十四州有り、共に一百一十六郡を統ぶ。東山道には通（近）江・美濃・飛弾（騨）・信濃・上野・下野・陸奥・出羽、凡べて八州有り、共に一百二十二郡を統ぶ。北六道には狭（若狭）・越前・加賀・能登・越中・越後・佐渡、凡べて七州有り、共に三十郡を統ぶ。山陰道には丹波・丹後・徂（但）馬・因幡・伯耆・出雲・石見・隠伎（岐）、凡べて八州有り、共に五十二郡を統ぶ。小（山）陽道には播麼（磨）・美竹（作）・備前・備中・備後・安芸・周防・長門、凡べて八州有り、共に六十九郡を統ぶ。南海道には伊紀（紀伊）・淡路・河（阿）波・讃耆（岐）・伊豫・土佐、凡べて大州有り、共に四十八郡を統ぶ。西海道には筑前・筑後・豊前・豊後・肥前・肥後・日向・大隅・薩摩、凡べて九州有り、共に九十三郡を統ぶ。又壱伎（岐）・対馬・多褹、凡べて三島有り、各おの二郡を統ぶ。是れを五畿七道三島と謂う」

と、佐渡や隠岐、また種子島の属していた大隅などをそれぞれ州と記しており、これに続けて先の三島の名をあげているのである。この記述は『和名抄』や『海東諸国記』などの記録ともほぼ合致している。

『新元史』日本伝に、

「帝、鳳州経略使忻都・高麗軍民總管洪茶邱等を以て、屯軍及び女眞軍並びに水軍共に一万五千人を将い、戦船九百艘をして期して七月を以て日本を攻めんとす。又た高麗に命じて兵千六百人を発して之を助けしむ。八月、元師忽敦・右副元師洪茶邱・左副元師劉復亨高麗に抵る。高麗、都督使金方慶等を以て、三翼軍共に八千人を将い、忽敦等と合浦に由りて対馬島を攻む。日本の将允宗助国、八千騎を率い之を禦ふせぐ。訳人を使て船上に至らしめ来る故を問う。忽敦等答えず。遂に陸に登り日本軍に薄せまる。助国戦いて死す。忽敦等転じて壱岐島を攻む。岸に登りて赤幟を立つ。日本の将、平経高敗走し城を嬰して自ら守る。翌日城陥ち、経高之に死す。忽敦等三島を連破、肆ほしいままに殺戮を行う。婦女を獲れば索を以て手心を貫し船側に繋ぐ。日本人大いに震い、其の藩属の兵十万二千余人を徴して赴援。忽敦等日本と博多に於て戦う……」（傍点筆者）

と書かれた記事がある。

この日本における戦いについて述べた一連の記事の中には、対馬と壱岐以外の島の名は書かれていない。したがってここに書かれた三島も、前後の文脈によって考え合わせると、対馬の北島と南島に壱岐を合わせて三島として述べたものである公算が強い。

現在ではほとんどいわれなくなっているが、元来、対馬は下之島（北島）、上之島（南島）などと呼ばれ、二つの島として分けて考えられていた。三世紀の時代、或いは中国の人々の間でも、北島と南島は、二つの島、すなわち二つの国として認識されていたのではないだろうか。

何年か前、「多褹とは種子島のことだとされているが、対馬の南島も多褹島と呼ばれていたのだ」と、土地の古老が話していたのをテレビで聞いたことがある（民間テレビ、ふるさとの歌祭り）。その老人の話によると、多褹とは「ちゃんちゃんこ」（袖のない羽織）のことであり、対馬南島の人達は自ら考案した「ちゃんちゃんこ」を船に積み、遠く海外にまで出かけて商いをしていたという。

倭人伝の対馬（対海）国、一大（一支）国の条には、

「船に乗りて南北に市し糴てきす」「亦た（同じように）南北に市糴す」と書かれている。

倭人伝にはこの他にも、船行一年にして到ることのできるという裸国・黒歯国などの存在も記録されている。

「又、裸国・黒歯国有り、復た其の東南に在り、船行一年にして至る可し。参問倭地、海中洲島の上に絶在し、或いは絶え或いは連なる、周旋五千余里可り」

この記事が、倭人達の実際の見聞に基づくものであることは疑いない。生活の糧を得るため勇敢に大海原に船を乗り入れて逞しく生きた、海洋民族倭人達の姿をありありと感じさせる一節である。

耕作地に恵まれていなかった対馬・（対海）・壱岐の人々は、自分達で作った特産品と引き替えに、韓国や九州、さらには中国の会稽方面にまで進出して、不足していた食糧などを手に入れていたのではないだろうか。

日本の学界では現在でも多褹を種子島に比定したままとなっているが、ぜひとも改めていただきたい。




以上、倭人伝の記事を中心に、対馬国とは別に、対馬南島に「対海国」というもう一つの国があったのではないかとする観点から考察を進めてみた。

まだまだ検討を重ねなければならない面も多いと思うが、私は「度」の字義、また『宋史』に名の出ている「多褹」が、対馬南島を指して述べたものである公算が強いことなど、様々な点を総合し、紹煕本によって伝えられている「対海国」が、陳寿によって書かれた『三国志』の原形を正確に書写したものである可能性はきわめて大きいと考えている。

この古田氏が提唱した「対海国」について、今一度考え直してみる必要があるのではないかということを学界の方々にも強く申し上げたい。

私は「魏晋朝短里はなかった」また、「邪馬台国畿内説」の立場をとっており、これまでにも古田氏が主張した多くの説に反論してきた。しかし、「一大率」（注10）に関する考え方、卑弥呼の朝貢年を「景初二年」（注11）とすることなど、氏の説と合致する部分も幾つかある。今後も古田氏ばかりでなく、多くの研究者によって次々と新たな問題提起がなされることを大いに期待したいと思う。第三十一回ノーベル化学賞に選ばれた本庶祐氏は、「一般の人々の常識となっていること、教科書に書かれていることなどを、まず疑って見ることが大切である」と述べておられる。

〈注〉

１　「吉野ヶ里と邪馬台国」『邪馬台国』31号

２　『奈良朝時代民政経済の数的研究』

３　『邪馬台国物語』

４　白鳥庫吉・岡田英弘・藤間生大らの各氏。

５　「魏晋朝短里説」に古田武彦氏、「地域的短里説」の立場をとる研究者には藤田元春・安本美典・加治木義博らの各氏がある。

６　拙稿『古代日本海文化』７号参照。

７　尾崎雄次郎・白崎昭一郎・山尾幸久らの各氏。

８　『古代日本海文化』18号において私は、『三国遺事』南帯方の条に「帯方の南がわにある海は広さが千里であるので瀚海（ひろい海）という」と書かれていること、また、『梁書』扶南伝の「扶南の東界は即ち大張海、海中に大洲あり、洲上に諸薄国有り、国の東に馬五洲有り、復た東のかた張海を行くこと千余里、自然に大洲に至る」とした記述などを引き合いに出し、倭人伝の記事は合計三千余里の海ではなく、千余里の広さの一つの海であることを論証した。

９　『邪馬台国』37号所載

10　「一大率をめぐって」『古代日本海文化』12号

11　「景初二年六月の朝献記事をめぐって」『古代日本海文化』24号






第三章　瀚海について






「魏志」倭人伝の行程記事には、

「……始めて一海千余里を渡る、対馬国に至る。……又南一千余里を渡る、名づけて瀚海（ひろい海）と曰う。一大国（一支国）に至る。……又一海千余里を渡る、末盧国に至る」

と書かれている。

この記事の中に名の出ている「瀚海」に関しては、従来、対馬国から一支国へと至る記事の中に書かれているため、「瀚海」とは対馬海峡のことだけについて述べたものとして受け取られていた。

しかし、この記事は対馬・壱岐の間を流れる海峡のみを指して述べたものではなく、韓半島と北九州の間を流れる海峡全体（朝鮮海峡・対馬海峡）を指して付けられた名称であった可能性が高い。

『三国遺事』南帯方（南原府）の条には、

「帯方の南がわにある海は、広さが千里であるので瀚海という」

と記されている。この記事は韓半島南岸一帯に広がる海峡全体を対象として述べたものである印象が強い。瀚海が対馬─壱岐間のみの海峡だけを対象とした名称なのであれば、このような書き方はしないと思う。

また、『梁書』倭伝にも、

「始めて一海を渡る、海の濶ひろさ千余里。瀚海と名づく、一支国に至る。又一海千余里を渡る、末盧国と名す」と、対馬国（対海国）の名をはぶいたまま海の広さを「千余里」と記し、「瀚海」の名を書き入れている。それに「千余里」という里数は二度しか書かれていない。

これらの記事によって判断すると、『梁書』の著者も「瀚海」という名が対馬海峡のみを対象として付けられた名称だとは考えていなかった公算が強い。

『古代日本海文化』18号において、私が韓半島から北九州に至るまでに三度書かれた「一海千余里」が、合計三千余里の海ではなく千余里の広さの一つの海のことであるとしたのも、この『梁書』の記事から示唆を得た部分が多い。「海の濶さ」と「瀚海」の範囲をめぐる関連についてである。

この瀚海に関しては『史記』匈奴列伝、および衞将軍驃騎列伝（前一四六〜前一一七）、また『漢書』衞青霍去病伝などにも載せられている。

「漢の驃騎将軍之きて代を出ること二千余里、左賢王と接戦す。漢の兵胡の首虜を得ること凡そ七万余級、左賢王の将皆遁走す。驃騎、狼居胥山に封し姑衍に禅し、瀚海に臨みて而して還える」（『史記』匈奴列伝）

「狼居胥山に封し姑衍に於いて禅し、瀚海に登臨す」（『史記』衞将軍驃騎列伝）

これらの記事の注にはそれぞれ、

「如淳曰く、瀚海は北海の名、正義曰く、按ずるに瀚海は自ら一大海の名、羣鳥羽を解き乳を此に於いて伏す、因りて名づくなり」

「張晏曰く、海邊の山に登り以て海を望むなり。索隠曰く、按ずるに崔浩云う、北海の名、群鳥の羽を解く所、故に瀚海と云う。廣志に沙漠の北に在り」などと書かれている。

どうしたわけか『史記』『漢書』共に瀚海ではなく「[image: gaiji]海」となっている。この瀚海の問題に関しては『史記会注考證附校補』にさらに次のような詳しい注が付されている。

「……驃騎、代を出で左王将と戦い、其の地を撥いて望む、當に克魯倫河の境に在り。狼居胥山は寧夏の西北、沙漠の間に在り、今尚狼居胥山に碑の遺跡有り、姑衍も亦た山の名、未だ在る所詳らかならず。斉召南曰く、瀚海を按ずるに、北史に瀚海に作る。即ち大漠の別名、沙磧の四際に涯無し、故に之を海と謂う。張晏、如淳、大海・北海を以て之を解す、非なり。本文明かに云う、代・右北平を出ること二千余里。則ち其の地正に大漠に在り、安くんぞ能く絶遠の北海に及ばんや。塞外の巨澤大海に遇す、通称海と為す」

ここで「澤」とは沼澤などの言葉でも示されているように、湿り気のある潤った土地のことを表す文字であり、また、「遇」は、たまたま、偶然あう、といった意味から、この巨澤に大雨が降ったときなどは大海のような様相を呈したことを述べたものであろうか。

中国の歴史地図を見れば明らかなように、代・右北平などから二千余里とされている狼居胥山から北海までは、少なく見積もっても八百里以上、千里は離れている。この狼居胥山から北海を望むのはまず無理であり、この地から遠く離れた北海にまで歩を進めたとは考え難い。また、このこととは別に「翰海に臨みて而して還える」とある記事の少し後には、使者として訪れた郭吉が匈奴の単于に対し、漢の臣となるよう進言したことに怒り、これを帰さず、北海の上に遷したことが書かれている。

「単于大いに怒り、立ちどころに主客の見せしむる者を斬り、郭吉を留めて帰さず、之を北海の上に遷す」

この郭吉と同様、北海の上に監禁された人物に蘇武（前一三九〜前三〇）がある。

蘇武は捕らえられて幽閉されたが決して屈しようとせず、その後匈奴との戦いに敗れて降伏し捕虜となった李陵（〜前七四）の勧めにも頑として応ぜず、昭帝（前八七〜前七四）が匈奴と和親して還かえされるまでの十九年間（始元六年、長安に還る）、節を守り通したことで知られている。

『漢書』蘇武伝には次のように書かれている。

「武を幽えて大窖の中に置き、絶ちて飲食せしめず、天、雨雪す、武臥せて雪と旃毛を并せて之を咽む。数日死なず、匈奴以て神と為し、武を北海の上の人の無き處に徒し、羝（おひつじ）を牧せしめ、羝乳すれば乃ち帰ることを得さしむ。其の官属常恵等を別ちて他の所に置く、武既に海上に至るも廩食至らず、野鼠が去るところの草の實を掘りて而して之を食う」

これらの記事には「北海の上」と書かれているから、北海の中にある小島に軟禁されていたのであろう。

倭人伝にも「参問倭地、海中洲島の上に絶在し」と書かれた記事がある。先の記事には「洲島」とは書かれていないが、北海の中の島であることに疑いはない。

こういった点を総合して考え合わせると、「瀚海」とは北海のことではなく、『史記会注考證附校補』にある斉召南の「大漠の別名」とする解釈が最も当を得ているように思える。

この注の記事や、また雲海・樹海などという言葉によって推量しても、大砂漠の巨澤のことを「海」と称していたということは十分に考えられる。「漢和辞典」などにもすでに「瀚海」は「北海の名」とする見解が示されているが、改めた方がよいと思う（補注）。

『北史』列伝八十六の、

「（神[image: gaiji]二年）六月、車賀菟園水に於いて次す。平城を去ること三千七百里、軍を分かちて捜討、東のかた瀚海に至る。西は張掖水に接し、北のかた燕然山を度る。東西五千余里、南北三千里」とある記事も無論、北海を指して述べたものではない。唐の時代になると、このあたり一帯に瀚海都護府が置かれていた。

「瀚海都護府は金微・新黎等七都督……麟徳の初め燕然を改め瀚海都護府と回紇を領す、故の瀚海都護府を古の雲中都護府と号す。磧以北、蕃州までを悉く瀚海に隷す」

『晋書』列伝二十二に、

「昔漢武の世、文帝の業を承け、海内の富に資せんとす。其の材臣を後にし、以て匈奴に甘心し、戦勝の功を競い、攻取の利を貪る。良将勁卒、沙漠に於いて屈す。勝敗相克つに若けり、當るに過ぎず、百姓の命を夭して餓狼の口に填す。其の衆を以て寡を制し、匈奴を令て遠く遁れしめ、功を祁連に収め、馬に瀚海に飲ましめるに及ぶ」

と書かれた記事がある。ここに名の出ている「祁連山」も北海からは遠い。やはり漢の時代、海のような巨澤が存在していたことは確かである。

如淳などが名指しした北海は、唐の時代になると小海と呼ばれていた。今のバイカル湖のことである。バイカル湖には大小二十七の島があるといわれ、そのうち五島は周期的に水没するそうであるが、最も大きなオリオン島は約七三〇平方キロもあるという。蘇武や郭吉などが監禁されていたのは「北海の上の人無き處」と書かれているから、それほど大きな島ではなかったのかもしれない。バイカル湖は湖面の標高が四五六メートルもあるとされているから、この湖の南方に位置する沙漠に広大な湖沼があった可能性は高い。

武光誠氏（注１）は、大沙漠となっている一帯が昔、海だったという伝承があり、そのために瀚海と呼ばれているのだという説もあることを紹介している。

いずれにしても、瀚海が北海でなかったことだけは確かである。

倭人伝に書かれている瀚海は対馬─壱岐間の海峡だけを対象とした固有の名称ではなく、『梁書』の記事にあるように、ただ単に「ひろい海」という意味でそう呼ばれていたものであったことは疑いない。

水野祐（注２）、安本美典（注３）の両氏は「大海」「大きな海」とする見解を示しているが、倭人伝の場合は海峡であるから、『三国遺事』のように「ひろい海」とするのが妥当かと思う。

〈注〉

１　『邪馬台国辞典』

２　『評釈　魏志倭人伝』

３　『邪馬台国ハンドブック』

＊補注

『大辞典』は「鳥が羽をやすめる海の義にて、北海の名」としており、『大辞源』や『新字源』では「ゴビ沙漠をいう」としながらも「バイカル湖。北海」とする説もあることをあげ、『大漢和辞典』も「沙漠の名」としながらも「瀚海については古来、史家の間に定説がない。或いは古、此の地に廣大な湖沼が有ったが現在は曠漠たる沙漠となったといひ、或いはバイカル湖であるという説も有る」としている。『福武漢和辞典』もほぼ同様である。そして『大辞源』以下、いずれも「ゴビ沙漠以北を管轄した唐代の都護府の名であった」こともあわせて示している。






第四章「従」と「自」の使い分けをめぐって






従来「魏志」倭人伝の行程記事に書かれた「従郡至倭」は、中国魏の最も東端に位置する帯方郡から、倭（日本）に至るまでの道程を記したもの、とするのが通説となっていた。

しかし、通常、行程記事における「従」は主に経由を示すために用いられる文字であり、多くの書例と照らしあわせても帯方郡を起点とすることには問題が多い。

『古代日本海文化』18号において私は、「従」は行程記事における出発点を示したものではなく、別の地点から来てそこを経由する意味を表すために用いられている場合が多いことを根拠に、「郡従より倭に至る」とは、首都洛陽のある河南郡から各郡を次々に経由することを述べたものとする説を発表。これまで「韓・倭人伝」の里数値は過大であるとし、これを誇張したものとする説、或いは地域的短里説によって解決しようとする考え方を否定、誇大であると思われてきた行程記事は著者の陳寿が筆法を用いて書いたものであり、すべて標準里で理解できることを明らかにした。

だが残念なことに、この「行程記事新解釋の試み」に対してはその後ほとんど反応は見られず、むなしく年月がすぎていた。




平成七年（一九九五）に至り、木佐敬久氏が「帯方郡は起点か経由地か」と題する論文を発表（注１）、この論文の中で「從」と「自」の解釈にふれ、私と同樣「郡從り倭に至る」は帯方郡起点ではなく、洛陽を起点とした記事であるとされた。

木佐氏の説は、他の関連する事柄に関しては異なる点も多いが、首都洛陽を出発点とすることについては故小坂良彦氏（注２）や私の解釈とほぼ同様であり、私もようやく新たな展開のきざしが見えてきたと期待したものであった。

しかし、この木佐氏の説には『古代史の海』１号で白崎昭一郎氏が、「從」が経由の意に用いられていることは認めるが、「從」が用いられた例をすべて経由とするのはまちがいである、と異議を唱え、また『市民の古代研究』77号と『古代史の海』２号では、半沢英一氏からの反論も提出された。

これに対し同３号において木佐氏が、再び「從」は経由の意味で用いられていることを主張しておられるが、「論壇・傍目八目」その１においても、秦政明氏が木佐説に対する疑問を述べており、今のところそのまま頓挫した形となっている。

はたして「從」と「自」には画然とした区別はないのだろうか。

本稿では「從」と「自」の使い分けをめぐる各氏の解釈について改めて検討するとともに、新たな用例を提出して「從」と「自」がどのような意味をもって用いられているか説明を加えたいと思う。

一　方位表示がある場合の「從」

まず、白崎氏が経由とするには疑問とされた例について見てみたい。

「延津の西南從り河に縁りて汲・獲嘉の二県に至る」（「魏志」十七　于禁伝）

これは延津の守備を命ぜられた于禁が、袁紹の攻撃に備えるとともに、五千の兵を将いて紹の別営を撃つため黄河に沿って汲・獲嘉の二県に至ったことを記したものである。

この記事について白崎氏は、于禁は前から延津の守将であったから、延津が出発点であることに疑問の余地はない、とされた。これに対し木佐氏は「于禁は派遣されて延津に行ったのだから、延津は純粋な起点ではありえない」と述べておられる。

木佐氏が指摘しておられるように、于禁が延津の守将に任じられた時点からの文章を一連の文脈としてとらえれば、この例が経由地となることは間違いない。

ところがこの一連の記事には、

「……紹、禁を攻む。禁堅く守る、紹抜くこと能わず。復た楽進等と歩騎五千を将いて紹が別営を撃つ……」と、「復た」を用いて汲・獲嘉の二県に向かったことが述べられている。于禁は守りを固めて袁紹の攻撃を退けるとともに、軍を二手に分けて紹の別営に攻撃を仕掛けているのである。これは于禁自らの判断による自主的な行動といってよい。したがって白崎氏が主張されたように、延津を新たな出発点と見なす考え方も十分に成り立つ。

しかし、先の記事は「延津從り汲・獲嘉の二県に至る」ではなく、「延津從り西南河に縁りて」と、西南に向かって進むその進路が示されている。つまり于禁は作戦上、直線的に汲や獲嘉に至ったのではなく、西南から流れる黄河に沿って兵を進めたのであった。

このように見てくると、ここでの「從」は、

「単り鋭卒を将いて深く虜庭に入る。胡人多く、軍の前後を断截す。豫乃ち軍を進め、虜を去ること十余里にして屯営を結び、多く牛馬の糞を聚めて之を然し、他道從り引き去る。胡烟火の絶えざるを見て以為らく、尚を在りと、去り行くこと数十里にして乃ち之を知る……」（「魏志」二十六　田豫伝）

「飛、精卒万余人を率いて他道從り……」（「蜀志」三十六　張飛伝）などと同様、黄河に沿った道に從って西南へと進んだ可能性が高い。

「（景初）二年春、大尉司馬宣王を遣わし渊を征せしむ。六月、軍遼東に至る（中略）諸軍進んで首山に至る……霖雨三十余日に会いぬ、遼水暴かに長ず。船を運らせ遼口自り径ちに城下に至る……」（「魏志」八　公孫渊伝）

この場合も行程記事に用いられた「從」はすべて経由であるとする木佐氏の解釈に従えば、「遼口從り」となっていなければならないところである。だがそうはなっていない。これは長雨によって遼水が城下まで増水したことを知った宣王が、絶好のチャンスと見て一直線に城に向かって突撃したことを記したものであり、遼口を新たな起点とする、状況の変化に機敏に対応したその戦いぶりが描かれたものである。先の記事は、もし「西南河に縁りて」と書かれていなかったならば「延津從り」ではなく「延津自り」となっていた事例かもしれない。

無論、木佐氏が主張されたように、出発地から出かけて再び還ってくる場合などにも「從」が用いられている例は多い。

「八年、上、東垣從り過るとき」注「師古曰く、韓王信が余冦を東垣に於いて撃ち、還りて趙を過れり」（『漢書』三十二　陳余伝）

しかし、同じように行って還ってくる場合であっても、事態の変化、新たな展開が見られる場合などには、先にあげた「遼口自り」などのように「自」が用いられている。

「呂后崩ず。呂禄等乱を為さんと欲す。斉の哀王之を聞きて兵を挙げて西す。呂禄等、嬰を以て大将軍と為し、徃きて之を撃たしめんとす。嬰、栄陽に至り、乃ち絳侯等と謀りて因りて兵を栄陽に屯し、斉王に風するに、呂氏を誅するという事を以す。斉の兵止りて前まず。絳侯等既に諸呂を誅す。斉王兵を罷めて帰る。嬰、栄陽自り還りて絳侯・陳平等と共に文帝を立つ……」（傍点筆者）（『漢書』四十一　灌嬰伝）

この例は呂禄の命によって栄陽まで至った灌嬰が、呂禄が誅され状況が大きく変化していることを知り、自らの意思で還ったことを記したものである。当然、栄陽を新たな起点と考えて記したものであることに疑いはない。

次にあげる例も経由地でありながら、その地で意思が決まった、準備を整えた、など新たな展開が見られる場合である。

「公、西のかた張魯を征せんと陳倉に至る。将に武都自り氏に入らんとす。氏人道を塞ぐ……公、陳倉自り以て散関に出で河池に至る」（傍点筆者）（「魏志」一　太祖伝）

二　経緯を示す場合の「從」

次に『古代史の海』２号において、半沢英一氏が木佐説に対する反例としてあげた「此れ從り君王早朝せず」について見てみたい。

これは白居易（白楽天）の、全編七言、百二十句に及ぶ叙事詩『長恨歌』の中の一節であるが、半沢氏は「玄宗皇帝が楊貴妃の女体を得て、それから朝の政務をとらなくなったとの意である」とし、「この『從』は、もし（経由）であるとするならば『不早朝』は何時から始まったか理解できないので、当然（起点）である」と述べておられる。

これに対し木佐氏は、「『從此』は『此のことによって』、つまり『楊貴妃との愛欲に溺れ、日が高くなってから起きるようになったのが原因で』と解するのがよいのではないだろうか」と、「從此」を（時の起点）に解するのはむしろ不自然──（注３）とされている。

両氏の解釈には無論それなりの理由があり、一理がないとはいえない。しかし、「從」には、したがう、経由、などと共に、しだいに、だんだんと、という意味も含まれているのであるから、ここは玄宗皇帝が楊貴妃を得てから、だんだんと、次第に早起きしなくなった、という意味に解するのが正解ではないかと思う。当然この「從」は起点を示すためのものではなく、経過を示すために用いられたものである。ただ傾国の美女とまでいわれた楊貴妃との愛に耽溺したことがそもそもの発端となっているのであるから、簡単に経由として済ませることはできない。

「（唐）衡、詔を為りて仲臺を徴して遣わし帰し、中都官及び郡部督郵に詔して諸趙を捕えしむ。尺児以上及び仲臺をば皆之を殺す。蔵す者有らば與に同罪とす。時に（趙）息が叔父岐、皮氏の長為り、家の禍有りと聞き、因りて官舎從り逃れ走りて河間に之きて姓字を変え、又転じて北海に詣り、絮巾布袴を著けて常に市中に於て胡餅を販う。實碩、時に年二十余、犢車に乗り、騎を将いて市に入り岐を観見す、其の常人に非ざるを疑うなり（中略）遂に岐を載せて駆け帰り……複壁の中に蔵置す。後数才、唐衡及弟皆死して岐乃ち出て本郡に還ることを得たり。三府並びに辟す。展転仕進、郡守刺史太僕に至る。而して實碩も亦た此れ從り名を東国に顕わし、仕えて豫州の刺史に至る」（傍点筆者）（「魏志」十八　裴松之注）

この例も、趙岐の人物を見込んで匿まっていた實碩が、趙岐の出世に伴って次第に、だんだんと名を知られるようになったという意味を表すために「從」が用いられたものである。

このことは「自」を用いた次の例を見ることによっても理解できると思う。

「有司奏す、四時武を農隙に講す、漢、秦の制を承けて三時講せず、十月に都て車馬を試む。長水の南門に幸して五営の士を会し、八陣の進退を為す、名づけて乗之と曰う。今金革未だ偃さず、士民素習す。今自り已後、四時武を講すること無かる可し、但し立秋を以て吉日を擇び、大いに車騎を朝して、号して治兵と曰わん。上は礼名に合い下は漢制を承く。奏可す」（傍点筆者）（「魏志」一　武帝紀注引魏書）

これはこの詔が発せられる時点を以て、日常における武芸の訓練を一切禁じることを示すために「自」が用いられたものである。

「二年春正月、公、宛に到る、張繍降る。既にして之を悔み復た反く、公與に戦い軍敗れて流れ矢の為に中らる、長子昂、弟の子安民害に遇う。（中略）公、諸将に謂いて曰く、吾張繍等を降すとき、失して其の質を取らずして以て此にいたる、吾れ敗れる所以を知りぬ。諸卿之を観よ。今自已後復た敗れざらんと」（傍点筆者）（「魏志」一　武帝紀）

この場合も降参してきた張繍から人質を取っておかなかったために、再び叛かれて敗れたことを悔み、今後絶対に失敗しないようにしなければ、と語ったことが記されたものである。

これらの例を見ることによっても判るように、「從」が経由・経過など線的な意味を示すためのものであるのに対し、「自」は契機・発端といった点的な意味を表すために用いられている。

『邪馬台国』12号において張明澄氏は、「到」は点的な概念であり、その一点に着くことである、とし、「至」は線的な概念であり、その点までということである、と、その意味を抽象的に説明しておられるが、その説の当否は別として、この点的な概念、線的な概念という表現は「到」と「至」の場合よりも、むしろ「從」と「自」の意味を説明する場合に用いる言葉として適切なのではないかと思う。

三「從」本来の意味は「したがう」

「乃ち楚の懐王の孫心が、民間に人の為に羊を牧するを求め、立てて以て楚の懐王と為す。民の望む所に従うなり。陳嬰を楚の上桂国と為し、五県に封じ、懐王と與に盱台に都せしむ（中略）楚の兵已に定陶に於いて破れ、懐王恐れて盱台從り彭城に之き、項羽・呂臣の軍を并せ自ら之に将たり」（傍点筆者）（『史記』項羽本紀）

前節において「從此君王不早朝」は起点であるとされた半沢氏は、ここに用いられた「從」も起点である、とされている。

しかし、ここで忘れてならないのは、これらの記事が純然たる地理紹介記事ではなく、歴史記事だということである。この例は盱台に都した懐王が、楚の軍が敗れたため、しかたなく（情勢に従って）彭城に居を移したことを記したものと解するのが妥当ではないだろうか。

無論、この記事を行程という一点にだけしぼって考えれば、起点であることに間違いはない。したがってここは行程の面よりも、状況の説明に重点を置いた記述ということになる。「從」は経由を示す場合に多く用いられているが、本来の意味は「したがう」であるということを忘れてはならないと思う。

次にあげる記事は「從」本来の意味を端的に示した例といえる。

「建安四年、（袁）紹、軍を悉くして之を圍む。（公孫）瓚、子を遣わし救いを黒山の賊に求む。復た自ら突騎を將いて直ちに出で、西南の山に傍いて黒山の衆を擁し、翼州に陸梁して横に紹が後を断たんと欲す（中略）救い至れば内外より紹を撃たんと欲す、子に書を与え、期を刻んで兵至らば火を挙げて應を為せよと──典略に曰く……到れば当に烽火を北に起すべし、吾当に内從り出ずべし」（「魏志」八　公孫瓚伝）

これは袁紹の軍に囲まれ城に閉じ込められた形となった公孫瓚が、救援を頼むため使者を遣わしたときの話である。この時、瓚は使者に対して、救兵が到着したならば必ず烽火を挙げてこのことを知らせてほしいと依頼。それに応じて自分も城内から撃って出るからと固く約束した。しかし、その使者が袁紹のはなった斥候のために捕えられ、敵のあげた偽りの烽火を見て出撃した瓚の軍は、伏兵の奇襲に遭って慘敗、瓚はついに城内において自らの命を絶ったとある。

この場合も城が起点ではあるが、外からの連絡に従って出撃することを示すために「從」が用いられたものである。

四「自」本来の意味は「みずから」

「伯牛、疾有り。子、これを問う。牖ゆう（まど）自り其の手を執りて曰く、これを亡ぼせり、命なるかな、斯の人にして斯の疾有ること、斯の人にして斯の疾有ること」（傍点筆者）（『論語』雍也第六）

これは癩病になった弟子の伯牛を見舞った孔子が、自ら窓から手を差しのべて伯牛の手を握ったことを述べたものである。

この記事について半沢氏は、「伯牛の手を取った孔子は部屋の外におり、窓を通して伯牛の手を取っているのだから、ここでの『自』は（経由）である」と述べておられる。

すでに述べたように「從」の本来の意味は「したがう」であった。これに対し行程記事において主として起点を表すために用いられる「自」の、本来の意味は「みずから」である。したがって、ここは癩を病む弟子の伯牛に対し、自ら（自発的に）優しく手を差しのべた、という孔子の崇高な行為に重点を置いた記述なのである。

「朋有り、遠方自り来たる、亦た楽しからずや」（『論語』学而第一）

この例も、自ら、自発的に、或いは、目的地に向かって一路やって来た、という意味を表すための「自」である。

これとは反対に、

「子曰わく、我れ三人行なえば必ず我が師を得。其の善き者を択びてこれに従う。其の善からざる者は之を改む」（『論語』巻第四逑而第七、岩波文庫）

この例は「従」本来の意味である「したがう」を示した好例である。

五『周髀算経』に用いられた「從」

一方、半沢氏は『市民の古代研究』77号において、『周髀算経』の起点と思われる「従」の例として、次の記事をあげておられる。

「髀從り日下に至る、六万里」

この『周髀算経』の例に関しては木佐氏も、『周髀算経』という中国最古の数里天文学書が、必ずしも「漢文の常識」にあてはまるような書物とは思えない、と述べ、これは史書などで見慣れてきた普通の「自」と「從」の使い方からすると、異常ではないだろうか、とされている。木佐氏によると『周髀算経』には「從」が全部で十六例用いられているという。残念ながら私はこの書物を持っていないため、他の用例がどのような使われ方をしているかは知らない。しかし、「髀從り日下に至る六万里」とは、髀（ノーモン）の上の先端からではなく、地表に接した部分から太陽の下までの距離が六万里、という意味ではないかと思う。いかに六万里という大雑把な数字が示されているとはいえ、長さ三丈、或いは八尺といった髀の先端のみを基準として計測したとするわけにはいかない。これは常識的にいっても考えられないことである。

こういった観点からすれば「髀從り日の下に至る……」は「子午道從り」などと同様、「髀を経由して」という解釈が成り立つ。

また、『五絛古代文化』30号で篠原俊次氏が例示された「周髀長さ八尺、夏至の日、晷一尺六寸」に対する趙爽（後漢二〇六年以後の人といわれる）の注「晷影なるや、此の数をして之を望めば周城の南從り千里なり」については、「周城の南（北の誤という──篠原氏）從り」、つまり、周城から真南（北）に従って千里、という意味を表すための用法である可能性が高い。「從」は「從横」などのように、真っすぐの「縦」を示す場合にも用いられる。『周髀算経』の全用例について検証することなく断定的なことは言えないが、私はこれらの例も他の歴史書と同様の用法によって記述されているのではないかと考えている。

六　方位記事と共に用いられた「從」

歴史書においても地名の後に方角が記されている場合は「從」が用いられている例が多い。本章「一」の冒頭にあげた「延津の西南從り河に縁りて」が、延津から西南の方角に從って、という意味をもって書かれたものであることはすでに述べたが、ここで「從」と共に方位が示されている例についてもう少し見てみたい。

１「韓遂湟中に在り（中略）当に羌中の西南從り蜀に詣るべきのみ」（「魏志」十五　張既伝注引典略）

２「軍、金城の南從り沃于阪に至る」（「魏志」二十二　陳群伝）

３「剱閣の西從り、径ちに江由に出で」（「魏志」二十八　鍾会伝）

４「明使君（曹休）万兵を以て皖の南從り江渚に首わば、魴便ち此從り吏民を率い励まし、以て内応を為さん」（「呉志」十五　周魴伝）

５「秋、曹休をして廬江の南從り合肥に入らしめんとす」（「魏志」二十六　満寵伝）

ここで１の例についていうと、この時韓遂は湟中にいたのであるから「羌中」は経由地であり、別に方角を記さずとも意味が通じないことはない。しかし、ここは湟の南に位置する羌中から見て西南の方角にある蜀への進路を示すために方位を特記したものと思われる。
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続いて２の場合、地図を見ると沃于阪は金城の真南にあり、金城から真っすぐ南に向かって、と言う意味を表すための記述であることは間違いない。３、４の例も、江由は剱閣の西南西にあり（図４‐１）、また、揚子江は皖の南を東に向かって流れているか２の例と同様、それぞれの方角に従って進む、と言う意味を表すために書かれたものである。

続いて５の「曹休をして廬江の南從り合肥に入らしめ」は、白崎氏が「何らかの錯誤があるのではないか……」と指摘しておられる（注４）ように、そのすぐ後に書かれた記事、また、曹休伝など、これに関連した記事から推して「合肥の南從り廬江に入らしめ」の間違いである可能性が強い。

この白崎氏の疑問に対し、木佐氏は「合肥は魏と呉が死闘を繰り返したところであり、呉の最前線となる重要基地である……廬江の南は実質的に皖をさしており、曹休は廬江南部から合肥へ北上しようとした」とし、また、その補注において、「満寵の上疏文に『（曹休が）今従うところの道は、湖を背にし、江を旁にす、進むに易く退くに難し』とある。この湖は武昌付近の大湖と解するしかなく、要するに長江の北側を東に進んで皖に出ようとしたわけである。合肥から長江に向かうのであれば、『江を旁にする』ことにはなりえない」と述べておられる。

しかし、合肥は魏の支配下におかれているところであり、呉の最前線基地とはなり得ない。また、この満寵の上疏文に出てくる湖も合肥の東南に位置する巣湖とするのが妥当なようである。同じ満寵伝の青龍元年条の上疏文には「合肥城は南のかた江湖に臨し、北のかた壽春に遠し」と書かれている。合肥は当時の人々の間において常日頃、揚子江・巣湖の北にあると認識されていたようである。満寵の上疏文には木佐氏があげた先の文に続けて「此れ兵の窪地なり。若し無彊口に入らば宜しく深く之が備を為すべし」とあり、さらに「寵が表、未だ報ぜず、休遂に深く入る。賊果たして無彊口從り夾石を斷ちて休が還路を要ぎる」と記されている。また「呉志」十五、周魴伝にも、偽りて降付し内応すると見せかけた周魴からの手紙に誘い出された曹休が、十万の大軍を将いて皖に直行したことが記されている。

「休果たして魴を信じ、歩騎十万を将い、軽重道に満ち、径ちに来りて皖に入る」

このことは曹休伝に書かれた次の記事によっても証明できる。

「太和二年、帝二道を為りて呉を征せんとす。司馬宣王を遣わし漢水從り下らしめ、休には諸軍を督して尋陽に向わしめんとす。賊の将偽りて降る。休深く入りて戦い利あらず、退き還りて石亭に宿す」

ここには「退き還りて石亭に宿す」と書かれている。もし木佐氏が述べるように、長江の北を東に進んで皖に向い、さらに北上して合肥を目指すのであれば「退き還りて」などと記されたりはしない。「魏志」十五、賈逵伝には、

「時に権東関に在り、豫州の南に当たる。江を去ること四百余里。兵を出して寇こうを為す毎に、輒ち西のかた江夏從り、東のかた廬江從りす。国家の征伐も亦た淮[image: gaiji]由りす。是の時州軍項に在り、汝南・弋陽の諸軍境を守るのみ。権北方の虞無し。東西急有れば軍を并せて相救う。故に常に敗れること少なし。逵以為らく、宜しく直道を開きて江に臨むべし。権若し自ら守らば則ち二方救い無けん。若し二方救い無ければ則ち東関を取る可し、乃ち屯を潦口に移して攻取の計を陳す。……太和二年、帝、逵を使て前将軍満寵、東莞の太守胡質等四軍を督して、西陽從り直ちに東関に向かわしめ、曹休は皖從り、司馬宣王は江陵從りせしむ」と書かれている。

この記事の『三国志集解』の注には「胡三省曰く逵は豫州自り兵を進めて西陽を取り、以て東関に向かう。休は寿春自り皖に向かう」とある。すでに『古代日本海文化』39・40号において述べたように、魏がこの時呉との決戦の場として目指していた東関は、現在東関として伝えられている東興ではなく、当時呉が都としていた武昌の東部、尋陽付近一帯であった可能性が高い。

曹休はこの年揚州の牧として寿春に赴任していた。『集解』の注にあるとおり、命を受けた曹休は寿春を出発し、合肥から巣湖の西を直ちに南下して廬江郡に至り、揚子江に沿うような形で一路皖に向かって軍を進めたのではないだろうか。曹休伝の、二道から司馬宣王と曹休の軍を尋陽に向かわしめようとした、とある記事が、「廬江の南從り合肥に入らしむ」を判断するためのキーポイントとなっているような気がする。曹休は最初、皖経由で尋陽に兵を進めるよう命ぜられていたのであろう。

しかし、その思惑とは逆に、曹休が皖に到着したときには孫権が皖口に陣どり、陸孫・全琮・朱亘らを遣わして曹休を迎え撃つための態勢をすでに整えていた。満寵が上疏文においていみじくも観破したように、これでは、戦況不利となっても呉の領域と境を接する江に沿って退却することは不可能に近い。孫権はあらかじめこのことを察知し、無彊口から兵を放って夾石に向かわせ曹休の還路を断とうとしたのであろう。

「夫れ人臣功を立て節を効す、一塗に非ずと雖いえども然も各おの分有り、将と為りて桴鼓を執るときは則ち必死の義有り。死して必ず所を得て義苟くせざるに在り。魴、郡守と為りて職民を治めるに在り。君が命ずる所に非ずして占め誘い、髪膚を髭剔して以て功名を狗う。事濟りて爵を受けると雖も、君子の美むる所に非ず」という徐衆の評も載せられているが、いずれにしても、周魴の策を容れた孫権の見事な陽動作戦によって、大軍を擁して呉を撃ち破ろうとした魏の出鼻が挫かれた形となった一戦であった。

この満寵伝の記事は、太和二年の出来事を三年とするなど、錯誤が多い。もしこの記事が「廬江の南從り」ではなく「合肥の南從り廬江に入らしむ」であれば「従・地名・方角」と続けて示した場合の、他の書例のもつ意味とも合致し、書法上の問題も同時に解消する。

無論、方位が付けられている場合にも「自」が用いられている例はないことはない。

１「白水の南自り艾に向かいて営を結ばしむ」（「魏志」二十八　鄧艾伝）

２「陽平の南自り汚水を渡り、山に縁りて稍前む。定軍山に於て勢して営を作さんとす」（「蜀志」二　劉備伝）

３「陜の北自り渡りて蒲坂を攻む」（『晋書』載記十九　姚泓）
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１の例についていうと、この記事のすぐ前に「艾を留めて白水の北に屯せしめること三日」と書かれている。この場合、その方角に従ってという意味をもつ「從」とは違って、白水の南から鄧艾の陣に向かってそのまま進むわけではない。つまり白水の北に陣どる艾の軍に対抗する形で屯営を構えたということを記したものであり、その一点だけの方位を示すための、いわば点的概念による用法である。

２の例は陽平関に陣どり、夏侯渊らと対峙していた劉備が、いよいよ勝負を決せんと陽平関のすぐ南を、西から東に向かって流れる汚水を渡り、山に沿って進軍し、陽平関のやや東南に位置する定軍山において陣営を作ったことが記されたものである。したがってこの場合も陽平関から南の方角に向かってどこまでも進んだという意味ではない。陽平関の南で汚水を渡った、というその一事だけを示すために用いられた方位表示なのである。１の例と同様、これも点的概念による記述といってよい。

続いて３の例も陜と蒲坂の間はかなり離れており、しかも蒲坂は陜の西方に位置（図４‐２）しているから、陜から河水（黄河）を北に渡ったというその一事だけを示すための用法という点で変わりはない。このように「從り」と「自」は、方位表示のある場合も截然と使い分けられているのだということが、その記事内容と地図を照合することによって鮮明になり、容易に理解することが可能となる。

　七　経由だけを示す場合の「從り」

「時に孫権東関に在り、豫州の南に当たる。江を去ること四百余里、兵を出して寇を為す毎に、輙ち西は江夏從り、東は廬江從りす……帝、逵を使て前将軍満寵、東莞の太守胡質等四軍を督して、西陽從り直ちに東関に向かわしめ、曹休は皖從り、司馬宣王は江陵從りせしむ」（「魏志」十五　賈逵伝）

すでに前節であげたが、木佐氏が述べておられるように、先の例は東関或いは都の武昌を起点とした記述であり、後の例も同じく前節で『集解』の注を引用して示したように、それぞれの任地、または都から出発してその地を経由する意味で用いられたものである。これらの例はいずれも行程のなかにおける経由の意のみを表すために用いられたものであり、他に何の意味も含まれてはいない。

では次に『古代日本海文化』18号ですでに述べたが、「洛に詣らんと欲する者には、為に欲する過所に封じ、郡從り還る者には、官為に平取、輙ち府の見物を以て與に共に交市し、吏民を使て道路を護送せしむ」（「魏志」十六　倉慈伝）について改めて検討を加えてみたい。

ここでは白崎（注５）・木佐（注６）の両氏とも「洛に詣らんと欲する者には、為に過所を封じ」と読み、洛陽に行こうとする西域の異民族達には、通行証を作ってやり、と解しておられるようである。

しかし、「過所」が通行手形の意味で用いられるようになったのは、後の時代のことであり、周から漢・魏の時代にかけては、「過所」は関所、つまり、それぞれの土地にある交通の要所に置かれた郡治の支所を意味するものであった。

そのことは次の記事などを見ることによっても理解できると思う。

「詔して曰く、往年に已に郡国に勅して、異味を献御する所あることを得ざらしむ。今猶未だ止まず、徒に豫養導擇の労あるのみに非ず。乃ち道上に煩擾して過所を疲費するに至る。其れ大官を令て復た受けること勿らしめよ」（『後漢書』一下　光武帝紀下）

「流民の本に帰り還らんと欲するも、而るに糧食無き者には過所にて之に實[image: gaiji]せよ」（『後漢書』四）

「郷中授無く、郷を出るに節無きには過所にて則ち呵問（しかりつけて問う）す」（『周礼正義』）

このうち特に『周礼正義』の記事は「過所」の役割を具体的に示したものといってよい。事実『後漢書』や『三国志』には「伝を封じて」「節伝を奉り還すことを求む」（『後漢書』）、「節伝を棄て置きて」「節伝を受け」（『三国志』）などと書かれた記事が何カ所か見られる。

「魏志」十六、倉慈伝の前段には「常日ごろ西域の雑胡、来たりて貢献せんと欲す。而るに諸豪族多く逆らえて断絶す。既に與に貿遷するも、欺詐侮易し、多く分明することを得ず。胡常に怨望、慈皆之を労す」と書かれている。

西域の異民族がせっかく商いや都に詣いたって貢献するために来ても、その主要道路には多くの豪族達が出張っていて、これを遮って邪魔をし、物品などを要求したりするため困りぬいていたというのである。

この記事から推すと、もし都に詣らんと欲する者に郡の治所だけでしか通行手形を与えないというのであれば、西域の人達の悩みは一向に解決しないことになってしまう。主要道路を通って本郡の治所に節伝を求めに来なければならないのでは何一つ救うことにはならないからである。したがってここはどうしても「過所を封じて」ではなく「欲する過所に封じ」と読まなければ、先の文意は生かすことができない。汲古書院版の『三国志』では、ここを「為に封じて欲する所に過ぎさしめ」と読みを付しているが、この場合もどこで通行手形を与えるか、ということが問題として残ってしまう。西域の人々は豪族達のたむろする主要道路を避け、燉煌郡の各所に存在していたと思われる支所において仮の手形を交付してもらい、還ってからこれを郡の治所に返す仕組みになっていたのではないかと思う。

「欲す」が上文にかかるか、下文に繋がるものか、ということについては、その文脈の内容いかんによって様々に違ってくるが、欲する側が主体となっている場合は「欲」が上につき、逆に客体が欲していることを表す場合は下につく。

「吾欲奉乗輿還洛陽」（『晋書』載記一）

「縁民所欲」（「魏志」十六　杜畿伝）

また先の一文との関係で、これに続く文節を両氏とも「郡從り還らんと欲する者」と読んでおられる。しかし、「郡從り還らんと欲する者」と解するのであれば、まだ燉煌郡には来ていない、ということになってしまいはしないだろうか。

すでに述べたように、ここでの「從」は純然たる経由のみの意を表すためのものであるから、各郡を経由して還って来たことを示す「郡從り還る者」ではなく、「郡從り還らんと欲する者」とした場合は、どこか他の地点からその地（郡）を経由して還ろうと考えている、という意味にしか解せない。すでに燉煌郡に来ている者を対象に、その郡を経由して「還らんと欲」しているなどとは書かないのが通例である。

『漢書』六十一、張騫伝に、

「……月氏に使いせんと堂邑氏の奴甘父と倶に、隴西に出て匈奴を径る、匈奴之を得て伝えて単于に詣る。単于が曰く、月氏は吾が北に在り。漢何を以てか使い往くことを得ん。吾れ越に使いせんと欲するとき漢肯きて我に聴さんや。騫を留むること十余歳、妻を予う。子有り、然も騫、漢の節を持して失わず、匈奴の西に居り。騫因りて其の属と亡げ月氏に郷う（中略）竟に月氏の要領を得ること能わず。留まること歳余、還りて南山に並びて羌中從り帰らんと欲す。復た匈奴の為に得らる」と書かれた記事がある。

これは月氏への使者として派遣され、匈奴のために捕らえられていた張騫が、ようやく逃れて大月氏にまで至ったが要領を得ることができず、やむなく漢に還ろうとしたときのことが記されたものである。この場合も張騫はまだ羌中には至っていない。

このことはこの記事ばかりではない。

「夫人内に後主を将いて呉に還らんと欲す」（「蜀志」六）、「郷里に帰らんと欲す」（「魏志」十一　邴原伝裴松之注）など、還ろうと考えて（欲して）いることを記す場合は、全てまだその場所に還っていない場合に限られている。

倉慈伝には先の「郡從り還る者には」に続けて「官為に平取し、輙ち府の見物を以て與に共に交市、吏民を使て道路を護送せしむ。是に由りて民夷翕然として其の徳惠を称す」と書かれている。

もし、先の一節を「郡從り還らんと欲する者」と読んだ場合、まだ燉煌郡に還って来ていない者に府の見物をさせたり、お互いに商売をしたりするという奇妙なことになり、文意が通じなくなってしまう。

前段の記事が「洛に詣らんと欲する者には、為に欲する過所に封じ」でなければならなかったと同じく、ここはどうしても「郡從り還る者」と読まなければならない。また、これに続く「官為に平取」も上文にかかるものであり、郡治所（本所）において節伝を授けてもらった者と同様、それぞれ都合のよい過所（支所）で手形を交付してもらった者にも同等の扱い（通行税など）をすることを述べたものではないかと思う。

「時に三輔の強豪の族、多く小民を侵枉す。亀、到りて威厳を癘して悉く其の怨屈せる者を平理す」（『後漢書』五十一　陳亀伝）

「少にして経に明らかにして講授す。礼譲を以て郷里を化す。郷里爭訟の者有れば輙ち衍に詣りて之を決す。其の平處する所、皆曰く、怨無しと」（『後漢書』六十七　蔡衍伝）

など「平」はその施政に関する公平な取り扱いなどを記すときに用いられている場合が多い。

木佐氏は、洛陽から燉煌郡を通って西域に帰ろうとする者には、お上で公平に取引してやる、と解し、白崎氏も、其の人々に対しては、市場を催して公平な取引をしてやろうというのである、としておられるが、互いに商売をすることに関しては「平取」の七字後に書かれている「交市」によって表されるのが普通である。

「習に詣りて互市を求む。……乃ち之を許し、往きて与に空城の中に会して交市す」（「魏志」十五　梁習伝注引魏略）

また木佐氏は「郡從り還る者」を、敦煌郡を経由して、と解しておられるようである。しかし、首都洛陽から各郡を次々と経由して来るのであるから、ここでの「郡」を敦煌郡だけに限ってしまっては「郡從り」とした意味が生きてこない。敦煌郡だけを経由して還ることを記すのであれば「敦煌郡從り還る」とするのが常法であるような気がする。

「恕、趙郡從り還る」（「魏志」十六　杜恕伝）

私が倭人伝の「郡從り倭に至る」を、帯方郡を経由する意味ではなく、首都洛陽のある河南郡から各郡を次々と経由して、の意と解したのも、この倉慈伝の記事からヒントを得たためであった。

「郡を過ぎること四、行くこと二千七百六十里」（『漢書』地理志　龍西郡の条）

一方、倉慈伝には「洛に詣らんと欲する者……郡從り還る者」と「者」が二つ用いられている。無論、これは都に詣ろうとする人々には、という意味を表すためではあるが、「者」にはこの他に、全部ではない、一般的ではない、あまり知られていない、公にはなっていない、などという意味も含まれている。

「正を以て尚書令護軍将軍と為す。明年卒す。時に年四十五、先主之が為に流涕する者累日」（傍点筆者）（「蜀志」七　法正伝）

「城外に溪水有り、城を去ること一里、広き所三十余丈、深き者八九尺、浅き者は之に半ばす」（傍点筆者）（「呉志」十一　朱桓伝）

「時に先主新野に屯す。徐庶、先主に見ゆ、先主之を器とす。先主に謂いて曰く、諸葛孔明なる者は臥竜なり、将軍豈に之に見ゆることを願わんか」（「蜀志」五　諸葛亮伝）

「時に扶風の馬鈞有り。巧思絶世。伝玄之に序して曰く、馬先生は天下の名巧なり」（「魏志」二十九　社夒伝　裴松之注）

よく知られているように劉備（玄徳）が三顧の礼を以て迎えたという孔明は、この頃まだ一部の者にしかその名を知られていなかった。これに対し馬鈞は天下の名巧としてすでに広く名を知られていた。この馬鈞の記事には「者」が用いられていない。したがって倉慈伝の記事には、全部の者ではない、そうではない者もある、という意味も込められており「洛に詣らんと欲する場合には各地に設けられた過所で仮の手形を交付し、各郡を経由して還ってきたときに同じように通行税をとる」と解するのが妥当ではないかと思う。

八　文脈の中における経由と起点

「州家の為に疾まれ、其の禍を受けんことを恐れて乃ち避けて遼東に之く……慈遼東從り還る（中略）楊州の劉繇、慈と同郡、慈遼東自り還りて未だ與に相見ず、暫くして曲阿に到り繇に見ゆ、未だ去らず、或いは繇に勤む、慈を以て大将軍と為す可し」（「呉志」四十九　太史慈伝）

この記事は同一人物が遼東から還ったことを述べているにもかかわらず、「從」と「自」という両方の文字を使って記している。この二つの文字を用いて記した例については、木佐氏が前掲『古代史の海』３号で説明を加えているように、「自」を用いた後の記事は、文節を改めて慈と劉繇との間柄について述べたくだりであり、身を遼東に避けていて再び還ったときのこととはほとんど関係のない事柄である。

すでに『南九州文化』34・35・37号における「到」と「至」の使い分けを説明したところでも述べたが、「到」によって示された同じ目的地に到着したことを記す場合であっても、そのことを一つの文脈の中において総括的に中間的表現として示す場合には「至」が用いられている。こういった使い分けと同様、先の記事も身を遼東に避けて還るまでの経緯が「從」を用いて示され、還ってからの別の事柄が、行程としての「経由」か、「起点」か、ということとは関係なく文節を改めて述べられているのであり、いってみれば、ここでの「自」は、一つの文脈の中における新たな起点を示すためのもの、といってよい。

一方、秦政明氏も『古代史の海』３号における「傍目八目」の中で、『史記』にある「從」と「自」の用例を二つあげ、「從」と「自」は同じ意味で使われているとしか考えようはない、と述べておられる。

１ 「上、南郡自り武関に由りて帰る」（『史記』秦始皇帝本記）

２ 「項王の軍鴻門の下に在り。沛公の軍霸上に在り。相去ること四十里。沛公則ち車騎を置き、身を脱して獨り騎し、樊噲・夏侯妥・斬彊・紀信等四人と剣盾を持し、歩走して酈山の下從り[image: gaiji]陽に道し間行す」（『史記』項羽本紀）

まず１の例について見てみたい。

天下を統一した秦の始皇帝は、斉人徐市らを遣わして仙人を求めしめると共に、全国巡行の旅に出た。「……西南のかた淮水を渡り、衡山・南郡に之き、江に浮かび湘山の祠に至る」とある。一見して判るように、この例は行程としては経由であることに間違いはない。しかし「南郡自り」と書かれた記事の前段には、

「大風に逢い幾んど渡ることを得ず。上、博士に問いて曰く、湘君は何の神ぞ。博士対えて曰く、之を聞くに堯の女舜の妻にして此に葬ると。是に於いて始皇大いに怒り、刑徒三千人をして皆湘山の樹を伐らしめ、其の山を赭にす」とある。

始皇帝はこの南郡における出来事にすっかり気分を害し、この地で急遽予定を変更して都に還ろうと決心をしたのではないだろうか。したがって「上、南郡自り」は、新たな出発点として、また、一路都を目指して、という意味を持って用いられたものと思う。

２の例に関しては、霸上からの行路が具体的に示されており、酈山の下が経由地であることを疑う余地はない。

秦氏のご指摘のように多くの用例の中には、一見どちらとも判断しかねる例がまま見受けられる。しかし、「從」と「自」は定められた漢文の書法に従って、それぞれの意味を表すために用いられているのであり、決して何の意味もなく混用されているわけではない。「從」はすべて経由であり「自」は起点のみを表すものであると限定してしまっては数々の疑問も生じるが、以上に述べたように様々な視点からの考察によって、多様な使われ方をしている中にも、その文字でなければ言い表せない意味をもって使用されていることが明らかになってくる。

九　漢文の書法

「從」と「自」の使い分けとは関係ないが、これらの記事との関連で漢文の書法・規則といったようなものについて、もう少しふれてみたい。

通常、どこかに行って還って来た場合、また他の場所から到着した場合などには、「從（自）洛陽還」「自（從）長安至」と記されている。しかし、出かけた先から還った場合であっても、まだもとの場所に還っていないことを示す場合、また、別の場所へ至った場合などには、

１ 「（建武三年の春正月）己亥幸宣陽……戊申至自宣陽」（『後漢書』一　光武帝紀）

２ 「朱異至自夏口」（「呉志」三　孫亮伝）

３ 「反自陸口遂征合肥」（「呉志」二　孫権伝）

４ 「軍還自東興」（「呉志」三　孫亮伝）

５ 「太祖已還從漢中而帰」（「魏志」十九　任城王曹彰伝注引魏略）

などと「至」や「還」が上につく。

まず１の例についていうと、光武帝は宣陽に行幸し、宣陽から再び洛陽に還ったわけであるが、「自宣陽至」とはせず「至」を上につけているのは、洛陽城の城内、つまり宮殿に到着したことではなく、洛陽の領域に至ったことを示すための記述なのではないかと思う。皇帝などの場合、漢文の書法として首都の領域に至った場合と、城内にある宮殿に還り着いた場合とを明確に区別していたのかもしれない。このことは『漢書』一、高祖紀の記事などと比較することによっても推測できる。

「行自東垣至─注京師に至る」「上自代還」

高祖紀によると、その七年（『史記』は八年）、未央宮が完成、同時に東闕・北闕・前殿・武庫・太倉が作られたとある。このことから考えると、高祖の一行が都の長安に到着したことは「行至自東垣」「上還自代」などとするのが当然のように思われる。しかし、この頃はまだ城壁が築かれていなかったようで『史記』九、呂后本紀には「（恵帝の）三年、方に長安城を築く、四年、半ばを就し、五年・六年に成就す」と書かれている。

『漢長安城と阡陌・県郷亭里制度』において古賀登氏もこのことにふれ、『漢書』地理志上にも「（恵帝の）六年成る」としていることを紹介しておられる。

つまり、前漢の高祖が長安に都を置いたときには、まだ城壁は築かれてはいなかった。そのために高祖紀の記事は他の場所に至ったときと同様、先のような記述となったのであろう。

先に述べたように、光武帝は洛陽を都とした。『後漢書集解』の注を見ると「帝王世紀に洛陽の古城は成周の旧基、城東西六里一十歩、南北九里一百歩」と記されている。前漢高祖の場合と違って、光武帝が洛陽に都を置いた時には、すでに城壁は築かれていたのである。後代の記述を見ても、建業（建康・南京）を都とした東晋・宋・斉・梁・陳の六朝、洛陽に都を置いた隋、長安に都した唐代など、皇帝の一行が城内ではなく都の領域に到着したことを表す場合は、全て「至自〇〇」とし、都の領域と城壁で囲まれた城内や宮殿への到着を画然と区別している。

「（劉）曜至自[image: gaiji]池、素服郊哭七日、乃入城」（『晋書』載紀三）

この記事を見ることによって城壁内と城外が、全くの別区として峻別され、当時の人々にもそのように認識されていたのだということを容易に知ることができる。

また、「至自新城背伊闕反洛京」と書かれた『後漢書』六十、馬融伝の記事も、「至」を上に置いた場合は、まだ都の城内に到着していないことを示したものであることを、私達に対し明白かつ具体的に教えてくれていると思う。

２の例は、衆を将いて夏口を襲撃した朱異が、壽春を救うためひと足先に[image: gaiji]里にまで進軍していた孫綝の要請に応じ、急遽かけつけたときのことを記したものである。この場合も夏口に進撃していた朱異が壽春に赴くため[image: gaiji]里（中間地）まで至ったのであるから、いわば中間的経過としての意味合いを持った記述ということになる。こういった場合、漢文の書法では「自（從）夏口至」とはせず「至」が上につく。

３の例も陸口に遠征してしばらく滞在していた孫権が、都には戻らず陸口から反転して合肥を征せんとしたときのことが記されたものである。このとき、孫権は魏の将張遼の軍に追撃され、駿馬に乗って津橋を度ろうとしたが橋はすでに撤去されていたため、家来の谷利が孫権の馬に鋭く鞭を当て、一丈余りもはずされていた橋間をなんとか飛び越えて危うく難を逃れたという。これは『三国志演義』の物語によってもよく知られているように、孫権の危機一髪の状態となった場面を述べたくだりであるが、呉の合肥攻略はこのときも失敗に終わった。

４の「（太元二年二月）軍還自東興」は、呉の諸葛恪が、七万の軍勢を擁して進攻して来た魏の大軍を、東興（後の東関）において見事に撃ち破った有名な東関の役（呉の太元元年、魏の嘉平四年）に続けて書かれた記事である。諸葛恪の将いる軍は意気揚々と呉の都建業へと凱旋した。したがってここは「軍自東興還」となっていてもよさそうなところである。しかし、この頃の諸葛恪は帝の大傳（補佐役）として城中において其の任務に当たっていた身であった。それに諸葛恪に次ぐ将帥達の多くも常日頃城内につめていたであろう。また、諸葛恪の将いる軍は当然、城内から出発したとみてよい。

「呉志」二、孫権伝には「（建安）十六年、権徒りて秣陵に治す。明年、石頭に城つき秣陵を改めて建業と為す」と記されている。『三国志集解』の注によると、この石頭城は楚の金陵城に改修を加えて完成したものという。

東興での勝利に意を強くした諸葛恪は翌三月、再び軍を将い、周囲の反対を押し切って建業を発し、その四月には合肥の新城をとり囲んだとある。大元二年二月に東興から還った軍は、解散せずにそのまま建業の領内に待機させられていた可能性が高い。こういった点を総合して考え合わせると、先の記事が呉の都の城内にではなく、建業の領域に帰着したことを示す「軍還自東興」という記述の形式をとって録されていたとしてもなんら不思議はないと思う。

「（太祖）乃召彰、彰晨夜進道、西到長安、而太祖已還從漢中而帰」（「魏志」十九　任城威王彰伝注引魏略）

５にあげたこの記事は、太祖の招請に応じて急遽長安に駆けつけたとき、太祖はすでに漢中から還っており、後事を彰に託して洛陽へと帰っていったということを述べたものである。この例も先にあげた２の記事と同様、長安が洛陽に帰還するまでの中間的経過地としての意味を持って示されている。

ちなみに「苟萇、済自石城津、與梁煕等会攻纒縮城」（『晋書』載紀十三）など、「至」や「還」以外の場合も、目的語が上につく場合は中間的経過を示すための記述であり、その事柄の達成のみを示す場合は「遂詭道從郖津度」（「魏志」十六　杜畿伝）などのように目的語は下につく。




以上「自」と「從」がどのような意味を持って使い分けられているか、一つ一つの用例ごとに改めて検討を重ねてみた。その結果を簡単にまとめると次のようになる。

「自」は行程における起点（出発点）を示す場合の他に、経由地であっても新たにその道程を具体的に示す場合、さらに、状況の変化などに対応した新たな意思の決定、決断によって行動を起こした場合など。また、自ら、自発的に、その地点から別の地点まで、その時点を契機として、といったような点的概念によって用いられる。

これに対し「從」は、行程の中における中間的経由の意味を示す場合の他に、その方角に従う、道に従う、状況に従う、命令に従う、次第に、だんだんと。また、一路その地を目指して来たのではなく、あちらこちらと寄り道をしながら、などといった線的概念によって用いられている。

私が最も頭を悩ませたのは「太祖已還從漢中而帰」などとした書順に関する問題であった。なかんずく「欲詣洛者、為封過所欲、從郡還者」については、一見「為に欲する過所に封じ、郡從り還る者」──「為に過所に封じ、郡從り還らんと欲する者」と、両方の読みが可能と思われるだけに特に意見が分かれてもしかたのないところである。だがここは、前段に書かれている「常日西域雑胡、欲来貢献、而諸豪族多逆断絶、既與貿遷、欺詐侮易、多不得分明、胡常怨望、滋皆労之」が重要なキーポイントとなっている。したがって先の記事は、この記事との関連で理解することが肝要であり、一つの文脈を全体的・総合的に判断することの大切さを教えてくれる典型的な事例ではないかと思う。

多くの用例の中には一見どちらとも判断しかねる例も決してないとはいえない。しかし、前後に連なる記事を注意深く読み、また、他の多くの用例がどのような傾向をもって使用されているか、十分に吟味することによって、漢文の書法として定められた一定の規則が、そこに存在することがおぼろげながらも見えてくる。研究を進めるに当たってはいろいろと方法はあると思うが、私の場合は特徴のある理解しやすい例を集めて、まずそれぞれの文字のもつ意味を仮定し、その上でその仮説に反すると思われる用例を選び出し、その前後に連なる文章について様々な角度から考察を加えながら、検討を重ねるという方法をとった。

まだまだ意を尽くしていない面、また、多くの史書の中にはこれまでにあげた例とは全く趣の異なった書例も、或いは見られるかもしれない。識者からのご教示を得ることができれば幸いである。

〈注〉

１　『古代史の海』０号

２　『古代文化を考える』17号、その他

３　『古代史の海』３号

４　『古代史の海』１号

５　前掲注４

６　前掲注１・３






第五章　景初二年六月の朝献記事をめぐって






『倭変事略』の第八章に載せられた『中東古今和戦端委考』の「引」の部分に「杜氏通典に曰く」とし「魏の明帝の景初二年、倭の女王卑弥呼、大夫を遣わし京都に詣りて貢献……」と書かれた記事がある。無論『通典』にも「明帝」の名は記されていた。この記事はこれまで多くの研究者によって論議されてきた卑弥呼の朝貢年に決着をつけるための、貴重な史料となることは間違いない。

一方『晋書』一、宣帝紀にある「正始元年春正月、東倭訳を重ねて貢を納む」は、「魏志」倭人伝に書かれた正始元年条の記事と対応するものであることが判明した。

中国史書にあるほとんどの貢献記事は、直接郡治および都を訪れて貢物を献上した場合を朝献、来献、朝貢、貢献などとし、各諸国がそれぞれの地元において貢を納めることを納貢、納質と記している。そうであれば宣帝紀の記事は当然、倭地における納貢、卑弥呼の側から金印仮授に対する答礼として魏の使者に託された献上品のことについて記したものということになる。

これまで幾人かの論者によって主張されてきた景初二年説も、学界の主流においては依然異説として片隅に追いやられたまま顧みられることはない。たとえば、

「『魏志』倭人伝によると、魏の皇帝は、景初三年（二三九）朝貢してきた卑弥呼の使いに『親魏倭王』の金印とともに『銅鏡百枚』などを与えた」（毎日新聞　昭和六十三年三月二十一日）といった具合に、景初三年説はすでに定説の如く扱われている。通説に対する根本からの見直しが必要なのではないだろうか。

本稿はこれまでの研究成果の上に、新たな史料と解釈を加味し、景初二年六月とした「魏志」倭人伝に誤りがなかったことを証明しようとするものである。

はじめに

「景初二年六月、倭の女王、大夫難升米等を遣わし郡に詣り、天子に詣りて朝献せんことを求む。太守劉夏、吏を遣わし、将って送りて京都に詣らしむ」

「魏志」倭人伝は、倭の女王卑弥呼が初めて中国に朝献した年を景初二年と記している。

この朝献記事について正徳六年（一七一六）、新井白石が『古史通或問』の中で、

「『魏志』に景初二年六月倭女王其の大夫をして帯方郡に詣りて、朝献せん事を求む。其の年十二月に詔書をたまわりて親魏倭王とすと見えしは心得られず。遼東の公孫淵滅びしは景初二年八月の事也。其の道未だ開けざらんに我が国の使人帯方に至るべきにもあらず。『晋書』には公孫氏平ぎて倭女王の使、帯方に至りしとみえたり。これ其の実を得たりしとぞ見えたる」と疑義を呈して以来、二年は三年の誤り、とするのが通説とされてきた。

ところがこの通説に対し、昭和四十五年（一九七〇）四月、坂元義種氏（注１）が、またその翌年二月に阿部秀雄氏（注２）が、さらに十一月には古田武彦氏（注３）が、「魏志」の記述どおり二年を正しいとする説を発表、この記事をめぐって再び多くの研究者の間で様々に論議が交わされている。

景初二年を三年の誤りとしたのは、『梁書』『北史』および『太平御覧』『翰苑』『日本書紀』などに引用された記事が、いずれも三年としているのを正しいとみたためであった。

それは当時、魏への通路となる遼東部を中心とした一帯には公孫氏が勢力をはっており、二年六月は魏との間で戦闘が行われている最中であったこと、それに卑弥呼に詔勅が発令されたのが二年十二月であるとすれば、倭国に金印が届けられた正始元年までに一年以上の隔たりがあるとする点にある。

これに対し「魏志」本文を正しいとする論者は、二年六月にはすでに帯方郡は魏によって接収され、公孫淵は襄平城に立て籠っていわば袋の鼠といった状態となっていたこと、したがって倭の使者が訪れることは十分可能であった。また詔書が出されてからそれが実行されるまでの期間が長いのは、明帝の急死によって朝廷の諸公事が停止されたため、としている。

景初二年説はその後、山田宗睦、鈴木武樹、水野祐、佐藤鉄章、泉隆弐、奥野正男、壱岐一郎、石崎景三、北村一太、甲斐道之らの各氏、それに中国の張声振氏などによって支持されているが、なかなか定説を覆すというまでには至っていない。

はたしてどちらの説が正しいのであろうか。僅か一年の違いとはいえ、事は年号鏡の問題ともかかわってくるだけに、決して見過ごしにはできない重要な意味を持っている。

本稿ではこれまでの諸説を手がかりとしながら、さらに新たな解釈と史料を提示することによって、問題点の究明をはかりたいと思う。

一　後代史書の誤り

まずここで、各史書の記事を改めて確認しておくことにする。

『太平御覧』所引の「魏志」倭国伝を見ると、

「景初三年、公孫淵死す。倭の女王、大夫難升米等を遣わして帯方郡に言せしめ、天子に詣りて朝貢せんことを求む」と書かれている。また『梁書』倭国伝も、

「魏の景初三年に至り、公孫淵誅後、卑弥呼始めて使を遣わし朝貢」としている。

ご存じのように、公孫淵が襄平において斬られたのは、景初二年八月のことである。なぜこのように間違えたのか。

倭の使者が帯方郡の治所を訪れたのは、二年六月のことであった。司馬宣王は六月に遼東に到着、八月に公孫淵討伐に成功している。

「……六月、軍遼東に至る……衍等襄平に守り無きを恐れ、夜走る。諸軍進みて首山に至る。淵復た衍等を遣わし軍を迎えて殊死して戦う。復た撃ちて大いに之を破る。遂に軍を進めて城下に造いたり、囲い塹ざんを為す。会たまたま霖りん雨うすること三十余日……八月丙寅の夜、大流星長さ数十丈、首山の東北従より襄平城の東南に墜つ。壬午に淵が衆潰ついえ、其の子脩と数百騎を将いて囲かこみを突きて東南に走る。大兵急いそぎ之を撃つ。まさに流星の墜ちる所の處にて淵が父子を斬る……淵が首を洛陽に伝う。遼東、帯方、楽浪、玄菟悉ことごとく平ぎぬ」（「魏志」八　公孫度伝）

この記事によると、司馬宣王の軍が襄平城の城下に殺到して後、霖雨が三十余日降り続いたとあるから、七月には洛陽への交通を妨げるものは何もなかったと見てよい。

景初二年には閏うるう十月もあった。帯方から洛陽までは少なくとも四カ月はかかると思うが、帯方郡での休息、待機の日数を勘定に入れると、都への到着はまず後の閏十月の頃ではなかったかと思う。淵が斬られてから三カ月後ということになる。

『梁書』の「公孫淵誅後」は、一見「景初三年に至り」とは別に書かれたもの、つまり景初三年は公孫淵の誅後である、という意味に受け取れないこともない。

しかし、もし倭の使者が三年の十月頃、都に到着したというのであれば、淵が斬られてから一年以上も経過してからのことになってしまう。

これではあまりにも不自然ではないか。やはりこの記事も「御覧魏志」同様、公孫氏の滅亡が三年であったと考えて書いた公算が強い。

一方、同じ頃、房玄齢（〜六四八）によって撰述された『晋書』倭人伝には、

「宣帝の公孫氏を平げる也、其の女王使いを遣わし、帯方に至りて朝献」と書かれている。

「也」をそのまま「や」と読めば、いかにも公孫氏を平げた後に倭の女王が使いを遣わして朝献した、という意味を以て書かれたように受け取るかもしれない。しかし、「也」は「後」とは違う。古田武彦氏は、この「……也」という文形は「戦中」にも「戦後」にもとることができる、とし「戦中遣使」と矛盾しない表現、とされている。

『辞典』には──「也」は、文中、文末などにおいて、上の語句に続けて下の語句を起こす助字、また、よびかけの語気を示す文字として用いられる──とも解説されている。

しかし、その本来の意味は「である」「なのである」など、説明、断定の語気を示す文字である。

汲古書院版和刻本正史の『晋書』は、ここに、

「宣帝の公孫氏を平げるとき」（宣帝之平ゲル二公孫氏一也トキ）と訓みを付している。「也」の意味から考えてもこの場合、このように読むのが最も的確ではないかと思う。泉隆弐氏（注４）もこの訓みを卓見とされている。

倭の使者は景初二年六月に帯方に至り、十月頃洛陽に到着した。司馬宣王もまた六月に遼東に到着し、八月に公孫氏の討伐を終えている。まさに公孫氏を「平げるとき」であり、公孫氏誅後でもある。この遼東平定は倭の朝貢と結び付けて記録するには恰好の材料だったのではないだろうか。

『晋書』には朝貢年が記されていないのでどちらともいえないが、この時代、何かの書物に公孫氏を討伐したとき倭の朝貢があったという記録が遺されていたのではないかと思う。或いは房玄齢（『晋書』の撰者）も、景初二年の十月頃に都を訪れた倭の朝貢が司馬宣王による公孫氏平定と同じ時期であったために、ここに持ち出したのかもしれない。

このような観点からすると『太平御覧』『梁書』などの撰者が景初二年を三年としたのは、倭の使者が帯方郡に到ったのが六月、公孫淵が斬られたのが八月ということのみを以て「魏志」倭人伝の記事を誤りと判断してしまったのではないかという疑いが出てくる。

このことは『北史』『翰苑』においても例外ではない。『北史』倭国伝は、

「魏の景初三年、公孫文懿（淵）誅後、卑弥呼始めて使を遣わし朝貢」

としており、また『翰苑』註の記事も、

「魏志に曰く、景初三年倭の女王大夫難升米利等を遣わし……」としている。

『北史』は無論『梁書』などの記事を参考にしたものであり、『翰苑』の註も「魏志に曰く……」とはしているが、同じく後代史書の影響を強く受けていることは、先にあげた「御覧魏志」が、公孫淵の死を三年としていることなどからも否定できない。

二　納貢と朝献の意味

『晋書』一、宣帝紀に「正始元年春正月、東倭訳を重ねて貢を納む」と書かれた記事がある。

この記事はこれまでほとんど注目されたことはなかったが、『東アジアの古代文化』34号において北村一太氏はこの記事に着目し、正始元年正月にもう一度倭国からの朝貢が行われたとされている。

北村氏の述べるところは、景初二年の朝貢は帯方郡が魏の手に帰したことに対する慶賀の使いであり、二度目は明帝の諒闇もあけ、斉王劉芳が即位したことに対する祝賀使であったとするものである。

同じく景初二年を正しいとする中国の張声振氏（注５）はこの記事について、

「『晋書』の記載は、ただ魏の使いが女王国に赴いたことと女王国が上表して恩に謝したことをひとつのまとまりとしてとらえたにすぎず、あやまって女王国の使節が魏に来て納貢したと記したものである」とする見解を示しておられる（『古代日本海文化』４号　松永章生氏の訳による）。

この張氏の見解に対して松永氏は、上表と納貢は意味が違うとし、景初二年を三年とした上で、この時の朝貢記事と結び付け次のように述べておられる。

「『晋書』の記事は『納貢』であるから『三国志』の示す正始元年の『因使上表答謝詔恩』ではなく、三年十二月の朝貢のことである。

『三国志』は三年十二月（間違いか）となっており、また『晋書』（六四一年）よりも先に書かれた『梁書』（六二九年）も『魏の景初三年に至り』としている。『晋書』に先行する二つの史料が景初三年であれば、当然景初三年としてよい。

三年十二月は『晋書』の正始元年春正月とは一致しないが、倭の使いが三年十二月から正始元年の春頃まで魏の都にとどまっていたなら『晋書』のまとめた書き方から考えて、その中間の正始元年春正月としても、別に問題はない」

確かに上表と納貢は意味が違う。松永氏が述べるとおり、上表とは表（文書）をたてまつることであり、この場合、魏の皇帝から親魏倭王としての印綬を授けられたこと、また数々の贈り物を受けたことに対する感謝の意を表すための上表であったことは間違いない。

「魏志」倭人伝には、

「正始元年、太守弓遵、建中校尉梯てい儁しゅんを遣わし、詔書・印綬を奉じて、倭国に詣り、倭王に拝假し、并びに詔を齎もたらし、金帛・錦胴・刀・鏡・釆物を賜う。倭王、使に因て上表し、詔恩を答謝す」とある。

しかし残念なことに、松永氏は上表と納貢を区別した箇所において、納貢は貢献と同じことであるとし、『晋書』宣帝紀の記事を景初三年（二年）の朝貢と結び付けてしまっている。

『三国志集解』の倭人伝正始元年条の注ではこの『晋書』の記事を引用し、これを同一の記事として扱っているのである。『集解』の注は間違っているのだろうか。

私はこの解説は間違っていないと思う。このことは「納貢」と書かれた文字の意味を分析することによって明らかにすることができる。

その根拠を次に示す。

「六年に班超復た焉耆を撃ち破る。是に於て五十余国悉く質を納れて内属す」（『後漢書』八十八　西域伝）

「吐谷渾が款かん附ぷするに及び、敦善王も亦た貢を納む」（『唐書』百四十九　西域列伝上）

「今旧地に還り、諸砦の羌族及び空兪、廝雞波等納質する者凡そ七百五十六帳」（『宋史』二百五十一　外国伝八）

「張佶深く蕃境に入り、数しば辺事を擾みだす。璋、魚角蝉を破るに及び、賞様丹の二酋を戮す。是に由りて前に王師を拒む者伏匿して罪を避く……既に至る者数千人、凡そ馬六十匹を納む」（右に同じ）

これらはいずれも貢献する側が臺や官府、或いは郡の治所などに直接詣ったのではなく、現地（地元）でそれを献納した例である。

無論、「納」がこのような場合にのみ用いられるとは限らない。

「（文昭甄けん皇后）建安中、袁紹、中子煕が為に之を納れ、煕、幽州と為るとき后留りて姑を養う、冀州平ぐに及び、文帝、后を鄴において納る」（「魏志」五　文昭甄皇后伝）

「明帝、王たるとき始め河内の虞ぐ氏を納れ妃と為す」（右に同じ）（妃の家に出向いて貰い受ける）

「（泥婆羅の王子）提婆の父、其の叔の為に殺さる。提婆出奔す、吐蕃之を納る。遂に吐蕃に臣たり」（『唐書』百四十九　西域列伝上）

以上にあげた例は納める方ではなく、それを受納する側を主語とした表現となっている。しかし、先に示した例が現地での納貢であることは、使者を遣わして貢を納めた場合の記事を見ることによって理解することができる。

『晋書』一、宣帝紀、正始元年条には倭の記事に続けて、

「焉耆・危湏の諸国、弱水以南、鮮卑の各王皆使を遣わし来献す」と書かれており、また他の帝紀の記事も、いずれも「来献」「来りて方物を貢す」「使を遣わし朝献」などと記されている。これは『三国志』においても例外ではない。

「（延康元年二月）濊貊・扶余の単于、焉耆・于闐の王皆各おのおの使を遣わし奉献す」（「魏志」二　文帝紀）

倭人伝にある正始四年条の記事も「魏志」四の斉王紀に、

「冬十二月、倭国の女王俾（卑）弥呼、使を遣わし奉献す」と記されている。

また人質を入れる場合も「子を遣わし入侍せしめ」（『後漢書』八十八　西域伝）と「納」は使用していない。馬の場合も同様である。

「使を遣わし馬を献ず」（「魏志」三十　鮮卑伝）

『宋史』でも先の「馬六十匹を納む」に対し、「来りて名馬を貢す」「使い来りて馬五千匹を貢す」（二百五十一　外国伝八）と截然と書き分けられている。

「魏志」五の、文帝が皇后を鄴において納れたと書かれているのは、皇后の家に出向いて貰い受けたことを表したものである。

以上、様々な事例について見てきたが、これらの例を見ることによって郡治、或いは直接都を訪れて貢物を奉る場合を貢献とし、それぞれの地元において献上することを納貢としていることが理解できると思う。

そこで先の『晋書』一、宣帝紀の記事であるが、これは当然、倭国における卑弥呼の側からの金印假授に対する答礼の意味をも籠めた貢納を記したもの、ということになる。

三「使に因りて上表す」

倭人伝には「使に因よりて上表し」と書かれている。前記張氏はこの一節について、

「女王が使を梯儁に随伴して魏京に赴かせたとしてもよいし、また梯儁に謝恩の文を托してもっていかせたとしてもよい」とする解釈をされているようである。

この「因りて」について以前私は、当時の倭人は漢文を知らなかったため、上表文を魏の使者に代筆してもらったことを述べたものではないかと考えていた。

『後漢書』八十七の西羌伝には「訳使に因りて降らんと欲す」と書かれた記事がある。これは訳使に頼んで、降伏するという自分達の気持ちを伝えてもらったことを記したものであることは明らかである。

しかし、この文字はそういった事柄についてのみ用いられているわけではない。ただ貢ぎ物や上表文を使者に託した場合にも使用されている。

「其の使に因りて賢（莎車国王）に西域都護の印綬及び車旗黄金錦きん繍しゅうを賜う」（『後漢書』八十八　西域伝）

これは貢ぎ物を献上してきた使者に託して印綬などを与えたことが記されたものである。このとき、莎車国の朝献に応ずる使節を漢は遣わさなかったのであろう。

「賜うに綵さい贈そうを以てし使者を遣わさず」（『後漢書』八十九　南匈奴伝）

この記事も「因りて」は用いられていないが、その代わり使者を派遣しなかったことが記されている。

「建安中に太祖幽州を定む。歩度根、軻比能等と烏丸校尉閻えん柔じゅうに因りて貢献を上る」（「魏志」三十　烏丸鮮卑伝）

この記事は直接都へは詣らず、派遣されてきた相手の将に献上物を託した場合の典型的な例といってよい。

無論、倭人伝には「上表」としか書かれてはいない。しかし卑弥呼は、貢献物とは比較にならないほどの贈り物を下賜されているのである。遠路はるばる海を越えて数々の貴重品を届けてくれたことへの答礼として、手土産代わりに何らかの貢物が献納されたとしても決して不自然ではない。

では、なぜそのことが記録されなかったのか。すでに述べたとおり、これは朝貢ではなく納貢である。倭人伝正始元年条の記事は、景初二年十二月の詔にある金印の假授、および下賜品の授与に関する実行行為、また、その詔恩に対して卑弥呼の側から感謝の意を示す上表文が奉じられたことを記すのを眼目とした記事である。この記事が倭の初めての朝貢に対する魏の恩賜について述べたものであることから考えても、この時の納貢のことは省略された可能性が強いのである。

これに対し『晋書』一、宣帝紀の記事は、倭の納貢を他の諸外国の来献記事と共にひとまとめに記録したものに過ぎない。それにこれは倭人伝ではなく、宣帝および晋を主語とした記事である。魏朝による金印ならびに下賜品の授与などに関する記録が一切はぶかれたとしても何ら不思議とはいえない。

「魏志」倭人伝の記事は正始元年とだけ記され、それが何月のことであるか知ることはできないが、『集解』が『晋書』の正始元年条の記事をここに注記したのは、やはり的確な判断だったといえる。

もっとも『集解』は、景初二年条の注においては、これを三年の誤りとした上で「景初三年十二月に詔書を下し、正始元年に帯方に到りしこと年月はなはだ明らかなり」としている点で全面的な信頼をおくことはできない。

梯儁らは正始元年正月に邪馬台国に到着し、印綬を奉じて直接倭王に拝假しているのである。中国の歴史家は我々が考えているほど諸外国伝の記事に対して意をそそいでいないのだということは、こういった点からも窺えると思う。関連記事による考察が重要となる所以ゆえんである。

四　使者の旅程

梯儁らが金印などを携えて倭国に詣ったのが正始元年春正月のことであるとすれば、卑弥呼の朝貢はどうしても景初二年のこととしなければならない。それは金印・刀・鏡などの作製・調達に要する時間もさることながら、首都洛陽から倭国へ至るまでの日程を勘定に入れなければならないからである。

印綬を奉じて倭国に詣ったのは帯方郡使であるが、明帝の諒闇明けに合わせた諸公事の再開、金印假授の実行行為を指令するための使者は、当然洛陽から派遣されなければならない。その旅程は大雑把に女王国までの万二千余里（注６）を、一日四十里として計算しても三百日余り。これは約十カ月の日程である。駅馬を走らせ便風を利した帆船による航海で路を急いだとしても、さしずめ五カ月の日数は要したであろう。

倭の女王卑弥呼に対し親魏倭王に任じる旨の詔勅が発令されたのは十二月のことであった。洛陽から倭国までの日程を勘定に入れると、たとえ明帝の急病という特殊事情がなくとも、翌年の五、六月でなければ邪馬臺（壹）国には至ることができない。

詔勅が出されてからそれが実行に移されるまでの空白について古田氏は、「明帝の急死による諸公事の中断」をその理由としてあげておられる。古田氏が述べるとおり「明帝の死にともなう一年間の服喪、諸儀典の中断」は当然考えられることである。あたかも一年間の喪が明ける正始元年正月に照準を合わせたかのような魏使達の到着は、倭国までの旅程を計算して派遣されたものだった公算が強い。

「魏志」四の斉王紀、景初三年七月の条に「上始めて親ら朝に臨み公卿の奏事を聴く」と書かれた記事がある。使者は遅くともこの七月には都を出発していたのではないかと思う。

北村一太氏（注７）はこの記事を根拠とし、服喪の期間は半年であったとされている。三年十二月条の「烈祖明皇帝、正月を以て天下を棄背す。臣子永く忌日を楽しみ惟う。其れ復た夏の正を用いよ……」とある記事によって判断すれば、正式の喪明けはやはりこの十二月であったと思われるが、非公式には七月における臨朝を契機に
  諸もろ々もろの公事も再開されていた公算が大きい。

ここで、もし卑弥呼の朝貢が景初三年だったとすればどうだろうか。

正始元年正月に倭国へ到るまでの日数は、その年十二月における詔勅の発令から僅かに一カ月、または二カ月（三年は十二月が二度あった）しかなかったことになってしまう。これではたとえ数々の贈り物は詔書が出されるまでに調達されていたとしても、それこそ「千里の馬」を次々と乗り継ぎでもしなければ間に合うはずはない。詔書の内容は、

「……今汝を以て親魏倭王と為し、金印紫綬を假し、装封して帯方の太守に付し假授せしむ。汝、其れ種人を綏撫し、勉めて孝順を為せ。汝が来使難升米・牛利、遠きを渉り、道路勤労す。今、難升米を以て率善中郎将と為し、牛利を率善校尉と為し、銀印青綬を假し、引見労賜し遣わし還す。今、絳こう地交龍錦五匹・絳地縐すう粟ぞく罽けい十張・蒨せん絳五十匹・紺青五十匹を以て、汝が献ずる所の貢直に答う。又特に汝に紺地句文錦三匹・細班華罽五張・白絹五十匹・金八兩・五尺刀二口・銅鏡百枚・真珠・鉛丹各五十斤を賜い、皆装封して難升米・牛利に付す……」となっている。

「今……難升米・牛利に付す」とあるから、難升米らに手渡される下賜品はすでに用意されていたことは確かである。しかし金印だけは後で帯方の太守によって齎もたらされる手はずとなっていた。

張氏は「もし倭使の到着が景初三年十二月とすれば、正始元年一月に倭に遣使するまで一月の余裕しかない。数々の贈り物、殊に特鋳した親魏倭王の金印が間に合う訳がない」（『古代日本海文化』３号、白崎昭一郎氏の訳文）と述べておられる。

倭使の到着が十月頃だったか、また、詔勅の発せられた十二月のことであったかは意見の分かれるところだと思うが、いずれにしても卑弥呼の遣使が景初三年であったとすれば、魏使の出発を三年十二月以前にできないことに変わりない。

使者の旅程は、倭の朝貢年を判断するための重要な鍵となってきそうである。

五　公孫淵の討伐

司馬宣王が公孫淵を討つべく四万の軍勢を将いて遼東に到着したのは景初二年六月、遼東郡一帯は緊迫した状勢の中にあった。

もし倭の使者が帯方郡を訪れたのが二年六月のことであるとすれば、当然これは戦中遣使ということになる。普通ならばこのような情況下において、倭の使者が都を訪れるのは非常に危険なことである。景初二年を三年の誤りとする主な理由も、こういった点を考えたために他ならない。しかし、はたしてこの戦中遣使が不可能だったといえるだろうか。

ここで公孫淵討伐に関するそれぞれの記事を分析してみようと思う。

「魏志」三十、東夷伝序文は次のように記している。

「公孫淵、父祖三世遼東を有つに仍よりて、天子其の絶域なるが為に、委するに海外の事を以てす。遂に東夷を隔断し、諸夏に通ずることを得ざらしむ。景初中、大いに師旅を興して淵を誅す。又、軍を潜めて海に浮び、楽浪・帯方の郡を収む。而して後海表謐然、東夷屈服す」

魏の明帝から遼東以東の治安権を委ねられた公孫淵は、その立場を利用してほしいままに振る舞い、遂に東夷諸国と中国を通交できなくしてしまった。

このことを知った明帝は、景初元年まず毌かん丘倹を遣わし、魏への恭順を求めた。しかし、毌丘倹は公孫淵の反逆にあって苦戦したため、ひとまず兵を右北平に退かせ待機させることにした。

最初の公孫淵平定に失敗した明帝は、密かに海上から劉昕・鮮于嗣らを遣わし、楽浪・帯方二郡の接収に向かわせるとともに、高句麗をも味方につけ淵を左右からはさみ討ちにする陽動作戦をとった。

「景初中、明帝密かに帯方の太守劉昕、楽浪の太守鮮于嗣を遣わし、海を越えて二郡を定め、諸韓国の臣智に邑君の印綬を加賜し、其の次に邑長を与う」（「魏志」三十　韓伝）

この隠密作戦敢行の指令を発した明帝は、明くる二年、改めて司馬宣王を討手の将とし、公孫淵を一気に壊滅せんものと四万の大軍を派遣した。

「（景初）二年春正月、太尉司馬宣王に詔して、衆を帥いて遼東を討たしむ」（「魏志」三　明帝紀）

総合すると、これらの記事の後に先にあげた「六月、軍遼東に至る」（「魏志」八　公孫淵伝）という記事が来ることになる。つまり、司馬宣王の軍が遼東に到着した景初二年六月には、すでに公孫淵は襄平に閉じ込められた形となっていたのである。

六　東夷伝序文

ここで、先にあげた東夷伝冒頭の文について改めて吟味してみることにする。

「景初中、大いに師旅を興し淵を誅す。又、軍を潜めて海に浮かび、楽浪・帯方の郡を収む」

従来、ここにある「淵を誅す」をそのまま公孫淵の誅殺と結び付け、その後に続く「又、軍を潜めて……」以下の文を淵の誅殺と時を同じくする事柄、さらには公孫淵滅亡後の推移について述べたものと解するむきがあった。

松永章生氏（注８）は「又」という文字に着目し、次のように述べておられる。

「……前の動作につけ加えるという意味が『又』ということであるから、前の動作が終わったあと、或いは、前の動作が着手されたあと、ということであり、前の動作を遡ることはない」

しかし、「又」は決して前の動作につけ加えるときばかりに用いられるとは限らない。古田氏はこの東夷伝序文の記事について、

「『又』ではじまる文章だから、その前の『淵を誅す』との前後関係は不明」とされている。

次の例を見ていただきたい。

１ 「（太和五年三月、諸葛亮、天水に寇す。大将軍司馬宣王に詔して之を拒がしむ）魏書に曰く、初め亮出ず、議する者以為おもえらく、亮が輜し重ちょうなし、糧必ずつづかず、撃たざるとも自ら破れん、為に兵を労すること無けんと。或は自ら上邦の左右の生麦を芟かりて以て賊の食を奪わんと欲す。帝皆従わず。前後兵を遣わし宣王の軍を増す。又、使に勅して麦を護らしむ。宣王、亮と相持すに此の麦を得るに頼りて軍の糧と為す」（「魏志」三　明帝紀）

２ 「魏略に曰く、朗、諸侯の間に游ゆう[image: gaiji]ごうし、武文の世を歴て、而も尤とがめ無きなり。明帝位に即くに及びて授くるに内官を以てし、驍騎軍給事中と為す。車駕出入する毎に朗常に随従す。時に明帝発擧を喜び、数しば軽微を以て大辟を致すことあり、朗終に諌め止むる所あること能わず。又、未だ嘗かつて一の善人をも進めず」（「魏志」三　明帝紀）

ここにあげたのはそれぞれの前後関係とは関係なく、別の事柄について述べるために「又」を使用した例である。

まず１の例についていうと、宣王の軍を補充するため前後兵を遣わしたというのであるから、軍糧に供する麦を護るために派遣された使者よりも、時期的には後から宣王の軍に参加した兵がいたことは間違いない。

２の場合の「又」の前にある「終に」は、「最後まで」という意味であり、「又」に続いて書かれた「未だ嘗て」は、朗が驍騎将軍給事中となって以来このかたという、朗の人となりを過去にまで遡って述べたものである。

これらの例を見ることによって「又」だけでは事の前後関係を判断できないことが理解できると思う。

東夷伝の文はこのあと「而して後、海表謐然、東夷屈服す」と続く。

松永氏は「而後」は前の動作ののちのことであるから、「東夷屈服」は淵が誅殺された二年八月を遡ることはないとされた。

「而して後」が前の動作ののちを表すものであることは確かである。しかし、これは二郡接収の後という意味であり、「又」の前に書かれた「淵を誅す」にまで遡って考えることはできない。「誅」には、ころす、ほろぼす、の他に罪をとがめる、という意味があり、この場合、公孫淵討伐に関する全ての事柄をひっくるめた表現、とみるのが妥当である。

七　二郡接収の時期

では、東夷伝序文に記す「軍を潜めて海に浮かび、楽浪・帯方の郡を収む」、また韓伝の「密かに帯方の太守劉昕、楽浪の太守鮮于嗣を遣わし、海を越えて二郡を定む」とある二郡接収の時期は、一体いつ頃だったのだろうか。

古田氏は、二郡接収に関する一連の記事について、「これは遼東の公孫淵に対し、東西から挾撃し、包囲し、封殺するといった大戦略に立った作戦行動である」とし、公孫淵がまだ遼東に健在であった時点における奇襲作戦とする見かたをされている。

また前記した泉氏も、「二郡の接収は高句麗を抱き込んで遼東包囲網を完成すること、諸韓国と倭を招諭し淵の孤立化をはかることにあったし、二年正月以降に行動を起こしたのであれば『明帝密かに……』とは書かない」と述べておられる。

一方、北村氏は、「青兗幽冀の四州に詔して、大いに海船を作らしむ」（「魏志」三　明帝紀の景初元年七月条）などの記事をあげ、二郡は元年中に接収された可能性が大いにあるとし、これを元年秋頃（七月〜九月）に仮定しておられる。

水野祐氏（注９）も元年の六月頃二郡は接収されたと、これをさらに早い時期に想定しておられる。

「魏志」三十、韓伝には二郡接収の記事に続けて諸韓国の重立った者に邑君・邑長などの印綬を賜ったことが書かれている。秘かに遣わされた密使の働きが功を奏し、公孫淵指弾への気運は徐々に高まっていた。魏は隠密裏に淵に不満を持つ東夷諸国を招諭し、司馬宣王の軍が攻撃の火蓋を切る前にすでに公孫淵の孤立化を図っていたのである。

景初元年七月に毌丘倹が派遣されたときの記事を見ると、「遼東の南界に屯し」とあるが、「魏志」八の公孫淵伝には倹が襄平に軍を進めたことが記されている。この時も淵自らは襄平城に立て籠ったままであった。毌丘倹の軍が到着する以前でさえ、楽浪・帯方の守りを固めていた様子は何ら窺えないのである。

いずれにしても、最初に毌丘倹が派遣された景初元年七月から、司馬宣王の登場となった二年正月までの間に二郡が接収されていた可能性は十分にあり得ると思う。

東夷諸国への密使は、宣王に対し出陣の詔が下された二年正月を相前後する頃、つまり楽浪・帯方二郡の接収が完了すると同時に派遣されていた公算が大きい。

密使は当然、邪馬台国の女王卑弥呼のもとにも遣わされたに違いない。倭の使者が帯方を訪れた景初二年六月は、正月から数えればちょうど六カ月。泉氏は帯方と邪馬台国を往復するのに六カ月という期間は十分ではないかもしれない、と述べておられるが、決して無理な日程とは思えない。

倭の対応は早かった。おそらく帯方郡が魏の手に帰したことを知るや、時を移さず朝賀の使者が遣わされたのではないか。卑弥呼による第一回目の奉献物があまりにも簡素であったのは、こういった情況下における遣使だったために他ならない。

この景初二年に行われた最初の遣使は、先に述べた諸々の事情（東夷諸国に対する魏の働きかけ）などから、「帯方郡が公孫氏から魏の手に帰したことに対する慶賀の使」であったとする北村氏などの説が正鵠を射ていると思う。

八　神功紀注の誤り

卑弥呼の遣使を景初三年としたもう一つの史料に『日本書紀』神功皇后紀の記事（傍注）がある。神功皇后紀三十九年条には、

「魏志に云はく、明帝の景初三年六月、倭の女王、大夫難斗米等を遣して、郡に詣りて、天子に詣らむことを求めて朝献す」と書かれている。

周知のように、明帝は景初三年正月に死亡している。これはすでに古田氏などによって指摘されていることであるが、景初三年を正しいとする大庭脩氏（注10）は、ここに書かれた「明帝」の二字は編者が勝手に附加したものとされている。大庭氏が述べるとおり、「明帝」の二字を『書紀』編者もしくは後人が附加したという可能性は当然考えなければならない。

それにしてもこの「明帝の景初三年」という、いわば架空ともいえる記事が、なぜ神功紀に書き入れられたのか。

ここで考えられるのは次の二つの場合である。

１　明帝の景初二年を三年に改めた。

２　景初三年に「明帝」の二字を書き加えた。

はたしてこの二つのうち、どちらの可能性が大きいといえるだろうか。

九『杜氏通典』の記事

ここに、この不可解な記事の謎を解く鍵になるのではないかと思われる貴重な史料がある。それは中国歴史研究史料叢書の『倭変事略』という書物である。

この本は、『嘉靖東南平倭通録』、『倭変事略』、『靖海紀略』、『金山倭変小誌』、『紀剿除徐海本来』、『倭情屯田議』、『日本犯華考』、『中東古今和戦端委考』、『東倭考』という九種の独立した史料を一つにまとめ、このうちの一つの書名をとって『倭変事略』と名付けたものといわれている。

この中の八番目に載せられた「中東古今和戦端委考」の「引」の部分に、「杜氏通典に曰く」とし「魏の明帝の景初二年、倭の女王卑弥呼、大夫を遣わし京都に詣りて貢献、魏、假すに金印紫綬を以てす」と書かれた記事がある。

私はこの記事を見つけたとき、すぐに神功紀の記事を想い浮かべた。二年と三年の違いはあるが、明帝の名を入れた史料を今まで全く目にしたことはなかったからである。

ここにいう『杜氏通典』とは、唐の杜佑（七三五〜八一二）の撰した『通典』のことであるが、この書物は貞元十七年（八〇一）の完成とする説が有力とされている。

ところで問題の神功紀の注は、いつ頃書かれたものであろうか。

この傍注については原注であるとする説と、後人の加注とする説の二つに意見が分かれている。よく知られているように『書紀』が完成したのは元正天皇の養老四年（七二〇）五月のことといわれているから、仮に原注であるとすれば、当然『書紀』の編者は『通典』の記事は見ていない。するとこの注は『書紀』編纂に当たって「魏志」倭人伝の景初二年を三年にした上、さらに「明帝」の二字を書き加えたことになる。

この注がもし後人の附加したものであるとした場合はどうか。後人の竄入とはいっても無論かなり古いものであることは間違いない。

後人竄入説をとる那珂通世（注11）は、近世では目にすることのできない晋の起居注を引用していることをあげ、この加注が古い時代のものであるとされている。

また、直木孝次郎氏（注12）は、神功紀の注は原注の可能性が大きいとされているが、仮に後人の注であるとしても平安時代（七九四〜一一九二）以前と解すべきであろう、と述べている。晋の起居注なども参考にしていることから考えると、後人の附加したものである場合、加注者が『通典』を見ていた可能性は十分に考えられると思う。

杜佑がどのような史料によって「景初二年」の上に帝名を書き入れたのか、今となっては知るべくもないが、『書紀』加注者が『通典』をもとにして「明帝」の二字を書き加えたのだとすれば、八〇一年以後の附加とする説も十分に成り立つ。

すでに述べたように神功紀の注は、明帝の名を入れながら二年を三年に改変してしまっている。したがってこの場合も加注者が『梁書』『御覧魏志』などによって「明帝の景初二年」を「三年」に改めたということを想定しなければならない。

ところで、もし神功紀の加注者が『通典』の記事を見ずに「明帝」の二字を書き入れたのだとした場合、どのような情況を想定できるだろうか。

大海を隔てた中国と日本で書かれた二つの書物に見られる帝名の挿入は、全く偶然の一致としなければならない。偶然の一致という確率がこの場合どの程度の割合で起きるものであるか判らないが、その蓋然性はかなり小さいと思う。確かな根拠となるものがないので明言は避けたいが、私は後世加注説に幾分妥当性を感じる。

いずれにしても「景初三年、公孫淵死す」とした『御覧魏志』同様、明帝の二字を書き入れたことによって、神功紀の注が著しく信頼性を損なうものとなってしまっていることは否めない。

これまでの考察によって、「景初二年六月」とした「魏志」倭人伝の記事こそ正しく、これを三年とした『梁書』『太平御覧』『北史』『瀚苑』『日本書紀』などの史書がいかに誤った先入観、間違った情報によって書かれたものであったか、ということを理解いただけたと思う。

これらの後代史書の中にあってただ一つ『通典』だけは、「魏の明帝の景初二年」と正確にその情報を伝えていた。『通典』の記事は『倭変事略』の記事とは少し違って次のように書かれている。

「魏の明帝の景初二年、司馬宣王之公孫氏を平げる也、倭の女王始めて大夫を遣わし京都に詣りて貢献。魏以て親魏倭王と為し、金印紫綬を仮す。斉王の正始中、卑弥呼死す、其の宗女台與を立て王と為す。

（魏略に云う、倭人自ら太伯の後と謂う）其の後復た男主立ち、並びに中国の爵命（武光誠氏の『邪馬台国辞典』による）を受く」

この「明帝の景初二年」に続けて書かれた「司馬宣王之公孫氏を平げる也」は『晋書』倭人伝の記事を承けて書かれたものと思われ、これは司馬宣王が公孫淵を討伐したその時のことであることを表したものである。

すでに述べたように「也」とはこの場合、断定の語気を示す文字として用いられたものであり、また「之」は「ゆく」であるから、ここではそのままの状態が続いていることを表すために使用されたものと解するのが妥当である。

私はこの二つの文字によって、卑弥呼の遣使が景初二年であったことを証明できるのではないかと考えている。『通典』が完成したのは『梁書』などが書かれた頃よりもさらに後の時代である。それにもかかわらず杜佑が『梁書』などの記事に惑わされなかったのは、それぞれの時代の事柄を記すに当たって、その時代に則した正史の記事によって記述したためであろう。

「景初二年」に「魏の明帝」を書き加えたのが杜佑の作文なのか、或いはまた、何かの記録をもとにしたものだったのか知る由もないが、この一文は『晋書』宣帝紀の記事と共に、卑弥呼の遣使が景初二年六月であったことを決定づけるための貴重な史料となることは疑いない。




『梁書』は唐の太宗の貞観三年（六二九）に成立した史書であり、『北史』はいつ頃書かれたか明らかではないが、唐の李延寿によって書かれたものであるから、『梁書』や『晋書』〔貞観十三年（六四一）〕が書かれた時代とそれほど年代に隔たりがあるとは考えられない。

一方、張楚金〔唐の高宗（六四九〜六八二）につかえた人〕の撰した『翰苑』に雍公叡の註が付されたのは、唐の太和年間（八二七〜八三五）よりも前といわれている。

また『太平御覧』は、宋の李肪らの手によって興国三年（九八二）に完成したものという。

『通典』が完成したのは八〇一年であった。「魏志」倭人伝の記事には現在も「景初二年六月」と明記されているのであるから、この頃も「景初二年」と書かれていたことはほとんど疑う余地はない。したがって先にあげた後代史書が、公孫淵誅後（景初二年八月以後）という事実と、倭の使者が帯方郡に詣った記事（景初二年六月）に惑わされて、勝手に景初三年に改変したことは明らかである。

これまでほとんど顧みられることはなかったが、思えば「正始元年春正月、東倭訳を重ねて貢を納む」と書かれた『晋書』一、宣帝紀の記事こそ、卑弥呼の遣使が景初二年であったことを裏付ける鍵だったのである。

張声振、北村一太、横山貞裕（注13）の各氏もこの記事に着目されたが、共にこれを魏の都洛陽への朝貢を示したものと解している。もっとも張氏は、魏の使いが女王国に赴いたことと、女王国が上表して恩詔に答謝したことを、あやまって女王国の使節が魏に来て納貢したと記したもの、としているが、魏の使者が正始元年正月に倭を訪れた、とする点では拙論と同じである。

正始元年正月の貢献が現地〔邪馬臺（壹）国〕での納貢か、直接魏の都に詣って朝貢したことだったのかということは、魏から派遣された使者の日程ともからんでくるだけに重要な論点となってくることは間違いない。

景初二年は三年の誤りとし、あたかもそれが定説であるかの如くに扱われてきたこの問題も、『通典』『倭変事略』という新たな史料の登場によって根本から見直しを迫られることとなった。研究者各位のご意見を切望する次第である。

〈注〉

１　『古代東アジアの朝鮮と日本』

２　『卑弥呼と倭王』

３　『「邪馬台国」はなかった』

４　『季刊　邪馬台国』４号

５　『卑弥呼女王的大使難升米赴魏都的時間析疑』中国中日関係史研究会会刊、一九八五年　第三期所載

６　女王国までの一万二千余里という里数は帯方郡からのものとされているが、私はこれを首都洛陽のある河南郡からの距離とみている。この行程記事に関しては、『古代日本海文化』18号で述べている。

７　『東アジアの古代文化』34号

８　『古代日本海文化』４号

９　『評釈魏志倭人伝』

10　『親魏倭王』

11　「外交繹史」『邪馬台国研究総覧』所載

12　『倭国の誕生』

13　『季刊　邪馬台国』30号






第六章　高千穂論争によせて






天孫瓊に瓊に岐ぎの尊みことが天あま降くだったとされる「高千穂の峰」はどこか、ということに関しては古くから多くの人によって論じられてきている。

しかし、『古事記』『日本書紀』（以下『記』『紀』と記す）が書かれたのは八世紀のことであり、また、これらの書物が編纂されてからでさえすでに長い年月を経過しているため、それが実際どの地を指して述べたものであるか明らかでない。

この「高千穂の峰」の所在地をめぐる論争については、安本美典氏が『邪馬台国』23・24・25号において詳しく述べておられるのでここでは省略するが、天孫降臨の地とされる「高千穂の峰」は、はたしてどこにあったのだろうか。

一「高千穂の峰」の比定地

『記』には、

「天津日子番能邇邇芸の命に詔りたまひて、天の石位を離れ、天の八重多那雲を押し分けて、伊都能知和岐知和弖、天の浮橋に宇岐士摩理、蘇理多多斯弖、竺紫の日向の高千穂の久士布流多気に天降りまさしめき」

と記され、『紀』は、

「高皇産霊尊、眞床追衾を以て、皇孫天津彦彦火瓊瓊杵尊に覆ひて、降りまさしむ。皇孫、乃ち天磐座を離ち、且天八重雲を排分けて、稜威道分に道分きて、日向の襲の高千穂峰に天降ります」

とし、また、本文とほぼ同じような内容の記事が四カ所ほど引用されている。この天孫降臨の時の模様は、文字は違うがその記事内容はほとんど変わらない。

現在、「高千穂の峰」比定地としては、宮崎県西臼杵郡の五ケ瀬川上流にある高千穂と、宮崎県と鹿児島県の県境にまたがって存在する霧島山が最も有力視されており、両方ともに相当な根拠があるだけになかなかどちらとも決め難い。この二つの説は共に『記』『紀』にある地名と関連する地名が古くから存在しているためである。

地名の存在という点からいえば、古田武彦氏（注１）などが主張されている北九州福岡県説にも比定地とするにふさわしいだけの十分な関連地名が揃っており、そのまま見過ごしにすることはできないものがある。

ただ、この福岡県説は安本氏（注２）が述べておられるように、奈良時代まで遡れるような古文献上の根拠をもっていない、という点でどうしても説得力に欠ける（この古田氏の説についてはあとで述べることにする）。

この点、霧島山説も、「郷名などの大きな地名として『高千穂』が残っていない」ということなどから考えると後世の命名であるような気がする。安本氏によれば（注３）、霧島山の東の峰を「高千穂の峰」とするのは『三国名勝図会』〔天保十四年（一八四三）〕の記事が一番古いという。もっとも鎌倉時代にも「高千穂の峰」を霧島山にあてる説はあったという。しかし、平安時代にはまだ「高千穂の峰」と霧島山は別のものと見られていたようである。

鎌倉時代末期に編纂された『釈日本紀』に引用された『日向の国風土記』に、「高千穂の二上の峰」のことを「後の人、改めて智鋪と号なづく」と記しており（臼杵郡）、また『和名抄』にも臼杵郡「智保郷」の名が記されているという。この「智鋪郷」「智保郷」は和銅の制で国郡郷里の名が漢字二字で記すよう定められたため、「高千穂」を略したものではないかとされている。

『続日本後紀』や『三代実録』の記事によれば、高智保皇神と霧島岑神とは別の神であり、霧島山には高智保皇神が奉祀されていたと見られる証拠がないという。

天安二年（八五八）の『三代実録』の記事は、

「授二日向国従五位上高智保神・都農神等従四位上、従五位上都万神・江田神、霧島神並従四位下一」となっている。安本氏は、

「一番初めに記されている高智保神は、日向の国でも、北部に位置していたとみなければならない。とすれば、高智保神の位置は、現在の、宮崎県西臼杵郡の高千穂町の付近に求めるべきである」とし、

「平安時代においても、中央地方を問わず、日向の高千穂（高智穂）は、臼杵郡の『智保郷』を指していたと、結論することができる」とされている。

二『宇佐託宣集』の記録と可愛山陵吾田神社の社伝

吉田東伍（注４）は『宇佐託宣集』〔正応（一二八八〜一二九三）から正和（一三一二〜一三一七）にかけての編纂）に、

「……人皇第一の主、神日本磐余かむやまといわれの彦の尊（神武天皇）が、御年十四のとき、帝釈宮に昇り、印いん鎰いつをうけとり、日州（日向の国）辛から国くにの城蘇於峰に帰ってきた。蘇於峰とは、霧島山の別名である」

と書かれた記事のあることをあげ、霧島山が天孫降臨の地であることの傍証となるであろう、とされているという。

しかし神武天皇が印鎰を受けとって辛国の城へ帰ったということと、天孫降臨の地が霧島山であるということは別の問題である。

よく知られているように臼杵郡にある五ケ瀬川峽谷高千穂峽は、別名「帝釈峽」とも呼ばれている。この名称によって考えると、帝釈宮はこの高千穂峽に近い場所にあった可能性が高い。神武天皇は霧島山に近い狭野村（宮崎県西諸県郡高原町大字蒲牟田）で生まれたとされている。また、その最初の妻となった吾平津媛も、この霧島山に近い吾田（薩摩の旧名）の出身とみられている。しかし、天神の子孫とされる神武天皇が、わざわざ帝釈宮にまで出向いて印鎰を受けとってきたということは、この帝釈宮が由緒正しい権威ある宮として認識されていたことの証明でもある。

『記』の上巻には「日子穂穂手見命（邇邇芸命ににぎのみことの子）高千穂の宮に俉佰捌拾歳坐しき」と書かれた記事がある。高千穂の宮は何カ所もあったとする論者もいるが、先の『宇佐託宣集』の記事は瓊瓊岐の尊が天降った「高千穂の峰」、そしてここにいう高千穂の宮が、臼杵郡の高千穂のことであるとしなければ納得がいかない。

「神代三陵および高千穂山考証」（注５）において、安藤通故と樋口種実は、人皇十代崇神天皇の御代、瓊瓊岐の尊の陵とされる可愛山陵（延岡市の北にある）の吾田神社に、勅使が下向して祭りを行ったと社家に言い伝えがあることを書いている。家伝ということで確証とはならないかもしれないが、崇神天皇の御代という時代の古さは、何物にもまさる強みであるといえなくもない。

三　日向の襲の高干穂の峰

『紀』の本文および第九段の第四・第六の『一書』には「……日向の襲の高千穂……」と書かれている。現在、ここに書かれた「襲」は、大隅国（鹿児島県）贈於郡であるとする意見が強い。しかし『記』上巻によれば、筑紫島（九州）は筑紫国、豊国、肥国、熊曽国という四つの国に分けられていたという。古代の日向は、また熊曽の国でもあったのである。

『紀』の仲哀紀には、天皇が熊曽を討伐しようとした時、神功皇后が神懸りとなり、

「熊曽は膂宍の空国であるから兵を挙げて討つほどの所ではない」と神託を述べたことが記されている。

贈於郡は割合平坦な地形であり、「膂宍」（やせた背中のような）という表現はぴったりしない。もし瓊瓊岐の尊が天降った「高千穂の峰」が、臼杵郡の高千穂であったのであれば、仲哀天皇紀にある「膂宍の空国」もこの臼杵郡一帯を指して述べたものだとする解釈は十分に成り立つ。かつてアイヌ人が毛人の国といわれた東北地方から、次第に北へ北へと追いやられていったように、この頃の熊曽も日向国臼杵郡の山岳丘陵地帯や、贈於郡などに逼塞したままなお勢力を保っていたのではないだろうか。

このような観点からすると、臼杵郡に近い阿蘇や蘇陽（五ケ瀬川上流）などという地名も「日向の襲（背）」と関係がないとはいえないような気がする（古代「背」は襲と発音されていた。『日本書紀』注）。

四　高屋宮はどこにあったか

『紀』の景行天皇紀には、天皇が熊曽討伐におもむいた際、「日向国に到り行宮を起して往んだ」と書かれているが、この宮を「高屋宮」といったという。従来、熊曽は九州の南部にあったと考えられていたため、景行天皇が行宮とした高屋宮も九州南部にあったとする意見が多かった（注６）。

明治七年（一八七四）、樺山資雄は『神代三陵異考』（注７）において、景行天皇紀の記事をあげた後、高屋宮は姶羅郡（鹿児島県）の鷹屋にあったとされている（『和名抄』に肝付郡鷹屋としているのは誤りとしている）。

ところが、この熊曽征伐における天皇の足どりを追ってみると、この比定には大きな矛盾が感じられる。ここで『紀』の記述順に従ってその地名をあげると、次のようになる。

景行天皇一行は、まず周芳の娑さ麼ば（山口県防府市）に到着。ここから筑紫の豊前国長峽県（行橋市長尾または北九州市小倉区の東南部）、次いで碩田国（大分市）に到り、速見邑（速見郡）から来田見邑（直入郡久住町、直入町など）、柏峽（直入郡荻町）などに陣を構えている。その記事によれば碩田国に到着したのが十二年の冬十月、この碩田国から速見邑、直入県、柏峽へと転戦、悉く賊を討ち平げて日向国に到ったのが碩田国に到着してから僅か一カ月後の十一月とされている。

天皇の軍は、碵田国に到着してからただちにこれらの地に出発したのではない。この間、来田見邑に留まり行宮を建てて戦いの準備をし、また、禰疑山（大分県竹田市菅生付近）を行進中、賊軍の反撃に遇い、城原（竹田市木原付近）に引き返したりしている。十月の初めに碩田国に到り、十一月の末頃日向に到着したものとしても、その間約五十五日、行宮の建設や戦闘に要した日数を、どう少なめに見積もっても、宮崎市あたりまで行くのが精一杯ではないかと思う。

もし仮に姶良郡の鷹屋まで行くことができたとしても、その道すじは贈於郡へ行く方角から大きくそれ、さらに西に進まなければならない。また、その高屋宮を建てた場所に到るまでの間には、途中の経路にあったと思われる地名は一カ所も記されていないのである。

それに天皇の軍はこの高屋宮で熊曽を討つための作戦を練ったとされているが、その記述内容からは、敵を目前にした時のような緊迫感は窺えない。

現在、彦ひこ火ほ火ほ出で見みの尊みことを葬ったとされる高屋山上陵は、姶良郡の溝辺町に比定されている。もし高屋宮とこの高屋山上陵が、同じ地名にちなんだ名称であるとした場合、景行天皇が行宮とした高屋宮は、熊曽の本拠と考えられている鹿児島県贈於郡などよりも、大分県からは遠い場所にあったことになってしまう。密偵となって敵陣の攪乱をはかる場合ならともかく、天皇がこのような危険な場所に行宮を構えたりするだろうか。

また、熊曽を討伐した後、天皇一行は子湯県（宮崎県児湯郡西都市）、夷守（小林市）、ここから熊県（熊本県球磨郡人吉町）、次に葦北（水俣市）、火国（八代）、さらに高来県（長崎県高来郡）から玉杵名邑（熊本県玉名郡長洲町）、阿蘇、筑紫後国の御木（福岡県三池郡）、八女県（八女市）、的いはくの邑むら（浮羽郡東部）へと歩を進めているが、熊曽の地とされている鹿児島県の地名は全く見られない。熊曽に近い所の地名だけが省略されたというのだろうか。この九州巡行の道順から考えると、高屋宮は児湯郡以北にあったとした方が自然な気がする。

『記』には、日ひ子こ穂ほ穂ほ出で見みの命みことの墓は高千穂山の西にあると記されている。高屋山上陵の高屋と、高屋宮の高屋は別の所であったという可能性についても考えておかなければならないが、臼杵郡の高千穂は、大分県の竹田市や荻町からはかなり近い。こういった点を考え合わせると、高屋という地名は臼杵郡の高千穂に近い場所にあった可能性も出てくる。十月碩田国到着〜転戦〜十一月日向国（高屋宮）到着ということに重点を置けば、宮崎県西都市都於郡、宮崎市村角町なども当然候補地となり得る。

「日向の襲の高千穂峯」という記述は、霧島山説の有力な根拠であることは確かだが、なお慎重な検討が必要ではないだろうか。

五　折衷説

『紀』や『延喜式」には、神代三山陵の所在地について次のように記している。

「天津彦彦火瓊瓊杵尊・筑紫日向可愛之山陵」

「彦火火出見尊・日向高屋山上陵」

「彦波瀲武鸕鷀草葺不合尊・日向吾平山上陵」

現在、日向三代といわれるこれらの神代三山陵の所在地は、いずれも鹿児島県内に比定されている。このうち、鸕鷀草葺不合尊うがやふきあえずのみことの陵についてはそれほど問題はなさそうであるが、瓊瓊杵尊ににぎのみことと火火出見尊ほほでみのみことの陵に関してはいろいろな説があり、その所在地も鹿児島県ばかりでなく宮崎県内の各地、臼杵郡など様々な場所に比定されていていずれとも決め難い。

『古事記伝』を著した本居宣長（一七三〇〜一八〇一）（注８）は、「高千穂の峰」の所在地について、はじめに臼杵郡の高千穂に天降りし、そのあと霧島山へ行ったとする折衷説の立場をとっている。平田篤胤（一七七六〜一八四三）（注９）、吉田東伍（一八六四〜一九一八）（注10）らの見解もこれに近い。安本氏（注11）もこの本居宣長の説を支持されている。私自身も現在残されている記録による限り、折衷説の立場をとらざるを得ないと思う。

しかし、こうした記録ばかりでなくその他のいろいろな点を考慮した場合、瓊瓊杵尊が天降った「高千穂の峰」と、彦火火出見尊が宮居とした「高千穂の宮」は臼杵郡の高千穂、そして神武天皇の父、鸕鷀草葺不合尊が本拠としていた場所は霧島山に近い所だった、とするのが妥当ではないかと考えている。

六　噴火活動の時期と「高千穂の峰」

ここで天孫降臨の地とされる「高千穂の峰」の比定地を、自然科学の面から考察してみよう。

臼杵郡の高千穂は古い噴火口が存在しているものの、紀元前後の二、三世紀に関してはほとんど問題はなさそうである。しかし霧島山の場合、更新世末以降、現在に至るまでの間に数々の噴火活動が起きているという。有史以来の記録は六十数回（注12）ということであるが、瓊瓊杵尊による天孫降臨の年代が、たびたび繰り返したという火山活動の時期と重なるような心配はないだろうか。

近年は火山灰層によって年代を探ろうとするテフロクロノロジー（火山灰編年研究）の成果に対する期待もかなり高まってきているという。

多くの史家の間で繰りひろげられてきた高千穂論争。古代のロマン、単なる神話としてではなく、少なくとも学問的な根拠によってその位置を求めるとすれば、何よりもまず自然科学的な立場からの検証がどうしても必要となってくる。資料がないため残念ながら今はどうすることもできないが、この点、地元九州の方々の熱意によってぜひとも明らかにしていただきたいと思う。

七　韓国に向ひ

ここで先にあげた古田氏の「高千穂の峰福岡県説」について検討してみよう。

古田氏によると、福岡県にも「日向山」や「くしふる山」などという地名があるという。また『福岡県神社誌』（昭和十九年刊）の住吉神社（福岡市住吉町）の項には、

「……日向の橘の小戸の檍原の古蹟」と書かれた記事もあるという（注13）。

古田氏は『記』は筑紫を福岡県の意味で用いているとし、『福岡県神社誌』などの記録をもとに『記』上巻の、

「此地は韓国に向ひ、笠沙の御み前さきを眞ま来き通りて、朝日の直ただ刺さす国、夕日の日照る国なり。故、此地は甚いと吉よき地ところ」

と書かれた記事は、朝鮮半島の韓国に向かって主要道路がさえぎるものなく、真っすぐに貫いているという意味を表現したものである、と述べておられる。古田氏が述べるように『記』に書かれた筑紫は、本当に福岡県の意味で用いられたものであろうか。

「豊国の宇佐に到りましし時」（神武天皇条）

「筑紫国の伊斗村に在り」（神功皇后条）

などを見る限り、『記』の記事は確かに筑紫を全九州（広義）ではなく、福岡県（狭義）の意味で用いているかのような印象を受ける。

また、天孫降臨に関する『記』の記事は「……此地は韓国に向ひ……」となっていて、あたかもその地が朝鮮半島の韓国と向かい合った北九州を指して述べたものであるかのような記事内容となっている。

しかし、よく知られているように『記』は稗田阿礼が天武天皇の勅命によって誦習した帝紀および先代の旧辞を、元明天皇の命により太安万侶が撰録して献上（七一二年）したものといわれている。稗田阿礼が誦習したということは、そのもととなった伝承、また参考とした何らかの書物があったとしなければならない。

ところが『記』とほぼ同じ時期に編纂（七二〇年）された『紀』の記事は、このくだりが「膂宍の空国を頓丘から国覓ぎ行き去りて、吾田の長屋の笠狭の碕に到る」と書かれ、「荒れてやせた不毛の地」（紀注）のことを表した内容のものとなっている。『紀』に引用された「一書」も「……膂宍の空国……」となっており、その内容は本文のものとほとんど変わらない。このことから考えると、稗田阿礼がこの個所を「からくに」と読んだために、それを筆記する者が「韓国」と書いてしまったのだという疑いが出てくる。

現在『紀』の訳文には、この「空国」に「むなくに」と訓よみが付されているため『記』の「韓国に向ひ」と書かれた記事とは別の事柄について書いているかのような感じを与える。だがこの「むなくに」という訓みは、はたして間違っていないだろうか。

『紀』に載せられている「一書」には、この天孫降臨に関する同じくだりが、先の記事とは違って「……膂宍の胸副国を……」と、異なった表現がとられているものもある（神代下第九段第二）。古田氏は「この『一書』が『むなそふくに』としているのであるから、『空国』もやはり『からくに』ではなく『むなくに』と読むのが正しい」とし「『記』の記事とは明らかに違う内容のものである」とされた。

しかし、「膂宍」とは「やせた背中」のこととされており、本文などの記事は「荒れた傾斜地」のことを表したものであることに間違いはない。そうであれば「胸副国」とは「やせた背中のような不毛の山地の斜面にそった所を」といったような意味に解するのが妥当ではないかと思う。

つまり、一方は「空虚の地」と表現し、もう一方の「一書」は「やせた背中のようにとがった所のその胸にそった国（土地）を」と、それぞれ互いに異なった表現を用いたのではないか。

何人かの『紀』の訳者が「空国」に「むなくに」と訓みを付したのも、この「胸副国」という記述に影響された疑いが強い。考えてみれば「空国」を「むなくに」と読まなければならない必然性など何もないのである。

このように見てくると『記』の記事は、稗田阿礼が「空国」とした箇所を「からくに」と読んだための誤記であったという推測も十分に成り立つ。本居宣長も『記』に書かれた「韓国」を「空国」（不毛の荒れた人の住んでいない国）の意と解している。

八　邪神の騒げる葦原中国

今、仮に『記』の「韓国に向ひ」を「空国に向ひ」としてみよう。

『紀』巻第二神代下には、「高千穂の峰」への降臨が実行に移されるまでの経緯が様々な形で述べられている。

「天照大神の子正哉吾勝勝速日天忍穂耳尊みこまさかあかつかちはやひあめのおしほみのみこと、高皇産霊たかみむすひの尊みことの女栲幡千千姫むすめたくはたちぢひめを娶まきたまひて、天津彦彦火瓊瓊杵尊を生あれます。故、皇祖高皇産霊尊、特おぎろに憐愛めぐしとおもほすみこころを鍾あつめて、崇かたて養ひだしたまふ、遂に皇孫すめみま天津彦彦火瓊瓊杵尊を立てて、葦原中国の主きみとせむと欲おもほす。然も彼その地くにに、多さはに蛍火ほたるひの光かがやく神、および蠅声さばへなす邪あしき神有り。復草木咸ことごとくに能く言語ものいふこと有り。故、高皇産霊尊、八十諸神やそもかみたちを召し集つどへて、問ひて曰のたまはく、『吾葦原中国の邪しき鬼を撥ひ平むけしめむと欲おもふ。當に誰を遣さば宣よけむ……』」（本文）

「天照大神、天雅彦あめわかひこに勅みことのりして曰はく、『豊葦原中国は、是吾が児みこの王きみたるべき地なり、然れども慮おもひみるに、残賊強暴ちはやぶる横悪あしき神かみ者ども有り。故、汝いまし先まづ往きて平けよ』」（第九段一書第一）

高天原から見た下界の国葦原中国には、邪しき神や鬼達が多く住んでいて、安心して降くだって行くことはできなかった。このことは、

「皇孫火瓊瓊杵尊を、葦原中国に降し奉るに至るに及びて、高皇産霊尊、八十諸神に勅して曰はく、（中略）『昔、天雅彦を葦原中国に遣やりき。至い今まに久しく来ざる所ゆ以えは、蓋けだし是国神くにつかみ、強禦之者いむかふもの有りてか』」などと心配している記事からも容易に窺える。

このような観点からすると、

「此地は韓国に向ひ、笠沙の御前を眞来通りて、朝日の直刺す国、夕日の日照る国なり。故、此地は甚吉き地」とは、まだ誰も住んでいない、安心して国造りのできる、また、海面から立ち昇る朝日が直接指し込んでくる、立地条件の良い所である、ということを述べたものとして受け取れる。

これに対し、古田氏が述べられたように、「韓国に向ひ」を朝鮮半島の韓国とした場合はどうか。盛んに貿易でも行っているというのであればともかく、その天降った「高千穂の峰」が、対馬海峡を隔てた遥かに遠い所にある海彼の国に向かって、主要道路が真っすぐに延びていた、としても、別段取り立てて良い所だという理由にはならない。

地図で見れば朝鮮半島は北九州のすぐ北側に向かい合ったような形で描かれていて、「韓国に向ひ」という表現がいかにもぴったり、という感じがする。しかし古代社会における朝鮮半島は、いつ何時遭難が起きるかもしれない危険極りない対馬海峡という荒海を隔てた絶遠の国であり、九州内に残された未開の地の国造りにとって何ら関係のない、ただの外国であるに過ぎない。

また古田氏は「朝日の直刺す国」という記事に対し、

「東に山（高祖連山）が突っ立っている。だから日の出のとき朝日は直に真下の此の地にさしつけるのだ」と説明を加えておられる。しかし、この記事もやはり従来の解釈どおり、

「朝日が最初から山にさえぎられず、さし通しくる」とした方が自然である。

『紀』は『記』とほとんど時を同じくして作られた史書である。その『紀』の記事が第九段「一書」第二の「胸副国」を除いて、すべて「空国」としているということは、学者・高官など当時の最高知識ともいうべき史官の誰もが、これを「空虚の国」（注14）の意に解していた証拠といえるのではないだろうか。

九「空国」宗像説について

古田氏は「空むな国くに」を国名であるとする立場から、これを「宗像」に比定し、「胸副国」とは、その「空国」に沿い並ぶ国々の意であるとされている。

しかし「膂宍の空国」とは、一定の地名領域を指した固有名詞ではなく、『紀』の注に述べられているように、やせた背中のような地形の空虚の地という意味で書かれたものであることは明らかである。

神代下、第十段『一書』第一に書かれた山幸彦（彦火火出見尊）と豊玉姫の物語の中に、次の記事がある。

「……豊玉姫の侍者、玉瓶を以て水を汲む。終に満つること能わず。俯して井の中を視れば、倒に人の咲める顔映れり。因りて仰ぎ観れば、一の麗き神有して、杜樹に倚てり。故、還り入りて其の王に曰すといふ。是に、豊玉彦、人を遣して問ひて曰さく、『客は是誰ぞ。何の以にか此に至でませる』とまうす。火火出見尊對へて曰はく、『吾は是、天神の孫なり』とのたまふ。乃ち遂に来せる意言ふ。時に海神、迎へ拝み延て入れまつりて、慇懃に奉慰る。因りて女豊玉姫を以て妻せまつる。故、海宮に留住りたまへること、己に三載に経りぬ。是の後に、火火出見尊、数歎息きますこと有り。豊玉姫問ひて曰さく、『天孫、豈し故郷に還らむと欲すか』とまうす。對へて曰はく、『然なり』とのたまふ。豊玉姫、即ち父の神に白して曰さく、『此に在します貴き客、上国に還らむと意望欲せり』とまうす……」

ここに書かれた「上国」も無論、固有の国名ではない。海の底（海中の島）かにあったという海神の宮から見た、山幸彦の故郷である葦原中国、つまり、陸地を指して述べたものであることは疑いない。

この他『記』の上巻には「佗あだし国くに」（異郷のこと）などと書かれた記事もあるが、これらはいずれも、それぞれの意味を抽象的に表現したものなのである。

また古田氏は「空国」宗像説との関連で、「空国」「笠沙」「クシフル山」の位置関係について述べ、「クシフル山」から海岸沿いに「空国」へと向かって行く途中で「笠沙」の地を通る、とされている。

しかし、原文の表記に従う限り、どうしてもそのようには読めない。

『紀』原文を見てみよう。本文は、

「……而膂宍之空国、自二頓丘一覓レ国行去、到二於吾田長屋笠沙之御碕一矣……」

となっており、第九段の『一書』第二の記事は、

「……降二到於日向襲日高千穂之峯一、而膂宍胸副国、自二頓丘一覓レ国行去……」

となっている。第四の文も本文の記事とほぼ同じである。ここはどう見ても高千穂の峯から「空国」に行くために「笠沙の御碕」を通った（経過した）という意味にはならない。

『紀』の訳文どおり高天原からその「遊行す状」を眺めると、膂宍の空国の頓丘からよき国を求めて行き去り、笠沙の御碕に到着したということを述べたものとしてしか解せないのである。

もし「空国」に到ることを記すのであれば、ここは、

「……自二頓丘一歴二（行去二）吾田長屋笠沙之御碕一而到二於空国一」

とするか、或いはまた倭人伝のように、

「……従二頓丘一至二空国一、歴二吾田長屋一、其西南到二笠沙之御碕一……」

というような形にするのが漢文構成上の基本ルールではないかと思う。

したがって「クシフル山」「笠沙」「空国」などが海岸沿いに並んでいるのではなく、「高千穂」─クシフル山（山地）、「空国」（無人の傾斜地）、「笠沙の御碕」（海岸）と見るのが自然である。こういった点からも「高千穂の峰」福岡県説には、かなり無理があるといわなければならない。

なお古田氏は『失われた九州王朝』において、『紀』の神功紀などに引かれた『百済記』にある「貴国」も固有名詞であるとし、太宰府の近くに基き山やま、基き肄い城などがあることから、この領域が「キ」と呼ばれる地域だったことは疑いないとされている。

この「貴国」を固有名詞であるとすることについては、安本氏（注15）の反論がある。

『百済記』の記事を見てみよう。

「阿花王、立ちて貴国に礼无し。故に我が枕弥多礼、及び峴南、支侵、谷那、東韓の地を奪はれぬ。是を以て王子直支を天朝に遣して、先王の好を修む」（応神紀八年条）

安本氏は、ここに書かれた「天朝などという言い方は、相手国をとうとんだ言い方である。とすれば、相手国をとうとんで『貴国』としているのは、すじが通っている。『貴国』『天朝』は（百済から）大和朝廷にさしだした文書の用語とみるのが自然である」とし、

「『貴国』を固有名詞とみて、『基肄』にあてるのは、古田氏の思いこみにもとづく思いつきであり、語源俗解にすぎない」とされている。

安本氏が述べておられるように、百済国或いはその関係者から大和朝廷にさしだされた文書などをまとめた記録が、そのまま引用されたとみるのが自然な解釈だと思う。先の「空国」を『紀』の訓みに従って「むなくに」とするのであれば、ここにあげた「貴国」は「かしこきくに」と読まなければならないことになる。

ともあれ地形から見ても、古来多くの人によって唱えられてきた臼杵郡の高千穂、また霧島山の方が『記』の表現にもぴったりであり、福岡県にある関連地名は、後世の熱心な郷土史家達による作為、という疑いをどうしてもぬぐうことができない。

「少なくとも奈良時代において『記』上巻、『紀』神代紀に書かれた『筑紫の日向』は南九州の日向と考えられていた」（安本氏）（注16）とみるのがやはり妥当のようである。




以上、高千穂論争にことよせて「高千穂の峰」の所在地、「空国」の訓みと「韓国」の関係などについて思うところを述べさせていただいた。研究者各位、特に九州の方々からのさらに詳しいご意見を賜れば幸いである。

〈注〉

１　『盗まれた神話』

２　『邪馬台国』23号

３　『邪馬台国』24号

４　『大日本地名辞書』

５　『邪馬台国』41号

６　吉田東俉（前掲注４）、白尾国柱（『鹿見藩名勝考』）、後醍院真柱（『神代三陵志』）などは、景行天皇が行宮とした高屋宮は、鹿児島県内之浦にあったとしている。

７　鹿児島史談会編

８　『古事記伝』

９　『古史伝』

10　『倒叙日本史』

11　『邪馬台国』25号

12　『百科辞典』平凡社

13　前掲注１

14　吉田東俉は前掲注４の論文において「カラクニ」を「空虚の地」と解しているという。

15　『古代九州王朝はなかった』

16　前掲注15






第七章「然諾」考　──「魏志」倭人伝の解釈──






「魏志」倭人伝には邪馬台国に至るまでの行程記事と共に、当時の倭人達の風俗・習慣などが詳しく記されている。この中に、

「下戸、大人と道路に相逢えば、逡巡して草に入り、辞を伝え事を説くには、或は蹲うずくまり或は跪ひざまずき、両手は地に據より、之が恭敬を為す。対応の声を噫と曰う、比するに然ぜん諾だくの如し」と書かれた一節がある。

従来、「対応の声を噫と曰う」の読みについては、噫──〝ああ〟または〝あい〟或いは〝い〟〝お〟など、各論者によって様々な読みが付され一定していない。これはいずれも中国古音の発音に基づいた解釈によるものであり、「噫」という一つの文字だけによる判断ではいずれが是であるとも言い難い。

倭人伝はこの「噫」という対応の声を「然諾の如し」と記している。大人に対する下戸の返答の声が、然諾のときのようであるというのである。

では、ここにいう「然諾」とは、一体どのようなことなのだろうか。

一　然諾の意味

この「然諾」の意味についてひもといてみると、『広辞苑』などには、「簡単にこれを請け合う、承諾などの意」とし、唐宋時代における八大家の一人に数えられている文人柳宗元の墓誌銘にある「然諾を重んず」という言葉に対しては、「一度引き受けたことは約束を重んじて必ずこれをなしとげる」などと解説されている。『新辞源』にも同様に「一度請け合ったことは必ず実行する」と解釈が付されている。

また『大漢和辞典』にも「うけがう、承諾、許諾」などと書かれ、さらに、「軽々しく人の依頼を承諾せず、又一旦請合ったことは必ず実行する」としている。また、「然諾は必ず重く応ず」（『小学』）などという一文が引用され、「承諾するときは軽々しく応ぜず必ず慎重に考えてからにする」と解説されている。

これらの解釈による限り、「然諾」という言葉には非常に重要な約束事の意味が含まれているとも考えられないことはない。しかし、もしこの解釈が正しいとするならば、大人に対する返事としては何とも気の抜けたような感じさえする「あい」とか「ああ」という言葉では適当とは言い難い気もする。何かもっと心の籠った重々しい返事こそ、この場合ふさわしいように思われる。はたして、従味の辞典に書かれた解釈は、正鵠を射たものなのだろうか。

この文字の意味については、これまでそれほど重要視されていなかったためか『大漢和辞典』などにもごく限られた事例しか示されていない。私はこの「然諾」の意味に関する辞典などの解釈に、以前から疑問を感じていた。そこで改めて中国史書などの用例から、然諾という言葉の真の意味を帰納すべくその一つ一つについて、様々な視点から考察を加えてみた。

二　用例による検討

ここで目についた用例を幾つかあげてみよう。

（一）「純が言の深く至るを感じ、遂に然諾す」（「蜀志」五）

（二）「幼主を輔翼して然諾の誠に負そむかず」（「蜀志」五　注引張厳の黙記）

（三）「其の心士謨有り、道義を経つねとし、然諾を貴重す」（「呉志」四　注引江表伝）

（四）「任侠を好み、然諾を已にす」（『史記』巻一百七）

（五）「節概あり然諾を重んず」（柳子厚墓誌銘（韓愈））

三　劉秀（光武帝）即位の故事

まず（一）の例から検討して行くことにする。これは多くの家臣が劉備を皇帝の位に即かせようとしたが、劉備はこれを固く拒み、自らを皇帝と称することになおもこだわりを見せたため、諸葛亮が昔世祖（光武帝　前六〜五七）が帝位に即いた時の故事を引き合いに出し、帝号を称することを強く勤めたときの記事である。

「（建安）二十六年、群下先主に勧めて尊号を称せしめんとす。先主未だ許さず。亮説きて曰く、『昔、呉漢耿弇等、初め世祖に勧めて帝位に即かしめんとす。世祖辞譲すること前後数四、耿純進みて曰く、〝天下の英雄喁ぎょう喁ぎょう（呼び合う意味）として望む所有らんことを冀こいねがう。如もし、議に従わざれば、士大夫各帰りて主を求め、公に従うを為すこと無からんとす〟と。世祖純が言の深く至るを感じ遂に之を然諾す。今曹氏、漢を簒うばいて曹氏主を無みす。大王は劉氏の苗族、世を紹いで起つ。今帝位に即くは乃ち其の宜きなり。士大夫大王に随いて久しく勤苦するは亦た尺寸の功を望まんと欲すること純が言の如きのみ』先主是に於て帝位に即く」

この記事から察せられるのは、ここに書かれた然諾がただ帝となることを請け合うとか、承諾したとか、或いはまた帝位に即くことを固く誓った、という意味を表すために用いられたものではないということである。世祖が然諾（帝位に即いた）したのは、耿純の言うことをもっともだと自らも納得したために他ならない。

「然」という文字は、「それらしきさま、そのとおり、しかり、そうである」などという意味を表す（『新辞源』）。『大漢和辞典』にも「理に適い意を得た旨を認める辞」と解説されている。この「然」という文字のもつ意味との関連によって考えると、「然諾」とは相手の言葉が理に適っており、自分も心から同意して承諾することを表す文字として使用されたものであることを強く感じさせる。

『邪馬台国ハンドブック』において安本美典氏も、この然諾を「よし　同意　賛成の意」としておられるが、心に何のわだかまりもなく承諾した場合の用語である可能性が強い。

四　孔明の書翰

では（二）の場合はどうか。これは諸葛亮が魏の司馬宣王に与えた手紙の内容について述べた文の一節である。

「亮が司馬宣王に与うる書を論じて曰く、漢朝傾覆、天下崩壊し、豪傑の士競いて神器を希う。魏氏中土に跨り劉氏益州に據る。並びに兵を海内に稱あげて世の覇王為り。諸葛司馬の二相、際会に遭い値りて身を盟主に託す。或は功を蜀漢に収め或は名を伊洛に冊す。丕備既に没して後嗣就を継ぐ。各おの保阿の任を受け、幼主を輔翼して然諾の誠に負かず。亦た一国の宗臣、覇王の賢佐なり……（後略）」

ここには諸葛孔明が蜀のために智謀の限りを尽くして働いていること、また、司馬宣王もそれに劣らず魏の国家の安泰のために尽力していることが述べられている。

ここでいう「然諾の誠に負かず」とは、それぞれが仕える国のために自分を無にしてただひたすらに尽くしているという、その献身ぶりについて述べた言葉であることが判る。

無論、諸葛孔明は蜀の相として、劉備から彼亡き後摂政となり後嗣を補佐してゆくことを託されている。これは当時撫軍将軍であった司馬宣王も同様である。考えようによっては、一旦引き受けたことは必ずこれをなし遂げる、という意味に受けとれないこともない。

しかしながら（一）の例などと考え合わせた場合、約束（承諾）して請け合ったことを必ず実行するということより、魏の国家の安泰をはかること、また、幼主を翼戴してゆくことが蜀の宰相としてのなすべき当然の務めであるとする、その心の状態を述べたものである意味合いが強い。

つまり、司馬宣王や孔明の気持ちが、その任務を果たしてゆくことと完全に融合している。このようにすることこそ宰相の立場にある者の当然なすべきこと、道義に則った人間の務めとして行っている、ということを述べたものなのである。

五　孫策と太史慈の信義

次の（三）の例は、辞典の解釈に最も適合しそうな記事ではないかと思う。

「然諾を貴重す、一たび意を以て知己に許さば、死亡するとも相負かず」

これは孫策が楊州の刺吏劉繇が豫章において亡くなった後、その配下の者が身のふり方を決めかねているのを知り、これを味方につけようと、かつては敵の将であった太史慈を使者として遣わしたときの記事である。

ここにある「一たび意を以て」以下の文を見ると、いかにも「一度引き受けたことは必ず実行する」とした辞典の解釈と符合しているかに見える。辞典の解説も或いはこの記事に基づいて述べられたものなのかもしれない。

だが、この記事のすぐ前には、

「策初めて慈を遣わす。議する者紛ふん紜うんとして謂う、慈未だ信ず可からず。或は云う華子魚（豫章の太守華歆）と州里なり、恐らくは彼を留めて籌策を為さん。或は疑う、慈西のかた黄祖と訐いつわり路を假りて北に還らん。多く遣すの計に非ざるを言う。策が曰く、諸君の語皆非なり。孤之を断ずること詳らかなりと、太史子義、気勇膽烈ありと雖も従横の人に非ず。其の心士謨あり。志道儀を経とす」

と書かれた一節がある。さらにこの文の少し前に書かれた江表伝には、

「劉繇豫章に於て亡す、士衆万余人、未だ附する所有らず、策、慈に命じて往てこれを撫安せしむ」と書かれた「呉志」の記事に続けて、

「策、慈に謂て曰く、劉牧往さきに吾れ袁氏が為に廬江を攻めることを責む。其の意頗る猥みだりて理恕足らず。何となれば、先君が手下の兵千余人、盡く公路が許に在り。孤が志事を立てるに在り、意を公路に屈して求め索めざるを得ず。兵再び往きも纔わずかに千余人を得るのみ。仍しきりに孤をして廬江を攻めさしむ。その事勢為めに行かざることを得ず。但だ其の後臣が節を達せざらしめ、自ら充てて邪僣の事を作す。之を諌めるも従わず、丈夫が義交苟くも大故有れば離れざることを得ず。孤公路に交を求めて之と絶つに及ぶ。本末此の如し。今劉繇喪亡、惜むらくは其の生時に及びて與に共に論辯せざることを。今児子豫章に在り、知らず華子魚が待遇何如ん。其の故の部曲、復た依り隨うや否やを。卿は則ち州人、昔また事に従う。寧んぞ能く往きて其の児子を視よ。並びに孤が意を其の部曲に宣べよ。部曲来ることを楽ねがう者は便ち與に共に来たれ。来ることを楽わざる者は且しばらく之を安慰せよ。并わせて子魚が以て牧禦する所の方規何れに似たるかを観察し、盧陵鄱陽の人民親附するや否やを視て、卿が手下の兵、宜しく多少を将いるべく自ら意を由もちいよ。慈対こたえて曰く、慈赦されざるの罪有り。将軍量ちからは桓文に同じく、待遇過望なり。古人生に報ゆるに死を以てす。節を盡くすることを期し没して後に已まん。今並びに兵を息む。兵宜しく多かるべからず、数十人を将いれば以て往還するに足れるなり」

と書かれている。太史慈は孫策の言葉を理に適ったこととして十分納得した上で出発したのであった。彼は信義に生きる一個の人間としての証を立てるべく、使者となることを引き受けたのである。

このように見てくると、ここに書かれた「然諾を貴重す」は、一旦引き受けたことは必ずなし遂げる、といったような意味だけをもって書かれたものではなく、道理に適った納得のできることでなければ承諾しない、という身分の上下を越えた対等の立場における人間としての信頼関係について述べたものであることが理解できると思う。

無論、然諾はお互いの信頼関係を前提として成り立つものであるだけに、引き受けたからには必ずこれをなし遂げるという不文律も、当然そこに附帯してくることになる。したがって然諾とは、信義を重んずる人と人との関係、相互理解の中から生まれてくることなのである。

六　仁侠に生きた灌夫

次の（四）は、灌夫の人となりについて述べた記事である。

「夫、文学を喜ばず、任侠を好み、然諾を已にす」

この記事の注には「已に許諾し必ず其の前言に副えしめるを謂うなり」と書かれており、また『史記会注考証　附校補』にはこの注に続けて、

「顔師古曰く、已は必なり一言人に許せば必ず之を信ずるを謂うなり」と書かれている。

これは困ったことがあればいつでも俺のところへこい、と自ら相手に話し、頼まれたことは何でも引き受けるという意味を述べたものである。このため家産は日に日に傾く有様であったという。前記『史記会注考証附校補』にはまたさらに、

「中井積徳曰く、已の字不可解、或は是れ究遂の意」とも書かれているが、これは任侠を好む灌夫の気性から推して、頼まれたことは何事も究め盡し、必ずなし遂げずにはおかないという意味に解したのかもしれない。

いずれにしてもこの場合の然諾は、仁義に徹して生きる灌夫の人柄について述べたものであることに変わりはない。

七　柳宗元（子厚）の墓誌銘と韓愈

ではここで（五）の柳子厚墓誌銘に書かれた「然諾」および作者の韓愈について述べてみようと思う。

「節概あり、然諾を重んず」

これは中国唐宋の時代における八大家の一人として有名な文章家柳宗元（七七三〜八一九）の、墓誌銘の中の一節である。柳宗元の墓誌銘は同じ八大家の一人であり、また彼の友人でもあった文豪韓愈（七六八〜八二四）の作である。

柳宗元は少年時代からすでに名を知られ順調に出世への道を歩んでいた。貞元二十一年（八〇五）、崩御した徳宗皇帝に代わって順宗皇帝が即位すると、王叔文、王伾らを中心とした革新派が政権を握り、次々と政治の改革を行った。ところがまもなく巻き返しをはかる宦官や旧官僚らの策動によって形勢は逆転し、改革派をことごとく追放した。

柳宗元もその革新派の若手官僚の一人に数えられ、都から遠く離れた永州の司馬（副知事）に格下げされることになった。しかもやむなく赴任した永州において、幼い頃から彼に文学の手ほどきをしてくれた尊敬する母を亡くしている。

この永州への左遷は、柳宗元の人間形成に大きな影響を及ぼさずにはおかなかった。「蛇を捕る者の説」や「樹を種うる郭稾馳が伝」、「王孫を憎む文并びに序」など、他の人物の伝や動物の話に託して、腐敗した政治を痛烈に批判した作品の多くは永州時代に作られたものといわれている。

韓愈はその墓誌銘の中で、もし柳宗元の生活が順調であったなら、彼のあの優れた作品は生まれなかっただろう、と記している。

柳宗元は理性を重んじた合理主義者であった。また、友情にもあつく、友人の劉禹錫が播州（今の貴州省遵義県）の刺史に任命されたとき、彼に年老いた母があるのを哀れみ、自分が交代しようとさえ申し出ている。

柳宗元は生前韓愈を批判したこともあり、また韓愈も時には柳宗元を疑ったこともあった。しかし最後に柳宗元は、自分の墓誌銘を韓愈に依頼して死んだ。よきライバル、頼もしい友人としてお互いをよく知り、認め合っていたのであろう。〝節概あり、然諾を重んず〟韓愈はどのような想いでこの言葉を誌したのであろうか。

韓愈は文章家として優れていたばかりでなく、官吏としても多くの功績を遺したことで知られている。ここで韓愈の人となりについて少しふれておきたい。

刑部侍郎の職についていた元和十四年（八一九）、韓愈は時の皇帝憲宗が功徳使の上奏を容れ仏舎利（仏骨）を宮廷に迎え入れたことを憂慮し、「仏骨を論ずる表」を朝廷に上たてまつった。

しかし、この韓愈の行為は、その意図に反し彼の境遇を大きく変える結果となってしまった。この上表文を見た憲宗皇帝が激怒し、ただちに韓愈を死刑に処せと命令したのである。

大臣の裴度や崔群が、このたびのことはひとえに韓愈の忠誠心から出たことであると取りなしてくれたため、何とか死刑だけはまぬがれた。だが彼は蒸湿の地である潮州（広東省の東北部にある海岸地帯）へ左遷されてしまったのである。

これは仏教を信仰するようになった後漢以来の天子が皆若死にだったとし、また敬虔な仏教信者であった梁の武帝が、謀叛を起こした侯景のために監禁され悲惨な死にかたをしたなどと書いたことが、まだ年若い皇帝の不興をかったためである。

韓愈はこの上表文の中で、仕事まで放り出して信心にうち込む民衆の有様を嘆き、このような誤りを正そうともしない官吏達の怠慢を恥ずかしく思うと述べるとともに、もし仏に霊があり廃仏毀釈に対して禍か崇すいを作すことがあるならば、一切の罪咎は自分に加えてほしいと結んでいる。

無論、現代の目から見ても、こうした韓愈の廃仏思想には問題がないとはいえない。しかし、この「仏骨を論ずる表」には、道理に適ったことでなければ断じて従おうとしない彼の人柄が、よく表れていると思う。

韓愈の追放はこの時が初めてではない。この事件の十六年前に当たる貞元十九年にも韓愈は、当時京兆の尹として暴政をほしいままにしていた李実を弾劾し、陽山県（広東）の令に左遷されている。『唐書』韓愈伝には、彼の死亡記事に続けて、

「愈が性、明鋭にして詭隨せず、人と交わりて始終少変せず……」と、その人物像が述べられている。「詭隨」とは詭服などと同様、是非を顧りみず妄みだりに人に従うことをいう。したがって「詭膸せず」とは、いいかげんな気持ちで心にもなく人に隨うようなことはしない、ということを述べたものにほかならない。

つまり、このことは裏を返せば、人間として十分に納得できることでなければ承諾しない、という意味であり、「節概あり、然諾を重んず」と書かれた柳宗元の墓誌銘と同意義の言葉なのである。「節概」とは節操（みさおを堅く守ること）と気概（心意気・しっかりして挫けない・意気地）をいう。ここにはしぶしぶ相手の言を受け入れた場合などの意味をも含む承諾・同意などとは、その心のありかたにおいて根本から異なる独立した一個の人間としての尊厳、人と人との関係において寸毫たりとも無理強いがあってはならないとする韓愈の基本精神を見ることができる。

「然諾を重んず」とは、決して約束を重んじるといったような意味ではなく、その合意に達するまでの過程、すなわち互いの立場をよく理解し尊重し合う、人間としての信頼関係を重視したということなのである。




韓愈の左遷された潮州は、都のように法令の行き届いた土地ではなかった。また彼はこの時、最愛の娘を失うという不幸にも見舞われている。

しかし韓愈は、この潮州の民に学業を勧め、よく人々を教化した。また新しく転任した袁州（江西省方面）においては、貸金のかたに若い男女を下僕として使い、約束の期限がきても贖あがなえない場合は、すぐにこれを奴隷として没入していることを知り、それぞれの働きに応じて悉く贖わせた上、父母の許に帰してやり、二度と身売りしたりすることのないよう禁じたという。こういった行為からも、人間尊重の立場を貫く韓愈の精神を窺うことができる。

柳宗元が刺史として赴任した柳州（広西チワン族自治区馬平県地方）の土俗もまた、袁州と同様であった。柳宗元も韓愈と同じく、その土俗を改めるとともに、借金のかたとなっている男女を私銭をもって贖い、これを父母の許に帰してやっている。韓愈は、僻遠の地にあってよく民を教化し、醜悪な政治を批判してやまなかった柳宗元の墓誌に、自らの想いをも籠めて、「節概あり、然諾を重んず」と誌したのではないだろうか。

八　日常生活の中における然諾

以上の例は灌夫伝を除き、いずれも「然諾は必ず重く応ず」（『小学』）などの場合に見られる「承諾するときは軽々しく応ぜず、必ず慎重に考えてからにする」といったような解釈が該当する事例ばかりであった。

しかし、こういった場合だけを然諾というのであれば、「対応の声を噫と曰う、比するに然諾の如し」という倭人伝の記事とは何か異質なものが感じられる。

ところが然諾は、人間生活に重大な影響を及ぼすとか、その人の将来を大きく左右するといったような、重要な難しい事柄に関して決断を迫られた場合のみに使用される文字とは限らない。

次の例を見てみよう。

　世人　交を結ぶに　黄金を須もちう

　黄金多からざれば　交深からず

　縦令たとい　然諾して　暫く相許すも

　終に是れ　悠悠たる行路の心　（唐詩）張謂

これは世の中の人々が交わりを結ぶとき、そのほとんどは金銭が利用される。しかし、お互いのどちらかが経済的に恵まれていなければ、その交際も決して深まることはない。たとえしばらくの間はうちとけて心を許し合う仲とはなっても、結局は行きずりの人の心と変わらないあかの他人のようになってしまう。といったような意味を詠んだものである。

この詩には黄金（金銭・物質）を主とした考え方だけが示されているが、これは何もお金や品物だけとは限らない。お互いの職業とか趣味が違っている場合であっても、決して変わることはない。ここに用いられている然諾は、これまでにあげた例とは違って、人間としての表面的な善意によって気持ちを通じ合っていることを表したものである。

ではなぜそれが然諾なのか。お互い人間同士、「袖振り合うも他生の縁」とか、知り合ってしばらくの間は、互いに利害関係もなく身分を離れて気持ちを通じ合うこともできる。しかし、両方の社会的地位や経済力に違いがあれば、いかに表面は取り繕っていても、いつしか心の交流は薄れていってしまう。また、たとえそうでない場合であっても、初めの気持ちとはおよそかけ離れた上下の関係、或いは取り引きだけの関係となってしまいがちである。

ここでいう然諾とは、ごく軽い意味での心の融和、言い換えれば損得にはそれほど関係のない相互間の小さな善意、といったような意味に解すればよいと思う。

たとえば旅行などで目的地に到着したとき、列車の網棚に載せた荷物を取ろうとして手が届かず、やむなく隣の人に頼んだとする。その頼まれた人は少し手を伸ばせば荷物を取ることができる。努力をしなくとも自然にできる親切。よほどの変わり者でない限りいやと言う人はまずいないだろう。この時の頼まれた人の「ああ、いいですよ」と、軽く応じて渡してやる、その気持ちが然諾なのである。

したがって然諾は、互いに相手の立場をよく理解し、十分に納得した上で承諾した場合と、それぞれの立場や状態、その時の情況によって自然に同意して引き受ける、といったような二通りの場合に使用されていることが判る。

九「噫」の読み方

倭人伝には「対応の声を噫と曰う、比するに然諾の如し」と書かれている。倭人伝の著者陳寿は、この噫という声を然諾のときの返事にたとえたのである。

『大漢和辞典』などを見ると、「噫」には「イ・アイ」などと読みが付されているが、その意味については「ああ、歎息の声、噫は憶なり、之を憶念し故に地声を発し之を噫なり。噫は歎声なり、恨辞、痛念の声なり」などと解説されている。また「古人声を発するに多く噫と云う」とも書かれている。この場合、自然に発する声として考えられる「ああ」という単音が最も該当性が高い。

「噫、天予を喪せり、天予を喪せり」（『論語』先進編）

「噫、吾れ造物者の有無を疑うこと久し」（『唐宋八家文』柳宗元）

噫という文字のこういった例や、先に述べた然諾の意味などを総合して考え合わせると、「然諾の如し」という対応の声は「ああ」と読むのが最も適当ではないだろうか。無論、古代中国における発音がどのようなものであったかを、先のような書例だけで想像するのは危険がともなう。「イ」「アイ」などという発音も中国音として当然考慮に入れておかなければならない。

中国人は、ごく自然な返事として「あい」という言葉をよく使っているようである。『魏略』によれば当時の倭人達の中には、自ら呉の太伯の後と名乗る者もいたという。もし「噫」が「アイ」と発音されていたとするならば、中国語の「あい」とどのような関連があったのか、はなはだ興味深い。しかし、現在の中国で使われている「あい」は「唉」が主となっているようである。

三世紀の時代、倭の社会では身分の低い下戸が大人と逢えば、逡巡して道端の草むらに入り、両手を地につけ跪いて相手の言葉を聞いたという。この「魏志」倭人伝の記事とは違い『太平御覧』所引の「魏志」の文は「草に辞を伝え事を説く」となっている。ここでいう「草に辞を伝え」とは、草書などの用例からも想像できるように、後代の武家社会に見られるような格式ばった挨拶とは違った、物腰の柔らかい商人のような態度をいったものではないかと思う。

『太平御覧』の作者は「下戸、大人と道路に相逢えば、逡巡して草に入り、辞を伝え事を説くには、或は蹲り或は跪き、両手は地に據り、之が恭敬を為す」とある「魏志」倭人伝の記事を全体的な面から判断して、「草に辞を伝え」と物腰の柔らかな応対ぶりとして書き変えたのかもしれない。これは当然「或は蹲り或は跪き、両手は地に據り」とある記事が判断の基準になったものと思われる。しかしそれととともに、然諾のときの返事に似ているとした「噫」という対応の声が、格式ばらない自然に出る言葉であることも大きな理由の一つだったのではないだろうか。

「魏志」十五注引魏略に、

「楚、人と為り短小にして而して大声、吏たりし初めより朝覲せず詔を被りて階に登る。儀式を知らず、帝、侍中賛を引きて、隴西の太守前めと呼ばしむ。楚當に唯と言うべきを而も大いに応えて諾と稱す。帝、顧みて之を笑う」と書かれた記事がある。「唯」の読みについては「ユイ・イ・スイ」などと書かれており、また『日本書紀』などには「オオ」と読みが付されている。しかし意味の説明においては、これを「はい」とし、丁寧に応諾する辞、丁寧な返事、と解説されている。無論、「はい」というのは日本式の発音であるが、日本式に考えて唯を「はい」と読むとすれば、諾は「承知しました」というところであろうか。これに較べ噫（ああ）は、格式ばらないごく軽い意味での応辞として理解されていたのではないかと思う。

テレビで中国の歌が放送されていたが、「噫」は「ああ」と発音されていた（字幕付き）。




これまでの論証によって、「然諾」とは単なる請け合いとか承諾、また、一旦請け合ったことは必ず実行する、といった意味ではなく、納得づくの承諾、心から同意して引き受ける、ということであり、是非を顧みず妄りに人の言に従うようなことはしない、理に適った十分に納得のできることでなければ承諾しない、といった人間の尊厳にも関わる重要な意味が含まれていることを理解いただけたと思う。

以上、倭人伝にことかりて然諾に関する様々な事例について考察を重ねてきた。無論、限られたとぼしい知識による判断であり、邪馬台国問題にとっては書かずもがなの蛇足を加えたに過ぎないのかもしれない。また、自らの不学を棚に上げて文豪韓愈にまで論を及ぼすなど、僣越の誹そしりは免れないと思う。しかしながら「然諾を重んず」という言葉にはその文字のもつ字義を越えたさらに深い意味が含まれているように思われる。各論者の中にはこういった解釈とは異なった意見をお持ちの方も必ずやおられるに違いない。

私はこのようなことを考え合わせた上で、倭人伝の新たな問題として検討していただく意味をもこめて、多くの用例をあげるとともに、その前後に書かれた記事の文意との関連によって帰納したいささかの私見を述べさせていただいた次第である。識者のご叱声を賜ることができれば幸いである。

参考文献

『漢詩大系』

『唐宋八家文』

その他






第八章「魏志」倭人伝に学ぶ






私が古代史に関心を抱くようになったのは、邪馬台国に関する何冊かの本を読んだのがきっかけである。それはちょうど邪馬壹国説及び魏晋朝短里説を唱える古田武彦氏（注１）と榎一雄氏（注２）、山尾幸久氏（注３）、白崎昭一郎氏（注４）、安本美典氏（注５）、三木太郎氏（注６）、尾崎雄二郎氏（注７）などとの間で激しい論戦が展開されていた頃であった。

安易に原文を改訂してはならないとする古田氏は、南宋の紹熙年間（一一九〇〜九四）に刊行された『三国志』の中から、すべての「壹」（八十六個）と「臺」（五十六個）を抜き出して検討を加え「壹」と書かれたものの中に「臺」の誤記であるものは一例もないとし、邪馬壹国が正しいとされた（白崎氏によると「臺」は五十八個あるという）。また里程問題に関しても『三国志』の中に書かれた里数値を実際の中国地図と照合し、その結果として魏晋朝短里説をうち出されたのであった。

これに対し、先記各氏は『太平御覧』「魏志」に「邪馬壹国」と書かれていること、『隋書』倭国伝に「……魏志の所謂邪馬臺国なる者なり」とあることなどを理由に、邪馬壹は邪馬臺の誤りである可能性が強いとし、また、里数記事についても、古田氏と同じように実際の地図によって実距離を割り出し、古田氏とは逆に『三国志』は一里四三四メートルという通常里によって書かれていると結論づけられたのであった。

はたしてどちらの説が正しいのか、素人なりに考えをめぐらせながら各氏の論考を読む中から私は多くのことを教えられ、また学んだ。現在、私は国名は邪馬臺国とするのが妥当ではないかと考えており、また里程記事についても、先の各氏の見解や篠原俊次氏（注８）の詳しい調査結果などをもとに、魏晋時代を通じて一貫して通常里が用いられていたとする立場をとっている。

しかし、今なおその論戦には決着がついておらず、邪馬台国の所在地、卑弥呼は誰か、といった問題ともからんで、まだまだ謎は解けそうにない。古田氏が主張しておられる卑弥呼による最初の朝貢年を「景初二年」とする説は私も正しいと考えている（注９）。

一　倭人伝の解読

我が国における古代の歴史を探るためには『古事記』『日本書紀』を手掛かりとすると同時に、遺跡・遺物などによる考古学的な面からの考察が大切なことはいうまでもない。しかし、『古事記』『日本書紀』は八世紀になって編纂されたものであり、また遺物のみによって歴史を語るには限度がある。科学的に歴史を解明するためには、やはり何といっても三世紀における我が国との交流を記した同時代史料である「魏志」倭人伝を完全に解読することが重要な鍵となってくる。

「魏志」倭人伝はすでに読みつくされた、倭人伝の一字一句をこれ以上ほじくりまわしてみても、もう何も出てこない、とするのが従来の考え方であった。だがはたして倭人伝は完全に解読されたといえるだろうか。「壹」と「臺」の全用例一四二個（一四四個）に対する検証、また全ての里程記事を地図と照らし合わせるという実証的な研究の上に立った各氏の論考を拝読しながら、私は「魏志」倭人伝をもう一度自らの手で根本から検討し直してみようと密かに決心したのである。

倭人伝の解釈については通説どおりの読み方に従う限り、まだまだ不審な点や疑問とする所が少なくない。しかし倭人伝を究明するとなれば『三国志』ばかりでなく『後漢書』『晋書』など、中国史書に書かれたより多くの用例に当たってみなければならない。それぞれの字句に隠された真の意味を探るために必要な関連記事の検索、これは予想以上に根気のいる作業であった。倭人伝の記事にぴったりの用例がなかなか見当たらないのである。

若い頃、心臓を患い、何事をするにも無理が利かないため研究は遅々として進まなかった。身体の調子が悪いとき、仕事に追われて疲れたときなど、一日に二ページ、或いは一ページしか読めないときもあった。しかしこういった基本的な検証作業を何年間か続けているうちに、倭人伝の一字一句に託された意味が少しずつ霧が晴れるように判るようになってきたのである。

二　「冢」の字義

卑弥呼を葬るために作られたという「冢」の字義に関する考察、これは私が初めて『邪馬台国』に発表させていただいた論文である（注10）。この雑誌の編集長をも兼ねておられる安本氏が邪馬台国九州及び東遷説を唱えておられるため、心ならずも反論する立場をとっているが、このときのことは今でも忘れることができない。

私はこの論文において箸墓を卑弥呼の墓に比定するとともに、「冢」とは地中に作られた墓室を示すための文字であることを述べた。現在の学界では「冢」と「墳」はほとんど同じような概念で受けとめられており、明確な区別はされていない。これは中国においても同じである（注11）。

この中にあって古田氏（注12）や森浩一氏（注13）は、「冢」と「墳」がはっきりと使い分けられていることを指摘し、「冢」を小さな墳丘墓に想定、歴然とした高さのある人工の古墳が「墳」と呼ばれていたとされている。しかし私が前掲論文において述べたように、秦の始皇帝を葬った高大な墳墓などの場合、説明がつかない。

「蜀志」五、諸葛亮伝の記事は、「冢」と「墳」の意味を端的に表していると思う。

「山に因りて墳を為し、冢は棺を容れれば足れり」

ここで「冢」と「墳」が明確に区別されていることは明らかであり、「冢」が棺を安置するための地中の室（空間）を示すための文字として用いられていることは疑いない。

三　纒向遺跡

奈良県桜井市の纒まき向むく遺跡にある石塚古墳を電磁波探査したところ、地下一メートルのところに人工的な長さ一〇メートルの穴が確認され、その中央部に長さ四メートルの遺物が横たわっていることが判ったという（一九八九年四月　東京新聞）。

無論、これをただちに墓室と断定することはできないが、倭人伝に記す「冢」とは、こういった地中の室（墓壙）のことを表したものである公算が強い。この石塚古墳から出土した板状木製品の年輪による年代測定では、一番外側の年輪が一七五年前後のポイントと一致したという（一九八九年六月　毎日新聞）。

石野博信氏（注14）によると、纒向遺跡は弥生時代の後期から古墳時代にかけてのものとされており、そこで発見される土器は東は神奈川、西は島根、北は石川など各地の特色をもったものが二〇〜三〇パーセントを占めているという。さらに北九州にも三世紀前半頃から近畿や東瀬戸内系の土器の影響が出てきているといわれ、これとは逆に纒向には九州の土器はほとんど見当たらないという。また、古墳を作るようになってから出てくる土器というのは、近畿の土器から素直に発展をたどることができるということである。

これは邪馬台国東遷説に対する反証材料となり得るものである。卑弥呼の時代、大和の地にかなり広い範囲を統とう轄かつした強力な王権が成立していたとするための必要条件は十分に整っているといえるのではないだろうか。

四　字義の考察

私は、「冢」に関する論考に次いで『歴史研究』３１５号において「家」と「戸」、『古代日本海文化』３号では「許」と「可」の字義について検討を加えた。また同７号には「方」の解釈に関する論文を発表させていただいた。「千里の牛」の記事を発見したのもこの頃である。さらに同16号では「然諾」の意味について、18号では「従」と「自」「一海千余里」などの解釈をもとに、東夷伝全体が通常里によって書かれていることを論証した。

この倭人伝の里程記事については、『三国志』全体が短里で書かれているとする古田氏の魏晋朝短里説、「韓・倭人伝」のみ短里が用いられているとする安本氏などによる地域的短里説、尾崎、白崎、山尾氏などのように遠方になればなるほどその里数表示は大雑把に多めに記されがちになるとする、「類ハップル定率現象」的な概念で理解しようとする説明のしかた及び誇張説など、様々な解釈が示されているが、私は陳寿が筆法を用いたことを前提とした場合、「韓・倭人伝」共に通常里によって説明できると考えている。

一方、『五條古代文化』29号では「数里」の問題について、そして、『南九州文化』34、35、37号では「至」と「到」「参問倭地」などの解釈をもとに『三国志』の著者陳寿による倭地への訪問があったことを推量した。

まだこれらの一連の字義考定に対して本格的な反論や意見は寄せられていないが、拙稿とは全く異なった別の考えをお持ちの研究者も必ずいるはずである。是非が問われるのはこれからである。新たな問題提起、定説への挑戦、間違いはあるかもしれない。しかし、これは素人でなければできない冒険ではないだろうか。私はこれまでに提示してきた拙稿に寄せられるであろう様々な意見に対し、謙虚に耳を傾け、これを受け止めてゆきたいと思う。

五　歴史に対する姿勢

白崎昭一郎氏は、「歴史とは残された有限の史料を組み合わせて、過去の状態や出来事を推理する学問である」と述べるとともに「存在する史料だけから歴史を考えると、とんでもない誤りを冒す可能性のあることを、絶えず心に刻んでいなければならない」と戒めておられる。

我が国の古代史も多くの方々のたゆみない研鑚と努力によって大きな発展をとげてきた。歴史を志すものは諸先学のこの尊い研究の跡を真摯にたどり、学ばなければならない。その謙虚な気持ちを忘れないところから、歴史の真実を見極める目も培われてくるのではないかと思う。

〝文字の詮索〟という言葉がある。一字一句にどれほどの深い意味があろうか、と考える方も多いかもしれない。しかし私は、歴史はおろか漢文そのものに対しても全くの初心者であった。その一介の素人としての手探りの状態の中で「魏志」倭人伝に取り組み、そこに書かれた一字一句の究明に心根を傾け、今日まできた。

白崎氏は「歴史が科学として成立するためには〝何故か？〟と問う姿勢がなければならない」と述べておられる。

私は初心者であるがゆえに、全ての通説や語句に対して、「何故か？」という問いを発せざるを得なかった。ひととおりの学識をもった方々であれば問題にしないような字句に対しても、様々な角度から検討を加えてみたりもした。これまで修辞的に使い分けられたものと考えられてきた「許」と「可」或いは「家」と「戸」などが、その文字でなければ表せない独自の意味をもって使用されているのだということに確信が持てるようになったのも、その初歩的な用例の比較検討によって得た知識の賜物ではないかと思う。

私がこれまでに提示してきた文字解釈が、倭人伝の解明に少しでも役立つことができるとすれば、「何故か？」という一素人の素朴な疑問も決して無駄ではなかったということになる。




「継続は力なり」という。苦しい生活の中から人類救済の志を立て、万教帰一、〝全ての宗教の真理は一つ〟との思想のもとに「生長の家」を創はじめられた谷口雅春氏は、そのご教導の神髄ともいうべき著書、『生命の實相』の中で、常に「背水の陣を敷け」と、人間として生きる上での覚悟をお示しになるとともに、たとえ一日一時間、或いは二時間という短い時間であっても、その一つの事柄に対する真剣な努力を毎日欠かさず十年間続けることができれば、あなたはやがてその道の専門家になれるであろう、とお教えになっておられる。

凡夫の悲しさ、私は才能がない上になかなか背水の陣を敷くことができず、いつも心で自分に言い訳をし逃げ道を作ろうとしてしまう。今後何年経っても到底専門家にはなれそうもない。しかし、たとえ僅かずつではあっても、たゆまずに研究を続けていこうとする気持ちだけは忘れずに持っていたいと願っている。

「誠は天の道なり。之を誠にするは人の道なり。誠なる者は勉めずして中あたり、思わずして得、従容として道に中る、聖人なり。之を誠にする者は、善を択びて固く之を執る者なり。博く之を学び、審かに之を問い、慎みて之を思い、明かに之を弁じ、篤く之を行う。──学ばざることあり、之を学びて能くせざれば措かざるなり。弁ぜざることあり、之を弁じて明あきらかならざれば措かざるなり。行わざることあり、之を行いて篤からざれば措かざるなり。人一たび之を能くせば、己之を百たびす、人十たび之を能くせば、己之を千たびす。果たして此の道を能くせば、愚なりと雖も必ず明らかに、柔なりと雖も必ず強し」

これは『中庸』第二十章の中の一節である。世はあげてスピード化の時代。何を今さらと思われるかもしれないが、現在の私はこの先賢の遺してくれた言葉に望みをつないで、日夜凡愚の身を励まし続けている次第である。

〈注〉

１　『「邪馬台国」はなかった』その他

２　〝『邪馬台国はなかった』か〟昭和四十八年　読売新聞

３　『魏志倭人伝』

４　『東アジアの中の邪馬台国』その他

５　『邪馬壹国はなかった』その他

６　『魏志倭人伝の世界』

７　「邪馬臺国について」『人文』第十六集

８　「魏志倭人伝の里程単位」『計量史研究』

９　『古代日本海文化』24号

10　17号「卑弥呼の墓は、大和にあった」

11　楊寛著『中国皇帝陵の起源と変遷』

12　『ここに古代王朝ありき』

13　「卑弥呼の冢」『ゼミナール日本古代史』上

14　「纒向遺跡と初期ヤマト政権」『東アジアの古代文化』63号






第九章　研究ノート『混一彊理歴代国都之図』に見る日本国土観






一九五六年、室賀信夫氏の「魏志倭人伝に描かれた日本の地理像──地理学史的考察」と題した論文が『神道学』一〇号に発表された。

この論文は氏が専門とする地理学史的な立場から、当時の中国人が我が国の地理像をどのように思い描いていたかを考察したものである。室賀氏はこの論文において、中国の東南海上に南に転倒した形で描かれた日本こそ、魏晋時代の中国人の日本についての地理的観念を、そのまま可視的に表現したものである、と述べ、その影響を受けて描かれたと思われる顕著な例として、一四〇二年に朝鮮で作られた『混一彊理歴代国都之図』（以下『混一彊理図』と略す）を紹介された。

この地図の中には日本列島が九州を北に約九十度南転した形で描かれている。もしこれが「魏志」倭人伝の著者陳寿の地理観を再現したものであったとすれば、邪馬台国が大和にあったとする説を支える大きな支柱となる。

一　弘中氏の反論

しかし一九八二年に至り、この室賀氏の説に対して、「『混一彊理図』の日本が九十度南転した姿で描かれているのは『魏志』のつくられた時代からあった知識をもとにしたものではなく、むしろ偶然性に基づくとした方が、より穏当である」とする弘中芳男氏の批判文が『古代文化を考える』７号に発表された。

この弘中氏の見解は『季刊・邪馬台国』15号に特集として組まれた「地図から見た邪馬台国」に二百三十枚という長文の論文となって登場し、またさらに『東アジアの古代文化』44号にも発表された〈これらの一連の論考は『古地図と邪馬台国』（大和書房刊）に収められている〉。地図問題は弘中氏の反論によって完全にふりだしに戻ったかの感さえある。

『混一彊理図』に描かれた日本図は、李朝の太宗元年（一四〇一）、日本に使者として訪れた朴敦之が持ち帰った『行基図式日本図』（以下『行基図』と略す）に基づいて権近らが補入したものとされている。

弘中氏は『混一彊理図』が作られた一四〇二年よりも、さらに約百五十年後の明の嘉靖三十三年（一五五四）頃に作られた『広輿図』にさえ拙劣な日本図を掲げているに過ぎないことを指摘された上で、『混一彊理図』の日本が約九十度南転した形となっているのは、西を上方位として描いた『行基図』を不用意にそのまま重ねたために生じたものとされる。

中国地図の稚拙な日本図から想像する限り、裴秀の時代（三世紀）からあった地図の方位に依拠して書き入れたとする室賀氏の説は、確かに成立しないかもしれない。だが、はたして日本列島が約九十度南転して描かれたのは、朴敦之の持ち帰った『行基図』が、たまたま西方上位図であったためとするその結論に問題はないだろうか。

弘中氏は現在目にすることのできるあらゆる資料を渉猟し、検討を重ねた上でこのような結論に至られたものである。こうした氏のご労作に対し、限られた僅かな資料だけからの単なる推測・推論によって批判を試みるのは非礼と思われるかもしれない。しかし、弘中氏によって様々に検討され構成された『混一彊理図』の作成過程に関する結論も、別の視点から見ればまた違った推論が決して成り立ち得ないわけではない。九州説の視座からのスポットライトによって死角となった部分をより鮮明に照射するためにも、全方位的とはいわず敢えて大和説の立場からの反論として申し述べてみようと思う。

二　倭人伝の行程記事と『混一彊理図』

室賀氏は『混一彊理図』に描かれた日本図について、

「つまりこの国は、もし『魏志』の記載を忠実に地図化したとすれば、日本は必然的にこのような表現を受けるであろうことをはっきりと示しているのである」と述べておられる。

地図（図９‐１）を見れば判るとおり、この図は北九州と壱岐および対馬の間が大きく隔たって描かれている。このように対馬・壱岐などを九州から遠くはなれた海中に描いた図は、弘中氏が示された『行基図』（図９‐２）には全く見られない。

このことは「魏志」及び『梁書』倭伝などの対馬・一支を経て末盧国へと至る行程記事を参考にして描いたことを強く感じさせる。また、朝鮮半島も異様に大きく描かれている。『広輿図』などから想像する限り、この図のもとになった『李沢民図』も、緯度的には現代の朝鮮図以上に下にたれさがって描かれていたとは考えられない。
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ではなぜこのように大きく描かれたのか。むろん、川上厳氏（注１）などが述べておられるように、自国の強大さを印象づけるためという説明も成り立ち得ないわけではない。しかし、やはりここでも「東西二千里、南北千余里」（高麗伝）、「東西四百五十里、南北九百余里」（百済伝）、「東西千里、南北三千余里」（新羅伝）とした『隋書』『唐書』などの記事以上に、「狗邪韓国に到る七千余里」とした「魏志」などの記事が大きく影響していることを窺わせる。

裏返して言えば、李朝にとってこれらの記事は、自国の強大さを印象づけるためには、はなはだ都合がよかったともいえる。この中で対馬が朝鮮半島の近くに描かれているのは「対馬は近い」とする彼ら自身の知識による可能性が強い。

三『行基図』の津軽大里

弘中氏は「日本列島が九十度南転して補入されなければならなかった必然性を論証することは至って困難である」とし、「むしろ偶然性に基づくとした方がより穏当な解釈である」とされた。では一四〇一年に朴敦之が日本から持ち帰った『行基図』が、西方上位に描かれていたとする証拠はあるだろうか。

弘中氏の示された結論は『混一彊理図』に日本を補入する際、たまたま権近の手許にあったのが西方上位の日本図だったのではないかとの想定に立つ。ところが、『混一彊理図』の日本図に書かれている「津軽大里」などの地名は、下鴨神社所伝の『輿地図』および『南瞻部州大日本図』（唐招提寺蔵、図９‐３）などの西方上位図には書かれていないのである。また「夷地」も、岩手から青森地方にわたって大きく位置づけられているが、他の「行基図」では片隅に追いやられて小さく扱われているに過ぎない。

織田武雄氏は一九七三年に発行された『地図の歴史』の中でこのことを指摘し、慶長版『拾芥抄』所載の「行基図」（東方上位）にこれらの地名が見られるところから、『混一彊理図』の日本図はこれに近い「行基図」によったことが窺えると述べておられる。この図が『拾芥抄』に附載されることになったのは、「行基図」の中では最も信頼の置ける地図として定評があったためだと思う。当然、一般にも広く流布していたことが考えられる。

一四〇一年、使者として日本に来た検校参贊の朴敦之が、源詳助（大内氏の重臣平井詳助）から譲り受けたといわれる日本図が、たとえ「拾芥抄図」と同じものではなかったにしても、それが西方上位図であったとする証拠は何一つない。むしろ「拾芥抄図」と同様に東上位に描かれていた可能性の方が強いのである。これは正常位に描かれている『海東諸国記』（一四七一年刊）附載の日本図（図９‐４）に、先にあげた津軽大里・夷地などの地名が見られることからも窺えることである。
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織田氏によれば、この日本図に書き入れられている鎌倉殿・富士山・湖（琵琶湖）・兵庫浦・博多などの地名は、申叔舟が嘉吉三年（一四四三）に朝鮮使として来日したときの知識によったものという。刊行年次は慶長版『拾芥抄』所載の「行基図」よりかなり早く（一二五年以上）、印刷された日本図としては世界で最初のものという。一四七一年の刊行であるから『混一彊理図』が作成された年の約七十年後となる。日本が東西に長く延びた列島であるとはっきり認識されるようになったのは、申叔舟以後のことなのかもしれない。
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四　権近の題跋

弘中氏が訳出された権近の跋文には、

「……今特に本国地図を増広し、而して附するに日本を以てし、新図を勒成す……」

と書かれている。「本国地図を増広し」とは、東半分の欠略した部分のみを加えたということだけではなく、さらに大きく書き改めたことを述べたものにほかならない。

また、この文の前には、

「建文四年夏、左政丞の上洛金公（金士衞）と右政丞の丹陽李公（李茂）は燮理（国政）の暇この図を参究し、李薈に命じて検詳せしめ、さらに詳校を加え合せて一図となさしむ」

としたためられている。朝鮮図を補正するに際してはもちろんのこと、日本図を新たに書き加えるに当たっても、おそらく自国に残された記録類と共に、諸々の中国史書が参考に供されたに違いない。このような状況の中において、権近が不用意に西方上位として描かれていた「行基図」を、そのまま重ねたなどということは想像すらできないのである。

このように見てくると「日本列島を南に長く延びた国土とする観念はむしろ『魏志』的である」と述べた室賀氏の指摘が重要な意味を持ってくる。高橋正（注２）氏もこの見解を「筆者には捨て難い考えの一つに思える」と支持しておられる。

〝朝鮮半島が実際よりもかなり大きく描かれていること〟〝対馬・壱岐などが九州から遥かに隔った海中に描かれていること〟〝日本列島が九十度南転した形で描かれていること〟などを総合して考えると、この日本図は「行基図」をもとに、「魏志」『梁書』などの記事を参照しながら書き入れたとするのが最も妥当ではないかと思う。また、緯度的には『後漢書』倭伝の「朱崖・儋耳と相近し」とした記事などに依拠したものである可能性が強い。

さらに『唐書』百済伝には「西は越州に界し、南は倭、北は高麗……其の東は新羅なり」とさえ書かれている（越州は今の浙江省紹興県）。『混一彊理図』に描かれた朝鮮は、まさしくこの浙江省のあたりまで拡大して描かれているのである。権近らが朝鮮・日本などを書き入れるに当たって、これらの中国史書を参考の対象として、いかに重要視していたか容易に窺えると思う。

五　伝聞記事と中国人の地理観

古代中国人は、日本を南北に連なる島であると認識していた。むろん、室賀・高橋の両氏も指摘されているとおり、『隋書』『北史』『唐書』などには我が国の境域が「東西五月行、南北三月行」と記されており、日本列島が東西に長く延びた国であることの可能性についても当然、検討はされたに違いない。

だがこの記事は「魏志」などのような中国人自身の経験に基づくものではなく、倭人からの聞き書きである点に注意しなければならない。

『邪馬台国』17号に掲載された「漢民族の日本国土観」の中で海野一隆氏は、清の徐継畬によって著された世界地誌『瀛環志略』（一八五〇年刊）の巻一に載せられているという「東洋二国図」の写しを紹介しておられるが、この図にも日本が南北に直列した形で描かれている（前掲書参照）。

驚いたことにこの図は「日本三島」と題し、しかも形は日本列島の全体図に似せながら、中央の大きな島には長崎と記しており、北から対馬・長崎・薩[image: gaiji]馬（薩摩）・琉球の順に並べられている。

なぜこのような形に描かれたのだろうか。この地図は西洋製の地図を下敷きにし『海国聞見録』の記事によって書き改めたものという。徐継畬の説明文には、

「西洋人の海図、日本三島を将て朝鮮以北に列し、係属錯誤す。彼の市船（商船）罕まれに東洋に到り、伝聞する所の者に就きて、意を以て之を為るのみ。茲ここに海国聞見録に拠りて之を更正す」と書かれている。

織田氏の『地図の歴史』世界編によると、「東洋二国図」が作られた十九世紀の半ば頃には、西洋製地図に描かれた日本図（注３）も、かなり実際に近いものになってきていることが窺える（図９‐５）。徐継畬も、当然ある程度地図に関する知識は持ち合わせていたと思う。それにもかかわらず本州・四国などの地名を切り捨てた上、これを南北に直列した形に書き直しているのである。

このことは『隋書』『唐書』などの伝聞記事はすでに拝見ずみといった作者の思いまでも、一緒になって感じさせずにはおかない。彼らが中国人自身による記録と、土地の者達からの伝聞のどちらを重視していたかは一目瞭然といえる。海野氏が増村宏氏（注４）の見解に立脚しながら例示された『新唐書』日本伝の「又、妄りに其の国都数千里なりと夸る」と書かれた記事は、当時の対日本人観を端的に物語っていると思う。

六　古代朝鮮における日本の地理像

朝鮮と我が国の関係について見ると、高句麗の滅亡後にたてられた渤海国（後高句麗、六九八〜九二五）の時代には、およそ三十四回の来朝が記録されているというが、主に日本海沿岸の敦賀・能登などに来航していたことが知られている。

しかし、渤海国が敦賀・能登などの日本海沿岸に直接来航していたのも、一つには南に新羅・百済などが依然として割拠していたからに他ならない。そもそも渤海国が我が国に修交を求めたのは、唐・新羅などにはさまれて国際上孤立していたためといわれている。

渤海の南海府（朝鮮咸鏡道鏡城）にある吐号浦から日本に直行するその航海は困難をきわめ、北陸から山陰地方一帯にかけて所定めず漂着していたという。しかもその通交は七九七年（延暦十八年）に至り、六年に一度と定められ、さらに八二四年（天長元年）には十二年に一度と定められていた。

その上『混一彊理図』が作成されたのは、渤海国の滅亡から実に四百七十七年もの歳月が経過した後の、一四〇二年のことである。すでにこの頃には朝鮮─敦賀、或いは能登といった日本海ルートに関する記憶は、ほとんど失われていたのではないかと思う。

また、たとえ彼らがその航海の事実を知っていたとしても、はたしてそれがどの程度の距離の所にあるのか、さらには日本列島がどのような方向に延びているのかは、全く見当さえつかなかったに違いない。

古代において日本海は、とても海の銀座などといえるようなものではなく、危険きわまりない大海原でしかなかったのである。事実、古代の航海においては海難事故はつきものであった。

また、渤海国に代わって高麗が朝鮮を統一（九三六年）してからは、様子がかなり違う。

十三世紀に入って倭寇の襲撃が盛んとなり、高麗は何度も我が国に使者を派遣してその鎮圧を要請してきているが、この時代に室町幕府との通交に仲介の労をとったのが今川了俊や大内義弘であった。

今川了俊は当時の九州探題であり、また大内義弘も父弘世から周防・長門・石見の守護職を承け継ぎ、中国・九州に跨がって大きな勢力を持つ人物であった。この大内義弘も今川了俊に従って九州に下向し西国の鎮撫に努めていたといわれているから、高麗の使者はほとんど九州方面に来航していたと考えられる。

また、高麗を案内役とした元寇（一二七四年の文永の役、一二八一年の弘安の役）の場合も、対馬・壱岐を侵して九州へと逼せまったものであった。倭寇の襲撃に手をやいた高麗が倭船三百艘を焼いたのも対馬である。このような点から考えても、李朝初期の頃の日本列島に対する地理認識は、あくまでも対馬・壱岐を通じてのものでしかなかったと見るのが穏当な解釈ではないかと思う。




[image: P009]

弘中氏は、渤海国の時代から彼らの地理観はきわめて正確で、敦賀・能登の方が北九州より遥かに近いことを熟知していたとし、地図作成以前すでに過去数世紀にわたって、彼我共にかなり正確な日本列島像が形成されていたのではないかとされている。また、

「人類は原始に遡れば遡るほど距離（数や尺度）についての厳密さは低下するかもしれないけれど、方角については現代人より遥かに本能的な鋭さをもっていた筈だ。古代人が地図を書いた場合、たとえ距離は不正確ではあっても、方角を根本的に取り違えることは考えにくい」とも述べておられる。

しかし、方位を間違えて書き入れているのは、何も日本列島だけではない。地図を見れば判るように対馬は南南西に長く延びた島である。これに対し『混一彊理図』に描かれた対馬は西南西に二十五度ほどかたむいて横たわった形になっている。対馬は朝鮮半島に最も近い。しかも、その全体像は本州などとは比較にならないほど小さい。その上、この図は李朝が自らの知識に基づいて描いたものである。その対馬でさえ約四十五度の誤りを犯しているのである（図９‐５）。

彼らが思い描いていた地理像は、現代の正確な地図を知る我々が想像する以上に漠然としたものでしかなかったのではないだろうか〔青山定雄氏（注５）は、対馬の方位も九十度の誤りがあるとしておられる〕。

七　方位記事の信頼度

倭人伝の邪馬台国への方角が東の誤りである可能性については、内藤湖南氏（注６）（『後魏書』勿吉伝の記事を例示）、直木孝次郎氏（注７）（『旧唐書』高麗伝）、白崎昭一郎氏（注８）（『漢書』西域伝）、山尾幸久氏（注９）（『後漢書』郡国志注）など、多くの畿内説論者によって早くから述べられてきている。

『南斉書』扶南伝を見ると、「大江あり、西流して海に入る」と書かれた記事がある。ところがこの同じ記事が『梁書』扶南伝では、「大江あり、広さ十里、西北より流れて東のかた海に入る」と書かれている。扶南国はカンボジア南部にあった国とされており、ここに書かれた大江とはメコン川のことである可能性が強い。

地図を見れば判るとおり、メコン川は西北から流れてカンボジアに入り、南流した後河口付近で東南に向きを変えて海に注いでいる。「東して海に入る」とした『梁書』の場合、その誤差は四十五度程度であるが、『南斉書』は百三十五度の誤りを犯していることになる。

メコン川の場合、地形から見ても西には流れることはできない。もし南斉から梁、或いは現代にかけての間に、何らかの原因によって川の流れに変動があり、現在の形になったと仮定しても、ベトナムのラチジャ付近に出ていたとする南流のケースしか考えられないのである。したがって、この扶南伝の記事も、方位は確実に九十度以上の誤差があったとしなければならない。

また、『五代史』四夷伝には、「幽州より此に至るまで里堠（方角・里程などを示した標識）なし、其の向う所南北と為すを知らず」と書かれた記事がある。この記事は未知の土地を訪れた者が、到着地の方位を知ることがいかに難しいかということを教えてくれている。

方位記事が信頼性に欠けていることは、これらの記事を見ることによっても容易に理解できると思う。『後漢書』郡国志の注記（図９‐６）が中国本土内における方位記事であることを思うとき、人間の方向感覚がいかに頼りないものであるかを痛感せずにはいられない。




以上、『混一彊理図』に関する諸氏の見解をもとに種々検討を重ねてきた。

これまでの考察によって得た私の結論を総合すると、『混一彊理図』に描かれた日本図は『拾芥抄』所載の「行基図」と近似した日本図を、「魏志」をはじめとした各中国史書と対照させながら李朝政府官僚の知見に基づいて書き入れたとするのが最も妥当な解釈ということになる。
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地理学者である室賀氏の論文によって知られる『混一彊理図』、また海野氏が新たに提示された「東洋二国図」などの存在は、視覚の面から日本についての地理観を、改めて我々に認識させてくれたと思う。よく知られているように行程記事に関しては「魏志」倭人伝が最も詳しい。権近は「行基図」をもとに、古代中国人が抱いていた地理観「南、邪馬臺（壹）国に至る」を、我々の前に見事に再現してくれたのではないだろうか。
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弘中氏の多くの史料を参照しながらの詳細なご論考には敬意を表するが、氏は地理学者の織田氏が指摘された『混一彊理図』の日本図にかなり大きく書き入れられている津軽大里・夷地などが、西方を上位とした我が国の「行基図」にはないという点、また、青山氏が「李朝に於ける二三の朝鮮全図について」で示された朝鮮半島に最も近い対馬でさえ約九十度方位を誤って書き入れているという、当時の李朝における全体像に対する地理認識（図９‐７）の程度、そして壱岐・対馬などを九州本島から大きく離した描きかたが「魏志」『梁書』などを参考にしたとしか思えないことなど、肝心な点を見落としておられるのではないだろうか。

最後に弘中氏が、権近が『混一彊理図』に日本図を書き入れるとき、たまたま手許にあったとする西方上位の「行基図」は、一体いつ頃書かれたものだろうか。

慶長版『拾芥抄』所収の「行基図」（図９‐８）は、東方上位に描かれているにもかかわらず、添え書きだけが西方上位の形で書き入れられている。洞院公賢（一二九一〜一三六〇）が撰して洞院実熙が増修した（一四〇〇年代）という説もある（織田氏）という。この図の存在は、唐招提寺蔵の「行基図」など我が国の西方上位図が、いつ頃書かれたかということをきわめる上でよい参考になるかと思う。
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本論は『古代日本海文化』６号の「魏志倭人伝の方位記事」、および同13号の「魏志倭人伝と確率論」、同27号、28号所載の「邪馬台国への道程」などの姉妹編として書かせていただいたものである。

なお、この小文を書くに当たって「古代日本海文化研究会」主宰の白崎昭一郎氏から貴重な資料を提供していただいた。ここに改めて感謝の意を表する次第である。

〈注〉

１　『邪馬台国をつきとめる』

２　『季刊邪馬台国』15号

３　イエズス会士マルティノ・マルティニ（衛匡国）の「シナ図」（一六五五年刊）などに書き入れられている日本図などでも、すでに日本列島が東西に横たわった形で描かれており、シーボルトがひそかに持ち帰った「伊能図」をもとにしたイギリス製日本沿海図（一八六三）などはかなり正確に描かれている。

４　「旧新両唐書日本伝の検討」『内田吟風博士頌寿記念東洋史論集』

５　「李朝における二三の朝鮮全図について」『東方学報』第九冊

６　「卑弥呼考」『芸文』第一巻　２・３・４号

７　『ゼミナール日本古代史』

８　『東アジアの中の邪馬台国』

９　『魏志倭人伝』






第十章『五條古代文化』との出会い






私と『五條古代文化』との出会いは、当該雑誌の主幹として編集・発行に携わっておられる福本正夫氏や、毎号執筆者として寄稿しておられた白崎昭一郎氏、篠原俊次氏などの論文を『東アジアの古代文化』や『季刊邪馬台国』で拝見したことがきっかけである。

これらの論文の中で『五條古代文化』という古代史専門の雑誌が発行されていることを知り、早速、購読の申込みをさせていただいた。

こうしたなか、新人物往来社内にある歴史研究会の手によって発行されている『歴史研究』第２８０号（一九八四年七月）で私が発表した「倭の五王問題と干支紀年」を見たということで、福本氏から突然手紙があり、ぜひ寄稿してほしいとの申し出を頂いた。このときに書かせていただいたのが十周年記念特集号（第29号、一九八四）の「里数記事解釈上の問題点」である。

私はこの論文の中で、当時問題となっていた数千里、数百里などの解釈について、「数」とは主として二・三・四を表すとする前記白崎氏や安本美典氏などの見解に対し、「数」は五・六であると主張する古田武彦氏などの解釈とは違った視点からの意見を述べさせていただいた。私見に対する評価にはまだふれることができないままであるが、里数記事を理解する上で少しは寄与することができたのではないかと考えている。

福本氏が市会議員としての役職のかたわら『五條古代文化』を刊行するに至った経緯とそれを継続していく上での苦労は、各号の「あとがき」で詳しく述べられている。

五條古代文化研究会の会長として同誌の発行を進言し、資金的な面から福本氏を支えてこられた川端末光氏をはじめとして、執筆者各位、読者の方々からの温かいカンパによって同誌は第30号まで続けられた。そのたゆみない努力には敬服の念を抱かざるを得ない。

不肖私はといえば、若い頃長い間心臓を患ったせいもあり、発行を続けていくための困難さを知りながら、金銭的に何一つ協力できないまま過ぎてしまった。我ながらあまりの不甲斐なさを恥ずかしく思っている次第である。

この『五條古代文化』のあとを承けて、現在『古代史の海』の顧問をされている白崎昭一郎氏が新たに『古代日本海文化』の発行に踏み切り、実に十年間、第40号まで続けられた。白崎氏との邂逅、その知遇を得ることができるようになったのも『五條古代文化』がきっかけである。

白崎氏にはいろいろと貴重なアドバイスを頂くとともに、数え切れないほどの史料のコピーを送っていただいた。時には資料がなくて困っている私のために、忙しい中、国会図書館にまで問い合わせ、送ってくださったこともあった。多くの論文を発表させていただいたことと共に、今でも感謝の念でいっぱいである。

氏は『古代日本海文化』の「あとがき」の中で、「後進の研究者を育てることも本誌の重要な使命の一つである」と述べておられたが、白崎氏をはじめ各執筆者の優れた論考に文字どおり育てられてきたのだという思いがする。

大げさな言い方かもしれないが、福本氏や会長の川端氏等の手によって蒔かれた一粒の種が、多くの人々の善意にも支えられて、現在も発行が続けられている『古代史の海』にまでしっかりと繋がり、海のような大きなうねりとなって、古代史研究の進展にささやかながらも貢献ができるようになってきているのだと思うと、一会員に過ぎない身ではあるが感慨もひとしおである。






第十一章　神話の舞台となった高天原の所在地






神話はその国の歴史を知る上で、きわめて重要な意味をもつ。それは我が日本においても同様である。

ところで、我が国に伝わる『古事記』上巻、並びに『日本書紀』神代紀（以下『記』『紀』とする）における国生み神話と、それに続く天照大神と素す戔さの鳴おの尊みことの軋あつ轢れきによる天あまの石い窟わ戸と隠れ、瓊に瓊に杵ぎの尊みことによる「高千穂の峰」への天降りを記したいわゆる天孫降臨伝承など、一連の神話の舞台として描かれた高天原は、一体どこにあったのだろうか。

本居宣長（注１）は、高天原とは天上界のことを述べたものであるとされた。しかし、これをただ神話としてではなく、天皇家皇祖神の説話であり、何らかの史実を反映したものとして考えるとすれば、高天原は当然、この日本のどこかに存在していたとしなければならない。

一　高天原はどこか

高天原とは天上界のことであるとする本居宣長の説に対し、高天原を地上に比定する説も古くから唱えられていた。

室町時代に書かれた一条兼良の『日本書紀纂疏』には、すでに高天原大和説が紹介されているといわれ、その流れをくむ河北景楨は、その著『天祖都城弁』（一七六七）において、「天とは天子のいる場所をいうのであり、その門を半歩外に出ればこれを『天下る』という」とし、高天原を天あまの香か具ぐ山やまなどのある大和に比定。津田左右吉（注２）も、大和に実際にある地名が高天原説話の中に生かされていることを指摘し、高天原は大和を天上に反映させたものであるとされた。

一方、高天原を九州に比定したものとしては、江戸時代に書かれた『神別本紀』（注３）の豊前説、また白尾国柱（注４）による東霧島の高原郷説などがある。

さらに新しいところでは、古田武彦氏（注５）が、隠伎之三子島、伊伎島、津島、女島、知訶島、両児島などの亦の名に『天の──』という文字が冠せられていることを根拠として、対馬海域を中心としたこれらの六つの島々が天国（高天原）の領域だったとし、安本美典氏（注６）は、夜須川（安河）などのある朝倉・甘木地方を中心とした地域に高天原があったとされている。

また、鈴木正知氏（注７）は関東の総国（上総・安房）に、井本英一氏（注８）は、天孫降臨は垂直表象ではなく水平移動であったとする観点から、高天原を大和に比定している。

これらの説の中では現在のところ安本氏の説が、「高千穂の峰」が九州にあること、神話に用いられている地名が甘木市近辺に存在することなどから考えて、最も妥当性が高いように思う。

しかし、高天原という名称、また天孫降臨に関する記事内容、さらに瓊瓊杵尊の天降った「高千穂の峰」が朝倉盆地よりも遥かに高い霧島山や臼杵郡の高千穂であったと見られている点などから考えると、矛盾したところがないとはいえない。低い所から高い所にある山岳地への天降りは、水平移動の考え方によっても説明は困難である。

二　高天原は阿蘇にあった

『記』上巻および『紀』神代紀には、瓊瓊杵尊による天降りの模様が次のように記されている。

「……天の石位いはくらを離れ、天の八や重へ多た那な雲を押し分けて、伊い都つ能の知ち和わ岐き知ち和わ岐き弖て、天の浮橋に宇う岐き士じ摩ま理り、蘇そ理り多た多た斯し弖て、竺紫の日向の高千穂の久く士じ布ふ流る多た気けに天降りまさしめき」（『記』）

「……皇孫、乃ち天磐座あまのいはくらを離おしはなち、且天八重雲またあめのやへたなぐもを排分おしわけて稜い威つの道別ちわきに道別きて、日向の襲の高千穂峰たかちほのたけに天降ります」（『紀』）

以上の如く、これらの記事内容から考えると、天孫降臨はどうしても高所から中間地・低地へという図式しか浮かんでこない。

九州のほぼ中心部に位置する所に広大な阿蘇高原（平野）がある。雨雲が黒くたれこめているときなど、この阿蘇平野よりもかなり低い所に雲海となって広がっている。現在、阿蘇周辺一帯には神話に登場する地名は全く残されていないが、阿蘇高原からその雲海を眺めていると、あたかも天上界にいるような気分になるという。私は「高千穂の峰」を宮崎県臼杵郡の高千穂に比定した（注９）。阿蘇高原は臼杵郡の高千穂とはかなり近い。高天原はこの阿蘇高原にあったとは考えられないだろうか。

本居宣長が高天原を天上界のこととしたのも、先にあげた『記』『紀』の記事内容に、雲に関する記述があるためにほかならない。しかし「……天八重雲を排分けて」と書かれたその情景は、阿蘇外輪山の周辺一帯を奄おおった雲海を押し分けるようにしながら、臼杵郡の高千穂めざして降くだって行くさまを記したものと解すれば、一層現実味を帯びて感じられる。高千穂町近辺は雲海の名所といわれている。天孫降臨は雨雲の位置を境とした高地（阿蘇高原）から中間地（高千穂）・低地（笠狭の御碕）への移動を記したものだったのではないだろうか。

三　地名の存在と史実

漆谷健三氏は「高天原を紀行する」と題して、宮崎県臼杵郡の高千穂と安本氏が主唱する甘木・朝倉地方を中心とした高天原に関する紀行文を書いておられる（『邪馬台国』24号所載）。

漆谷氏はこの文の中で、臼杵郡の高千穂にも古くから高天の原伝説があり、天の岩戸、天の安の河原、天の真名井など、神話にちなんだ地名があることを紹介している。無論、これらの地名がいつ頃から人々の間に伝承されていたものか明らかでない以上、後世の付会といった面からの検討が必要であることはいうまでもない。このことはすでに喜田貞吉（注10）、井上通泰博士（注11）などによって指摘され、否定されている。

「高千穂の峰」をこの臼杵郡の高千穂に比定する喜田氏は、

「今の西臼杵郡の高千穂の地には、神跡と称するものが、数多く存在する。いわく高天の原、いわく天の岩戸、いわく天の真名井、いわく天の浮橋（中略）常識的に考えても、すでに、天孫は、高天の原から、この地に降臨したという以上は、高天の原が、この地でないことは明らかである。高天の原はもちろんのこと、天の真名井、天の香久山など、高天の原の神跡が、この地にあるはずがないのは言うまでもない。これらは、古伝説地を一層神聖にしようとして、かえって、古伝説地の確からしさをそこなうものであると言わざるをえない。この地は、神跡と称するものがあまりにも多く、かえって、識者の心証を害し、世人をして真の古伝説地であることさえ否認させるにいたる。おしまれることである」

と、こういった後世の作為が、世の人々に真の古伝説地に対する悪い印象を与えかねない結果となっていることをなげいている。井上氏も、

「智鋪郷、すなわち高千穂荘の中心である三田井・槵触神社・高千穂神社などのある三田井には、高い山がない。槵触神社のある槵触峯も、小さな丘にすぎない（中略）そもそも高千穂荘（智鋪郷）、霧島、ともに土地の人が、世間の人にその地が天孫降臨のあとであることを信じさせようとするあまりに、こじつけを行っている場合がすくなくない。地名だけを見ても、高千穂荘の高天の原・磤馭盧島おのころじま・檍原・天の岩戸・天の安河……など、また、霧島山の橘の小門の檍原など、識者をして顰ひん蹙しゅくさせるものがすこぶる多い。このような事例が高千穂荘の方にとくに多いのは、世に知られようとする必要が霧島山よりも多かったためではなかろうか。私はこの土地のために、後世、軽率な研究者によって玉石ともに捨てられることをおそれる」と述べている。

井上氏が「高千穂荘の中心である三田井・槵触神社・高千穂神社などのある三田井には、高い山がない。槵触神社のある檍触峯も、小さな丘にすぎない」としている点は、地上にある高天原からの天降りである以上、この地が「高千穂の峰」であることを否定する理由とはなり得ないと思うが、天降った「高千穂の峰」に高天原や天の安河があるはずはないのは当然であり、両氏の述べるところは歴史を考証するに当たって私達の常に心掛けておかなければならないことであることはいうまでもない。

『邪馬台国』24号において安本氏は、この喜田・井上両氏の文を紹介し、これらの地名のほとんどは後世の付会と見られる、と述べておられる。このような例によって考えても判るように、関連知名が存在しているだけでは、必ずしも比定地としての有利な条件とはならないのである。

朝倉・甘木地方の地名がいつ頃から存在していたかは明らかでない。ただ『延喜式』（九二七年）『和名抄』（平安朝初期）など、現在見ることのできる古い文献にはすでに載っているという。高天原は朝倉・甘木地方にあったとし、この地を日本国家誕生の地として邪馬台国の存在を重ね合わせて考える安本氏は、甘木地方と大和における地名の類似は、邪馬台国東遷（神武東遷）の結果とされる。

しかし、関連地名の存在には幾通りもの推理が成り立つ。私は、『南九州文化』31号において、神武東遷による大和王権の確立（邪馬台国）と、崇神王朝の誕生によって政権の座を失った邪馬台国が西遷したとする見解を述べた。

この邪馬台国の西遷は、崇神紀における記事内容の分析と、倭（やまと）という地名が、神武天皇が大和入りするよりも前から存在していたこと、大和と九州の甘木地方にある関連地名の中の幾つかが『和名抄』や『延喜式』などが書かれた頃よりも前に編纂された『記』『紀』の大和に関する記事の中に見られることから、これらの地名のほとんどは九州よりも先に、大和に存在していたのではないか、ということなどを根拠として推量したものである。

大和にはすでに天香山も存在していた。無論、甘木地方にも高山（かぐやま）と呼ばれていた山があるという。しかし、神話に書かれた天香山を別にすれば、文献的には大和にある天香山の方が先に存在していたことになるのである。

この大和の地には神式東遷以前、すでに鐃にぎ速はや日ひの命みことが天あまの磐いわ船ふねに乗って天降っていたことが伝えられている。もしこの鐃速日命が、阿蘇の高天原にあった天香山の記憶をもって大和に移り住んだのであったとすれば、天香山の名はこのときに付けられたものといえないこともない。

四　火山灰の下に埋もれた高天原

よく知られているように、私が高天原の候補地としてあげた阿蘇平野は、大規模な火山活動によって出来た広大なカルデラ台地である。その火山活動の時期を探るための年代測定結果によると、最終期の火山噴出物は、三万〜五万年前頃のものと推定されており、三万年以前にカルデラが形成されたとされている（注12）。

縄文時代晩期、九州においては火山灰台地に集落の出現が目立つという（注13）。この頃の阿蘇周辺の台地遺跡からは穀物収穫具が多く発見されている。窺ったところ天照大神の時代に想定できる紀元前後の四〇〇年間（注14）には、火山活動のあとを示す痕跡はなさそうである。しかし、景行紀を見ると、阿蘇の広大な平原にはほとんど人影が見られなかったことが書かれている。或いは神代紀に書かれた時代より以後（神武─垂仁天皇の頃）火山の噴火があったのかもしれない。

有史以後の噴火活動は、五五三年からの記録が残されているという。『隋書』倭（俀）国伝にも「阿蘇山有り、其の石、故無くして火起り天に接する者、俗以て異と為し、困りて祷祭を行う」と書かれた記事がある。相当激しい噴火を繰り返していたのであろう。天照大神をはじめ多くの神々が生活の基盤としていた阿蘇高天原は、神武─垂仁、或いは五五三年頃の火山爆発による溶岩流出や降灰などによって、盡ことごとく地中に埋まってしまったのではないだろうか。

私は『南九州文化』37号において「魏志」倭人伝に書かれた裸国・黒歯国との関連で、約一五〇〇年前までは鳥の他は人も動物もいなかったとされているハワイ諸島の歴史（注15）についてふれ、あい次ぐ火山の爆発による歴史の断絶があった疑いのあることについて述べた。伊豆諸島の火山帯に属する御蔵島・八丈島などで発見された縄文時代の遺跡は、盛んな火山活動によって一〇メートル近い溶岩の泥流下に埋没しているといわれている（注16）。群馬県では二層になった火山灰の下から、弥生時代の水田遺跡が見つかったという（注17）。昭和五十八年（一九八四）に起きた三宅島の火山爆発では、島の南西部にある阿古地区と、薄木地区にある民家のほとんどが溶岩流によって埋め尽くされてしまった。

このような過去における火山災害の大きさを考えれば、阿蘇高原に関する先の推定もあながち無稽な想像とはいえないと思う。

五　稲作農耕の時代

高天原には天の安河が流れていた。また、稲を作るための水田があったことも書かれている。水田の存在に重点を置いた場合、高天原を低地の平野部に求めることも決して不自然ではない。

阿蘇平野は文字どおり高い所に位置している。稲作のための水を確保するのは容易なことではない。しかし、太古の昔、この高原に水田が存在していたことを想定することはできないだろうか。

漆谷氏の先の紀行文によると、昔々、阿蘇外輪山の内側には、満々と水を湛えた大きな湖があったという。ところがタケイワタツノミコトという神様がこれを干拓しようと思いたち、この湖を蹴破ってしまったというのである。

これは伝承として今に伝えられている神話であるが、この神話は太古に形成されたカルデラ中央部の凹地が、一時期湖であったとする火山考古学の判断とも一致する。世界的にも有名な阿蘇カルデラの大きな火口跡に満々と水を湛えた湖は、稲作のための貴重な水源としても活用できたのではないか。
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六　河川の氾濫と水位

古代の海岸線は現在よりも水位が高かったため、かなり内陸部まで入り込んでいたという。愛知県から岐阜県にかけて広がる濃尾平野の海岸線もかなり湾入し、木曾川や長良川は大雨が降るごとに氾濫、湿地帯の中で様々にその流路を変えた（注18）。

遠く阿蘇平野に源を発し、朝倉・甘木盆地を経て有明海に流れ出るその頃の筑後川の状態は、どのようなものであっただろうか。奥野正男氏（注19）によると、

「弥生前期末の頃にはすでに農耕を基盤とした社会が定着、人口もさらに増加し、新たな可耕地への進出が強く要求された」。しかし「広大な低湿地の開発は未だ自然条件からいっても社会条件からいっても無理があったとみえ、むしろ台地上への進出が選ばれている」。弥生中期になって「筑後川の本流ぞいの自然堤防にも貝塚をともなう遺跡が群集してあらわれる」ようになった、という。

筑後川の近辺は洪積地や扇状地が少なく、ほとんどが沖積地となっている（図11‐１）。今日、豊かな穀倉地帯となっている筑紫平野は、その大部分が葦の生い茂った湿地帯であった可能性が高い。

七　天子は上游に居り

古代中国においては、天子は常に川の上流に居を定めたとされている。

「天子は上游（流）に居り」（『史記』）

水の心配がなく穀物を作るための耕地にさえ恵まれていたならば、いつ氾濫が起きるかもしれない下流の平野部よりも、川の上流に本拠を置いた方がすべての点で有利なことはいうまでもない。上流にあるということは、人間が生きてゆく上で欠くことのできない水の流れを支配することにもつながる。年ごとに氾濫を繰り返す下流の沖積地帯に比べ、その頃の阿蘇平野はすべての点で生活拠点としての条件に恵まれた、開かれた土地だったのではないだろうか。

阿蘇山を中心とする広大な高原にある平野が、もし神話の伝える高天原であったとしたならば、瓊瓊杵尊が天降った場所を臼杵郡の高千穂であったとすることは、最も自然な考え方といえる。

鎌倉時代に編纂された『釈日本紀』に、次のような『日向風土記』の逸文が引かれているという（注20）。

「臼杵の郡の内、知鋪の郷さと、天津彦々火瓊瓊杵尊、天の磐座を離れ、天の八重雲を排おしわけて、稜威の道別き道別きて、日向の高千穂の二上の峯に天降りましき。時に、天暗冥そらくらく、夜昼別わかず、人ひ物と道を失ひ、物の色別き難たかりき。ここに、土つち蜘く蛛も、名を大鉏・小鉏と曰ふもの二人ありて、奏ま言をししく、『皇孫すめみまの尊、尊うずの御手以ちて、稲千穂を抜きて籾と為して、四よ方もに投げ散らしたまはば、必ず開あ晴かりなむ』とまをしき。時に、大鉏等の奏ししが如ごと、千穂の稲を搓てもみて籾と為して、投げ散らしたまひければ、即ち、天開晴り、日ひ月つき照り光かがやきき。因りて高千穂の峯と曰ひき。後の人、改めて知鋪と号なづく」（『釈日本紀』巻八、逑義四、神代紀、穂日二上天浮橋の註）

この記事も、折悪しく雨雲がたれこめてきたために阿蘇高原の高天原は晴れているにもかかわらず、瓊瓊杵尊が天降った高千穂のあたりは昼夜の区別さえもつかなかったという伝承に基づいたものではないかと思う。「天暗冥く、夜昼別かず」とある記述は、高千穂への道中において、幾重にも重なった雲海に遮られて進退きわまったときの模様が表現されたものであろう。

地上にある高天原からの天降りは、こういった状況を想い描くとき、初めて、史実を核とした伝承を記録したものとして、一層のリアル感をもって迫ってくる。すでに述べたように、天孫降臨は高地（雨雲の位置よりも高い所）から、中間地、低地への移動について述べられたものである可能性が強い。雲の存在が鍵である。

この点、朝倉・甘木地方を高天原とした場合や、また、古田氏が述べる「天の……」という文字が冠せられている六つの島々のうちのどこかからの降臨説も、低地、或いは海上を通過した後の山岳地への天降りとしなければならないから、『記』『紀』の降臨説話に書かれた状況とは全くかけ離れたものとなってしまう。

高天原の所在地については先にあげた説の他、野洲川のある近江の国にあてる説もある（注21）。しかし「高千穂の峰」が九州にあることから考えても大和説同様、矛盾が多すぎる。




現在、阿蘇平野には、『記』『紀』に書かれているものと同じ地名は全く遺されていない。また、考古学的な裏付となる遺跡・遺物などの類も何一つ発見されていないままである。ただ、この地が高天原であったとするにふさわしい高原であることと、臼杵郡の高千穂に近いということが比定地としての条件に適っているだけであり、今のところは全くの憶説としかいえないかもしれない。

しかし、高天原神話が史実を伝えたものであるとし、その場所をこの地上のどこかに求めるとするならば、まず何よりも神話の記事内容を合わせた地理的な面からの考察が、最も重要となってくる。こういった観点から考えた場合、九州のほぼ中央に位置する阿蘇高原は、他のどの説よりも該当性に富んだ有力な候補地として推奨することができると思っている。

〈注〉

１　『天祖都城弁弁』

２　『日本古典の研究』上

３　国学者・浮世草子作者、多田義俊の偽作とされている。

４　『神代山陵考』

５　『盗まれた神話』

６　『高天原の謎』『邪馬台国への道』

７　『邪馬台国に謎はない』

８　『東アジアの古代文化』66号

９　『近畿南九州央談』５号

10　『日向国史』

11　『西海道風土記逸文新考』

12　『百科事典』平凡社

13　『日本の歴史』１

14　安本氏のように天照大神を卑弥呼とした場合、一九五年〜二四九年頃となる。また、倭姫を卑弥呼とする坂田隆氏は、天照大神の時代を紀元前七九年から紀元後一九〇年頃としている。倭迹迹日百襲姫を卑弥呼とした場合、天照大神は西暦九四年を中心とした頃が即位・活躍した時期となる。

15　前掲注12

16　『考古学ジャーナル』[image: gaiji]77　江坂輝彌氏

17　前掲注13

18　『古代日本海文化』10号

19　『邪馬台国』29号、34号

20　『邪馬台国』24号

21　塚原靖、井口丑二、橋本犀之助らの各氏






第十二章　卑弥呼の「居処」と「宮室」に関する解釈をめぐって






『邪馬台国』67号の第一特集「卑弥呼の居館と祭殿」に、考古学会の第一線で活躍されている佐原真氏・宮本長二郎氏などの論考が載せられていた。

『邪馬台国』編集部の紹介によると、佐原・宮本の両氏は、卑弥呼の館は高床建物であったとされてきたこれまでの見解を捨て、卑弥呼は竪穴住居に住んでいた可能性が考えられるとし、私的生活の場としての「居処」と公的生活の場とする「宮室」は別だったのであろうとされている。

両氏の見解は、主として鳥取県の大山町と淀江町にまたがる妻木晩田遺跡の発掘成果などをもとに推測されたものである。宮本氏によると、十九世紀頃のモンゴルの宮殿は非常に立派に作られているにもかかわらず、王が寝起きしていたのは仮設建物（パオ・ゲル）だったという。また佐原氏も奈良平城宮（八世紀）などは豪壮な建物であったことが窺えるが、天皇の住まいの方は、穴を掘って根元を固定した柱（掘立柱）の上にヒノキの皮を葺いた檜皮葺屋根をのせた建物だったとされている。

今回はこういった考古学会における見解の動向とは別に、文献史学の立場から「魏志」倭人伝に記された卑弥呼の「居処」と「宮室」について少し検討を加えてみたいと思う。

一　史書に見られる居処・宮室

『邪馬台国』編集部の解説でも述べられているとおり、倭人伝に記された「居処・宮室・楼観・城柵」は「卑弥呼の居処の宮室・楼観・城柵」と読むこともできるし、「居処・宮室・楼観・城柵」と四つを書き並べ、居処と宮室が別であるように読むことができるようにも思える。

そこで私は中国史書の中に「居処」と「宮室」が別であったと思われるような記述が見られるかどうか調べてみた。

よく知られているとおり、同じ「魏志」東夷伝馬韓国の条には「居処草屋土室を作る。形冢の如し、其の戸は上にあり、家を挙げて共に中に在り」とあり、ここでも「居処」という記述が見られる。これを『後漢書』韓伝で見ると、「城郭無し、土室を作る形冢の如し」と書かれている。「居処」は省略され書かれていない。この同じ『後漢書』と「魏志」東沃沮伝には「言語飲食、居処、衣服、句麗に似たること有り」（『後漢書』）「飲食、居処、衣服礼節、句麗に似たること有り」（「魏志」）とあり、ここにも「居処」という記述がある。この東沃沮と似ているとされる高句麗伝には「其の俗食を節し好んで宮室を治（修）む」と書かれている。

また同様に「魏志」東夷伝の弁辰条にも「弁辰は辰韓と雑居す、亦た城郭衣服、居処有り、辰韓と同じ」と記されているが、これを『後漢書』辰韓国の条で見ると「城柵屋室有り」と書かれている。

これらの記述を総合すると、東沃沮伝に書かれた「居処」は高句麗国の「宮室」を指してのべたものであり、また「魏志」弁辰伝の「居処有り」も、『後漢書』辰韓伝に記された「屋室」のことを述べたものであることを窺わせる。つまり「居処」は、住居の種類を示すための固有名詞ではなく、これを日本式にいえば単に「居る処」という意味を表すための記述であったことが判る。

特に「魏志」馬韓条の「居処」は「作草屋土室」の上に書かれており、どう見ても「居る処」という意味にしかとれない。事実、他の箇所を見ても、

「山谷に隨いて以て居を為す」（「魏志」高句麗伝）

「山林の間に処り常に穴居す」（『後漢書』「魏志」挹婁伝）

「居る所、常無し」（『後漢書』西羌伝）

「居、常の処無し」（『後漢書』烏桓伝）

など、住居のある所を表すために「居」或いは「処」という文字が用いられている。

ここで「所」が用いられている場合は仮の生活の場であること。「処」は永くいる場所、終の住処であることを示すためのものであることが理解できると思う。

二　宮室と屋室の違い

卑弥呼の宮室が佐原氏や宮本氏などのいう大型の竪穴住居（直径八メートルほど）であったかどうか、ということについては文献だけでは判断することはできない。

ただ、「魏志」所載大秦国の条に「其の制度、公私の宮室は重屋と為す」と書かれており、また「魏志」明帝紀に書かれた「大いに洛陽宮を治めて、昭陽太極殿を起こし、總章観を築く」（「呉志」孫権伝）の「（十年）二月、権、南宮に適き、三月、改めて大初宮を作る」などを見ても、宮室と書かれている場合は、やはりかなりの規模をもった立派な構造の家であることが想像できる。しかし、高句麗伝の記事などを見ると、一般の庶民が飲食を節約してまで宮室を飾り整えていることが記されている。

一方、倭人伝には、「屋室有り、父母兄弟処を異にす」と書かれ、また、辰韓条の記事も「屋室」であった。先にあげた高句麗伝の記事には「……大屋を立て鬼神を祭る」とも書かれている。規模の大きさには関係なく、その建物の種類や構造の違いによって「宮室」や「屋室」などと書き分けられていたのかもしれない。

妻木晩田遺跡の大多数をしめる小さめ（直径三〜六メートル）の竪穴住居は、一般庶民の家だったといわれている。この小さい竪穴住居は外からは屋根しか見えない構造で、屋根の上には土をのせていた証拠があるという（『梁書』高昌国の条にも「木を架けて屋と為し、土を其の上に覆う」などと具体的にその構造が説明された記事が載せられている）。

この屋根だけしか見えない小さな住居に対し、大型の竪穴住居は、外から壁が見える構造になっているという。壁のあるなしが何かを示唆しているように思える。

『史記』夏本紀の、夏の始祖となった禹の治政について述べたくだりに「宮室を卑ひくくし費を溝域に致す」と書かれた記事があり、また、聖帝といわれた舜の生い立ち、皇帝として即位するまでの経緯について述べた記事の注に、「宮は即ち室なり、室之を宮と謂う」とも書かれている（……後、瞽叟又舜をして井を穿たしむ。舜井を穿ちて匿空を為くり旁出す。舜既に深く入る。瞽叟象と共に土を下し井に実つ。舜匿空より出て去る。瞽叟と象、喜びて舜を以て已に死したりと為す。象が曰く本謀る者は象なり。其れを父母と分たん。是に於いて曰く。舜の妻は尭の二女、琴を与えらる。象之をとらん。牛羊倉廩は父母に予えん。象乃ち舜が宮に止まり居り、其の琴を鼓つ。舜往きて之を見る。象鄂として懌ばずして曰く、我舜を思い正に鬱陶す。舜が曰く、然り、爾じ其れ庶わん。舜復た鼓叟に事え弟を愛しみ彌いよ謹しむ。是に於いて尭乃ち舜を五典百官に試む、皆治まる）。

「屋室」「宮室」と書き分けられている後代の史書から見ると、先の注は少し不可解であり釈然としない。その中に書かれた「謂う」とは「そのように思う」という意味であるから、書者の推測もまじえた解釈である。したがってこの注は、舜の時代にはまだ壁立ちの家はなかったのではないか、という判断から生まれた解釈なのかもしれない。

『晋書』列伝二十五に次のような記事が書かれている。

「……輿駕太学に次す。太傳は前に在り、少傳後に在り、恂怐乎として保訓之道を弘む。官臣畢く従い、三率衛に備わる。濟濟乎として翼賛の敬に粛めり。乃ち壇を掃きて殿と為し、幕を懸けて宮と為す。……」

いずれにしても、この『晋書』の記事などから推測すると、周囲に壁のあることが宮室と呼ぶための重要な条件となっていたような気がする。

このような様々な書例を総合して私は、外部からは屋根だけしか見えない竪穴住居などを「屋室」と呼び、壁のある壁立ちの家が「宮室」と呼ばれていたのだろうかと考えているのであるがどうだろうか。

なお、宮室と宮殿の違いであるが、前漢時代の皇帝が崩じた場合は、いずれも「宮」と書かれているが、後漢時代と魏の皇帝が崩じた場所は「宮」ではなく「殿」と書かれている。魏の明帝紀を見ると「盛んに宮室を興し」などと書かれている記事も、一方では「太極・昭陽の諸殿を起つ」となっている。これはその宮室につけられる名称として「殿」という文字が付されたとも考えられるが、豪壮な高床の宮室が宮殿と呼ばれていたのかもしれない。

しかし、一方では必ずしも豪壮な建物だけが「殿」と書かれているわけではない。「魏志」張遼伝に次のような記事がある。

「……此れまた古の邵虎なり、為に第舎を起て、又た特に遼が母の為に殿を作り、遼が従える所の呉軍を破るとき募に應ずる歩卒を以て皆虎賁と為す」

これは孫権が将いる呉の軍勢との戦いで大きな手柄を立てた勇将張遼の母のために文帝が特に作らせたものであるが、それほど豪壮なものだったとは考えられない。『漢書』武帝紀にも「（六年）高園の便殿に火有り」という記事がある。便殿（休息所）であるからそれほど大きなものでないことは明らかである。

高床の建物であることが「殿」と呼ぶことの条件の一つとなっていたのであろうか。このことは先にあげた『晋書』の「壇を掃きて殿と為し」を見ることによっても十分に窺える。

三　私的生活の場と公的まつりごとの場

佐原氏や宮本氏だけではなく、私的な生活の場と公的政事の場は別だったとする見解は多い。「魏志」などを見ても「（景初三年）秋七月、上、始めて親ら朝に臨み」などと、私的生活の場と公的なまつりごとの場が別であったことが明確に示されている。倭人伝の最後の部分にも魏に朝貢した時の模様が「臺に詣り」と記されている。

しかし、中国においても漢（前漢）の時代には、まだ私的生活の場と政事の場がそれほど明確に仕分けされていた様子は窺えない。

漢の高祖八年条に次のような記事が見られる。

「（八年）二月、長安に至る。蕭何をして未央宮を治せしめ、東闕・北闕・前殿・武庫大倉を立つ」。この記事の注には「師古曰く、未央殿は南嚮して書を上たてまつり事を奏すと雖も、謁見の徒は皆北闕に詣る。公車司馬も亦た北に在り、焉んぞ是れ則ち北闕を以て正門と為さん、而うして又た東門東闕有り、西南両面に至りては則ち闕無し。蓋し蕭何初めて未央宮を立てるに厭勝之術を以てす、理り宜しく然るべき乎」と書かれている。

『史記』高祖本紀を見ると九年条に「未央宮成る、高祖、大いに諸侯羣臣を朝し未央の前殿に置酒す」と書かれているが、まだ未央宮は完全には出来上がってはいなかったのであろう。十年に来朝した淮南王・黥布・梁王・彭越・燕王……長沙王なども皆長楽宮（秦の擽陽の故宮）に参内している。

この記事の注には「高祖未だ宮室有らず、擽陽宮に居るなり」と書かれている。この状態は高祖が崩じた十三年四月まで続いていたのだろうか。高祖はこの長楽宮で崩じている。しかし、未央宮が完成した後は文帝・景帝……と続く代々の皇帝も、武帝が行幸先の五柞宮で崩じた以外は、外の地に王として赴任していた場合なども即位と同時に未央宮に入り、その未央宮で崩じている。高祖を除く前漢時代の皇帝は、皆未央宮で生活し、その前殿において政治を執り行っていたことになる。

『漢書』文帝紀に次のような記事も書かれている。

「孝文皇帝位に即きて二十三年、宮室・苑囿・車騎・服御増し益す所無し。便ならざること有れば輒ち弛めて以て民を利す。嘗て露臺を作らんと欲す。匠を召して之を計らしむ、百金に直すと。上の曰く、百金は中人十家の産なり、吾れ先帝の宮室を奉じて常に之を羞めんことを恐る。何んぞ臺を以て為せん」

問題の「露臺」であるが、『史記』の注には「露、一に霊に作る」とも書かれている。露臺が霊臺の誤写であった可能性は決してないとはいえない。もし「露臺」とある個所が「霊臺」（天子の臺）と書かれていたのであれば、「……何ぞ臺を以て為さん」とした記事の文意もそのまま通じることになる。これは未央宮の前殿において執り行っていた政事を、新たに霊臺を造営し、そこに様々なまつりごとの場を移そうとしていたことを記したものではないかと思う。

中国においては後漢・魏の時代になるとかなり状況が違ってきていたようであるが、卑弥呼の時代、私的な生活の場と公的な政事（まつりごと）を行う場を別々に造り、使い分けるほどに倭の生活・文化が進んでいただろうか。私は先の「居処」に関する解釈と相俟って、卑弥呼は宮室を日頃の生活の場とし、また、その前殿において政治を司っていたのではないかと想像している。

女王卑弥呼には、当時千人もの女性達が仕えていたという。倭人伝の「……見ること有る者少なし」は、直接には関係のない外部の者を対象とした記述であり、卑弥呼の政治を補佐したという男弟も、この婢千人などと一緒に、厳重に造られた城柵の中にある幾つかの宮室において、共に生活していた可能性が高い。

倭人伝には「……唯有男子一人給飲食、傳辭出入、居処宮室楼観、城柵厳設、常有人持兵守衛」と書かれているが、このくだりを岩波文庫の石原道博・和田清氏編訳の書き下し文では「……辭を傳え居処に出入りす。宮室・楼観・城柵を厳に設け…」としている。この石原氏などの訳文も一つの読み方であり判りやすい。当然、この場合も「居処」は「居る処」という意味であり、卑弥呼の住む宮室を指して述べたものであることに変わりはない。

四　宅と第

なお蛇足ながら、宮室や屋室とは別に、

「屋宅を立つ」（「呉志」陳武伝）

「武陵の龍陽汎の洲上において宅を作り」（「呉志」孫休伝）

「宅を章安に築き」（『晋書』郗監金伝）

「其の家に銭二百萬を賜い、宅舎を立たしめ」（『晋書』荀顗伝）

など、人が住むための家が作られる場合に「宅」という文字が用いられている例も見られる。無論、「宅」の本来の意味は「身を寄せて落ち着く所」で「居」と同様の意味をもつ。

しかし、建物の種類を表す場合の「宅」は、『後漢書』郡国志の注に記載されている「屈平が故宅有り、方七頃、石を累ねて屋基と為す」などから考えて、石やレンガなどを積み重ねて屋根を支える台とした家であった可能性が高い。

一方、

「第舎を立つ」（『晋書』盧欽伝）

「第門自ら壊る」（『漢書』五行志）

「大第を京城の中に於いて起つ」（「魏志」明帝紀　注引魏略）

など、「第」によって建物の名を示している場合もある。この「第」については「甲乙次第有り、故に第と曰うなり」と説明されてはいるが、「大第室」「小第室」などという記事もあり、これだけでは意味の通じない記述も見られる。

次の例を見ていただきたい。

「空邸の第に舎せしめ」（『漢書』平帝紀）

「臥して葦舎に在り、纂、功曹古朴・主簿王普を将いて、廚膳して密が第に即きて宴談す」（「蜀志」伊籍伝）

「床の構造よりみた古代の住居」（『日本古代文化の探求・家』所収）と題した論文の中で平井聖氏は、奈良時代においても建物に板敷の床が用いられていたのは、上層階級の中でもごく限られた人々の住居だけであったことを指摘しておられる。現在では床に木の板を張るのは当然のように考えられているが、古代においては木を板状に加工するのは大変な作業であった。

平井氏は先の論文の中で、根太の上に直接竹の簀子を貼ったマレーのスメライの住居について述べた鈴木解雄氏の報告（日本建築学会昭和四十九年度大会『学術講演梗概集』）を紹介しておられるが、竹は中国でも古くから自生しており、建材として利用されていた。前漢武帝の時代には竹で造られた宮室もあった。

「……夜常に神光有りて流星の如く祠壇に止まり集まる。天子竹宮より望拝す」（注「韋昭曰く、竹を以て宮を為す、天子中に居り。師古曰く、漢舊儀に云う、竹宮は壇を去ること三里」）

床付きの住居を造るには、マレーシアなどのような竹を横に並べるのが最も簡単な方法だったのではないだろうか。トタンが少なかった時代は鷄小屋などを作るとき、よく竹を半分に割り、表と裏を互い違いにして重ねて並べ、屋根の代わりにしていたものである。

先にあげた「第」に関する記事は、家の中の一部または全体に竹を横に並べて床とした建物のことを記したものではないだろうか。また後であげた「空邸の第に舎せしめ」「第に即きて宴談す」などは、家の一部に長椅子状に取り付けられた竹の床を指して述べたものだったのではないかと私は考えている。

また、「第」に似た字で簀子を示すための「笫し」もあるが、この場合の「すのこ」は、家に直接取り付けられたものではなく、台または土床の上に敷くために用いられていたようである。『史記』にある「笫」の注には「笫は牀簀なり」とあり、また、『漢書』の注にも「簀之を笫と謂う」などとあるから、共に家屋に直接取り付けられたものではなく、「すのこ」として別個に作られたものであることは疑いない。

「簀」は竹であんだ「むしろ」である。この「簀」と「笫」に強いて意味の違いを求めるとすれば、「簀」は細く加工した竹で編んだむしろ、「笫」は太竹を粗く加工したものということになるだろうか。




以上、卑弥呼の「居処」と「宮室」について検討を進めてきた。中国史書を主とした文献からの考察では、「居処」は単に「居る所」という意味を示すためのもの、という結論となった。

ただ、卑弥呼の宮室が妻木晩田遺跡などに見られる大型の竪穴住居（縦穴住居）であったのか、或いはまた従来からいわれているような高床の建物であったかどうかという点については、文献からは窺うことはできない。

しかし、高句麗における一般庶民の「宮室」、また、倭人伝や辰韓伝の「屋室」、それに「宮室」と「宮殿」という表現の違いなどに敢えて意味をもたせて考えると、宮室が壁立ちの建物であったということだけは確かである。

倭人伝に書かれた宮室が、佐原氏や宮本氏らが卑弥呼の私的生活の場だったのでは、と想定しておられるような、大型の竪穴住居そのものを示した記述だったという可能性も、十分に考えておく必要があるだろう。

また「宮室」や「屋室」とは別に「居る処」という意味を明確に示している韓伝の「居処作草屋土室、形如冢」と書かれた記事であるが、その家の形状は「冢」のようだというのである。

この問題については『邪馬台国』17号でもすでに述べたように、「冢」とは墓室そのものを示すための文字である。『唐書』巻二百一十九の黒水靺鞨伝にも、これに似たような記事がある。

「居に室廬無く、山水を負い、地を坎して木を其の上に梁り、覆うに土を以てす、形丘冢の如し、然して夏は出て水草に随い、冬は入りて處る」

「冢」が墓室であることは「呉志」孫休伝に引かれた抱朴子の、

「一大冢を発す、内に重閣有り、戸扇皆枢轉して開閉す可し。四周に徼道通車を為る、其の高さ以て馬に乗る可し。……兵人の輩共に死人を擧げ出し、以て冢壁に倚す……」

また『後漢書』列伝、耿弇伝の「将作大匠をして冢を穿らしめ」という語句によっても明らかである。

このことに関しては学会においても未だに何ら問題にはされていない。「冢」と「墳」の意味の違い、「冢」という文字の真の意味を明らかにするためにも、ぜひとも真剣に議論していただきたいものである。

追記

脱稿後、宮室などに対する字義の再確認をも念頭にしつつ、諸書を検索中、『評釈千字文』（安本健吉氏）の「宮殿」に関する解釈に接することができた。

それによると「釈名に曰く、宮は穹なり。屋は垣上に見われ、穹窿然たるなり」と説明されている。「穹窿」は「高く弓なり（アーチ形）に曲がった様」と解説されているので、「宮室」とは、周囲に壁のある壁立ちの家である、とした私の推測と、はからずも一致したことになる。

ただ、周公の作とされる『爾雅』には「宮は室なり」という解説がされているようで、『周礼正義』巻十九などにもこの『爾雅』の解釈が引かれている。しかし、これは『史記』にある舜帝の宮に関する注と同様、周公の時代の解釈を承けてそのまま記入されたものである可能性が高い。

安本氏が引用しておられる『釈名』は後漢・劉煕の著した書物である。秦の始皇帝の阿房宮に代表されるように、この頃には周囲に壁のある立派な建物が多く造られるようになり、宮室という呼称そのものに対する認識も次第に変化してきていたのではないかと思う。

一方『史記』孝武本紀には「済南の人・公玉帯、黄帝の時の明堂の図を上つる。明堂の図中に一殿有り、四面壁無し」と書かれた記事がある。周囲に壁のあることが宮室と呼ぶための条件の一つとなっているのに対し、高床でさえあれば柱だけで屋根を支える構造の建物でも「殿」と呼ばれる場合があったようである。






第十三章『唐六典』の記録に基づく船の真速度






「魏志」倭人伝の行程記事は、「南」の方角にあるとする投馬国、邪馬台国への道程が「水行二十日」「水行十日陸行一月」と、それぞれ日数によって示されている。

この日程記事は投馬国および邪馬台国の所在を探るための最も重要な部分なのであるが、そこに書かれた水行一日の行程がはたしてどの程度の里数を指して述べたものか、ということになると、なかなか判断が難しい。

陸行の場合については『漢書』王吉伝にある「古は、師は三十里を行き、吉は五十里を行く」（注１）、また「軍行は三十里を程と為す、而して日南を去ること九千余里」と、僻遠酷暑の地である南蛮を討つことの非を喩した李固の駁論（『後漢書』南蛮伝）、それに「魏志」明帝紀に引かれた何曽の表奏文にある「道路廻阻、四千余里」（洛陽─遼東間）を「往くに百日、攻むるに百日、還るに百日」と述べた司馬懿の言葉、さらに唐の公式令に示された一日五十里といった記述（注２）（『唐六典』戸部条）などによって、およその里数を計算することも可能である。

しかし水行の場合、船の構造、また、人間の力による推進（手漕ぎ）を主としたか、風の力を利用する帆船が用いられたか、ということ、さらにそれに伴って潮流や風速、風の向きなど、自然条件によってその速度も大きく左右されるため、なかなか見当がつかない。

したがって、『漢書』地理志に見られる南方諸国への日程記事（「日南・障塞・徐聞・合浦より船行五月可ばかり、都元国有り、又、船行四月可り、邑廬没国有り、又、船行二十余日可り、諶離国有り、歩行十余日可り、夫甘都廬国有り、夫甘都廬国より船行二月余可り、黄支国有り」）（注３）、また『宣和奉使高麗図経』に書かれた旅程記事（注４）などを検討するだけでは、その真速度がどの程度のものであったかを判断するのは困難である。

『宣和奉使高麗図経』にある徐じょ競きょうの文には、宣和五年（一一二三）五月十六日四明（明州。寧波）を出発、五月二十八日東支那海に出て、六月十二日高麗の礼成港に到着、七月十三日帰途につき、同月十六日乗船、八月二十七日四明東北方の島上にある定海県に帰着（往路二十六日、帰路四十二日）、と記されているという。

一　三世紀の航海技術

倭人伝の記事には、魏の使者達の乗った船が手漕ぎによる推進を主としたものか、また、風力利用の帆船だったのか、或いはまた帆を補助的に利用する人力兼用のものだったか、などについては何も書かれていない。

では当時の人達は、一体どのような航法によって海を渡っていたのだろうか。

山尾幸久氏は「中国の場合は、オールで漕ぐほかに帆が推進力として使われていた」とする一方、石井謙治氏（『日本の船』）、清水潤三氏（『日本古代の探究船』の「日本古代の船」）などの見解をもとに、魏使の乗った船は和船であったとする前提に立った上で、「三世紀頃の倭人の船は、オールで漕ぐ〝準構造船〟であった」とし、『延喜式』などの記録をもとに一日当たりの行程を四十里（一七キロ）前後とされている（注５）。

また白崎昭一郎氏は魏船の速度について述べ、「当時の船は人間の漕力を基本とし、帆は補助的にしか用いられていなかった」とし、一日二五キロ程度が妥当としておられる（注６）。

航海学を専門とする茂在寅男氏も、帆船はあっても追風のときにしか使わない単純なものであり、櫂で漕ぐ速力を標準とした航海と考えて計算するのが順当ではないか、とし、東海大学海洋学部航海工学科カッター部の体験や紀貫之の『土佐日記』などを例に引き、水行一日の距離を二〇ないし二三キロと結論づけておられる（注７）。

魏の時代には技術的な面から考えても、まだ帆は補助的にしか用いられていなかった公算が強い。そこで本稿では、人間の漕力を基本とした船の真速度がどの程度のものであったかを検討するとともに、倭人伝に書かれた「水行二十日」「水行十日」がどの程度の行程について述べられたものか探ってみたいと思う。

二　中国の河川における船の速度

オールで漕ぐ人間の力による推進を主にしたと思われる船の行程を述べたものとして、『唐六典』に次のような記事がある。
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「諸の行程は、馬は日に七十里、歩及び驢は五十里、車は三十里、其の水程は、重船の流れを遡るには河（黄河）は日に三十里、江（揚子江）は四十里、余水（その他の河川）は四十五里。空船にては河は四十里、江は五十里、余水は六十里。重船・空船の流れに順うには、河は日に一百五十里、江は一百里、余水は七十里」

森繁弘（注８）、安本美典（注９）、中村武久（注10）らの各氏は、この『唐六典』の記録をもとに、水の流れる速さをｘ、船の速さをｙとする連立方程式によって、各河川における流水速度と船の真速度を求めておられる。

一見、いかにも合理的に船の真速度が求められているように思われるが、実はこの計算方法には大きな誤りがある。下の表13‐２を見ていただきたい。表の平均値を見れば判るように、流れの速い川ほど船の真速度も大きくなっているのである。なぜ河川ごとに船の真速度が異なり、また、空船の場合と重船（積荷船）の場合とで流水速度が食い違ってしまうのだろうか。
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この点に関し安本氏は、各河川によって船の真速度が異なるのは、流水の速い川を漕ぐ場合はそれだけ漕ぎ手も頑張るためではないか、とされている。しかし、公務出張や調庸物運搬経費の基準となる重要な公式令を作成しなければならないときに、漕ぎ手が頑張ったり怠けたりするだろうか。否である。また、河川ごとにそれぞれ速度の違う船のデータを用いたりするはずはない。さらに重船と空船の場合を比較すると、空船の場合は船の真速度が速くなった分だけその流水速度は遅くなり、重船の場合は逆に船の速度が遅くなった分だけ流水速度が大きくなるという結果を生じている。

森繁弘氏は、上りの場合は空船の方が速いにもかかわらず、下りの場合、積荷船（重船）も空船も全く同じ速度になっていることに着目、空船で下る場合は船乗り達が力を抜いて舟を漕ぐためだとし、積荷船の場合の流水速度を基準とした下り行程における空船の速度を表によって示された（表13‐３）。

この表では、下りの場合における空船の速度が、黄河の百五十里は百六十里に、揚子江の百里が百十里に、余水の七十里は八十五里にそれぞれ修正されている。森氏はこの修正によってその流水速度を重船の場合の流水速度と完全に一致させたわけである。読者はこれで食い違いは完璧に整合されたと思うかもしれない。

しかしこれは間違いである。これでは重船の場合と空船の場合の流水速度が一致したというだけで、肝心の船の真速度の方は、黄河百里、揚子江は八十里、その他の余水が七十二・五里と大きく開いており、その差は依然として縮まっていない。

三　机上の空論

では、どうして先の計算では船の真速度が大きく食い違ってしまうのだろうか。

それはこの計算式では、上りと下りの平均値によって船の真速度とその流水速度が求められているためである。このことはこういった事例に対して、先のような連立方程式をそのまま適用することが誤りであることを示していると思う。ここでは川を遡る場合の流水の速さと、川を下る場合の流水の速さの差は全く考慮されていない。いわゆる机上の空論となってしまっているのである。

『史記』張儀伝に次のような記事がある。

「大船に粟を積み、汶ぶん山ざんに於て起ち、江に浮かびて以て下る。楚に至るまで三千余里、船を舫べて卒を載す。一舫に五十人と三月の食とを載せ、水に下して而して浮かべ一日に行くこと三百余里、里数多しと雖も然して牛馬の力を費やさず十日に至らずして扞関を拒がん」

この記事に先のような連立方程式を適用すると、どういうことになるか。

ここに書かれた三千余里という里数は、注の記事によると汶山（蜀郡北部）から重慶までの航程について述べたものという（注11）。通常里としては少し短い気はするが、なんと一日当たり三百余里も進んだというのである。もしこれが本当なら、上りの速度を仮に零としても、その船の真速度は一日当たり百五十里ということになる（六〇・七五キロ）。極端な例をあげて申し訳ないが、これを余水の場合の三〇・四二キロ（唐里計算）と比較すれば、実に倍近い速度があったことになってしまう。

一九八九年九月十八日の毎日新聞余録欄に面白い話が載っていた。

──二人の統計学者が徴兵で戦線に出て、隣り合って勇敢に戦った。敵兵が現れ二人は同時に発砲した。一人の弾は敵の右一メートル、もう一人の弾は左一メートルに、いずれもはずれた。だが二人はニッコリ顔を見合わせた。平均的にいえば見事に命中したから──というのである。この寓話は先の連立方程式による速度の求め方に何か似ていないだろうか。

四　真ん中と岸辺で違う流水速度

よく知られているように、川の流れる速さは中央と岸辺とではかなり違っている。手漕ぎの川船に乗ったことのある者なら誰でも知っていると思うが、川を遡る時は流水の遅い岸辺近くを進み、下る場合はその反対に流水の最も速い川の真ん中に船を乗り入れる。これは常識である。

紀伊半島の南端、和歌山県と三重県の境を縫うように熊野川が流れている。その河口に近い新宮市にある熊野速玉神社の秋の大祭には、御船祭り（神輿渡御）もあり、その余興として九隻の船による早船の競漕が行われる。これは熊野大橋を一斉にスタートして約一キロ上流にある御船島を三周する速さを競うものであるが、この早船競漕には新宮市ばかりでなく近隣の町村からも毎年出艘した。川の流水に沿って上り下りする早船競漕は、漕ぎ手の力量もさることながら、舵取りの経験と技術が大きくものをいう。
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私の住む紀宝町──旧御船村（紀宝町は井田村、相野谷村、御船村の三つが合併して出来た町。現在は日本一小さい村といわれていた鵜殿村も加えて紀宝町としている）──にはすでに故人となられたが、脇川幸治さん、下地常吉さんなどという舵取りの名人がいて、たびたび優勝をさらったものである。川の中央と違って河岸近くは流れが遅いばかりでなく、大きな岩などに遮られて湾入しているような所では、水が迂回して逆流している箇所さえある。私は少年時代御船島の手前にある亀島という所に水泳をしにいって同級生からこのことを聞いたのであるが、水が下から湧き上がるような感じで逆流していた。

川を遡るには、何よりもまず川筋の状態をよく知っておかなければならない。川の流れは中央と岸辺近くの違いばかりではなく、川の曲がり具合、水の深浅、支流からの流入口など様々な変化があり、かなり複雑である（図13‐１の「流速参考図」参照）。

また、下流の河口近くでは、上げ潮時になるとほとんど流れはなくなり、河岸近くでは河口から二・三キロ離れた所でさえ水が逆流する現象が見られる。

五　静水時における船の真速度

船の真速度を知るためには、川を遡る場合と川を下る場合では船の進むコースが違っていること、つまりその流水速度が全く異なっていることを考慮しなければならない。ただ川の流れ、水流零の場合における船の速度は、空船による余水の上り速度（六十里）と下り速度（七十里）の接近具合から見て、先の連立方程式によって算出された各河川の船の速度と流水速度の関係に見られる傾向をそのまま生かして推算したとしても、それほどの誤りはないと思う。

そこでまず森、安本、中村らの各氏が行われた計算をもとに、静水時における船の真速度を求めてみることにする。その算出された各河川における船の速度と流水速度をもとに、水流零（ゼロ）の場合における船の真速度を求めると、五十六・五八里となる（重船と空船の平均値）（図13‐２、３、４）。
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しかしこの数値は信頼性が薄い。なぜか。ここで前の図13‐２、３をよく見ていただきたい。静水時における空船の真速度は六十二・五里。重船の場合の真速度は四十八・五七里となっている。したがって静水時における空船と重船の速度差は、十三・九三里あることになる。ところが流水の最も速い黄河を遡る場合でさえ、空船と重船の速度差は十里しかないのである。黄河を遡る場合でさえ一日の速度差が十里なのであるから、水流ゼロの場合の速度差はどうしても十里以下とならなければならない。それが『唐六典』の記録をもとにした計算では、どうして空船と重船の速度差が十三里以上にもなってしまうのだろうか。




先の表13‐１を注意深く見ると、余水の上り行程における空船と重船の速度差があまりにも大き過ぎることが判る（十五里の差、空船六十里、重船四十五里）。黄河と揚子江の上り行程における空船と重船の速度差との比からいっても、余水の場合における重船の上り行程を示す数値が異様に少なすぎるのである。

表13‐２を見れば判るように、空船の速度は黄河──揚子江の場合より揚子江──余水の場合の方が、流水速度の減少割合に対する船の速度の減り方が僅かではあるがにぶくなっている。このことは流れの速い川における下り速度の速さから見て当然考えられることである。したがって重船の場合の流水速度と船の速度の関係も、空船の場合と同様の傾向を示していなければならない。それが『唐六典』の記録では逆になっているのである。

図13‐４の水流零の場合における船の真速度は、揚子江と余水を結ぶ線をそのまま真っすぐ延ばしたものである。しかし実際は黄河と揚子江を結ぶ線を真っすぐ延ばしたものと比較すれば判るように、直線ではなく僅かではあるがゆるいカーブを描くことになる。

ここでもし仮に、記録どおり空船と重船の場合の数値にそれぞれ逆の傾向をもたせて流水零のところまで延ばせば、その差はさらに開いてしまうことになる。重船による余水の上り速度四十五里という記述が、他の場合と比較して異様に少ない信頼できない数値であることが理解できると思う。

この「四十五里」という記事は記録違いということもないとはいえないが、このことはひとまず措おくとして、この他にどういった原因が考えられるだろうか。まず考えられるのは次のようなことである。

余水の場合、黄河や揚子江などのような大河とは違い川幅が狭いため、その分だけ岸辺の流水の遅い範囲も狭くなる。空船の場合は割合岸辺の浅い所でも船を進めることができるが、重船の場合は船体が沈む分だけ流水の速い中央寄りに進路をとらなければならない。重船による余水の上り行程が、空船の場合に比べて大幅に少なくなっているのは、この僅かな進路の違いに起因しているのかもしれない。

そこで私は余水の重船による上りの進路も空船の場合と同じコースを進んだものと仮定し、その一日当たりの行程を五十里に修正した上で、静水時における空船と重船の真速度を求めてみた（黄河を遡る場合でさえ空船と重船の速度差は十里しかないのであるから、流水の遅い余水の重船による上り速度はどうしても五十里以上でなければならない）（表13‐１参照）。

余水の重船による上り行程四十五里を五十里に修正した場合の、静水時における船の推定真速度は五十八・七五里（平均値）である（実際はもう少し多くなるのであるが修正値を用いたものであり、また計算の便も考えて揚子江から余水までを結ぶ線をそのまま真っすぐ延ばす単純計算によった）。異論はあるかもしれないが、この程度が当時の静水時における船の真速度とみてよいのではないかと思う。

六　流水速度の算出

この静水時における船の推定真速度五十八・七五里を基本とし、それぞれの川における船の速度と流水速度の関係を計算式としてまとめれば、次のような式が成り立つ。

黄河の場合、
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ここで岸辺の流水速度をｘ、川の中央の流水速度をｙとすれば、

x＝58.75－30  　x＝28.75

y＝150－58.75　　y＝91.25

となり、黄河を遡る場合の岸辺の流水速度は五十八・七五里から三十五里を減じた二十八・七五里。下る場合の川の中央の流水速度は一五〇里から船の真速度である五十八・七五里を減じた九十一・二五里ということになる。

しかし、これだけではまだ十分とはいえない。ここで忘れてはならないのは、川を遡る場合と川を下る場合では漕ぐ時の力の加わり方に差が出来てしまうことである。つまり、下りの場合は、同じ力で漕いでもその流水圧力によって水流零の場合よりも推進力が増幅し、また、水の流れに乗って漕ぎ下るのであるから加速度もこれに加わることになる。これとは反対に、上りの場合は、流水と同じ方向に漕ぐため、水流零の場合よりも漕ぐ力にロスがあり、また流水圧力もこれに加わるためその分だけ推進力が減衰してしまう。

したがって先の計算式は、
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と改めなければならない。

七　空船と重船の下り速度

では川を下る場合に、空船も重船もその速度が同じになっているのはどうしてだろうか。

森氏は、空船で下る時は船乗り達がのんびりと楽をしながら漕ぐためだとされた。しかし、これは決して漕ぎ手が重船を漕ぐときだけ頑張り、空船で下るときはのんびりと漕いだためではない。空船の場合と重船の場合とでは船体の沈み具合が違う。つまり流水圧力の加わり方に差があるのである。

具体的にいうと、上りの場合は重船の方が船体が沈んだ分だけ余分に流水圧力を受けて速度が落ちることになり、その反対に下りの場合は船体の沈んだ分だけ流水の影響を余分に受け、また漕ぐ時の櫂も自然に深く入り、それだけ速度が増すことになる。

静水時にはその速度にかなりの差があるにもかかわらず、各河川における下りの速度が空船も重船も共に同じになっているのは、重船の方が船体の沈む割合が大きいため流水圧力もそれだけ余分に加わり速度が増すためなのである。また、これとは反対に上りの場合は、静水時における空船との速度差よりさらにその差は大きくなる。したがって重船の場合は、先の式にさらに船体が余分に沈んだための流水圧力による影響の割増し分を加えなければならない。

上りの場合において水の流れと同じ方向に漕ぐとき、その漕力がどの程度減衰するか。また、下りの場合において水の流れに逆らって漕ぐために生まれる推進力の増幅分がどの程度のものか。さらに重船の場合に余分に加わる流水圧力が船体に及ぼす影響がどの程度のものか。「速度の増減」などということについては専門的な実験を必要とすることであり、簡単に推測することはできない。

今仮に、重船と空船の違いは別として黄河を下る場合の中央の流速を七十六里、遡る場合の岸辺の流速をその四分の一の十九里とすれば、下る場合の流水圧力によって増幅した分は十五・二五里、上る場合の推力が減衰した分は九・七五里ということになる。

91.25－76＝15.25

28.75－19＝9.75

八　簡単な実験

現在は上流にダムが出来たためほとんど洪水に見舞われることもなくなったが、以前は熊野川も下流の町や村にかなりの被害を及ぼした。台風が来襲したときや大雨が降り続いた後などには、板切れや丸太ん棒、木の根っこなどが様々なゴミと一緒になって流れて来た。

こういった漂流物は、それぞれの大きさ（体積）や沈み具合（重さ）などによって流れる速さはまちまちである。たとえば板切れなどのような比較的軽くて、その大半が水面上に出ている物は割合ゆっくりと流れ、その大部分が水中に没している木の根っこなどは川の流れとほとんど変わらない速さで流れる。

私はこのことを具体的に確かめるため、縦横同じ長さの表面積を持つ角材と薄い板、それに中間ぐらいの厚板を用意し、同時に流してみた。一度目は風が強くて失敗したが、結果は沈んだ部分の最も多い角材が一番速く流れ、次いで厚板、軽くて流れやすいと思われる薄板が最も遅かった。

また、同じようにドリンク剤の空瓶と、これに少しだけ水を入れて縦に浮くようにしたものを流してみたが、重いはずの水を入れた瓶の方が速く流れた。これは木材の場合と同様、空瓶の場合は瓶が横になって浮くのに対し、水を入れた場合は頭の部分だけを少し水面上に出して瓶全体が水中に没しているため、それだけ余分に流水の影響を受けるからである。

どんなに大きい物体でも水に浮く物であれば間違いなく比重が水よりも軽い。水より軽い物であれば水面上に出ている部分が少なく、水中に没している部分の多い方が速く流れるのは当然である。このことは改めて考えてみるまでもなく、明白かつ必然の原理なのである。

ただし水中に没している部分の多い物が速く流れるということが、どんな場合にもあてはまるとは限らない。このことは水の流れる速さと物体の重量、それに流水圧力のかかる部分の面積との相関関係によって微妙に違ってくる。たとえば水の流れが極端に遅く、物体が非常に大きいような時は先の場合とはまた異なった現象を生ずる。

重船の方が船体が余分に沈んでいる分だけ流れの影響を強く受けるため空船よりも速く流れるわけであるが、船はただ流れるだけではない。これに人間の漕ぐ力が加わって推進力を得ている。先に示したように、静水時における速度は重船よりも空船の方が八・六五里程度速い。

『唐六典』の記録では各河川とも下りの速度が同じであるから、重船と空船を漕がずに流した場合の速度差は、ちょうど静水時における速度差を逆にした形ということになる（無論、『唐六典』の記録は調庸物運漕の規準を示すための大雑把なものであり、厳密には下りの速度が流れの速い川も流れの遅い川も空船の場合と全く変らないなどというようなことはあり得るはずはない。また、同じ川でも上流と下流とではその流水速度もかなり違う。したがって上流と下流とでは船の速度にも差があって当然である。『唐六典』の記録は各河川における平均的な速度が示された公算が強い）。

九　倭人伝の日程記事における船の速度

ところで倭人伝に書かれた水行記事の船の速さは、一体どの程度のものだったのだろうか。

『唐六典』の記録に基づく静水時における船の速度は、一日およそ五十八・七五里であった。『唐六典』が完成したのは七三八年のことといわれている。白崎昭一郎氏によれば八世紀中頃の唐代の一尺は約二九・四センチ。また、一里は五尺一歩の小程千五百尺（三百歩）であった可能性が高いという（注12）。

『唐六典』に書かれた一里を一尺二九・四センチの千五百尺（小程）であったとして換算すると、約四四一メートルとなる。したがって五十八・七五里は約二五・九キロである〔なお角川書店の『新字源』などでは、唐の一尺は三一・一センチ、五尺一歩、三百六十歩一里（五五九・八メートル）とし、明の時代の一里と同じ数値にしている〕。

『唐六典』の記録は手漕ぎを主にした船の行程について述べたものと思われるから、三世紀の頃の船の速さも唐の時代とそれほどの差はなかったとみてよい。無論、海行ともなれば潮の流れや風・波浪などによって推進力が妨げられる場合が多く、その速度も相当割引いて考えなければならない。

今仮に海行一日の行程を、重船が揚子江を遡るときの速度である四十里とした場合、その距離は約一七・六キロとなる。また、余水を遡るときの四十五里（修正値は五十里）とした場合は一九・八キロ。この一七・六キロは魏里に直せば約四十・五里、また一九・八キロは四十五・六里であるから、水行一日の行程は一日三十里（『漢書』）、四十里（「魏志」）、さらに唐里で五十里（二二・一キロ）とされている陸行の速さとさほど変わりはなかったとみてよい。

前記の山尾氏は日程記事に書かれた水行速度を一日一七キロ程度とし、白崎氏は二五キロ前後に、また、茂在氏も二〇ないし二三キロ程度が妥当とされている。人間の漕力を主にしたと思われる船の海行速度は、陸行の速さとほぼ同じ程度の一日一七キロ〜二五キロ程度とするのが妥当ではないかと思う。

無論、水行速度をかなり速く考える論者も多い。西岡光氏は、茂在氏の著書に書かれたフィリピンの小島（ポリヨ島）から九州に近い屋久島までの二五〇〇キロを、太平洋戦争直後、西田軍曹の他九名の兵士が二十九日（一日当たり八六・二キロ）でたどり着いたという話をもとに、日当たり七〇キロの船行速度を主張されている（注13）。

しかし、これは黒潮の流れに乗って進む航海である。大海での航海は嵐にさえ遭わなければ岩礁などにぶつかる心配がないだけに、日夜ぶっ通しで船を進めることができる。これを日中だけの半分にしても、潮の流れに乗った分だけまだ割り引いて考えなければならない。この例を一般的な船の速度と考えるのは適当とはいえないと思う。

一方、かつて末廬国起点の放射説を主張しておられた奥野正男氏は、邪馬台国への行程を記した「水行十日陸行一月」を、水行と陸行の併記であるとする立場から、水行速度は陸行の二、三倍であるとし、『唐六典』の黄河における船の速度を例にあげ、一日の水行里数は八十里から百五十里の間としてよいとされている（注14）。

また坂田隆氏は、「魏志」八、公孫渊伝所引魏書の「呉は遠きに在りと雖も、水道利を通ず、帆を挙ぐれば便ち至る」とある記事などをあげ、魏使達の乗った船は魏船であったとする一方、投馬国、邪馬台国に至る日程記事は帯方郡からのものであるとし、その行程里数をもとに一日の水行距離を四七〜五七キロ前後とされている（注15）。

坂田氏はこの水行の速さを裏付けるものとして、奥野氏と同じく『唐六典』に記された黄河の例を引き、一日九十里〜九十五里（五〇〜五三キロ。一里を五六〇メートルとして換算）という数値をあげておられる（なお、現在奥野氏も日程記事を帯方郡からのものとする見解を示しておられる）（注16）。

坂田氏が船の速度を考察するに当たって、黄河の例のみを対象とされたのは、先にあげた各氏同様、連立方程式によって算出したその流水速度（黄河五十五〜六十里）に逆らって進むだけの速さをもった船でなければ川は遡れない、とする見地からだと思う。しかし、すでに述べたとおり、川を遡るときは流れの遅い岸辺近くを進むのが常識である。

謝銘仁氏は、清の時代鄭てい光こう祖そが編纂した『舟車所至』という書物に、

「海中の船行里数、皆更を以て計る。或いは百里を一更と為すと云い、或いは六十里を一更と為すと云い、或いは昼夜を分かちて十更と為すと云う。今海夥長（船舶にて航海方向を司る者）に問うに、皆六十里の説を近きと為すと云う」

と書かれた記事のあることを紹介しておられる（注17）。

一更は約二時間という。これは、おそらく本格的な帆船による航海での里程について述べたものと思われるが、これを一日当たりの行程に直せば大変な里数となる。坂田氏は水行記事の対象となった船を魏船とし、帆を主な推進力としていたものと想定しておられるので、その点から考えると一日四七〜五七キロという速度は、決して速いとはいえない。

しかし、倭人伝の水行記事は技術の進んだ現代の船とは違って、三世紀時代の船による日程について述べたものである。原始的な帆船による航海は、常に進路に向かって吹く風のあることが条件となる。このことは「魏志」三十所引の西戎伝にある次の記事などによっても容易に想像がつく。

「風の利に遇い二月にて到る。風遅ければ或は一歳、風無ければ或は三歳」

野田昌夫氏（注18）も帆が使用されていたとされているが、氏があげた「呉志」周瑜伝に引用された江表伝の、

「時に東南の風急なり、因りて十艦を以て最も前に著げ、中江にて帆を挙げさしめ、蓋火を挙げて諸校に白し、衆兵をして声を斉そろえて大いに叫ばしめて曰く、降ると。操が軍人皆営を出で立ちて観る。北軍を去ること二里余、同時に火を発す。火烈し風猛く往く船箭の如し」といった記事ばかりではなく、

「時に北風、奉・帆を挙げて二日にして至る」（「呉志」十　丁奉伝）など、いずれも順風を利用したものばかりである。

紀貫之の『土佐日記』に書かれた船旅は、土佐の大津から難波（大阪）の淀川尻に着くまで三十九日かかっているが、逆風や雨などにたたられて実際に航海できたのは十二日、しかも帆走できたのは僅か一日だけであった（注19）。

「魏志」二十八、鍾会伝には、帆を使用しない例が見られる。

「騎士をして陸道よりし、歩兵は水道より流れに順い、渭に浮かびて河に入らしむ。以為らく五日にして猛津に到りて、騎と洛陽に会す可くんば一旦に天下を定む可し」

次の例も手漕ぎを主にしたものといってよい。

「融なる者は丹陽の人、初め衆聚百を聚め往きて徐州の牧陶謙に依る。謙、広陵・彭城の運漕を督せしむ」（「呉志」四　劉[image: gaiji]伝）

こういった例によって推量すると、通常は手漕ぎによる推進が主となっており、海を渡る場合などにおいては好風を待って一気に目的地を目指す、という方法がとられていた可能性が強い。遠澤葆氏は『南州異物志』という書物（三、四世紀頃の書）に、

「外徼の人（南アジアの人）、舟の大小に隨いて、或は四帆を作り、前後にこれを沓載す。………其の四帆は正しく前向せず、皆邪に移さしめ、相聚めて以て風吹を取る。風の後の者は激しく相射し、また並びに風力を得」と書かれた記事のあることをあげ、南アジアの船の帆が、正しく前向せず、と特筆しているところをみると、当時の中国船の帆は正しく前向していたに違いないとし、中国においてもこの頃にはまだ順風しか利用することができなかったとされている（注20）。

茂在氏は、奈良県天理市庵治町の清水風遺跡で発掘された（一九八六年）土器片（弥生時代のもの）に描かれた線刻画は、三十六本の櫂と中央に帆柱を持つ、長さ二五メートルのゴンドラ型外洋船であった可能性が強いと述べておられる（注21）。

三世紀の時代には、我が国でもかなり大型の船が造られていたのかもしれない。しかし、この時代の航海技術から考えれば、たとえ帆が用いられていたとしても、それはあくまでも補助的なものでしかなかったと思う。したがって倭人伝に記された船行は山尾氏、白崎氏、茂在氏などが述べておられるように、人間の漕力を基本とした準構造船による沿岸航行を主としたものであった公算の方が大きい。

ただ日程記事に書かれた投馬国、邪馬台国への水行などとは別に、対馬海峡を渡る場合などは、人間の体力には限界もあり危険がともなうため、帆走に必要な順風を待って出発したのではないかと考えられる。

倭人伝の伊都国の条には「郡使の往来常に駐まる所なり」と書かれた箇所があるが、これは対馬海峡を渡るための風待ちと、その準備を整えるための駐留について記述されたものである可能性が強い。

十　船体の大きさと人間の漕力
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人間の漕力を主とした航海を考える上で特に重要なのは、船体の大きさに対する人間の漕力（速度）の関係である。無論、こういったことは専門的な実験を重ねた上でなければなんともいえないが、『日本の古代』１「倭人の登場」において森浩一氏は、島根県松江市立津田小学校の先生達五人が、独木舟によって隠岐諸島島前の郡港から島根半島の七類港まで（図13‐５）五六キロの航程を、十二時間と四十三分で到着したことを紹介し、手漕ぎ船による一日の行程を知る上で貴重なデータであるとされている（注22）。船の大きさははっきりしないが、今仮に一日平均六時間ずつ漕ぐとすれば、その一日の速度は二六・四二キロ、八時間であれば三五・二三キロということになる。




一方、森繁弘氏は、対馬北端の大浦港から釜山港までの約六〇キロの海峡を、長さ一〇メートル、最大幅二メートルの、七丁櫓で漕ぐ和船による対馬の伝統的な競漕「ふなぐろう」で航行した話を紹介しておられる（注23）。

この「海峡ふなぐろう」の所要時間は、約九時間であったという。この「ふなぐろう」は、漕ぎ手が三組ずつ参加し、伴走船に上がって休憩をとりながら交代で漕いだというから、相当割り引いて考えなければならないが、九時間で六〇キロとすれば時速約六・六七キロの速度ということになる。テレビの報道によれば、昭和六十二年の七月上旬に行われた小型の手漕ぎ船と一人乗りカヌーによる実験航海では、約六時間で到達したという。

長さ一六・五メートル、三・九トンの「野性号」による仁川から呼子までの航海は三十七日間、その一日当たりの平均速度は二七・四三キロといわれている（注24）。

この野性号が航海の途中、強い潮流と風のため難航し、三回にわたってパイロット船に曳航され、遂に渡航を断念せざるを得なくなったことなどを考え合わせると、たとえ外海を渡航する場合であっても、ある程度の大きささえあれば小型の船の方が速度の点からいえば有利なような気がする。

この点に関しては森繁弘氏も指摘しておられるが、たとえば今仮に全長一〇メートルの船を八メートルとすればどうであろうか。対馬海峡を渡る場合などであれば南西から東北に向かって、行く手を遮るように流れる海流の影響は、その分だけ小さくなる勘定になる。

茂在氏によれば、フィリピンの北端アバリ港を出発、約二〇〇〇キロを四十四日間（一日平均四五・四五キロ）航海の後、鹿児島に無事入港した角川春樹氏を隊長とする「野性号二世」は、全長一二メートルの船であったというが、西田軍曹らが使用した船や、大平洋三〇〇〇キロを乗りきって沖縄海洋博会場のエキスポートに到着したミクロネシアのサタワル島民六人が用いたカヌーなどは、さらに小型のものであったという。商船大学などで訓練用に使われている十二人漕ぎのカッターは、長さ八・九メートルということである。

「野性号」の例などを見ると、帆を用いずに対馬海峡を横断することを想定した場合は、『唐六典』に基づく船の真速度よりもかなり速い船速が要求されてくるようである。しかし、古代の船師達は長い間の知識の積み重ねと経験によって、どのような船を用いれば最も効率よく海を渡ることができるか熟知していたに違いない。海流は陸地近くでは逆方向に反流している箇所もあるという（図13‐６の「海流図」参照）。どのコースをとれば早くその反流の中に船を乗り入れることができるか、また季節ごとに違う潮流の変化、風の向きなどについて常に注意を怠らなかったであろう。或いは対馬海峡も手漕ぎの船を用いて往来していたのかもしれない。
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無論、日本海沿岸、瀬戸内海などの航路を進む場合はこの限りではない。上げ潮と引き潮が一日に二回（満潮から干潮まで約六時間と十二、三分）繰り返されることを知っていれば、その潮流をうまく利用することもできる。瀬戸内海西部の潮差は三メートルを越える所もあるというから、秒速五メートルという鳴戸海峡ほどではないとしても、その潮流はかなりの速度があるのであろう（注25）。源平最後の戦いといわれる壇の浦の合戦（寿永四年=一一八五年）で、源氏の軍勢が潮の満ち引きによる流れの変化を利用して一気に攻勢をかけ、平家を滅亡に追いこんだ話はあまりにも有名である。

『唐六典』をもとにした、静水時における船の推定真速度は五十八・七五里（約二五・九キロ）であった。投馬国、邪馬台国への道程を述べた水行記事は、通常の場合における平均的日数を示したものである可能性が強い。したがってこの記事の対象となった船の速度は、常識的にみてまずこの一五・九キロ前後を基準に、海流・潮流および風・波浪などの影響を考慮しながら決めるのが妥当ではないだろうか。

ただ「野性号」の設計者である石井謙治氏は、船というものは大きく長くするほど有利であるとし、全長三〇メートル、漕ぎ手四十人の準構造船であれば三ノット（時速五・五六キロ）は十分出せるとされている（注26）。しかし、条件の整った海での速度計算だけでは、海流や風などの影響が大きい対馬海峡を渡る場合、はたして小さい船とどちらが有利か、簡単には決めることができない。

白崎氏によれば、稲田晃氏は、自家実験などをもとに全長一〇メートル、漕ぎ手十四名の舟で時速一〇キロは出せるとし、一日平均六六キロの航行が可能とされているという（注27）。長い船旅における平均速度とするには相当無理があるように思えるが、これも一つのデータであることには違いない。素人考えで大変申し訳ないが、船体の大きさ（長さ）と人間の漕力（速度）、また海流や波浪などとの関係に関して、専門的な立場からのさらに突っ込んだご意見を賜ることができれば幸いである。

〈注〉

１　『邪馬壹国の論理と数値』において坂田隆氏は、『漢書』陳陽伝に「兵は軽きは五十里を行き、重きは三十里を行く」と書かれた記事のあることをあげ、日行三十里は重装備の場合であると述べておられる。

２　『唐六典』の記事は、すでに山尾氏をはじめ多くの研究者によって引用されている。

３　『東アジアの中の邪馬台国』において白崎氏は、『漢書』地理志の記事を実際の地図にあてはめ、ここからおよその見当として一日二五キロぐらいの速度が妥当な線とされている。

４　『宣和奉使高麗図経』は榎一雄氏が『邪馬台国』30号において紹介しておられる。

５　『魏志倭人伝』講談社

６　前掲注３

７　『古代日本の航海術』

８　『発見！邪馬台国への航跡』

９　『吉野ヶ里遺跡と邪馬台国』

10　『邪馬台国』35号

11　実際の地図で見れば汶山から重慶まではだいたい六〇〇キロ程度しかなく、通常里の約半分である。

12　『古代日本海文化』４号

13　『邪馬台国』35号

14　『邪馬台国はここだ』

15　前掲注１

16　『邪馬台国はやっぱりここだ』

17　『邪馬台国　中国人はこう読む』

18　『東アジアの古代文化』58号

19　前掲注７参照

20　『東アジアの古代文化』61号

21　朝日新聞連載「古代漂流」38　平成二年四月十三日

22　『日本の古代』１「倭人の登場」

23　前掲注８

24　『邪馬台国』35号　船迫弘「里程からみた邪馬台国」

25　宇田道隆著『海』

26　『歴史読本』昭和五十二年八月号

27　前掲注３






第十四章　神武東征と邪馬台国の西遷






日本建国の創始者、初代神武天皇は、畿内大和に都を定めるため日向の地をあとにした。世にいう神武東征は南九州日向が出発地となっている。この神武東征が邪馬台国九州説の立場から、邪馬台国の東遷を伝えたものとして、かなり以前から唱えられてきた。

その説くところによると、天照大御神は卑弥呼の事跡が神話化したものであり、その神話の舞台が九州であるところから、九州にあった邪馬台国の勢力が近畿へ移動したとき、ヤマトの名もいっしょに移されたという。また、瓊に瓊に杵ぎの尊みことが日向の高千穂の峯に降臨したという説話は、邪馬台国と狗奴国の戦争によって女王国が勝ち、その一部の勢力が南九州へ移動したことを暗示するという意見もある。これらの説は栗山周一（注１）、和田清（注２）、飯島忠夫（注３）、市村基三郎（注４）、榎一雄（注５）、安本美典（注６）、久保泉（注７）、鯨清（注８）などの各氏によって唱えられているものである。

後に大和説に変わったが、かつては和辻哲郎氏（注９）もその一人であった。邪馬台国の東遷を、初めて天照時代の神話および神武東征などと関連づけて述べたのは、この和辻氏である。

私が今ここで述べようとしているのは、これらの説とは逆に、邪馬台国は初めから大和にあり、神武東征は邪馬台国、すなわち女王卑弥呼の時代よりもかなり前の史実であるとする説である。その理由はどこにあるか。次項以下では邪馬台国東遷説のもつ矛盾点をあげながら、これに対するより合理的な解答を得るための考察を行ってみようと思う。

一　地名の誕生

白鳥庫吉氏（注10）をはじめとする邪馬台国九州説論者の多くは、「記紀」の神話に書かれた天照大御神などに関する記事内容が、「魏志」倭人伝の卑弥呼に関する事跡と状態が非常に似ていることを指摘しておられる。

この神話の中には天の香具山、天の安河などの名がかなり頻ひん繁ぱんに出てくる。無論、これらの地名は大和にもあり、津田左右吉氏（注11）もこの物語は大和のことを天上界の神話に反映させたものとする見解をとっておられた。「記紀」の注もこの香具山を大和の香具山のこととしている。

しかし、その記事内容から考えると、天照大御神が都とした高天原はやはり九州であった可能性が高い。この点に関しては安本氏が多くの著書の中で詳しく述べておられるとおりだと思う。

では、ヤマト（邪馬台・倭）はどうだろうか。『古事記』（以下、『記』と書く）の神話の中には、「出雲より倭に上りまさむとして」「吾をば倭の青垣の東の山の上に伊い都つ岐きょう奉まつれ」などと倭に関する記事が書かれているが、いずれも大和のことを述べたものである。『日本書紀』（以下『紀』とする）の記事も、「吾は日本やまとの三諸山に住まむと欲おもふ」と、文字は違うが同じ大和のことが述べられている。

これに反し、九州にはヤマト（倭・日本）と名付けられた地名は全く見られない。これは神話の舞台ばかりではなく、神武天皇に関する記事においても同じことである。神武紀などによって窺う限り、神武が大和に到着したときには倭やまとという地名はすでに存在していたとしか考えられないのである。

神武紀には神武東征に先だち、饒にぎ速はや日ひ命が天の磐船に乗って天降ったことが記されている。また、三十有一年の条を見ると、初めて秋あき津つ州しまと号したことが記され、また、饒速日命が天磐船から降り立ったとき、「虚空そらみ見つ日本やまとの国」と名付けたことを記している。日本についてはヒノモトという読みかたも考えられるが、『紀』は神話の記事も倭を日本としているので、ここでもヤマトといったことをこのように書いたものである公算が強い。

谷川健一氏（注12）は、神武東征よりも前にニギハヤヒの東遷があったとし、これに応神天皇の東遷を加え、いわゆる東遷は三度あったと考定しておられる。ニギハヤヒは物部氏の祖とされている。このニギハヤヒまたは物部氏の東遷を説く論者には、谷川氏の他に田中卓氏（注13）、太田亮氏（注14）、大場磐雄氏（注15）、鳥越憲三郎氏（注16）などがある。

『紀』には先の記事と共に、

「昔、伊奘諾いざなぎ尊、此の国を目なづけて曰はく、『日本やまとは浦安の国、細くわし戈ほこ千ち足たる国くに、磯し輪わ上かみの秀真国ほまつくに』とのたまひき」と書かれた記事もあるが、鳥越氏が述べておられるようにこの倭の名は、或いはニギハヤヒによって名付けられたのかもしれない。

このように見てくると、神武東征によって邪馬台国が東遷し、その結果ヤマトの名も移されたとする説は成り立たなくなる。いつ頃から存在していたか知ることはできないが、九州には山門という地名がある。しかし、九州の山門郡（筑後）、山門郷（肥後）のヤマトは甲類のトであり、乙類に属する畿内のヤマトとは発音が違うという。このような言語学の立場からの発言も無視することはできない。

こうなると問題は天の香具山と天の安河ということになる。香具山も神武が大和入りしたときにはすでに存在していた。この点から考慮すると、これらの地名は先にあげたニギハヤヒなど、神武より先に東遷した人々によって名付けられた公算が強い。

ニギハヤヒはこの地を日本やまとの国と名付け、神武は秋津州と呼んだ。神武紀には神武一行によって数々の新しい地名が付けられたことが記されている。しかし、新しい地名ばかりとは限らない。その一方ではさらに早くから遷り住んでいた人々によって、かつての郷里にあった香具山、安河などの名が思い出として付けられていたのではないだろうか。

二　考古学による考察

現在の考古学では、古墳出現の年代を三世紀末から四世紀初め頃としている。また銅鐸は弥生時代末期に埋められたとする見解がほとんど定説となっている。邪馬台国東遷説では銅鐸埋没および古墳出現の年代が、その東遷の時期と年代的に一致するとし、畿内を中心とする銅鐸文化圏が、銅矛文化圏の九州勢力によって制圧されたとする見解をとっている。

しかし、銅鐸埋没の時期は前の論文（注16）で述べたように、『晋書』『呂氏春秋』の記事などから判断する限り、少なくとも顕宗天皇の頃までは確実に存在していたとしなければならない。顕宗紀の記事が銅鐸のことを述べたものであることの可能性については、何びとも否定することはできないと思う。

このことは古墳出現の時期についてもいえる。卑弥呼を葬るための大きな冢が作られたという「魏志」倭人伝の記事（注17）は、動かし難い事実として受けとめねばならない。これらの点に関する考古学の編年は、文献を離れて一人歩きをしてしまっている感じである。

一方、同じ考古学的立場からの意見として、九州の弥生遺跡からの鉄器および鏡（後漢鏡）の出土数は、近畿に較べ圧倒的に多いとする奥野正雄氏などの指摘がある（注18）。この奥野氏の指摘に対しては佐原真氏が、直接的事実と間接的事実という言葉を使って反論しておられる（注19）。

佐原氏はまず、弥生時代の鉄器が九州でたくさん見つかっていることが、九州優位の直接的事実として理解されていることに対し、畿内の弥生時代Ⅴ期（弥生後期）にはすでに石器が基本的にはないという現象を重視、これを鉄器が普及していたことの反映とする間接的事実としてとらえ、畿内にも鉄器はあったのだと説明されている。

静岡の登呂遺跡では、大量の木材が鋭利な刃物で加工されていることが認められるにもかかわらず、鉄片が一つしか発見されなかったという。このことは鉄が貴重品扱いされている地域ほど再利用される確率が高いことを示唆するものである。

これとは逆に、九州の弥生墓などは副葬品の出土例が多いという。「魏志」東夷伝、韓の条を見ると、「国に鉄を出す、韓濊倭皆従いて之を取る、市買には皆鉄を用う」と書かれている。九州は韓とも地理的に近く、鉄が入手しやすかったのかもしれない（我が国の史書では『紀』神功紀四十六年、百済肖古王が鐵ねり鋌かね四十枚を献じ、五十二年にも鉄の献上を申し出た記事がある）。この点も葬制に関する習慣の違いなどと共に考慮する余地のあるところである。また湿潤な低地では、鉄器が酸化して無くなることもあるという。佐原氏はこの点を特に重視し、九州の土地条件は畿内のそれにくらべて遥かに優位に立っていると述べておられる。

次に鏡の問題に関して少しばかり私見を述べてみようと思う。

京都府福知山市で「景初四年」の銘をもつ鏡が発見されたことによって、三角縁神獣鏡の国産説は一層優勢になってきた。しかし、たとえこれらの鏡が国産鏡であったとしても、景初・正始などという年号の入った鏡はほとんど本州で発見されているという事実は無視することはできない。このことは、モデルとなった年号鏡が本州にあったことの傍証ともなり得るからである。

奥野氏によれば、景初・正始などの年号の入った鏡には、幢を模したと思われる笠松形の図形は描かれていないという。邪馬台国（難升米）が中国の魏から黄幢を賜ったのは、正始八年頃である。このようなことから考えると、これらの年号鏡は正始八年以前に作製されていたとしなければならない。

東遷説をとる場合、中国から贈られた後漢式鏡だけが埋められ、日本で作られた三角縁神獣鏡の方を大切に伝世していた、ということになってしまう。三角縁神獣鏡が卑弥呼に直接贈られたものか、我が国で作製されたものかまだ確定することはできないが、魏の年号鏡が後世になってから模作された可能性はきわめて低いのではないか。

いずれにしても、最初に年号鏡がもたらされたのは畿内であったとする方が、理に適った見かたではないかと思う。

三　神武東遷の時期と邪馬台国の所在

天照大御神と卑弥呼の時代が年代的にも一致するとし、神武東征を邪馬台国の東遷と結び付けて考える論者に、栗山周一氏、安本美典氏などがある。

栗山氏は、履中天皇から今上天皇まで百八代の一天皇平均在位年数が十四年強になるとし、これを『記』の推古天皇より前の一天皇平均十二年とを合わせ、一天皇十三年という平均在位年数を算出。これを今上天皇より神武天皇までの百二十四代に当てはめ、『紀』の紀年には約一千年の誤差があるとしておられる。

しかしこの推測は、天皇の在位年数は時代が新しくなるに従って長くなるという現象が無視されてしまっている。栗山氏の計算は百八代全体の平均と推古以前六代の平均を合わせた十三年という数値を、今上より神武までの百二十四代全体の代数に当てはめて計算したため、実際の年数より短くなってしまっているのである。

一方、安本氏は即位退位の時期などを、歴史的な事実として信頼できるのは、第三十一代の用明天皇以後であるとし、この用明から大正天皇までの平均在位年数を各時代別に分けて算出、それを棒グラフによって示している。
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図14‐１を見れば明らかなように、天皇の在位年数は時代を遡るにつれて短くなっている。これは日本だけではなく、世界の王の在位年数も同様の傾向を示している（図14‐２）。

安本氏はこの統計的傾向を重視、古代における天皇の在位年数は約十年で安定しているとし、この平均在位年数を用いて『記』『紀』にある天皇の代の数をもとに、推計学的な方法によって天照大御神の時代が卑弥呼の活躍時期と一致することを推定された。

氏はこの推定において、神武東征の時期を卑弥呼・壹与の時代よりも後の二七〇年頃としておられる。安本氏の行われた推定は表面に現れた数字だけによって判断する限り、確かに理にかなったものであり、何ら矛盾したところはないかもしれない。

しかし、天皇（王）の在位年数などというものは、それぞれの時代における歴史的な背景を無視して語ることはできない。卑弥呼・天照大御神説には、はたして矛盾したところはないだろうか。今仮に、そのことを中国の王の平均在位年数（図14‐３）などによって吟味してみることにする。

安本氏が示された統計グラフを見れば判るように、中国の一世紀から四世紀までの王の平均在位年数は、十・〇五年となっている。この十・〇五年を基準として前漢時代の皇帝の活躍時期を推定すればどのようになるだろうか。

ここで後漢光武帝の活躍時期（二五〜五七）の中心年となる四一年を起点として、前漢高祖の活躍時期（前二〇六〜前一九五）を推定したとしよう。両方の中心年である四一年から前二〇〇年までの間の皇帝の数は十六代であるから、先の平均値十・〇五年を適用した場合、紀元四一年から百六十・八年遡ることになる。したがってその推定中心年は紀元前一一九・八年となる。前一一九・八年といえば、高祖の活躍時期から見れば八十・二年も後の時代である。これではたとえ推定の誤差を考慮するための標準偏差を用いることによって、何とか推定枠内に入れることができたとしても、その中心年は実際の高祖の活躍時期から大きくずれてしまうことになる。

僅か十六代前を推定した場合でも、これだけの誤差が出てくるのである。このことは時代が古くなるに従って存在年数が短くなっているとする統計的傾向に基づいて、一世紀から四世紀までの平均値を適用するだけでは、まだどこかに不完全な所があることを示しているといえる。

まして用明から天照大御神までには二十六代も存在しているのである。代の数が多いほど基準となる数値の如何によってその推定年代も大きく違ってくることに十分注意しなければならないと思う。

またこれとは逆に、坂田隆氏が行ったように全体の平均値を基準とした場合、たとえば西洋の王の平均在位年数十八・〇六年を用いては、九・〇四年という一世紀から四世紀までの王の在位時期は、正しく推定できないことになる（図14‐４）。

ちなみに中国前漢蒔代の平均在位年数は十六・二三年である。中国の場合でいえば、三国時代から隋の時代にかけては、漢の時代に比べて政情が不安定であったことも大きく関係しているのかもしれない。

つまり、こういった面からの考察も当然必要となってくるわけである。表面に表れた数字だけによる推定には、やはり限界があると思う。いずれにしても推定を行うに当たっては、両方の場合を想定してかからなければならない。

そこで私は『古代日本海文化』二十四・五号における推定では、用明から醍醐天皇までの三十代の平均十一・五二年と、用明から大正までの九十八代全体の平均十四・三三年を合わせたものの平均値十二・九三年を標準在位年数として用いてみた。簡単ではあるが、この推定によって卑弥呼の時代に最も近いのは倭やまと迹と迹と日ひ百もも襲そ姫ひめであることを理解していただけたと思う。

神武東征は橋本増吉（注20）、坂本太郎（注21）、植村清二（注22）、原田大六（注23）らの各氏が述べておられるように、やはり卑弥呼の時代よりも前であったとせざるを得ないのである。中国史書の中では『宋史』に「神武移りて大和州に居す……」と書かれた記事はあるが、それ以外には中心権力の東遷に関する記事はない。

以上の考察によっても邪馬台国が九州にあり、卑弥呼の時代以後になって畿内へ移動したとするいわゆる邪馬台国東遷の可能性は、きわめて少ないのではないかと思う〔天照大御神の時代が卑弥呼の活躍時期と一致するとする論者は、この他、吉井孝雄（注24）、平山朝治（注25）、中宮安夫（注26）などの各氏があるが、この説の代表者として安本氏がもっとも著名であるため、安本氏の説を引用させていただいた〕。

四　女王の称号とその品位

倭やまと迹と迹と日ひ百もも襲そ姫ひめを邪馬台国の女王卑弥呼に比定することに対する反論のもう一つの理由として、天照大御神が文字どおり女王として最高の座にいたことが明らかであるのに対し、倭迹迹日百襲姫は女王ではなかったとする意見がある。

『紀』には倭迹迹日百襲姫のことが「聡さ明とく叡さ智かしくして、能く未然を識りたまへり」と書かれている。この姫が卑弥呼と同じく超能力の持ち主であったことは間違いない。しかし彼女は孝霊天皇の皇女と記されているだけであり、女王とは書かれていない。

では倭迹迹日百襲姫は霊能者ではあっても、ただ天皇の皇女としての存在でしかなかったのだろうか。ここで我が国古代の女王という称号に対する認識がどのようなものであったか、ということについて考えてみたい。

『記』垂仁天皇の条に、「旦たに波はの比ひ古こ多た多た須す美み智ちの宇う斯しの王きみの女、名は兄え比ひ賣め、弟おと比ひ賣め、茲この二はしらの女王、浄き公た民みなり、故、使ひたまふべし」と書かれた記事がある。

これは沙本毘賣（狭穂媛）の兄、沙本毘古王（狭穂彦）が、皇后となった妹に天皇を殺害させようとした事件と関係のある記事である。

この沙本毘古の計画は、沙本毘賣がすべてを天皇に告白してしまったことによって失敗に終わったのであるが、謀反を知った天皇が沙本毘古を討伐しようとしたため、沙本毘賣は兄のいる稲城に立て籠ってしまった。この時、沙本毘賣には本牟智和気（誉津別命）という一人の御子が生まれていた。天皇は何とかして皇后を連れ戻そうとしたが沙本毘賣はかたくなにこれを拒み、子供だけが天皇のもとに還された。先の記事は沙本毘賣に帰る意思のないことを悟った天皇が、わが子本牟智和気をどのようにして養育すればいいのだ、また誰を后とすればよいのか、と問いかけたことに対する答えとして語られた言葉である。

ここでは、ただ旦波比古多多須美智宇斯王の女という身分にしか過ぎない兄比賣、弟比賣が女王として記されている。

一方、『紀』顕宗天皇紀の分注に引く譜第には、市辺押磐皇子の第四子として飯豊女王、亦の名忍海部女王と書かれた例があり、また、舒明天皇紀にも、

「天皇の臥病みやまひしたまふ日に、田村皇子に詔して曰のたまひしく、『軽かるがるしく轍たやすく來の国政を言ふものに非ず。是を以て、爾いまし田村皇子、慎みて言へ、緩おこたらむこと不ま可な』とのたまひき。次に大おお兄えの王みこに詔して曰ひしく、『汝肝きも稚わかし。而して誼とよき言ふこと勿。必ず群臣の言に従ふべし』とのたまひき。是乃ち近く侍さぶらふ諸の女王及び釆女等悉に知れり。『且大王察にする所なりといへり』とまうす。（中略）是に、近習者栗下女王ちかくつかえまつるものくるもとのひめみこを首として、女孺めのわらわ鮪女しびめ等八人、併て数十人、天皇之側に侍りき」と書かれた記事がある。

この舒明紀の女王と書かれた記事の注には、「令制では二世以下の女性皇族をいうが、ここでは推古天皇に仕える女性皇族を指すか」と記されている。『紀』の垂仁条に書かれた旦波比古多多須美智字斯王（丹波道主王）は開化天皇の皇子日子座王（彦座王）の子であり、また、『紀』の分注に書かれた飯豊女王の父に当たる市辺皇子も履中天皇の子である。つまりこれらの記事に書かれている女王は、いずれも令制にいうところの二世以下の皇族としての意味で書かれているのである。中国史書などに書かれた女王とは、全く違った認識によって書かれていることが判る。

このことは何を意味するだろうか。倭迹迹日百襲姫は孝霊天皇の第二子として記されている。皇女としての記録は変えることはできない。もし彼女が卑弥呼であり、女王であったとする伝承があったとしても、何かの間違いだろうとして書き変えられた可能性も決してないとはいえないのである。

『紀』が卑弥呼に擬していることで有名な神功皇后は、仲哀天皇が崩じた後、かなりの期間摂政として政事にたずさわっていた。また、推古、皇極、持統などはいずれも天皇の座に即いていた。しかし女王とは記録されていない。この三人のうち推古、持統の二人は共に天皇の子として生まれた皇女であった。また、皇極は初め用明の孫に当たる高向王に嫁ぎ漢皇子を生んでいる。『紀』の頭注にはこの皇子について、「王の子であるのに皇子と記すのは母が天皇となったためである」と記している。このことから考えると敏達天皇の曽孫である皇極が宝皇女と記されているのは、天皇となったために皇女の尊号が冠せられているのかもしれない。

先にあげた飯豊女王を『紀』が飯豊皇女としているのは、世系において履中の子としているためとも見られるが、代理として政事を司ったこととも無関係とはいえない。その証拠に『紀』顕宗即位前紀には、

「是の月に、皇太子億計王と天皇と、位を譲りたまふ。久にして處ゐたまはず。是に由りて、天皇の姉飯豊青皇女、忍海角刺宮に、臨朝乗政みかどまつりごとしたまふ。自ら忍海飯豊青尊と称なのりたまふ」と記され、また補注15─二にも「扶桑略記」は「飯豊天皇、廿四代女帝」とし、「皇胤紹運録」には「飯豊天皇、忍海部女王是世」と書いていることをあげている。

飯豊女王が履中の皇女か市辺皇子の子なのか決め手となるものはないが、いずれにしても女王という称号は『記』『紀』編纂時の令制観念にのっとって書かれたものであり、品位としては皇女よりも下だったのである。
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このことは、現在の天皇家の系図を見ることによっても知ることができると思う（系図14‐５参照）。皇子、皇女が、親王（男性）、内親王（女性）となってはいるが、天皇の兄弟の孫に女王の尊号が冠せられていることなどからも、奈良時代の令制が形を変えながら踏襲されてきたことが窺える。我が国における尊号としての女王の品位は、私達が一般に考えている女王の称号とは全く違ったものなのである。

倭迹迹日百襲姫はよく未然を知ることができたという。卑弥呼もまた神に仕えた霊能力者であった。倭迹迹日百襲姫が崩じたとき、多くの人々を動員して大きな墓が築かれたという。奈良県桜井市にある箸墓がその墓と伝えられている。「魏志」倭人伝には卑弥呼が死んだ記事に続けて「大いに冢を作る」と書かれている。この坐女王としての卑弥呼の事跡などと考え合わせれば、彼女が霊能力をもった女王であった可能性はきわめて高いと思う。

五　邪馬台国の西遷

安本氏は北九州の甘木地方夜須郡の周りと、大和の国大和郷の周りは驚くほど地名が似ていると指摘しておられる。安本氏が示された図（図14‐６）を見ると、地名の一致というだけではなく、その地理的な配置までもが非常に似通っていることが判る。




鏡味完二氏（注27）などによって早くから述べられているとおり、地名の一致は偶然の結果というより、多くは民族の移動によって運ばれた可能性の方が高いと思う。
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では邪馬台国九州説論者の多くが述べるように、これらの地名は九州から大和へと持ち運ばれたものなのだろうか。私はこの地名の移動は逆ではないかと考えている。本誌前掲号においてすでに指摘したとおり、倭やまとだけでなく吉野なども神武東征以前から大和地方に存在していた地名である。また鳥見山は、神武東征軍によって命名された鵄邑が訛って伝えられたものという。そして朝倉、三輪、平郡、黒田、長谷（泊瀬）、雲梯うなで（浮孔）らの地名も『和名抄』などに九州の地名が記録されるより前から大和に存在していた名である。

神話の主な舞台が九州であり、天の香具山・天の安河などの名がその中で語られていることは、九州説にとって有利であることには違いない。しかし、それ以外の大和と九州にあるほとんどの地名は、神話の中には全く記されていないのである。

周知のように、『紀』などは奈良時代に編纂された書物である。現存する歴史書の中では最も古い。これに対し『和名抄』などは平安時代に出来たものである。大和と甘木地方における地名の一致は、天香具山以下すべての地名が、神武東遷によって一緒に運ばれたというような簡単なものではないのである〔なお、神功紀（摂政前記）にある御笠、安などの地名に関する説話については、神功皇后の伝承が後世あのような地名由来に形を変えて伝えられていた可能性が強いため、除外した方がよいと思う〕。

ではニギハヤヒの東遷、神武東征とは逆に、大和から九州への移動を窺わせる記録はあるだろうか。第十代崇神は御肇国はつくにしらす天すめら皇みこととして、初代神武（始馭天下之はつくにしらす天皇）と共に日本建国の創始者、大和朝廷の礎を築いた天皇として知られている。『記』『紀』の記事では万世一系の思想に基づき倭迹迹日百襲姫と崇神が同一の系譜に属する者として記録されている。しかしこれらの記事には、はなはだ疑問点が多い。

まず九州の日向に本拠のあった初代神武は別としても、第二代綏靖天皇から第九代開化天皇に至るまでの事跡に関する記事はほとんど書かれていない。このことはそれまで政権の座にいた邪馬台国が、大和朝廷の新しい建設者といわれている崇神の登場によってすっかり崩壊してしまったことを窺わせる。

この崇神王朝の出現によって、覇権を誇っていた頃の事跡の数々、語り継がれるべき説話の数々を伝承する母体、邪馬台国民族の基盤といったようなものが、すっかり失われてしまっていたのではないだろうか。治政に関する記事がほとんどないため、崇神以前の九代は後世の造作ではないかとする説もある。しかし私は、この点に関しては坂本太郎、安本美典などの各氏が述べておられるように『記』『紀』の記事も天皇の代数に関する部分については信頼してよいのではないかと考えている。

崇神紀には武埴安彦の反乱事件が記されている。そしてこの武埴安彦の謀反を百襲姫が予知能力によって見透し、これを崇神に教えたことになっている。しかし私はこの記事こそ、邪馬台国に代わって新しく政権の座についた崇神朝による歴史の造作部分だったのではないかという気がしてならない。つまり、旧邪馬台国の王統と一本の線で繋ぐための改竄が行われたのではないか。

百襲姫が予知能力によって武埴安彦らの行動を察知したとすることが、旧邪馬台国の血を引く武埴安彦を反逆者に仕立てるためには最も都合がよかったのかもしれない。同じ系譜の中に組み入れられてはいるが、武埴安彦も百襲姫も崇神朝とは別の、開化以前の王統に連なる者だったのではないかと思う。

『紀』は事件の発端を次のように記す。

「武埴安彦が妻吾田媛、密に来りて、倭の香山の土を取りて、領ひ巾れの頭はしに裏つつみて祈のみて曰さく、『是、倭国やまとのくにの物質ものしろ』とまうして、則ち反かえりぬ」

このことを知った崇神は、これこそ謀反の企てがある証拠とみて、ただちに武埴安彦討伐の兵をあげた。しかし吾田媛が語ったというこの言葉は、はたして謀反の心を抱いたためのものだっただろうか。

同じ崇神紀の六年の条には「百性流離さすらへぬ。或いは背そ叛むくもの有り、其の勢、徳を以て治めむこと難し」と書かれている。大和は気候もよく、また日本の中心地として地理的にも恵まれており、すべて好条件に満たされている。生活するには絶好の地といってよい。人々はその大和を棄てて一体どこへ行こうとしたのか。この記事は、新政権を迎えた旧邪馬台国にゆかりの深い住民達の動揺と混乱ぶりを暗示してはいないだろうか。

こうした視点に立って、先の吾田媛の言葉をもう一度思い浮かべていただきたい。この言葉には政権の座を失った武埴安彦らが住み馴れた大和を去るに当たって、懐かしい郷里の土を一生の想い出として大切に持ってゆこうとした心情がよく表れていると思う。「是、倭国の物質」と語ったその言葉には、住み馴れた大和の地をどうしても去って行かねばならない吾田媛の万感の想いがこめられていたのではないだろうか。

崇神朝懸命の懐柔策も効なく、旧邪馬台国住民の離反は次々と後を絶たなかった。その目指す土地としてまず彼らの頭に浮かぶのはどこか。それは何といっても初代神武のいた南九州日向の地であり、神話に書かれた高天原・天の安河などのある甘木地方夜須郷だったと思う。武埴安彦らはその九州へ旅立とうとしていたのではなかったか。多くの住民達はすでに出発していた。遠い祖先の地に遷り住んだ彼らは、天の安河・天の香具山などを中心としてここに大和と同じ名を付け、かつての郷里をしのんだのかもしれない。

『唐書』日本伝には「或は云う、日本は舊小国、倭国の地を併せたりと」と書かれた記事がある。中国史書は大和朝廷の他にもう一つの倭国が存在していたことを伝えてくれていた。九州の片偶でひっそりと息づいていたもう一つの国、これこそ女王卑弥呼が統治していた邪馬台国の西遷した姿だったのではないだろうか。

その位置までもがあまりにも類似した大和との地名の一致、また九州年号と称される私年号の存在は、大和朝廷の手の届かない所でつつましく生き続けてきた一つの民族の、終生消し去ることのできなかったノスタルジア、精一杯のレジスタンスを感じさせずにはおかない。日向の地をあとに勇躍大和への進出を果たした神武一行が次々と新しい地名を付けていったことと想い合わせるとき、大きな歴史の流れにもてあそばれながら懸命に生きた、あきらめ切れない人々の姿をそこに見ることができる思いがする。『南九州文化』25号「男狹穂塚・女狹穂塚の謎」において考察した狭穂彦・狭穂媛の事件もまた、武埴安彦の反乱と決して無関係とはいえない。

雄狭穂塚の被葬者については、狭穂彦の弟の哀邪本をざほ王ではないかとする江口純氏（注28）の意見もある。もっともなご指摘だと思う。哀邪本の「哀」と同様に雄狭穂塚の「雄」もオではなくヲと読まれている。その上、袁邪本にそのまま塚をつければ狭穂彦より御陵の名に近い。袁邪本をどう読むかという点に関しても『記』『紀』の訓みがなは『記』『紀』編纂当時の発音に従って名付けられたと思われるから、間違いの可能性は少ないと思う。

しかし狭穂彦（沙本毘古）らの父、日子座王は母親の意お祁け都つ比ひ賣めの妹に当たる袁を祁け都つ比ひ賣めをも娶り三柱の御子をもうけているが、姉の名は意お、妹の名は袁をとなっている。同じ姉妹にこのようなまぎらわしい呼び名が付けられただろうかということから考えると、決して疑問がないとはいえない。

これと同じことは顕宗・仁賢という二人の天皇についてもいえる。この二人の名は兄の仁賢が意祁おけの命みこと、弟の顕宗が袁祁をけの命みことと書かれている。また、雄狭穂塚を袁邪本王の墓とした場合、雌狭穂塚を誰の墓に比定するかということで行き詰まってしまう。それに雄狭穂塚の雄は雌狭穂塚との兼ね合いで考えると、名前をそのまま移したというより、被葬者が男性であるためにそのように付けられた可能性の方が強い。

また『記』の記事は日子座王の子は合わせて十一柱なりとしているが、そこに記された御子の名は全部で十五人となっており、記事に混乱が見られる。このような点を考え合わせた上で私は、謀反事件とは別の雄狭穂塚に葬られた狭穗彦に関する伝承が『記』撰述の段階に至って、袁祁本をざほ王というもう一人の王の誕生という形をとって現れたのではないかという見かたをしている。

いずれにしてもこれらの数々の事件は、女王卑弥呼の存在と共に海外にまでその名を知られた邪馬台国の終焉を私達に暗示しているかのようである。垂仁天皇と狭穂媛の結婚が旧邪馬台国の王統と一つの線でつなぐための政略結婚であったと見るとき、崇神、垂仁と続く新大和王朝が、民心の掌握にいかに苦慮していたかということを窺い知ることができると思う。

〈注〉

１　『少年国史以前のお話』『日本歴史時代の研究』

２　「倭の女王国と日本統一の時期」『歴史教育』五巻　三・四号

３　『日本上古史論』中文館書店

４　『秘められた古代日本』『民族日本史』

５　『邪馬台国』至文堂

６　『研究史　邪馬台国の東遷』『邪馬台国への道』

７　『邪馬台国の所在とゆくえ─新宇佐説』

８　『卑弥呼は天照大御神である』

９　『日本古代文化』

10　「倭女王卑弥呼考」『東亜之光』第五巻　六・七号、『白鳥庫吉全集』

11　『日本古典の研究』

12　『東アジアの古代文化』40号　『李刊邪馬台国』28号

13　『日本国家成立の研究』

14　『日本古代史新研究』

15　『大いなる邪馬台国』

16　「仏教伝来と銅鐸埋没の謎」『南九州文化』27・28号

17　拙稿「卑弥呼の墓は大和にあった」（『季刊邪馬台国』17号）

18　『邪馬台国はここだ』『邪馬台国の東遷』その他

19　「直接的事実」と「間接的事実」『銅鐸と女王国の時代』

20　『東洋史上より見たる日本上古史研究』

21　『日本歴史全集』２「国家の誕生」

22　『神武天皇』

23　『邪馬台国論争』

24　『季刊邪馬台国』８号

25　『季刊邪馬台国』16号

26　『季刊邪馬台国』30号

27　『日本地名学』科学編

28　『南九州文化』28号






第十五章　『太平御覧』所引　「魏志」の「至於投馬国」をめぐって






投馬国の比定は邪馬壹（臺）国の所在を考定する上で欠くことのできない重要な意味がある。「魏志」倭人伝の行程記事は次のように書かれている。

「南、投馬国に至る水行二十日。官を彌彌と曰い、副を彌彌那利と曰う。五万余戸可り。南、邪馬壹（臺）国に至る、女王の都する所、水行十日、陸行一月」

この記事は北九州に比定される末盧国・伊都国・奴国・不弥国などから、投馬国が相当離れた所にあったことを窺わせる。投馬国は一体どこにあったのだろうか。

一　投馬国の比定地

邪馬壹（臺）国（以後「邪馬台国」と書く）畿内説の立場に立つ論者は、「南」とある方角を「東」の誤りとし、投馬国も同様に東の方に求める。末松保和（注１）、笠井新也（注２）、白崎昭一郎（注３）、三木太郎（注４）、速水孝（注５）、山尾幸久（注６）などの各氏は、「水行二十日」とある投馬国への行路を日本海航路とし、島根県の出雲に比定された。

同じく日本海航路説の立場をとる山田孝雄（注７）、豊田伊三美（注８）、中哲次（注９）などの各氏は、兵庫県北部の但馬を投馬国とする。

これに対し瀬戸内海航路説を説く新井白石（注10）、三宅米吉（注11）、志田不動麿（注12）、藤田元春（注13）、石井良助（注14）、原田大六（注15）、直木孝次郎（注16）、大山峻峰（注17）、青木慶一（注18）、田辺昭三（注19）、田口賢三（注20）、松崎寿和（注21）、森繁弘（注22）らの各氏は、岡山県の玉野市玉、倉敷市玉島、浅口郡玉島浦（多麻能宇良）、広島県福山市鞆町などを投馬国に比定。鳥越憲三郎氏（注23）、間壁忠彦氏（注24）などもその本拠としての吉備国の存在を考える。また直木氏は放射式に読む可能性についても考慮し、この場合の投馬国は香川県の三豊郡詫間町あたりが適当とされている（新井白石はのち九州説に転向）。

一方、邪馬台国九州説では、本居宣長（注25）、菅政友（注26）、榎一雄（注27）、牧健二（注28）、井上光貞（注29）、新妻利久（注30）、山本武夫（注31）、立石巌（注32）、小林幹男（注33）らの各氏が、宮崎県西都市妻を投馬国に比定。投馬国の比定地はこの他にも各地にあり、全体を合わせるとおよそ十四、五カ所はある。

これらの比定地のほとんどは地名の類似を主な根拠としている点で変わりはないが、「水行二十日」という日程に重点を置いて考えた場合、やはり先にあげた三つの説に焦点が絞られてくる。かつて邪馬台国東遷説を唱え、その後の邪馬台国・九州説に大きな影響を与えた和辻哲郎氏も、日程記事はどうこじつけてみても納得が行きかねる、とし、畿内説に転向された（注34）。同じく九州説の立場をとる橋本増吉（注35）、喜田貞吉（注36）、山田平（注37）らの各氏が投馬国を出雲或いは但馬に比定したのも、この日程記事の説明がつかなかったために他ならない。

この三氏の見解は、日程記事は畿内への道程を示す伝聞記事が混入したとするものであるが、和辻氏の一つの説に固執しない幅の広い柔軟な考え方は大いに学ばなければならないと思う。先の三つの説のうち、出雲説を主張する研究者の中には『太平御覧』「魏志」にある「至於投馬国」と書かれた記事をそのまま地名と結び付け、「於」は助詞ではなく国名の一部であるとする解釈を示す者もいる。

本稿では客観的な立場に立った柔軟な姿勢に心掛けながら、改めてこの「至於──」および「至干──」「於」「干」の用法について検討し、併せて投馬国の比定地を探ってみようと思う。

二　『太平御覧』「魏志」

『太平御覧』「魏志」の「至於投馬国」とある記事に最初に着目されたのは末松保和氏（注38）であった。末松氏は出雲という地名がチェムバレン氏がアイヌ語の解釈によって、入江を抱いた岬を意味するエトモに起源するものとしたのを承け、於の古音にはwu、íwo、ǒ等があるからエトモ或いはイヅモに愈々近づく、と述べておられる。『東アジアの中の邪馬台国』において白崎昭一郎氏は、出雲の近くに恵エ曇トモという地名があることを指摘しておられる。

無論、この末松氏の説に対しては橋本・榎本一雄氏などの反論がある。橋本氏は『太平御覧』の記事が改竄誤謬の少なくないことをあげ、類書所引の文に基づいて立てられし於投馬国説は信頼するに足るべき所説として認めることはできない（注39）、とされた。また榎氏も、この「至於投馬国」は通行「魏志」の本文を改めたもの（注40）としてしりぞけておられる。末松氏によって唱えられた於投馬国説は、その後あまり取り沙汰されることもなかったのであるが、最近、松永章生氏（注41）、三木太郎氏（注42）、毛利康三氏（注43）、速水保孝氏（注44）、山田平氏（注45）、安本美典氏（注46）などによって再び注目をあびるようになってきた。

松永氏は中国音韻学の権威、王力氏の説を承け、次のような見解をとっておられる。

漢から魏晋南北朝の時代における「投」の発音はdu（ドゥ）であった。我が国の古代の発音は原則として濁音が語頭にくることはない。したがって「投ドウ馬マ国」などという地名が日本にあったとは考えられない。

「於」は「至」の目的を強調するための前置詞として用いられる。倭人伝の行程文の目的地は「邪馬台国」である。したがって途中の「投馬国」に「於」をつけて強調するなど考えられない、とし、この場合の「於」は前置詞ではなく国名の一部である、とした。

また毛利氏も「於」は助詞と考えられて省略された、とし「投馬国」と書かれた他の史書の記事を誤りとされている。しかし、「至於投馬国」とする記事は現在知られている史書では『太平御覧』以外にはない。ただ一つの史書だけに書かれた記事をもって国名の一部であるとすることには少し無理があるような気もする。

はたしてこの「於投馬国に至る」にはどのような意味があるのだろうか。

三　「於」と「干」

中国史書には「──於──」「──干──」の用例はかなり多く見られるが「至於──」「至干──」といった形の使用例はきわめて少ない。

「（黄昌）永和五年、徴して将作大匠に拝し、漢安元年に進みて大司農に補せられ、太中大夫に左転す、於官に卒す」（官に於て卒す）（『後漢書』黄昌伝）

「自ら疾篤しと陳す、復た朝事に任ずること能わず、遂に罷め後数年にして於家に卒す」（『後漢書』張湛伝）

「太后復た詔して徴す、四年を経るも至らず、年八十二にして於家に卒す」（『後漢書』楊厚伝）

「夏侯淵於陽平に没す」（「魏志」曹眞伝）

「老病を以て身を乞い、干家に卒す」（『後漢書』周栄伝）

「河南の尹と為り、蕃が敗れるに及び祐黜帰して干家に卒す」（『後漢書』劉祐伝）

「相持すこと百余日、其の年八月、亮疾病し干軍に卒す時に年五十四」（「蜀志」諸葛亮伝）

以上にあげたのは死亡記事に用いられた「於」と「干」の事例である。

一般に「於」は、場所や対象・比較を示す場合の助字。一方「干」は、分を越えて行う・おしかけて行く・もとめる、といった場合の助字、前置詞として用いられるとされている。

一「公卿百官、於北[image: gaiji]阪の下に奉迎す」（「魏志」六　菫卓伝　注引英雄記）

二「常に於山巌に講学す」（「魏志」十一　国淵伝）

三「張進等、於酒泉に反す」（「魏志」九　曹真伝）

四「卓遂に其の衆を将いて帝を干北医に迎え宮に還る」（「魏志」六　菫卓伝）

五「干門中に戦い既に敗れて干井中に逃る、於井にて之を獲る」（「魏志」董二袁劉伝裴松之注）

このような例を見ることによっても判るように、「於」はその土地・場所における出来事や何かを行ったりすることを表す場合。

また「干」はこれとは逆に、相手の意思や気持ちとは関係なく行動する、或いはそれまでいた所から別の場所に出向いて事を行う場合などに用いられている。

ここにあげた一と四の例は同じ事柄について述べたものであるが、一方には「於」が、もう一方には「干」が用いられている。これは一の場合、公卿百官が帝を北[image: gaiji]の下に待機して迎えたという表現であり、四の場合はここに引かれた英雄記に「晝夜三百里来る」とあるように、帝を迎えるため北[image: gaiji]まで出向いた、ということを記したものである。

次の例を見ていただきたい。

「太祖、遠紹と久しく官渡に相持す。紹、劉備を遣わし[image: gaiji]彊の諸県を徇わしむ、多く衆を挙げて之に応ず、許より以南吏民安からず太祖以て憂と為す。仁が曰く、南方大軍を以て方に目前の急あり、其の勢相救うこと能わず。劉備彊兵を以て之に臨む、其の背叛固に宣しきなり。備新たに紹が兵を将いて未だ其の用を得ること能わず。之を撃たば破る可きなり。太祖其の言を善とし遂に騎を将いて備を撃たしむ、（中略）連月下らず、仁、於太祖に言て曰く……」（「魏志」九　曹仁伝）

「太祖、登を以て広陵の太守と為す。（中略）太祖下邳に到る。登郡兵を率いて軍の先駆と為る（中略）賊軍を喪うを忿り尋して復た大いに兵を興して登に向う、登が兵敵せざるを以て功曹陳矯をして救いを於太祖に求む」（「魏志」七　陳登伝注引先賢行状記）

「孔融数しば衡を干太祖に薦して與に相見えんと欲す。衡之を疾み悪みて意常に憤懣、因りて狂疾して肯て往かず。而して数しば言論あり、太祖其の名を聞きて図りて之を辱めんと欲す」（「魏志」十　荀或伝裴松之注）

「繍、遊軍を以て干表に仰食せんとす、表供すること能わざるなり」（「魏志」十　荀攸伝）

ここで「於」が用いられているのは、その事柄に関してそれまでにもお互いに意思の疎通・伝達がはかられている場合が多い。

一方、「干」が用いられているのは、相手の意思・気持ちとは関係なく一方的・干渉的に行動している場合である。

また次にあげる例では「於」が比較においてその対象とするもの「より」以上に「少ない」或いは「大きい」ことを表すための助字として用いられている。

「毓が弟會が年玄より（於）少なし、玄與に交わらず」（「魏志」夏侯尚伝注引世語）

「枝本より（於）大きく、脛、股より（於）大し、折れずとも必ず披けん」（『史記』巻一百七　魏其武安列伝）

四　期間の長短と「於」「干」の使い分け

以上のことを念頭に置いた上で、もう一度先にあげた「於家に卒す」「干家に卒す」などについて吟味していただきたい。

ここで「於」が使用されているのは、いずれも家に居た期間が長く、反対に「干」が用いられている事例は、死亡した場所に滞在した期間の短い場合が多い。これはこういった場合の「於」「干」が、本来の意味とは別に、その場所における滞在期間の長短、たとえば六カ月以内は「干」、六カ月以上に及ぶ場合は「於」というように、一定の基準に従って記述されているためかもしれない。

夏侯淵は建安二十三年に出陣、二十四年正月に戦死した（「於陽平に没す」）。その記事には「相守ること連年」とも書かれている。

一方、孔明が出陣したのは建興十二年の春正月のことであるが、長期戦を予想してもっぱら麦などを刈らせて軍糧の備蓄に励んでいた。したがって孔明が軍の中に身を置いたのは、出陣した二月から、病のため雄図空しく戦陣において果てたその年八月までの期間ではなく、「相持すること百余日」に近い期間であったとみてよい。

「百余日」は三カ月余りであるから、この場合「軍に於て卒す」ではなく「干軍に卒す」でよいことになる。この孔明の死を伝える別の記事には、

「亮、干郭氏塢に卒す」（漢晋春秋）

「秋八月、亮、干渭濱に卒す」（「蜀志」三　後主伝）

とその地名が記されている。異論はあるかもしれないが、こういった事例によっても、一年を六カ月で分けた先の推定が、単なる想像や憶測だけによるものでないことが理解いただけると思う。

五　「至於──」「至干──」の用例

では「至於──」「至干──」の場合、どのような意味をもって使用されているだろうか。




「至於──」

一「弱水、於合黎に至り、余波於流沙に入る」（『史記』巻二　夏本紀）

二「禹、於江夏に到り、経る所の県の兵及び従う所の歩騎千人を発して、山に乗りて火を挙ぐ、権退き走る」（「魏志」三　明帝紀）

三「先主、於夏口に至る、亮が曰く、事急なり、請う、命を奉じて救いを孫将軍に求めん」（「蜀志」五　諸葛亮伝）

まず一の例について見てみよう。

「於合黎に至り」とある記事の注には、一合黎山の腹に入る──と書かれている。これまでに見てきた「於」に関する事例は、すでにその場所における生活・行動が認められる場合、またその場所において同じ状態が長く続いた場合、或いは相互間においてすでに意思の伝達・疎通がはかられている、お互いの気持ちに共通点が認められる場合、などに限られていた。

このような「於」の用法とその意味、それに──合黎山の腹に入る──とした注の記事などによって推量すると、弱水から流れてきた川が合黎水に合流するまでには、合黎山の山腹、つまり合黎の地をかなり経過しているということを示すために使用されたことが窺える。

注の記事によると、張掖から流れ出た弱水は張掖県から合黎山を経て、さらに流沙を通過し（千五百里）、遠く居延海にまで流れ込んでいるという。約千五百里にわたって広がる流沙を流れているというのである。したがってここでは二度目に書かれた「余波、於流沙に入る」についても同様の解釈が成り立つ。

その注を見ると──弱水の余波、西に流れて流沙に入る──と書かれている。これはただ弱水が張掖・合黎山を経てそのまま流沙に流れ込んだということを書いたものではない。居延海に至るまで約千五百里、流沙の側面を経過しながらその余波が所々の低地をたどって流沙の中にも浸み込んでいるという意味を表したものである。

この例はただＡ地点から流れてＢ地点に至ったという意味ばかりではなく、これに加えてさらにその地を経過しながら、という意味も含まれていることが判る。

では次に二の例について検討してみよう。

黄初七年五月、文帝が崩じ、代わって明帝が皇帝の位に即いた。魏の体制未だ整わぬと見た呉の孫権は、この間隙に乗じて江夏郡に軍を進めた。江夏の太守文聘の守りは堅く、なかなか勝負がつかなかったが、孫権は執拗に攻撃を繰り返し、いつまでも還る様子を見せなかった。

このことを知った明帝は「夫れ攻守、勢倍せば終に久しかる可からざるなり」と、かねてから辺方に派遣していた治書侍御吏の荀禹に檄を飛ばし、ただちに江夏郡の救援に赴くよう命じた。詔を受け取った禹は急遽、江夏郡にかけつけ、自ら引き従えてきた歩騎と共に江夏の各地を駆けめぐり、居残っていた県の兵を集合し、あちこちの山に登って火を焚いて気勢を上げ、いかにも大軍が到着したかのように見せかけた。久しく攻めあぐんでいた孫権は、これを見て戦い利あらずと遂に江夏郡の攻略をあきらめ、兵を引いて退散したというのである。

ここに用いられた「於」は、記事に示されているようにただ江夏に至ったということだけではなく、その地における禹の活動、孫権の軍を撃退するため江夏の各地を周施して残留兵を動員するための意味、また状況次第では江夏を出て孫権の軍に直接戦いを挑む、という意味をも合わせ持つ。

では三の例はどうか。この記事は魏晋朝短里説を主張する古田武彦（注47）氏と、これを否定する白崎昭一郎（注48）、山尾幸久（注49）、安本美典（注50）、佐藤鉄章（注51）、篠原俊次（注52）ら各氏との間で常に重要な論点の一つとなった当陽の長坂に関する記事との関連で書かれたものである。

建安五年、曹操の攻撃から逃れた劉備は、一時、袁紹次いで劉表などとの連合をはかったが、劉表は日増しに衆心を集める劉備に疑心を抱いて憚ったため、遂に劉表のもとをも離れることになった。建安十三年、ますます勢いを増した曹操は、劉表のいる荊州に向かって南下を開始した。しかしその時すでに劉表は重い病の床にあり、表の死後、代わって立った子の琮は抵抗するすべもなく自ら曹操の許に下った。樊はん城にいた劉備は事態が急変したことを知り、ひとまず南下して物資が豊かといわれる江陵において関羽らと落ち合うことにした。この劉備の軍には劉表亡き後、彼に望みを託そうとする荊州の人々も次々と加わり、当陽に至る頃にはその数およそ十余万にも達したという。曹操は、もし劉備が江陵に到着し、関羽らと共に態勢を整えては面倒と、五千騎の精兵を引き連れてこれを急追した。

「曹公、江陵軍実あるを以て、先主の之に拠らんことを恐れ、乃ち軽重を釈て軽軍にして襄陽に到る。先主已に過ると聞きて、曹公精騎五千を将いて急に之を追う。一日一夜に行くこと三百余里、当陽の長坂に於て及ぶ」（「蜀志」一　先主伝）

諸葛亮（孔明）や張飛・趙雲らの諸将は、急逼する曹操の軍と必死で戦ったが及ばず、劉備は荊州から付き従ってきた多くの群衆、最後には妻子まで棄て、僅か数十騎と共に間道を辿って追っ手の目を眩ませながら命からがら逃げた。諸葛亮伝にある「先主、於夏口に至る」は、この時のことが記されたものであるが、この記事にはこれに続けて「亮が曰く、事急なり、請う、命を奉じて救いを孫将軍に求めん」と書かれている。

劉備はやっとの思いで夏口まで逃げのびた。しかし、曹操の軍はいつなんどき夏口に向けて攻撃をしかけてくるか判らない。劉備は諸葛亮を孫権のもとに遣わし、その助勢を得てなんとか態勢を立て直そうとした。

関羽伝に引かれた蜀記には「初め劉備、許に在るとき曹公と共に猟す。猟中衆散ず、羽、備に勧めて公を殺さしめんとす、備従わず、夏口に在りて江渚に飄ひよう颻ようするに及びて、羽怒りて曰く、往日、猟中若し羽が言に従わば今日の困くるしみ無かる可し」と書かれている。

飄颻とは木の葉が風に翻るように成り行きまかせになることである。曹操の軍に追われて夏口まで来たが成り行き次第ではいつまた何処に行かなければならないか判らない不安な情勢。

ここに用いられた「於」は、その片時も気を許せないでいる夏口における劉備の状態を示すためのものにほかならないと思う。

松村氏は「於」がつけば「至」の意味が強調されるとされているが、これは「至於──」の意味を端的に表現したものといえる（なお松村氏が「至於──」の例としてあげた『魏志』一太祖紀（武帝）の記事は、中華書局版では「至於──」となっているが汲古書院版および藝文印書館印行の『集解』は共に「至干──」となっている）。




「至干──」

では「至干──」の場合はどのような意味があるのだろうか。

一「宣王と干上邽の東に遇う。兵を歛して険に依る。軍交わることを得ず、亮引きて還る。宣王亮を尋ねて干鹵ろ城に至る」（「蜀志」五　諸葛亮伝　注引漢晋春秋）

二「天下大いに乱る。公孫度が令、干海外に行なわると聞きて遂に原及び平原の王烈等と干遼東に至る」（「魏志」十一　管寧伝）

三「黒水を道す、干三危に至り、干南海に入る」史記二夏本紀一の例は建興九年、孔明が再度軍を将いて祁山に出陣、司馬宣王の軍と上邽において対峙することになった。まず先陣を切って郭淮・費曜等が蜀の軍に攻撃をしかけたが、孔明はこれを撃破し、長期戦に備え麦などを刈ってもっぱら軍糧の確保に務めながら様子を窺った。この間、宣王の軍とは上邽の東において遭遇、しかし互いに戈を交えることなく持久戦となり、食糧が乏しくなったためやむなく軍を引いて還ることにした。「干鹵城に至る」とは、軍を引いて還ろうとする孔明の姿を求めて、魏の将、司馬宣王が鹵城にまで出かけたという意味であり、孔明の意思とは関係のない宣王の一方的・干渉的な動きを示すものである。

二の「干遼東に至る」も、漢の勢力が衰え世の中が乱れたため、海外にまで威勢を及ぼしているという公孫氏のいる遼東まで、敢えて自分達の意思でやって来た、本来ならば来るべき所ではない土地まで来たという意味を表すためのものにほかならないと思う。

次に三の「干三危に至り、干南海に入る」は、先にあげた「於合黎に至る」とは逆に、北より流れ出た黒水が三危山に至り、三危山の麓を通過してさらに遠く南海にまで流れ込んでいるという意味を表したものである。ここにある南海がどの海を指したものかは注の記事によっても明らかではないが、どのような意味の違いによって「至於──」「至干──」と使い分けられているか、およその見当はつく。

六　海中の領土

次の例を見ていただきたい。

「南海郡より舟に乗り、晝夜二旬、毎ごとに便風に値い焦石山に至り、而して東南に過り陵伽鉢抜多洲に泊る、西のかた林邑と相対す。上に神祠あり、又南行師子石に至る。是れより島嶼連接、又行くこと二三日、西に狼牙須国の山を望見、是に於て南のかた鷄籠島に達し、於赤土国の界に至る」（『隋書』南蛮伝、および『北史』赤土国伝）

この「於赤土国の界に至る」と書かれた記事の前には西方に見える狼牙須山や、赤土国の手前にある鷄籠島のことが記されている。鷄籠島が現在のどの島に該当するかは明らかでないが、これまで見てきた「至於──」の例によって推測すれば、この島も赤土国の領域に含まれていた公算が強い。

一つの例だけによって断定的なことを言うのは慎まなければならないが、私はこの事例が『太平御覧』にある「至於投馬国」の意味を判断するための恰好の材料となるのではないかと考えている。『隋書』および『北史』『通典』などの倭国伝には我国の領域を「其の国境、東西五月行、南北三月行」（『唐書』も同じ）などとし、これに続けて「各おの於海に至る」と記している。

この「於海に至る」には一体どのような意味があるのだろうか。

これまでに見てきた「魏志」の例は、ただ至るということだけではなくその地における滞在、また状況次第では更にその先まで行くかもしれないという動態の意味が籠められていた。そして『史記』の例はその地に深く入り込んだ場所での現象を示したものであった。こういった用例、また赤土国の例などによって判断すると、先の倭国伝の記事は、その領域は海の上にまで及んでいるのだ、という意味が合まれている可能性が強い。『旧唐書』倭国伝には「……四面に小島、五十余国」、また『新唐書』倭国伝にも「……左右に小島五十余……」などと記されている。

事実、我国の地勢を見ると、四方が海に囲まれ、海中には瀬戸内海をはじめ多くの島が存在している。西方には対馬・壱岐のほか五島列島、北の日本海側には佐渡ヶ島や隠岐島があり、南には種子島、また紀伊半島の南端串本の沖には大島がある。したがって「至於海」とは、本州、九州、四国などの周囲に散在する島々も日本の領土に含まれているという意味を表現したものではないかと思う。

この「至於──」には極端な例として、「終りに至るまで」という経過の意味が含まれているものもある。

「余、呉蜀を観ずるに咸く漢を奉ずと称すれど、於漢代に至るも能く固く臣節を秉ること莫し、君子是を以て知る、其れ克く厥後を昌んにすること能わず、卒に於大国に呑まれたるなり」（「呉志」二　孫権伝裴松之注）

これは地理的な記述における「至於──」とは趣が違うが、この場合の「至於漢代」は、漢の時代を通して、あるいは漢の時代が終るまでという意味を持って記されたものに間違いない。

七　「至于投馬国」の意味

以上「於」および「至於──」がどのような意味を持って使用されているか様々な事例をもとに検討を重ねてきた。その考察結果をもとに判断すると、末松氏が初めて指摘し、現在も何人かの研究者によって支持されている「於投馬国」＝出雲説、すなわち「於」を助詞とはせず国名の一部とする考え方は誤りとしなければならない。

ではなぜ「御覧魏志」の文に「至於投馬国」と書かれているのだろうか。よく知られているように『太平御覧』の成立年代は九八三年である。『太平御覧』の記事は「魏志に曰く」とはしながらも、かなりの箇所において「魏志」本文とは異なった表現がとられている。このことは『太平御覧』の撰者が原史料だけによって書いたのではなく、編纂時における新たな知識・情報をも加味しながら作文したことを窺わせる。すでに述べたように、我国は本州・四国・九州などのほかに五十余とされる多くの島がその周囲に散在している。これらの島々のうちの幾つかが投馬国の領土としてその支配下に組み入れられていたのだとしたらどうだろうか。もし『太平御覧』の作者がこの情報を耳にしていたとした場合、「於投馬国に至る」とした水行二十日の行程は、投馬国の支配下にある幾つかの島を通り過ぎて、その主要港に到着する意味を表すために書かれたものである可能性は大きいのである。

八　三世紀の言語

以上は中国史書の「於」に関する多くの用例から帰納し得た「至於投馬国」に対する私の結論である。しかし先に述べた通り、こういった用例による判断とは別に、古代日本語では原則として濁音は語頭に立たないとする言語学的立場からの指摘がある。

松永氏は、「於」は国名の一部であるとし於イオ（ア）投ドウ馬メア国を正しいとされる。三世紀の時代「投」が「ドゥ」と読まれていたとするのは、無論それなりの根拠があってのことに違いない。しかし「投」の発音がドゥと読む以外まったく認められないか、ということになると、それが隋代の『切韻』（六〇一年、陸法言の撰）をもとにした『広韻』（一〇〇八年撰）、あるいは『集韻』一〇三九年撰）その他の中国韻書などからの類推によるものであるだけに、その解釈もあながち決定的なものとは言い切れないのである。

『ゼミナール日本古代史』（上）において井手至氏は、「倭人伝」の記事は渡来朝鮮人の記録に基づいて書かれた可能性もあることを指摘している。こういった場合、この時代の朝鮮語の音韻体系がどうであったかということ、弁韓や馬韓、月氏国などはどのように発音されていたかといった点についても、投馬国の読みなどとの関連で考慮されなければならない。

一方、『日本の古代』（１）において森博達氏は、投馬国の「投」は全濁音に属するとしながらも、中国語の「全濁音」の有声（濁音）要素が、はたして倭人語ほど顕著であったか問題がある、とし、場合によっては倭人語の清音を表すのに用いられていた可能性もある、とされている。

これは同じように全濁音に属するとされる「臺」についてもいえる。「臺」の古音はダイ・ドであるという。同じ言語学者の長田夏樹氏（注53）も邪馬臺をヤマド、投馬をドマと読んでおられる（表15‐１）。

この濁音が徐々に清音に変化してゆくのは唐の時代（七〇〇年代）のことといわれている。ところが「其の国境、東西五月行、南北三月行」と、本州大和のことを記したと思われる。『隋書』俀（倭）国伝には「邪靡堆に都す、即ち魏志の所謂邪馬臺なる者なり」と書かれている（隋、五八一─六一七年）。「堆」は清音に属する文字である。『日本書紀』『古事記』などには大和のことが「倭」または「日本」と記されている。また『古事記』にはこの「倭」という文字とは別に仮名書きの「ヤマト」という文字も書かれている。一例をあげると倭の女王卑弥呼の候補者の一人でもある孝霊天皇の息女、夜麻登登母母曽比賣命がある。この姫の名が『日本書紀』には倭迹迹日百襲姫命と書かれているのである。田中卓氏（注54）の指摘によれば『日本紀』などには「ヤマト」が「邪馬騰」（神代上）・「椰磨等」（崇神天皇八年条）・「夜摩苔」（景行天皇十七年条）・「夜莽苔」（仁徳天皇三十年条）・「揶莽等」（仁徳天皇五十年条）・「野麻等」（雄略天皇四年条）・「野麻登」（清寧天皇五年条）・「耶魔等」（欽明天皇二十三年条）・「野麻騰」（皇極天皇元年条）などと幾通りにも書き分けられているという。したがって「倭」という文字がヤマトと読まれていたことは全く疑う余地はない。

『隋書』は畿内大和のことを「魏志」に書かれた邪馬臺のことであるとしている。「魏志」倭人伝の邪馬壹国が通説の如く邪馬臺国であったとしたならば、やはりヤマド・ヤマダイではなく「ヤマト」の音をうつしたものであった公算が強い。もっとも、『隋書』の場合、俀国伝としていること、また「堆」は「ト」というより「タイ・ツイ」であることなどから考えると、邪馬臺をヤマトではなくヤマタイと判読していたとする方が当たっているかもしれない。由良氏は、「俀」は「臺」とも通じる文字であることが『集韻』に出ていることを指摘されている。
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『邪馬台国』33号の編集部編「倭人語」の解読に、上古音と中古音の音韻一覧表（表15‐２）が載せられている。これには鈴木武樹氏が『伝統と現代』に載せた「《魏志東夷伝・倭人の条》語彙集」において示された董同[image: gaiji]氏の『上古音韻表稿』による上古音『広韻声系』をもとにした中古音、また中国語学者の藤堂明保氏の解釈による上古音と中古音が示されているが、先にあげた長田氏の音韻表およびこの表などを見ることによっても判るように、専門学者の間においてもその発音に対する解釈は微妙に少しずつ違っており、必ずしも一定していない。安本美典氏（注55）は藤堂明保氏の音韻解釈および万葉仮名に使用された「豆」の読み方などをもとに「投」は「つ」と読めるとし、「投馬」を「つま」とされている。

このようなことから勘案しても「投」は「ドウ」以外には読めないとし、「於投馬国」を正しいとするよりも『史記』『三国志』『北史』などの用例の如く、「於」は助詞・前置詞として用いられていたということの方が、その蓋然性は高いのではないかと思う（なお安本氏も「於」を国名の一部とし、「於投馬」は「あつま」すなわち「あづま」と読むこともできるとされている）。

九　投馬国はどこか

投馬国比定地の中で「水行二十日」の行程に見合う最も該当性に富んだ候補地は、日本海航路説の出雲と、瀬戸内海航路説の玉島・玉野・鞆など。また、邪馬台国九州説の立場から見た場合の宮崎県西都市妻地方などである。

「水行二十日」の行程に見合う候補地はこのほか熊本県の玉名郡などがあるが、熊本方面を比定した場合は途中で逆戻りをしなければならないなど難点が多い。末盧国からの放射説をとる場合はそれほど問題ではないが、この放射説の認め難いことはすでに白崎昭一郎（注56）や三木太郎氏（注57）などによって指摘されている。

『隋書』『北史』などにある赤土国の条に書かれた「至於──」の用例は、主要港に至るまでにある島もその領域に合まれていることを窺わせるものであった。

ここで図15‐１をご覧いただきたい。先にあげた三つの候補地のうち、出雲と西都市妻の近くには、これといった目立った島はない。勿論、日本海側には隠岐の島があるが、九州からの行程は出雲よりもさらに遠く、その上かなり沖合に離れている。また、隠岐から出雲までの距離よりも九州に近い壱岐が伊都国や奴国に併合されていなかったことから考えると、三世紀の時代、はたして隠岐が出雲投馬国の領土となっていたかどうかということにも問題が残る。

ただ出雲と同じ日本海航路説の但馬地方なら九州からの行程は隠岐島の方が近くなるが、本州から遠く離れているという点では出雲に比定した場合と変りない。それに但馬の場合、否定はできないが九州から「水行二十日」の行程としては少し遠すぎるような気がする（約四五〇キロ）。


[image: P028]


したがって附近に人の住んでいた可能性のある島のある所といえば、因島・生口島・伯方島・大三島・北木島など多くの島がある瀬戸内海行路説をおいてほかにない。勿論、西都市妻地方に至るまでには延岡・日向など、また、出雲の場合は石見などの領域がかなり広い範囲にわたって続いている。もし「至於投馬国」がこの広域圏を経て投馬国の都に近い港に着岸する意味を表すために書かれたものであるとすれば、必ずしも島などが存在していなければならない必要はない。

妻地方は「南」とした方位とも地理的に合致しており、また「水行二十日」の行程ともよく合っている。ところがこの妻地方の場合、肝心の邪馬台国を何処にもっていくかという点で行き詰まってしまう。

『魏志』倭人伝には「女王国より以北は、其の戸数・道里は略載す可きも、其の余の旁国は遠絶にして詳かにすることを得る可からず」と書かれている。道里（日程記事）や戸数が略載されている投馬国は当然、邪馬台国以北（以西）でなければならない。一部の九州説論者（注58）によって唱えられているように大分県地方を投馬国に比定、宮崎県の都城あたりを邪馬台国とすれば、「水行二十日」に続く、「水行十日、陸行一月」の距離としては少し近すぎる感じはするが、何とか行程に関する辻褄だけは合う。国東半島の近くには姫島などもある。

しかし、この大分、宮崎地方も人口的な面から考えた場合、『和名抄』などを見ることによっても判るように、投馬国（豊前・豊後）の五万余戸、邪馬台国（日向・大隅・薩摩）の七万余戸に見合うだけの人口を擁していたという可能性はきわめて少ない（表３、４）。

一方、日本海航路説は大原郡加茂町の神原神社古墳から景初三年鏡が発見されており、また最近（昭和五十九年、同六十年）は島根県簸川郡斐川町神庭の荒神谷遺跡から多数の銅剣と銅鐸・銅矛などが出土したこともあって一層注目されるようになった。
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だがこの日本海航路説も戸数の問題に重点を置いて考えると、少し無理があるのではないかと思う。かつて白崎氏も出雲を投馬国に比定されたが、人口の面から見た場合、山陰地方の因幡・伯耆・出雲・石見・隠岐・美作・但馬・丹後だけで五万に余る戸数を考えるのはやや苦しいとして、この場合、吉備または越との連合を考えなければならない、とされている（注59）。

全体で五万余戸の戸数を擁していたという投馬国は、相当広い範囲にわたって近隣諸国を従えていたことは疑いない。しかし、吉備はその背後に中国地方に縦に長く連なる中国山脈があり、政治的にもまた経済的な面においても、日本海側との連帯を考えるよりも瀬戸内海沿岸勢力との結び付きを考える方が自然ではないかと思う。もし仮に出雲を本拠とする投馬国が、吉備にまでその勢力を拡げていたとすれば、邪馬台国以上の領土と強力な国家権力を有していたことになり、その従属関係から考えても不自然な気がする。

吉備には王者の存在を思わせる大型の古墳も多い。また、大和で発見される祭祀用土器には吉備からの影響を窺わせるものが多く見られるという（注60）。三世紀の時代、出雲の王権に従属していた豪族達が、にわかに力を蓄えてこういった出雲には見られない大型の古墳を造り始めたとは考え難いのである。

また、越との連合を考える場合も距離的に出雲からはあまりにも遠すぎる（図15‐１）。無論、但馬・丹後などを掌中にしていたとすれば、この地を拠点とした政治的・軍事的活動も当然可能となる。日本海に面した兵庫県豊岡市の森尾古墳からは正始元年鏡も発見されているという。この出雲説は投馬国に続く邪馬台国への行程、すなわち「水行十日、陸行一月」が、日本海を経て丹後に上陸、日本海に注ぐ円山川あるいは由良川に沿って大和へと至る行程（注61）とよく符合していると考えられていることによってその妥当性を高めている。

上陸地を敦賀とする説もあるが、三国山系（愛発関・柳ヶ瀬越など）や比良山地・丹波高地が行く手にはだかっており、難コースが予想される。もし魏使が日本海沿いのルートを辿ったとすれば当然、標高差の少ない円山川・竹野川・由良川沿い（図15‐２）の道を選ぶのが自然である。また、出雲から敦賀までの水路距離は北九州─出雲間の距離よりもさらに長い（およそ九対一〇の比率）。
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『古事記』『日本書紀』などには、崇神天皇による四道将軍派遣の記事があるが、ここには東海道・山陽道・丹波などと共に高志道（越）にも派遣したことが記されている。この記事は越が大和とかなり近い関係にあったことをも推定させる。崇神天皇の時代よりも後の景行天皇条に日本武尊による諸国平定説話として、信濃・越などが未だ皇化に従おうとしないことが記されているが、時代は少し隔たっている。

こういった記事との関連で、先の四道将軍派遣の記事に意味を持たせて考えれば、土器などに共通性の見られる弥生末期から古墳時代前期にかけて出雲勢力に併合されていた越が、再びその出雲投馬国と袂を分かち、独自の文化圏を形成するようになっていた、と見ることも可能である。出雲から離反した時点において、大和との関係も絶たれていたとすることもできるかもしれない。しかし、交通の便の少ない三世紀の時代において、直線距離にしておよそ三〇〇キロ以上も離れた越の勢力を制圧・掌握するには、相当に力の差がなければできないことであり、ちょっと無理なような気がする。

投馬国として国名が統一されているということは、出雲投馬国への全面的な従属以外考えられないからである。越は人口的な面から考えても、出雲や但馬・丹後以上の強力な勢力を有していた可能性があり、その上、大きく入り込んだ若狭湾が天然の要害となっている。

また陸伝いの場合だと、京都に近い丹波・若狭の動向も無視できない。弥生末期から古墳時代前期にかけての土器に見られる共通性（注62）は、一つの政治圏にあったためというよりも、日本海文化圏としての個々の経済的・文化的交流によるものと見る方が当たっているのではないだろうか。密接な交流のあったことを窺わせる日本海文化圏投馬国説には心動かされるものを感じるが、現在のところは保留しておきたい（私は人口の点では越を加える必要はないと考えている）。

私が出雲投馬国説に賛成できないもう一つの理由は、投馬国への方角を「南」としていることである。無論、私自身、邪馬台国幾内説の立場をとっており、「南」を「東」の誤りとみる中の一人であることに変わりはない。しかし、北九州から島根県の神田岬などが張り出す日本海へ向けて船を進めるとすれば、その進路は北にとらなければならない。そしてさらにその先も出雲までは東北に近い航路を進むことになる。これに対し関門海峡をぬけて瀬戸内海航路をとる場合、山口県の平郡島・八島あたりまでは東南行となる。すでに多くの研究者によって指摘されているように、「倭人伝」の記事は伊都国・奴国・不弥国までの行程においても、その方角は少しずつ北寄りにずれている。したがって北九州から東南に向けて進む瀬戸内海への航路を「南」と錯覚する度合はきわめて大きいのではないかと思う（図15‐１）。

瀬戸内海への航路を「南」と間違える場合とは異なり、北に進路をとる日本海への航路を「南」と間違える確率はかなり低いとみなければならない。また、なぜわざわざ遠回りとなる日本海航路を選ぶ必要があったか、という疑問もわく。

さらに、もう一つの理由として考えられるのは隠岐島の存在である。『魏志』ばかりではなく各時代を通して見ても、中国の史書にはほとんどといってよいほど、この隠岐島の存在についてふれたものはない（『宋史』日本伝の記事は奝然が献呈した記録をもとにしたもの）。我国の『記』『紀』においては神話の中にまで登場するこの隠岐島のことが中国の歴史家には全く知られていなかった、あるいはふれようとしなかった、ということは、邪馬台国の都に詣った中国の使者達が日本海航路をとらなかったことの証明ともいえるのではないだろうか。

日本海を通じての大陸との交流は、対中国との関係においてではなく、まぎれもなく高句麗・渤海との通交が主となったものであった。

『越前若狭の古代史』において白崎氏は、「倭人伝」にある躬志国が高志国（越）を指したものであった可能性もあることを述べておられる。

邪馬台国以下に記された「其の余の旁国」二十一国の比定は、人口問題などとも相関連して邪馬台国・投馬国などを考定する上で重要な傍証となるだけに、ゆるがせにできない問題となってくる。由良氏ははっきりとこの「躬臣」を「コシ」と読み、「躬臣国」すなわち高志国（越）と考定しておられる（なお小中村義象・志田不動麿の両氏も躬臣国を越国としている）。類似した地名を持つ土地はかなり多いが、五万戸・七万戸の人口を擁し相当に広い領土を有していたと思われる投馬国・邪馬台国の範囲外にこれらの二十一カ国の国々を求めるとすれば、その候補地もある程度は限られてくるかもしれない。

おわりに

以上『太平御覧』『魏志』に書かれた「至於投馬国」の意味に関する解釈、また「水行二十日」としたその行程および「南」とする方角、五万余戸を擁していたという人口問題などを総合して考えた結果、鞆・玉島・玉野などに比定した瀬戸内海航路説が最も該当性に富んでいるという結論を得た。

無論、投馬国の比定にはそれに続けて書かれた邪馬台国への行程、「水行十日陸行一月」が重要な問題としてからんでくることはいうまでもない。

瀬戸内海航路説は「水行十日」に続けて書かれた「陸行一月」をどう解釈するか、ということが難題とされている。この「水行・陸行」記事に関しても様々な解釈が示されており、いまだに決着を見ていない。

次の機会にはこれまでの見解を拠り所としながらさらに考察を進めてみたいと考えている。

〈注〉

１　「魏志倭人伝解釈の変遷─投馬国を中心として」『青丘学叢』二　一九三〇年

２　「邪馬台国は大和である」『考古学雑誌』第十二巻　七号　一九二二年

３　『東アジアの中の邪馬台国』一九七八年

４　『魏志倭人伝の世界』一九七九年

５　「原出雲びとの慟哭をきく」『銅剣・銅鐸・銅矛と出雲王国の時代』一九八七年

６　『歴史と旅』一九八四年八月　臨時増刊号

７　「狗奴国考─古代東国文化の中心」『世界』78、80、81、83号　一九一〇年

８　「邪馬台論を読みて」『考古学雑誌』第十三巻　一号　一九二二年

９　『古琉球語で解明する邪馬台国と大和』一九八二年

10　『古史通或聞』一七一六年成稿

11　「邪馬台国について」『考古学雑誌』第十二巻　一号　一九二一年

12　「邪馬台国方位考」『史学雑誌』第三十八編　10号　一九二七年

13　「魏志倭人伝の道里について」『上代日支交通史の研究』一九四三年

14　「邪馬台国の位置と倭国の政治構造」『シンポジゥム邪馬台国』創文社所載

15　『邪馬台国論争』一九六九年

16　『日本の歴史』１　「倭国の誕生」

17　『邪馬台国を探る』一九七〇年

18　『邪馬台国の美姫』一九七一年

19　『謎の女王卑弥呼』一九六八年

20　「はるかなる大和への道」『邪馬台国』６号

21　『騎馬民族国家99の謎』一九七六年

22　「発見！邪馬台国への航跡』一九八七年

23　『大いなる邪馬台国』一九七五年

24　『古代吉備王国の謎』一九七二年

25　『馭戎慨言」一七七八年

26　『漢籍倭人考』一八九三年

27　『邪馬台国』一九六六年

28　「邪馬台国問題解決のために」『国史論集』一九五九年

29　「邪馬台国の政抬構想　牧健二博士に捧ぐ」『シンポジゥム邪馬台国』創文社所載

30　「４邪馬台国考」『新国学』一九六三年

31　「邪台国をめぐる気候・地理一〇の知識」『歴史読本』一九七五年八月号

32　「投馬日向・邪馬台大和説」『邪馬台国』６号

33　「投馬国」『歴史と旅』一九八二年

34　『新稿　日本古代文化』一九五一年

35　『東洋史上より観たる日本上古史研究─邪馬台国論考』一九三二年

36　「漢籍に見えたる倭人記事の解釈」『歴史地理』第三十巻三、四、五、六号　一九一七年

37　「投馬は出雲である」『古代日本海文化』13号

38　前掲注１

39　前褐注35

40　「邪馬台国の方位について」『東洋史学』創刊号

41　「於投馬国の証明」『古代日本海文化』11号

42　前掲注４

43　「対馬・扱馬混同説による『魏志』倭人伝行程記事の解釈」『東アジアの古代文化』49号

44　前掲注５

45　前掲注37

46　『吉野ヶ里遺跡と邪馬台国』その他

47　『「邪馬台国」はなかった』その他

48　前掲注３　その他

49　『魏志倭人伝」その他

50　『邪馬壹国はなかった』その他

51　『隠された邪馬台国』その他

52　「魏志倭人伝の里程単位」『計量史研究』（２─１）（３─１）

53　『邪馬台国の言語』一九七九年

54　『邪馬台国と稲荷山刀銘』一九八五年

55　前掲注46

56　放射線行路説への疑問」前掲注３および『古代日本海文化』９号

57　前掲注４

58　邪馬台国南九州説の立場をとる論者は橘高章、石川雄治、小田洋、八反田盛久、松下兼知、斉藤正憲などの各氏がある。『南九州文化』21号所収

59　「邪馬台国の人口─日本人口論」３『古代日本海文化」17号

60　寺沢薫氏「纒向遺跡の出現」『三世紀の九州と近畿』一九八六年

61　白崎昭一郎氏は前掲注３において瀬戸内海に注ぐ加古川と、日本海に注ぐ由良川沿いのコースは二百メートルの等高線を越えることなしに、日本海と瀬戸内海を結ぶ唯一の道である、と佐原真氏が述べていることをあげ、円山川沿いのコースもほぼ同じように考えてよいのではないか、とされている（佐原真「大和川と淀川」『古代の日本５近畿』）。

62　『日本海域の古代史』門脇禎二　一九八六年






第十六章　倭人伝の解釈　──「家」と「戸」の字義について






倭人伝は、国々の戸数を表す文字として「家」と「戸」の二種を使用している。倭人伝の著者・陳寿は、どのような違いをもたせるため、二つの文字を使い分けたのだろうか。




「魏志」倭人伝には、倭の国々の戸数を記すにあたって「家」と「戸」という二つの文字が使用されている。

「対馬（海）国に至る……千余戸有り」

「一大（支）国に至る……に三千許りの家有り」

「末盧国に至る、四千余戸有り」

「伊都国に到る……千余戸有り」

「奴国に至る……二万余戸有り」

「不弥国に至る……千余家有り」

「投馬国に至る……五万余戸可り」

「邪馬壹（臺）国に至る……七万余戸可り」

盲人作家として名を知られていた『まぼろしの邪馬台国』の著者宮崎康平氏は、この家と戸の使い分けに注目し、

「家の宀は屋根のしるしで、豕はブタである。家の床下に豚を飼っていたというところから家の字が生まれたことを思えば、家畜を飼っている農家、或いはそうした半農半漁の生活環境をいっているのではなかろうか」と述べ、また戸については、

「戸は密集した漁村特有の家や、集団で住んでいる、ある集落の長屋を意味するのではないか」とする見解を示しておられる。

宮崎氏は人間が生きてゆく上で欠くことのできない視力を失うという大きなハンディを負いながらも、その苦しみを乗り越えて研究に打ち込み、ついにこの『まぼろしの邪馬台国』を上じょう梓しされた。むろん、これほどまでに研究ができたのも、和子夫人が陰の力となって支えていたからこそだと思うが、氏が邪馬台国の研究にかけた情熱と、その筆舌に尽くせぬ努力の跡は、読む人を感動させずにおかないものがある。

宮崎氏は、苦しみの中にも充実した生涯を終えてすでに冥界の人となられたが、氏がまだお元気であられた頃、ＮＨＫのテレビ番組に歌手の山口百恵さんらと共にゲストとして出演されたときのことを、私は今でもはっきりと思い出すことができる。

宮崎氏はそのときの話の中で『倭人伝』のことにもふれ、一支国と不弥国のところには他の国の場合とは違って「戸」ではなく「三千許りの家有り」「千余家有り」と、「家」という字が書かれていると話しておられた。

その頃の私は研究を始めてまだ日も浅かったせいもあるが、「家」と「戸」が使い分けられていることなどについて真剣に考えてみたことがなかっただけに、改めて教えられた思いがした。目の見えない人でさえあれだけ深く研究しているのだということに驚くと共に、自分の研究がいかに底の浅いものであったかを思い知らされたようで恥ずかしい気がしたものである。

その頃はまだ学界でも家と戸の使い分けなどについて詳しく検討した人はなかったのである。ほとんどの人が気にも懸けようとしていなかった一字の使い分けに、宮崎氏はそのすさまじいばかりの執念によって自ら着目していたのである。

私がその本を手にしたのは新版が発行されてからのことであった。氏の並はずれた才能とそのバイタリティーには到底及ぶべくもないが、幸い私には健全な目がある。この偉大な先人の研究を手掛かりにしながら、『倭人伝』の著者陳寿がどのような意味を表すために二つの文字を書き入れたのかを探ってみようと思う。

はたしてこの「家」と「戸」にはどのような意味の違いがあるのだろうか。以下、中国史書に書かれた用例をもとに検討を進めてみることにする。

一　用例の分析

一「已に葬れば、家・を挙げて水中に詣りて澡浴し、以て練沐の如くす」（「魏志」倭人伝）

二「居る處、草屋土室を作り形冢の如し、其の戸は上に在り、家を挙げて共に中に在り」（「魏志」韓伝）

三「京師及び金城・隴西に地震あり、二郡の山岸崩れ地陥れり……一家皆害を被るものには為に収斂して今年の田租を除く」（傍点筆者）（『後漢書』六）

四「戍じゅ車屢たびたび動き干戈未だ戢おさまらず、農三時の業を失い百姓戸ごと粒食せず」（『晋書』沮渠蒙遜伝）

五「穀の収、稍しだいに減ず、家ごとに貧しく戸ごとに饉う」（傍点筆者）（『後漢書』郎顗伝）

六「江州の民をして三十家に奴婢一戸を出して司州に配送せしむ」（『梁書』武帝紀下）

七「三千余家、戸ごとに一匹を輸す」（『晋書』姚興伝）

八「戸をして一女有らしめれば十万家には則ち十万人」（「呉志」華覈伝）

九「公卿以下黄門侍郎に至るまでに賜いて、家ごとに一人を郎と為し以て宦官の領する所の諸署に補して殿上に侍らしむ」（『後漢書』献帝紀）

十「其れ田租を収むるに畝ごとに四升、戸ごとに絹二匹、綿二斤を出さんのみ」（『魏書』武帝紀）

以上にあげた例のうち、一の「家を挙げて水中に詣り」、二の「家を挙げて共に中に在り」などは、一家の者、家族全部がという、全体が同じ状態にあるという意味をもって書かれたものであることは明らかである。

これとは逆に四の「百姓戸ごと粒食せず」では、たびたびの戦乱のため百姓は安心して耕作することもできず、米や稗・粟といった穀類を口にすることもできない状態の者があるということが記されたものである。ここでは皆とか全体とかいった意味とは違い、各家々を別々の状態でとらえている。そのことは五の例を見ることによって容易に想像がつく。

「家ごとに貧しく戸ごとに飢う」。「家ごとに貧しく」とは全体が貧しい状態。「戸ごとに飢う」とは、その中にあって特に悲惨な状態に陥っている人々のことが記されたものである。また六の「三十家に奴婢一戸を出して」を見ることによって、三十家という全体の中の一軒だけを別の状態として表現しているのだということが理解できると思う。

次にあげる七の「三千余家、戸ごとに一匹を輸す」、また八の「戸をして一女有らしめれば十万家には則ち十万人」の場合も、全体として同一に表現するための「家」。おのおのが、或いは一軒一軒が、といった各家々をそれぞれ別個の状態で描くための「戸」として用いていることが判る。

次に九の「家ごとに一人を郎と為し」では、名家々が全部同じように一人ずつという意味を表すために書かれたものであることが判る。

では十の「田租を収むるに畝ごとに四升、戸ごとに絹二匹、綿二斤」の場合はどうか。

『晋書』食貨志を見ると「戸調の式を制す、丁男は戸ごとに歳に絹三匹、綿三斤、女及び次丁男にて戸を為す者は半ばを輸せしむ」と書かれている。各家によって働き手の数が違っているため、その家の実情に応じて賦課の額が決められていたのである。したがって、この場合の「戸」は各家々によって戸調の額が違っていることを示すために書かれたものである。

二　詩文に見る表現と書法

では次の場合はどうか。「魏志」諸葛誕伝の注三十一の『世語』に次のような記事が書かれている。

「氷嘉中に朗、新都の太守と為る、未だ官に之かず、襄陽に在て失火す、朗及び母妻子、室を挙げて焼け死す。惟だ子の韜、子の行、免れることを得たり」

室とはむろん。家の中の区切られた部屋を表す文字である。はたしてこの場合の室にはいったいどのような意味が含まれているのか。

これは失火によって家族のうち二人の子供だけが助かったことを記したものである。これを先にあげた一、二、三の「家を挙げて」「一家皆」などと見くらべていただきたい。この記事が「家」とせずに「室」と書いた理由が、二人の生存者の存在を示すためのものであったことが容易に理解できると思う。

『宋詩選』に、范成大（石湖）の年老いた農民の悲惨な暮らしぶりを詠んだ次のような詩が載せられている。




後の租ねんぐを催はたる行うた

老父の田は秋雨の裏うらに荒れ

旧時むかしの高き岸は今は江の水つく

傭やとわれ耕すも猶自おのずから長つねに飢えを抱けば

力租の米を輸いだす無きを的たしかに知る

郷官の新に上かみに来たりしより

黄紙もて放し尽して白紙もて催うながする

衣を売り銭を得て都すべて納め郤おわり

病みし骨は寒こごゆと雖も聊かりそめに縛しばらるを免る

去年は衣尽きて家・口に到り

大女うえのむすめは岐つじに臨のぞみて両ふたりながら首こうべを分つ

今年は次の女は己に媒なかだちを行いしに

亦また復また駆かりて将もって升[image: gaiji]に換う

室・中にはさらに第三の女むすめを存のこす

明年は租を催うながするの苦むごきを怕おそれず




南宋の三大詩人の一人といわれた范成大（一一二六〜一一九三）は、凶作と苛酷な重税に苦しむ貧しい農民の実像を、行（うた）に託して世の人々に訴えようとしたのであろうか。

毎年のように繰り返す長雨のため、田もすっかり荒れはてて、年貢を納めるために着る物さえ売り尽くし、遂には娘までも売らなければならないことになってしまった。しかもそれは一人だけではない。今度はすでに縁組までととのっていた次の娘を無理矢理連れて行ってなにがしかの代金と取り換えてきた。家にはまだ三番目の娘がいる。来年はその三女までも売るはめになるかもしれないという、農父とその家族の残酷とさえ思えるみじめな姿がここには描かれている。

以前、ＮＨＫの朝の番組で放送された「おしん」が中国でも大変な評判になったという。底辺に生きる者の悲惨さはどこの国においても変わりはなかったようである。

この詩にも初めて娘を売った後「衣尽きて家口に到り」では「家」と書かれているのに対し、すでに二人の娘を売ってしまった後では「室中には更に第三の女あり」と表現されている。これを先の「室を挙げて焼け死す」と見くらべていただきたい。修飾による表現を主とした詩文の場合も、やはり一定のルールに則して文字を使用していることが判る。

これと似た「室」の用例は唐の詩人杜甫の「石壕の吏つかさ」にもある。この詩は三人の息子を戦場に狩り出され、そのうちすでに二人までも失ってしまった老母の嘆きを詠んだものであるが、その後半部には「室中に更に人無し惟だ乳のみ子の孫あるのみ」と書かれている。「家」が全体・全部同じ、「戸」がそれぞれ、または各自別々に、といった意味を含んでいるのに対し、この場合の「室」はその家の中における中間的な意味合いをもって使用されているようである。

中国人の学者である謝銘仁氏が、唐詩などによく見られる例としてあげた「長安百万家」の場合も、詩文としての性質上、当然修辞的に表現されたものには違いないが、決してやみくもに自由に文字が用いられているわけではない。そこにはやはり書法としての一定のルールがあり、そのルールに従って全体としての「一家・宗族・領民」などをひとまとめにした表現がされているのである（謝氏は「『長安』は百万の人々がいる家並の帝都のことをいわんとしているのである」と述べておられる）（注１）。

万戸　傷心　野煙を生ず

百官　何いずれの日か　更に天に朝せん

秋槐　葉は落つ　空宮の裏

凝ぎょう碧へきの池ち頭とう　管絃を奏す　（王維）

これは天宝十四年（七五五）の乱によって、洛陽が安禄山らの一味によって占拠されていたとき王維によって作られたものである。唐の有名な詩人であった王維（六九九〜七五九）は、都が彼らのほしいままとなってしまっていることを傷いたんでこの詩を詠んだという。

ここでの「万戸」とは、害を蒙った多くの人々のそれぞれの心の痛みを示すための表現である。このような微妙な使い分けの中にも、その文字だけがもつ独自の意味が、書法によって定められたルールに基づいて生かされていることが判る。

三　同一の生活環境を表す「家」

では次に『倭人伝』の記事と関係の深い例について見てみよう。

一「部曲四千余家を率いて帰る」（「魏志」明帝紀）

二「其の家族及び宗人三百余家を将いて」（「魏志」田疇伝）

三「百姓之に帰して数年の間に五千余家に至る」（「魏志」田疇伝）

四「凡そ春秋二十三家九百四十八篇」「凡そ『論語』十二家二百二十九篇」（『漢書』芸文志）

五「仁を車騎将軍に拝し荊揚益州の諸軍事を都督せしめ、進めて陳侯に封じ邑二千を増す。前を併せて三千五百戸、追て仁が父熾を謚して謚して陳穆俣と曰う。守家十家を置く」（「魏志」曹仁伝）

ここにあげたもののうち一について言えば、「部曲」であることにおいて「四千余家」が皆同一であることは明らかである。二、三および四、五の例も、この意味において同様のケースであることは言うまでもない。先に示した一家の者全部が「家を挙げて」といったような場合と違って、これらの例は多数の家、また人々が皆同じ状態にあることを示すために「家」と書かれていることが判る。

この中で、三の「百姓五千余家」と五の「守家十家」は、生活手段（職業）が同じであるという意味で「家」が使用されていることに特に注目していただきたい。

「斉「晋」魯の封、東海を奄行し彊城井賦四百万家」（「魏志」武帝紀　注三十一魏書）の場合も、先にあげた「部曲四千余家」などと同様、斉魯の麾下に属する者としての意味で書かれたものである。

四　『倭人伝』の家

先にあげた例は『倭人伝』の記事を理解する上で格好の参考材料とすることができると思う。

一支国の条には「竹木叢林多く、三千許りの家有り。差や々や田地有り、田を耕せども猶食するに足らず、亦南北に市糴す」と書かれている。「亦」とは多くの研究者によって示されているように、「同じように」という意味を表す。

宮崎氏は、「家」とは半農半漁の生活環境をいっているのではないか、と述べられた。一支国はもちろん、不弥国の場合も『倭人伝』の記事から想像すると、海岸に面したところにあった可能性が強い。これらの国の人々が半農半漁、或いは他国との交易といったような生活手段によって暮らしを立てていたことは十分に考えられると思う。

陳寿は、この二つの国の人々が全部同じような方法によって暮らしを立てているということを示すために「家」を用いたのではないだろうか。中国史書にある多くの用例をもとにした考察結果は、はからずも宮崎氏が示された見解と同様の結論を得たことになる。

私が住んでいる三重県の紀宝町（旧御船村）とは熊野川（新宮川）一つを隔てた所にある和歌山県新宮市の、およそ三百年前に作られたという古地図には、上屋敷や下屋敷、および侍屋敷などと共に「川原屋敷五十五家・皆百姓」と書かれたところがある。川原屋敷も後には熊野川が木材の集積場となったことから旅籠も出来、三重県側とも渡し船によって行き来していたので、交易の場として様々な職業の人が住みつき、かなり賑やかになっていたという。しかし丹鶴城（新宮城）の城下町としてスタートした頃は全部農家だったようである。

先の古地図は寛永八年（一六三一）から寛永十六年（一六三九）頃に作られたものといわれている（注２）が、大正八年から九年頃に作られた地図にも川原に屋敷が描かれている。熊野川も上流にダムが出来るまではたびたび洪水があり、付近一帯にかなりの被害を及ぼしていた。全国的にも有名になった川原屋敷独特の組立式の家は、この被害に悩まされた人々の智恵によって考え出されたものである。大雨によって川の氾濫が予想されるときは、いちはやくこれを解体して被害を免れていたという。この川原屋敷も昭和九年に熊野大橋が出来てからは様相がすっかり変わってしまい、最近では河川法による法の規制もあって人家は全くなく、一部テニス場やゲートボール場として市民の憩いの場となっているにすぎない。

丹鶴城は、徳川家康の母、傳通院殿の弟藤次郎忠分の三男で、水野家の藩祖となった出雲守重伸の時代を経てそれを引き継いだ二世淡路守重長（良）のとき（寛永十年=一六三三）に竣工され、寛文七年（一六六七）、三世土佐守重しげ上たかのときさらに増築完成したとされている。この城は現在お城山と呼ばれている鶴原大岡にあり、源為義の女むすめで行範別当の妻となった丹鶴姫（立田腹尼）の開基になる東仙寺にあった跡に建立されたため、姫の名にちなんで丹鶴城とも呼ばれるようになったという（注３）。

この新宮市の古地図の記録も、五十五軒の家が全部同じ職業であるという意味で「家」と書かれたのではないかと思う（『小野翁遺稿熊野史』より）。

五　生活手段の違いを表す「戸」

では伊都国・奴国などの条に書かれた「戸」の場合はどのような説明が可能か。「戸」とは、人間が住む建物の全体を表す「家」に対して、家のところどころ、或いは一部分に作られた出入口の扉のことであることは言うまでもない。

すでに述べたように、「家」の場合とは違って「戸」は、各自それぞれ異なった一部分、といった意味で使用されていた。

「武臺、其の文武及び百姓万余戸を抱罕に徒す」（傍点筆者）（『晋書』乞伏熾磐載記）

ここには文人および武士、さらに百姓など、それぞれ異なった職業の名が記されている。この記事が、「万余家」とせず「万余戸」としたのは、いろいろな職業の者を合わせた人数であるためではないかと思う。

「實属せざる者乃ち五万余戸……官役に服従するに至るもの終に五千余家」（傍点筆者）（『晋書』陶璜伝）

この例は、未だ従属していないという意味においてそれぞれが別々の状態にあるという個別的な表現である戸、また、官役に服従するという全部が同じ状態にあることを表すための「家」と、二つの文字の意味が具体的に示されている。

このような「戸」の使用目的および家の書例などによって推量すると、伊都国・奴国などの場合は、様々な職業の人が住んでいるということを表すために書かれた可能性が強い。

次に示すのは、これまでとは少し異なった例である。

「大豫西郡より臨洮に詣り百姓五千余戸を駆略し據倶城に保す」（『晋書』呂光載記）

ここでは被害に遇った者が皆同じ百姓であるにもかかわらず「戸」が用いられている。どうしてだろうか。一見矛盾しているかのようにも見える。

しかし、この場合も決してこれまでの例と背反しているわけではない。「駆略」とは、馬に乗って掠奪することをいう。「戸」と書かれたこの文面には、害を蒙った各農家の、被害の程度の違い、或いは被害に遇ったのはその地域にある全部の農家ではない、という意味が籠められているのである。

「魏志」韓伝を見ると、馬韓は、

「大国は万余家、小国は数千家、総て十万余戸」（傍点筆者）

辰韓・弁韓については、

「大国は四五千家、小国は六七百家、総て四五万戸」（傍点筆者）

と書かれている。この韓伝の記事は、それぞれの国における産業・生活手段は同じであっても、全体の国々を比較したときは互いに違っていたことを物語っている。たとえば、ある国では全ての家が農業だけによって暮らしを立てており、また一方の国では漁業を専門とする人々だけが集まって生活していたというようなことが想像できると思う。

中国史書の国内記事に多く見られる「邑を増すこと三千戸」「邑五百戸を賜う」などと考え合わせれば、「戸」と書かれた記事の多い我が国の方が、韓国よりも生活の分業化は進んでいたのかもしれない。




以上、「家」と「戸」という二つの文字のもつ意味についていろいろな角度から検討を重ねてきた。無論、個々の用例に限って考えた場合、このような解釈とは異なった解釈も決して成り立ち得ないわけではない。しかし、この二つの文字の字義という面に関しては、本稿における考察どおりであり、大筋においてはほぼ間違いはないと考えている。

私は『古代日本海文化』３号において「許」と「可」がどのような意味をもって書かれたかということについて考察した。「家」と「戸」という文字の特徴について考えると、「許」と「可」の関係と何か相通ずるものがあるように感じられてならない。「家」と「戸」の場合、「家」が全体・全部といった意味をもっているのに比べ、「戸」は一部分、或いは別々といった、それぞれに異なった状態を表すために用いられている。一方、「可」は全体的な推定の意味をもつ。これに対し「許」の場合は、許容限度などといった言葉によっても知られるように、無限大、最小限などといった場合に対しての部分的な一定の範囲内に限られた意味を表すための文字として使用されている。

従来、このような文字の使い分けについては修飾のためとする意見が強かった。しかし陳寿は、ただ文章に彩りをそえるためだけの目的で文字を使い分けたのではなかったのである。私達はこの一字の使い分けを決して軽く見ることなく、その裏に秘められた陳寿の真意を読み取らなければならないと思う。私はこれが「魏志」倭人伝の謎を解く唯一の方法ではないかと信じている。

〈注〉

１　『邪馬台国　中国人はこう読む』

２　『新宮市史』は正保四年（一六四七）─慶安四年（一六五一）頃とする。

３　『新宮市史』は、山の名が「丹鶴山」であったためとする。







あとがき

私が邪馬台国問題に関心をもつようになったのは、昭和四十年代の終わり頃から昭和五十年代に入った頃であった。

何かいい読み物はないかと本屋で探していたとき『「邪馬台国」はなかった』という古田武彦氏の著書を見かけ、これを購入、さっそく読ませていただいたのが始まりといってよい。

古田氏は『三国志』にある多くの書例をあげ、実証的な検証によって結論を導き出すという、これまでにはあまり見られなかった方法によって、いくつかの新たな見解を提示された。

上田正昭氏、井上光貞氏、榎一雄氏、直木孝次郎氏など、本格的な歴史学者の著書はすでに早くから出されていたが、この頃には三木太郎氏や山尾幸久氏、安本美典氏、白崎昭一郎氏などの本も次々と刊行され、古田氏との間で激しい論争が繰り広げられた。

これに触発され、不肖私も、次第に『三国志』に収められている「魏志」倭人伝にのめり込んでいった。

研究を進めてゆくうちに、現在の学界では倭人伝の一字一句についてあまり関心がはらわれておらず、その文字に含まれる意味に関してはそれほど深く研究されたらしい跡が見られないことに気づかされた。これは、「魏志」倭人伝の徹底解読を通じて文字の意味を極めることに主眼をおいて考察を深めてゆけば、一介の素人に過ぎない自分にも、何とか独自の邪馬台国論を築き上げることができるのではないか。

不遜と思われる方もおられるかもしれないが、年月の経過と共に、信念にも似た想いがだんだんと確信となって固まってきたのである。




『季刊　邪馬台国』17号に掲載していただいた「卑弥呼の墓は大和にあった」は、「冡」の字義に重点を置いた考察によって箸墓を卑弥呼の墓に比定したものであり、私が初めておおやけに発表することのできた論文であった。

この雑誌の編集長をしておられる安本氏は、邪馬台国九州説を主唱している立場上、なかなか大和説は認めようとはされていないが、よく研究ができているということで掲載していただいたものである。このときのことは今でも忘れることができない。

私は安本氏も或いは「冡」は墓室であるとした私の見解に賛同して、邪馬台国大和説にも心を動かしてくれているのではないかと期待していた。

しかし、どうもそうではなかったようで、その後も「卑弥呼・倭跡跡日百襲姫説」は否定し続けておられる。

この頃、奈良県五條市で市会議員をしておられた福本正夫氏は『五條古代文化』を発行しており、私も遅ればせながら購読させていただいていた。

こうしたなか、『歴史研究』第２８０号に発表した『倭の五王問題と干支紀年』を見たということで、福本氏から突然手紙があり、ぜひ寄稿してほしいとの申し出を頂いた。この時に書かせていただいたのが『五條古代文化』第29号の「里数記事解釈上の問題点」である。

私はこの論文の中で、当時激しい論争が行われていた「数千里」「数百里」などの解釈をめぐって、「数」は主として二・三・四を表すとする白崎氏や安本氏などの見解に対し、「数」は主に五・六である場合が多いと主張する古田氏などの解釈とは異なった視点から、「数」とは二・三とか五・六などといった限られた数字では表すことのできない「数々の」という意味をもって書かれたものであるということ、また、その内容は一から九までの数字が含まれているということを指摘させていただいた。

この見解に対する評価にはまだ接することができないままであるが、里数記事を理解する上で、少しは寄与することができたのではないかと考えている。

五條古代文化研究会の会長として、同誌の発行を進言し、資金的な面から福本氏を支えてこられた川端末光氏をはじめとして、執筆者各位、読者の方々からの温かいカンパによって同誌は第30号まで続けられた。そのたゆみない努力には心から敬服の念を抱かざるを得ない。




この『五條古代文化』のあとを承けて、白崎昭一郎氏が新たに『古代日本海文化』の発行に踏み切り、実に十年間、第40号まで続けられた。白崎氏との邂逅、その知遇を得ることができるようになったのも『五條古代文化』がきっかけである。

白崎氏にはいろいろと貴重なアドバイスを頂くとともに、数え切れないほどの史料のコピーを送っていただいた。時には資料がなくて困っている私のために、医者としての本業も忙しい中、国会図書館にまで問い合わせて取り寄せて送ってくださったこともあった。多くの論文を発表させていただいたこととともに、今でも感謝の気持ちで一杯である。

氏は『古代日本海文化』の〝あとがき〟の中で「後進の研究者を育てることも本誌の重要な使命の一つである」と述べておられたが、白崎氏をはじめ多くの方々の優れた論考に文字どおり〝育てられたのだ〟という想いがしている。

第３号に発表させていただいた「『可り』と『許り』の意味」は、「研究史に残るであろう」と評価していただいた。名のある方々に認めていただくということは、何よりも励みになるものである。

白崎氏も古代史という限られた読者しか望めない季刊誌の発行には相当な苦労をされていたのではないかと思う。氏はそのようなことはおくびにも出さなかったが、時々、専門史学者の方々から多額の寄付を頂いたので安心して投稿していただきたいと書いておられたこともあった。

不肖私は若い頃長い間心臓を患ったせいもあり、発行を続けてゆくことがどれほど困難なことであるか判っていながら、何一つ協力できないまま過ぎてしまった。我ながらあまりの不甲斐なさを恥ずかしく思っている次第である。




『南九州文化』の会長として活躍しておられた本村秀雄氏（故人）にも大変なお世話になった。『南九州文化』は、郷土史を基本とした編集を行っていた関係上、古代史の論文を載せることに賛同する役員は少なかったようである。しかし、本村氏自身が古代史に関心が深かったこともあり、たびたび発表させていただいた。

「到」と「参問倭地」をもとに考察した「陳寿は日本にも来ていた」は、白崎氏にも安本氏にも、陳寿が日本にも取材旅行に来ていたとする拙論には理解を示していただけなかったのであるが、「すばらしい論文です」と評価してくださり、「どうしても自分で載せたいと思いますので」と何号か後回しにして掲載していただいた。

陳寿と同様、外国伝を著すに当たって直接、現地を訪れたことが明らかに読み取れる『北史』の著者、李延寿の記述ぶりからも、陳寿の倭国への参訪を疑う余地はほとんどないといってよい。

歴史記事とは関係のない地理紹介記事の中に「到」が用いられている場合は、著者が自ら現地を訪れていたことを示す、とする拙論には、未だ賛同する意見に接することはできないが、将来必ず認めていただけるときがくるのではないかと期待している。

本村氏は組織作りに優れた手腕を発揮されていたようで、『南九州文化』発展の基礎を築かれた。

また、本村氏の紹介で『近畿南九州史談』の主幹としてその発行に尽力しておられた中山幹董氏にも、いろいろと親身も及ばぬお世話になった。

中山氏は、病気で入院中の入来院重幸会長（病院長）に代わってその任に当たっておられた。入来院会長と同じく医師としての業務のかたわら、近畿南九州史談会の副会長、並びに事務局長をも兼務されながら、古代史関係の重要な記事が新聞に載ったときなど、ご自身は中世史に関心をもっておられたにもかかわらず、多忙の中、わざわざそれを切り抜いて送ってくださったりしたこともあった。

中山氏も会誌発行のために、財政的にもかなりな負担を余儀なくされていたのではないかと思うが、会費と一緒に余分の金を送ったりしたときには、来年度の会費にさせていただくから、といったような次第で、決して他の人に負担をさせようとはされなかった。

医師であり、また、文学にも造詣が深く、明治時代文壇の重鎮として知られていた森鷗外の生き方に感銘を受け私淑していたという氏は、友人の医師が病気で休んでいるときには週に何日か、日を決めてその病院へ手助けに行っていることなども手紙で伺ったこともあった。

そんな中、年賀状を出させていただいたが、中山氏からの賀状が届かなかったときがあった。お忙しい方だから忘れたのだろうと、深く考えもせず過ごしてしまっていたところ、奥様からお手紙があり、初めて中山先生がガンのため亡くなっておられたことを知った。

ガンを患っていたということさえ知らず、賀状を出したりしたことを恥じるとともに、申し訳ない気持ちで一杯である。ひとかたならぬお世話になりながら、生きている間に一冊の著書もお見せすることができず、最後まで不肖の会員でしかなかったことに、今でも忸じく怩じたる想いをどうすることもできない。

私は古代史の研究を通してこれらの方々の高潔な人柄にふれ、知らず知らずのうちに感化を受けていたような気がする。




私はいわゆる水飲み百姓の長男として生まれながら、先を見る目がなかったためであろうか、当然のように親の跡を継いで農業をやろうと決めてかかっていた。

小さい頃から時々奈落の底に引きずり込まれるような疲労感に襲われたりしてもともと丈夫ではなかったが、不整脈があり、無理がたたったのか心臓肥大症と診断され、非常にだるい日が続くうちに激しい発作にまで見舞われ、とうとう寝込んでしまった。

百姓が病気になると惨めなものである。現在のように保険があるわけではなく、両親は朝から晩まで働きづめに働きながら、何の楽しみもなく、野菜を売った僅かな金もほとんど私の薬代に消え、親戚から借金までするような有様であった。済まないと思いながらも、毎日激しい動悸に苦しむ中で自分にできることといえば、その状態を耐え忍ぶということしかなかった。

現在は少しでも動ければ身体を動かした方が良いという運動療法が取り入れられるようになっているが、当時はただひたすら安静にして我慢しているのが良いといわれていた時代である。悶々とした毎日、一進一退を繰り返しながら一番大切な、人間として最も充実してゆかなければならない青春時代をほとんど寝たまま病床で過ごすことになってしまった。私は完全に落ちこぼれになってしまっていたのである。弟は家業の手伝いをしながら定時制の高校に通った。

伸びるのは髭ばかり。私は人間としての成長が全く止まってしまったのではないかとさえ考えていた。自分よりもずっと年下の者が皆一人前になり、家庭を持つようになっても、私の状態はほとんど変わっていなかった。

少し身体が楽になったときは無念の想いが常に頭をもたげ、このまま終わってなるものかと、その執念だけで生きてきたような気がする。読む本もなかったので親戚の人に見せてもらったり、弟の教科書を読んだりして過ごしていた。恥ずかしいことだが私の読書量は普通の人に比べてもずっと少ないのではないかと思う。

しかし、だんだんとコツが判るようになり、非常に身体がだるく起き上がりたくないようなときでも、少しずつ動いていると割合楽になってくるときもあり、毎日、寝たり起きたりしながら野菜作りをするようになった。そのうちに無理さえしなければ大丈夫と、だましだまししながら働いてきた。挫折というそのどん底の状態からいかにして早く立ち直るかによって、その人間の価値が決まるといわれているが、私はあまりにも立ち直るのが遅すぎたように思う。

母は金光教の信心をしていたので、新宮市相筋の教会まで朝参りをしてくれたこともある。金光教の始祖、金光大陣（本名、川手文次郎）は備中の農家に生まれた人である。人柄の良さで人々の信頼も厚く家業に励んでいたが病に悩まされ、その苦しみの中で霊力を授かり、これからは人助けに専念するようにとの神啓のもと、平和で自主的、生産的な社会の実現、誠実と勤勉、また、呪術否定の現実的救済の宗教を目ざされた。鬼門とされる丑うし寅とらの方角や日の吉凶などを否定する教義は、現在にも通じる合理的な考え方ではないかと思う。

黒住教を創立した黒住宗忠は、代々神官を務める家に生まれたが、結核のため明日をも知れない命となり、神に対して一心不乱に祈りを捧げているとき不思議な光が身体に合体するのを感じ、それ以来、めきめきと健康が回復、霊力を得て人助けのために尽力することになったという。日頃から慎み深く神官（禰ね宜ぎ）として敬けい虔けんな務めぶりを知る神霊が、絶体絶命の窮地に立たされた必死の想いに感応したのであろうか。

天理教会の畑地貞一さん、「生長の家」を信仰する西川さん、杉岡さん、田代さん、中尾さん、キリスト教会の津田さんなど多くの方々が、入会を勧めるわけでもなくただ何とか元気にしてやろうという想いで接してくださった。私はそのご厚意に感謝し、心からありがたいと思った。こういった、世の中の人々にはあまり名も知られていないような方々の善意が、底辺に生きる者にとっては大きな支えになっているのではないかと思う。

私は「生長の家」の本をかなり長い間続ませていただいた。谷口雅春氏は、「人間は皆神の子であり、すべての宗教の心理は、その究極においては一つである」とする教義のもと「生長の家」を創立された。

〝継続は力なり〟という。谷口雅春氏は、この言葉に重ねて、「たとえ一日に一時間でも二時間でも、毎日十年間真剣に努力を続けることができたなら、やがてあなたはその道の専門家になれるであろう」と述べておられる。

仏教界の腐敗、堕落を糾ただし、男女の平等を説くとともに、罪を犯した人さえも積極的に救済しようとする教義など、釈迦の正伝を伝えるため次々に新風を吹き込んで根本からの改革を志し、英傑とまで称えられた道元禅師は、「まことに一事をこととせざれば、一智に達することなし」と喝破しておられる。〝まこと〟とは何か。それは志を果たすため、誠心誠意、全力を尽くして努力する意味にほかならない。

〝智、万人に過ぎるを英と曰う〟




世の中が急速に進歩し、すっかり時代遅れになってしまったが、愚者の一徹で何度も試行錯誤を重ねながら「魏志」倭人伝と取り組んだまま今日まで至ったような次第である。

身体の状態が悪く、何十日も中断したり、一日に一ページ或いは二ページしか読めない時もたびたびあった。

私には不思議な体験がある、家政女学校に通っていた姉が残していった辞書を読んでいると、その末尾の部分に付録として、「おのこやも　空しかるべき　萬世に　語り継ぐ可き名は立てずして」という山やまの上うえの憶おく良らの歌が、「世の中は何のへちまと思えども　ぶらりとしては暮らせれもせず」という、読み人知らずの狂歌と共に載せられていた。

『万葉集』にも載録されているが、この詩は山上憶良が重い病に伏していたときに作ったものといわれている。「男として生まれながら何一つ世の人々に称えられるような行いもできていないまま、自分はもう終わりなのかもしれない」という嘆きと無念の想いが籠められた詩なのであろう。山上憶良はこの詩を詠みながらさめざめと涙を流して涕いたという。

この詩歌を読んだとき、私の頭に「おのこやも　空しかるべき　萬代に　余は枕して　医師を養い」という歌が、それほど深く考えたわけではないが、すっと頭に浮かんだ。これは精一杯の強がりと半ばやけくそ気味に、自嘲の意味をこめた気持ちを表したものであるが、私は詩才もなく、短歌や俳句などを投稿したことなど一度もなかったのでそのままにしていた。

ところがそれから三、四カ月を経過した頃、これと全く同じ歌が毎日新聞の歌壇に入選歌として載せられていたのである。あまりの偶然に〝あっ〟と驚いてしまったことを今でも覚えている。作者の名は忘れたが結核で入院中の人であった。

最初の歌にある「……空しかるべき萬代に」を「空しくあるべき」と読む方々もおられる。しかし私は、「空しくあるべき」では意味が通じにくいとする辞書に載せた人の見解と同じように、この場合「やも」を受けて「空しく」が反語の意味をもってくるのであるから、「空しかるべき」と読む方が意味が理解しやすいのではないかと考えている。

原文は「士也母　空應有　萬代尓　語績可　名者不立之而」と書かれているから「空しくあるべき」で良いとする意見も相当強いのかもしれない。ＮＨＫの教育テレビで檀ふみさんが担当していた『万葉集』の番組でも「空しくあるべき」と読まれていた。

私は全くのずぶの素人であったため、漢文の読み方に関しても基本から学ぶ必要があった。私が買った『詳解　漢文』には「中庸」の文も収められている。

「誠は天の道なり。之を誠にするは人の道なり。誠なる者は勉めずして中り、思わずして得、従容として道に中る、聖人なり。之を誠にする者は、善を択びて固く之を執る者なり。博く之を学び、審かに之を問ひ、慎みて之を思ひ、明らかに之を弁じ、篤く之を行う」

「学ばざることあり、之を学びて能くせざれば惜かざるなり。問はざること有り、之を問ひて知らざれば惜かざるなり。思はざること有り、之を思ひて得ざれば惜かざるなり。弁ぜざること有り、之を弁じて明らかならざれば惜かざるなり。行はざること有り、之を行ひて篤からざれば惜かざるなり。人一たび之を能くせば、己之を百たびす、人十たび之を能くせば、己之を千たびす。果たして此の道を能くせば、愚なりと雖も必ず明らかに、柔なりと雖も必ず強し」（第二十章）

私は倭人伝の考証を進めるに当たって、常にこの「中庸」の言葉を忘れないように心掛けてきたつもりである。

「中庸」は孔子の孫、子思の作とされ、『礼記』に収められている一編であるが、宋の時代、儒学者に崇敬され、儒学の大家朱子が章句を作り、別本として盛行し今日に至っているという。

今枝愛眞氏が東京大学教授時代に書いた『道元』の中で、「山のはの　ほのめくよいの月影に　光りもうすく　とぶほたるかな」（『新後拾遺和歌集』）という歌を紹介している。これは比叡山衆徒達の迫害によって京都の建仁寺に追われ、洛南深草の里にある極楽寺跡に住んでいた頃の心境を詠んだものといわれている。

この頃の道元は最も創造の意欲にあふれていた時期であり、『正法眼蔵』などもすでに半数近く著されていたという。道元禅師は自分をほのかな月明かりの中、山のはにとぶ蛍の光にたとえて詠んだのであろうか。それともそば近くじっとたたずみ、注意深く見ていなければ気がつかないような小さな命が、精一杯生きている姿に対する、優しい愛のまなざしであったのであろうか。私はなぜかこの歌に心惹かれてならない。

月夜の蛍。私がこれまでに発表してきた倭人伝の解釈に関する論考が、多くの人々には目にもとまっていないというのも無理はないかもしれない。

多くの方々は『三国志』などを読む場合、そこに名のあげられている英雄や豪傑達の活躍に目を引かれ、興味をもって読まれることであろう。我国においても古来優れた人物の数は多い。私はそこに名を連ねる人々の記事を読み進めながら、事に臨んでの身の処し方、潔い決断力を知るにつけ、自分には到底このようにはできないだろう、とても及ばない、と深く考えさせられることもしばしばであった。誰もが強く惹きつけられ関心をもたれるのも無理はない。

しかし、その陰で戦いの犠牲となった名も知られていない戦士達、さらに常に踏みにじられ、しいたげられ続けてきた民百姓と呼ばれる人々の慟どう哭こくにも深く想いを致すことは忘れないでいただきたいと思う。




長い人生にはいろいろなことがある。少年時代に経験した太平洋戦争末期の惨状と屈辱的な敗戦の記憶。近くは一九九五年（平成七年）一月十七日に発生した阪神淡路大震災。これに続く北陸、新潟における大地震。二〇一一年（平成二十三年）三月十一日に起きた東日本大震災の時は、物凄い津波が発生、すさまじい勢いで町並みを破壊し、おびただしい数の犠牲者が出た。さらに追いうちをかけるように二〇一八年（平成三十年）七月に起きた大豪雨による被害。大自然の猛威。かろうじて生き残った人達の心情、その煉獄の苦しみは幾許りであったろうか。

その記憶もさめやらない九月に紀南地方を襲った台風十二号でも、これまでに全く経験したことのない大洪水により、家が流されたり、各地で山崩れが起き、またもや多くの人命が失われた。多くのボランティアの人達が救援に駆けつけていたが、自分の生活だけで精一杯の私は何一つ役立つことはできていない。ほんとうに申し訳ないと思う。

東日本大震災による津波は、問題視されていた原発にまで大きな影響を及ぼし、言い知れない不安をもたらしている。人間はいかに想いをめぐらせようとも、自ら体験したことでなければ、なかなか人の苦しみを真に理解することはできないものである。

こうした中、一番元気であった末の弟が、直腸癌の発見が遅れ、手術もできずに亡くなってしまった。私は様々な出来事に右う顧こ左さ眄べんしながらも「魏志」倭人伝と取り組み、次々と浮かび上がる疑問点に立ち向かいながら、いつの間にか四十数年もの歳月を費やしてしまっていた。

一病息災とでもいうのであろうか、息子達が都会に出て働いているため、一人で隣の納屋に住んで食事の世話をしてくれていた二番目の姉も亡くなり、また、学校を出てから公務員となって働いていた次の弟も癌で仆れてしまい、一番上の姉だけは天寿を全うして九十六歳まで生きていたが、若いときから病気を抱えて生きてきた私だけが生き残っている。

いかに農作業の合間であるとはいえ、亀の歩みというにはあまりにも遅すぎる。史学界の方々はそのことこそ愚者であることの証ではないかと一笑に付すかもしれない。しかし、いつの日か〝愚者千慮の中の一得〟として認めていただけるときがくるのではないか。ひそかな期待をいだきながらも、今はただその審判の全てを神に委ねて謙虚に待つほかない（「智ある者も千慮には必ず一失有り。愚者も千慮すれば必ず一つは得るところ有り……」『史記』淮陰侯伝）。

松尾芭蕉の『奥の細道』を題材にした長谷川櫂さんの俳句紀行シリーズ「海の細道をゆく」（平成二十四年正月、ＮＨＫテレビ）で、解説の国井雅比古さんが、民族学者の宮本常一氏が父親から「人の見のこしたものを見るようにせよ」といわれたという話を紹介していた。

巡り合わせというものであろうか。論文発表の過程においてひとかたならないお世話になった白崎先生や、中山先生は、お二人とも医学博士の肩書きを持つお医者さんであった。

縁えにしの不思議さが心に染み入り、長い闘病生活の中で「余は枕して　医師を養い」などとむくれていた自分が今さらながら恥ずかしい気がする。

白崎氏が発行していた『古代日本海文化』は『古代史の海』と名を変え、秦政明氏が編集長として頑張っておられたが、不幸にも病気のため亡くなられ、中村修氏が編集長となって後を受け継ぎ尽力してくださっていた。煩雜な編集作業に加え、投稿者との打ち合わせや連絡など、そのご苦労は並大抵のことではないと思う。その中村氏も亡くなってしまった。

素人の歴史研究者に発表の場を与えようと、機関誌の発行に力を尽くしてくださる人達がいてくれたからこそ、これまで続けてこられたといっても決して過言ではない。覚えずして長い年月を要してしまったが、これまでお世話になった多くの方々に改めて感謝の意を表したい。




「魏志」倭人伝の徹底解明を志してより〝不惜身命〟を念頭に魂の灯をかき立て続けてきた。たとえ何の評価も得られず、或いは賛否両論に分かれようとも、まがうことなく正鵠を射止めていると認めていただけるまでは決して筆を措おくようなことはしないつもりである。

不惜身命とは、貴乃花が横綱に推挙されたときに「身命を賭して」相撲道に精進する決意を述べた言葉として知られている。この言葉は仏道のために己の身命を捧げる覚悟を表す言葉である。

何事をなすにもそれだけの決心と覚悟が必要であることを忘れてはならないと、改めて肝に銘じている次第である。

「三軍の帥は奪う可くも、匹夫の志は奪う可からざるなり」（『論語』子罕第九）

私の先祖は新田義貞の家来として仕えていたという。

新田義貞は源義家（八幡太郎義家）十世の子孫であり、後醍醐天皇を奉じて建武の中興を成就したが、足利尊氏に敗れ、息子の新田義興は六郷川の渡しで尊氏方に寝返っていた伏兵に襲われて斃れ、忠臣が義貞の孫を連れて方々逃げ回った後、三重県南牟婁郡紀宝町成川の山奥にある七滝というところに辿り着き、隠れ住んだという。

私の母も七滝の人である。七滝という地名は、そのあたりに七つの滝があったために付けられたものといわれている。本家筋には鎧も伝えられていたという。

足利尊氏は光明天皇を擁立、自ら征夷大将軍となり、室町幕府を開いた。

苦しい想いの中ですがりつくように志した『魏志』倭人伝の字義に重点を置いた解明は、私にとって今、畢ひっ生せいのライフワークとなって自らを支える大きな力となっている。
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